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1 ．本稿の課題

本稿の目的は、災害復興の過程に「ジェンダー平等の視点に基づいた災害リスクの削減」を組み込む
ことが、なぜ容易ではないのか、どうすれば可能になるのかについて検討することである。

2005年の第 2 回国連防災世界会議で採択された「兵庫行動枠組（2005-2015）」によって、「災害リス
ク削減のジェンダー主流化」の重要性が認識されるようになった。「災害リスク削減」とは、「防災・減
災、または災害予防（防災広報、ハザードマップや防災計画の作成など）と呼ばれる狭義の災害対策分
野での制度や技術の導入・整備にとどまらず、あらゆる政策・事業に災害リスクを削減する視点や方策
を取り入れること」を意味する（UNISDR	2004,	p.3）。つまり、産業、雇用、福祉、社会保障などなど、
多くの人が防災とは直接関係しないと考えてきた分野にも、いざ災害が起きたときに被害を拡大するリ
スクが潜んでおり、それのリスクも削減することが災害に強い社会となる基礎となるという主張が、災
害リスク削減である。それら多様な領域のリスクには、ジェンダーや年齢による格差があるため、そこ
にさらにジェンダー平等の視点を組み込むべきだとする考えが、「災害リスク削減のジェンダー主流化」
である。

近年、平常時の開発事業や政策だけではなく、大災害が発生した直後の緊急救援や復興活動にこそ、
災害リスクの削減を意識的に導入する必要があると考えられるようになってきた。平常時よりも、むし
ろ災害が発生した後にこそ、どんな災害リスクが潜んでいたのか、誰がより脆弱だったのかが明確にな
りやすい。また様々な制度や関係性、構造物がいったん破壊されて再建される時にこそ、災害リスクを
削減する要素を入れ込むことが容易だと一般的には考えられている（Christoplos	2006a;	2006b;	
Birkmann	et al.	2008など）。そのことは、大災害は災害脆弱性を克服するための「チャンスの窓

（window	of	opportunity）」であるという言い回しや、「build	back	better」というキャッチフレーズに
も反映されている。

災害とジェンダー分野の実務者と研究者の国際的ネットワークであるGender	Disaster	Networkが作
成したリーフレット「災害とジェンダー平等：救援と復興にジェンダーの視点を取り入れるための 6 原
則」でも、1 番目の原則にこう謳われている。「ジェンダー平等と災害リスク削減の考え方は、減災、
救援、復興のすべての側面で重視されるべきである。変革のための『チャンスの窓』はすぐに閉じてし
まう。だからこそ、今から考えておこう。女性をエンパワーできるような救援活動とは？　ジェンダー
やその他の不平等など、特定の人が災害の影響を受けやすくなる要因を復興計画で指摘して、それらを
改善する方法とは？　女性も正当に利益を得られるような産業復興や所得補助とは？・・・・」（GDN	
n.d.［2005］）と。

一方で、緊急救援、復旧・復興の現場では、多様な状況にある男女の被災経験やニーズの違いに応じ
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た支援を行うこと、ニーズの違いを把握することすら、大変に困難である（東日本大震災女性支援ネッ
トワーク調査チーム　2012）。その困難を乗り越えたとしても、男女のニーズに合わせた支援を行うだ
けでは、災害リスクの削減、すなわち社会構造から発する災害脆弱性の解消には、自動的には繋がらな
い。「ジェンダー平等の視点に基づいた災害リスクの削減」を緊急救援や復旧・復興の過程に組み込み、

「災害に強い社会の構築」に活かすことは、容易ではない。
本稿では、インドネシア・アチェ州におけるインド洋大津波（2004年）、および東日本大震災（2011

年）の二つの事例から、復興の過程にジェンダーの視点を導入する際に必要な制度上の課題を整理して
提示する。アチェ州の復興過程は、ジェンダー主流化の明確な方針が導入され、多くの成果を上げた好
事例の一つである。ジェンダー別の統計に基づいたジェンダー分析の実施と、脆弱性の高い集団の状況
を積極的に改善する復興施策が行われた経過とその背景にある制度的措置を明らかにし、そこから日本
が学ぶべき教訓を引き出してみたい。

2 ．復興過程における「災害リスク削減のジェンダー主流化」

「災害リスク削減」という発想は、社会によって構築される災害脆弱性と、人々の回復復元力（レジ
リエンス）が、ハザードと重なったところで災害被害が発生するという「脆弱性論」の考えに基づく。
この考えによると、制度化されてきた慣習、権力配分、資源配分のあり方（「脆弱性の根本原因」）が、
政策や開発の進展を通して、災害脆弱性を構築する（Wisener	et	al	2004）。ジェンダーは、災害脆弱性
の根本原因を形作る一つの要素である。こう考えるなら、災害以前の社会にあった慣習、権力配分、資
源配分のうち人々の脆弱性の原因となっていた部分をそのまま活用した、つまり脆弱性を再生産するよ
うな救援や復興のすすめ方は容認されるものではない。すべての災害対応と復興は、脆弱性の改善とい
う側面を持つ必要がある。

Birkmannら（2008）は、インド洋大津波後にスリランカとインドネシアで災害リスク管理の向上に
関してもたらされた主要な変化について、法律／行政、組織制度、経済、社会、環境の各面にわたって
分析した。しかし、その中にジェンダー平等の促進に関するものは含まれていない。

一方、Christoplos（2006b,	pp.69-70）は、「Building	back	better」言説は一見常識的に見えて、そう
ではないという。確かに、災害直後は災害リスクについて理解が共有されており、そのような災害リス
クを社会に作り出した、または放置した政策や制度の欠点が特定されやすく、既成の権力構造も災害に
よって基盤が揺らいでいる可能性がある。しかし、実際には、災害リスクの削減に深くコミットした復
興の事例はあまりみられないという。

Christoplosは次のような理由をあげる。支援のスピードが重視されることが「より良い状態への復
興」の検討に必要なスピードと相容れない。災害リスク削減に最も必要なものは、国や地方の行政機構
や住民組織であるが、その整備や機能強化には時間がかかる。また復興はつまるところ土木・建設であ
るという意識が根強い。被災者自身も元の状態に戻ることを望み、外部者が	‘better’だと主張する状態
を理解したり信じたりできないことが多い。さらに、災害時には、支援者には「主流化インフレ圧力」
がかかるという。つまり、貧困緩和、ジェンダー平等、HIV/AIDS、グッドガバナンス、環境配慮など
などの多くの視点が復興の活動に主流化されているか、時間との競争の中で確認しなければならない。
しがたって、Christoplosは、現実には「復興における○○の主流化と呼ばれるものは機能しない」と結
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論付ける（2006a,	pp.2-3;	2006b,	pp.69-70）。実際には、これらの複数の視点による「主流化」が実現し
てこそ、社会における排除や格差が解消されて脆弱な集団が力をつけ、環境リスクも減ることによっ
て、災害リスクが削減される。Christoplosの指摘は、復興の現場では、このような議論がなかなか受け
入れられないことを示している。

3 ．アチェにおける災害リスク削減とジェンダー主流化

では、インドネシアでは、インド洋大津波の経験から、どのように災害リスク削減とジェンダー平等
を主流化したのだろうか。2012年 9 月 4 日～ 7 日にアチェで行ったインタビュー調査と政府の防災関連
政策文書に基づき、述べる。

1 ）緊急救援における課題（災害直後の女性の状況）と対応 
災害直後の女性たちの困難として、多くの課題が指摘された 1 。女性世帯主の経済的困窮と安全の欠

如、避難キャンプでのセクハラや暴力・ドメスティクバイオレンス（DV）の増加、女性用品の不足や
男女別になっていない水浴び場、女性たちに支援の情報が届かないなどの問題である。

まず地元の女性NGOが中心的な担い手となり、物資の供給、トラウマ・カウンセリング、性暴力や
DVに関する知識の普及と法的支援、女性向けの小規模金融の提供などが行われた。アチェの女性団体
の多くは、自由アチェ運動とインドネシア政府の間でおきた紛争の影響を受けて国内避難民となったり
性暴力被害に遭ったりした女性のたちを支援し続けていたので、被災した女性への支援に必要な技能と
経験はすで蓄積されていた。また、津波の被災者と紛争の被害者の間に格差が生じないようにという配
慮がなされた。

避難キャンプを運営していたのは、国軍、政府職員、コミュニティのリーダーであり、ほぼ全員が男
性であった。彼らには、女性の安全に配慮したり女性のニーズに対応するという発想がなく、彼らに働
きかけることは女性NGOの職員たちにとって難しいことであった。しかし、女性NGOがキャンプに入
り込んで活動することに関して障害はなかったという。

2005年の災害直後に、県女性エンパワーメント局の局長の呼びかけによって、ジェンダー・ワーキン
グ・グループが結成された。地域の女性NGOや研究者などが女性向け支援の調整を行うことを目的と
して集まったものであるが、後にこのグループは、被害のジェンダー分析も行うようになった。

2 ）アチェ・ニアス復興庁（BRR）の「ジェンダー方針」2

BRRが設立された2005年から2006年 9 月までは、復興のジェンダー主流化方針は導入されていなかっ
た。この間、女性向けの事業として「女性と子どものエンパワーメントのための集会所」の建設が行わ
れた。アチェ州23県のうち18県に集会所を建設し、原資を女性グループに提供して活動を自主運営して
もらうものである。主要な活動内容は、女性たちが商売するための研修などであった。2012年 9 月現
在、活動が続いているのは 5 県しかないという。ジェンダー方針が導入される前の女性向けの復興事業
には、特に女性の災害脆弱性を緩和するという明確な意図はなかったように思われる。

2006年に入って復興庁は、「女性と子どものエンパワーメントのための集会所」で活動を続けていた
女性たちが、復興庁から提供された資金を活用して法律アドバイザーを招き、女性の権利（土地、相
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続、離婚後の親権など）について勉強会を行うのを支援するようになる。すなわち、社会や家庭内にお
ける女性の地位や状況を問い直すという意味で、被災地の女性たちに向けた活動の方向性に変化がみら
れるようになった。

同年 9 月、アチェ・ニアス復興庁の「ジェンダー方針」（BRR	2006）が導入され、 1 ）すべての復興
セクターにおけるジェンダー主流化、 2 ）女性のエンパワーメントのための女性向けプログラムの推
進、 3 ）地域女性団体との連携が提唱された。このなかで、6 つの課題領域において、女性は機会や資
源へのアクセスが制限されていることが指摘された。 1 ）経済（金融、土地、農具、雇用、市場へのア
クセス）、 2 ）地域政策の意思決定、 3 ）女性への暴力や相続に関する法的正義、 4 ）教育、 5 ）医療
サービス、 6 ）情報テクノロジー。これらの課題領域について、セクターごとに実施要領（SOP：
Standard	operational	procedure）とチェックリストの活用を通して女性の脆弱性の克服が目指された。

たとえば、経済セクターにおける女性の脆弱性克服のチェックポイントは次の通りである。

・伝統的に女性向けとみなされない業種でも、女性が所有／経営／働くことができるよう、事業を創
出すること。

・資金、農業投入財、職業訓練の機会は、50%が女性に配分されるようにすること。（報告が義務づ
けられる）

・小規模零細企業のみならず、女性が大中規模の企業の経営にかかわるようパイロット事業を行うこ
と。

・農業、畜産業に従事する女性の支援事業を実施すること。
・村落の水利組合や農民組合は男女双方が代表者となること。
・寡婦や女性世帯主が、金融にアクセスできるよう、事業を実施すること。
・漁業世帯の寡婦にも正当な補償を行うこと。
・普及員の育成研修では、男女別の研修内容を含むモジュールを作成すること。
・雇用機会、研修機会、産物の相場などの情報に男女双方が適切にアクセスできるようメディア活用

などの工夫をすること。

また、緊急雇用創出（Cash	for	Work）では、老若男女問わず、誰ががれきの撤去に従事しても、同
じ額の日当が支給された 3 。平常時の女性の日当は、男性より低い。

教育分野では、奨学金の配分を男女半々とする、保険医療の分野では、出産時の医師派遣コールサー
ビスを確立する、文化・宗教に関しては、元々は男性のみ 8 名で構成されていた村の賢人会議に少なく
とも一人の女性が加わるなど、具体的な施策が打ち出された。ここで重要なのは、これらの施策が復興
期に限って行われるのではなく、将来にわたって地域の災害脆弱性の克服に直接つながるように、地域
や行政の制度の見直しが行われたということである。

被災者向けの再定住地と復興住居は、男女（夫婦または同居する兄弟姉妹）の共同名義で登録するこ
ととされた。アチェ社会では女性が土地を相続できるが、新たに購入したりして所有する場合には、男
性の名義となるという慣習があった。そのため、男女共同名義という方針は斬新であり、これが妥当か
どうか議論するための会合がジャカルタでも持たれたという。実際に共同名義で登録された住宅は
14,000戸に過ぎず、これは全体からみるとごく一部である。しかし、土地所有制度というジェンダーに
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深くかかわり、なかなか変更が難しいと思われていた領域もジェンダー主流化の対象となるのだという
政府の強い意志を示し、ジェンダー平等という発想を社会に問うたという点で、シンボリックな重要性
を持った。

アチェの復興におけるジェンダー方針は、特定の分野における女性のニーズの充足やエンパワーメン
トのための女性向けプログラムだけではなく、すべての復興セクターへのジェンダー主流化を目指し
た。その制度的背景として、すでに2000年には「国家開発におけるジェンダーの主流化に関する大統領
令第 9 号」が公布されており、復興においてジェンダー主流化を行うかどうかは選択したり、したい団
体だけがするような話ではなく、決定事項であったという（Enarson	2009,	p.16）。ジェンダー主流化を
担う組織として、ジェンダー・女性エンパワーメント・ユニットが復興庁内に設置された。このユニッ
トが、全庁職員にジェンダー研修を行い、セクターごとの実施要領（SOP）とチェックリストを作成し
て、実施のモニタリングを担当した。

ア チ ェ・ ニ ア ス 復 興 庁 が 撤 退 し た 際（2009年 ） に は、「 ジ ェ ン ダ ー 出 口 戦 略（Gender	exite	
strategy）」が示され、これからのアチェ州政府が担う開発にも活用されるべく「アチェ復興枠組（2008
年-2011年）」に組み込まれて引き継がれた。大災害と紛争の両方からの復興を視野に入れた「アチェ復
興枠組」では、ジェンダー平等は 3 つの横断的課題の一つとして位置づけられている。

復興庁のジェンダー方針の土台を担ってきたのが、ジェンダー別統計とジェンダー分析であった。
UNIFEMが津波の 8 か月後の2005年 8 月に17県の6,000人の被災女性を対象に行った調査に基づいて被
災状況のジェンダー分析を行ったのをはじめとして、多くの団体がジェンダー分析を行った（Enarson	
2009,	p.19）。復興庁もしくはそのパートナー団体が行う事業の計画書は、どのセクターの事業であれ、
ジェンダー別統計に基づいて作成されていなければ受理されなかった。また、事業の評価にもジェン
ダー別統計が活用された。その結果、災害が、各課題領域で男女に与えた影響の違いや、男女が復興事
業から得た利益の格差などが、注意深く分析・モニタリングされることとなった。なおも2008年には、
ジェンダー別統計の不足を補うために、UNFEM、CIDA、地域女性団体などが協力して、大掛かりな
ジェンダー別統計整備が行われ、保健、経済、土地、政治、教育、人口などの領域で合計204に及ぶ
ジェンダー別の指標が整備された（Enarson	2009,	p.18）。

3 ）開発計画への災害リスク削減とジェンダー平等の主流化 4

インドネシアでは、防災法（2007年第24号法）が制定されたことで、国の防災体制は緊急対応型から
災害リスク削減型へと転換した。中央では国家防災庁（BNPB）が、地方では州や県の地方防災庁

（BPBD）が、防災体制を担う組織として整備された。防災法では、災害リスクの削減を開発に統合す
ることは国家の責務であること、また地域住民や市民社会組織の防災体制への参加などが謳われてい
る。国と州、県（市）レベルで、それぞれ災害リスク削減行動計画が作成される。災害対策本部

（BPPA）では、5 年対策、3 年対策、緊急対策の 3 種類の行動計画を作成する。その際、災害リスクと
ジェンダー平等については、切り離さないでセットで考えるようになっている。被害のシミュレーショ
ンを行うときには、男女の人的被害を分けて想定し、避難訓練の時にも女性の参加をモニタリングして
いるという。

2010年より、市と県が災害対策を地域の開発計画に主流化することになった。開発計画（長期20年、
中期 5 年、短期 3 年）のすべてで災害リスク削減とジェンダー平等を統合することとされている。国家
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開発計画庁の地方局（BAPPEDA）が、予算をチェックしながらそのモニタリングを行っている。
このような防災施策の転換は、インド洋大津波の経験だけが後押ししたのではない。兵庫行動枠組に

従えば、このような施策を行うことになる。国際社会の支援も大きな役割を果たしたし、また市民団体
の連合が防災法の成立に大きくかかわっていることから、民主化の定着も防災施策の方針転換に貢献し
ていると言える。

　
4 ）緊急救援体制におけるジェンダーの視点 5

インド洋大津波後に新たに整備されたインドネシアの緊急救援体制の興味深い点は、バンダアチェ災
害対策本部だけでなく、女性保護エンパワーメント局や社会省にも独自の緊急救助隊（TRC）がある
ことである。災害対策本部の緊急救助隊は、公務員・軍・警察からなり、その25％は女性である。半年
ごとに行われる訓練は実践的で、その内容の一部に、男女別のテントを作るなど女性への配慮に関する
ことも含まれている。

社会省の緊急救助隊は、2012年 5 月にユニセフの支援で設置されたばかりである。災害状況の有無に
かかわらず、高齢者やホームレス、児童労働に従事させられている子どもなどの保護を行う。インド洋
大津波の際に、孤児となった子どもや暴力被害を受けた子どもの保護の仕組みがなかったという反省か
ら設置された。災害時には、災害対策本部の緊急救助隊が先に活動を開始して、保護が必要な子どもの
情報を提供し、社会省や女性保護エンパワーメント局の緊急救助隊が保護して、ケースごとに最善の状
況を共に考える。

また、社会省にはTaganaと呼ばれる災害時ボランティア制度がある。2007年に開設された。村落在
住の18歳から42歳の男女が、災害発生 3 日までに被害状況を確認して連絡をする。災害対策本部の緊急
救助隊の派遣がすぐには困難な地域で被害の情報収集をする。現在、アチェ州には1,341人のボランティ
アがおりその 3 割は女性である。

男女のボランティアの活動に違いはないが、現場では役割が違う。女性に情報を聞いたり説明したり
するのは女性のボランティアである。「2005年までは、救援物資と言えば食料と毛布だと思っていたが、
女性にとって必要な物資があるということ、ジェンダーとはどういうことか、大津波を通して学んだ」
と社会省の担当者は話す。ボランティア向けの研修（年 1 回 1 週間）では、応急手当、蘇生術、情報収
集、救助などを主に学ぶが、被害情報も男女別に収集し、妊婦の要望は特に注意して聞くようにと伝え
ているという。

5 ）小括
インドネシア・アチェ州における復興で、災害リスク削減のジェンダー主流化は、次のような特徴を

持っていた。
第一に、復興の広い領域（雇用・生産など経済機会、地域政治の意思決定への参画、女性への暴力や

相続に関する法的正義、教育・医療、情報技術などを含む）をカバーし、包括的にまた根本から脆弱性
の原因に切り込むものであった。

第二に、これと並行して、開発政策への災害リスク削減とジェンダー平等の主流化が導入された。国
家防災庁が作成した「兵庫行動枠組の進捗状況報告2009-2011年度版」（BNPB	2011）によると、「災害
リスク削減とジェンダー平等を統合して開発政策に反映させる手段が明確に確立しているわけではな
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く、この理念はまだ普及していない」という。実際の運用はこれからだと思われる。
第三に、女性保護エンパワーメント局や社会省に特定の脆弱性を抱えた人々を対象とした緊急救援隊

が結成され、救援段階から復興期にかけて、脆弱な人々の保護の仕組みが作られた。
つまり、アチェでは、 1 ）復興において各開発セクターで積極的に男女の災害脆弱性を解消しつつ、

2 ）長期的な開発政策を通して各開発セクターで災害脆弱性緩和をジェンダーが主流化された形で行う
こととし、 3 ）緊急救援の体制も、積極的に女性や脆弱な人々を保護するための方策を導入して改善し
てきた。これらの政策は、大災害から 1 年 9 か月から 2 年たってから徐々に導入されている。

その実施を後押ししたのは、被災状況のジェンダー分析であり、その基礎となった男女別のデータの
存在である。また、アチェ・ニアス復興庁内部で、ジェンダー方針が受け入れられていった背景には、
強固な政治的意思があったことがあげられるだろう。アチェ・ニアス復興庁長官は、中央政府の大臣で
あった人気のある人物であり、彼が、ジェンダー平等政策の推進をすべての職員が担うべき使命だと強
調したという。

4 ．東日本大震災の救援・復興におけるジェンダー視点との比較

1 ）被災・復興経験の男女による違いと対応
東日本大震災においても、被災したすべての人々が困難に直面する中で、男女による被害状況や復興

時の困難についての違いが指摘されている（東日本大震災女性支援ネットワーク調査チーム	2102）。避
難生活期には、特に以下のような問題が見られた。

・環境の問題（間仕切りが導入されず、トイレが男女別になっていない、女性用の更衣室・授乳室・
洗濯物干し場も設置されず、プライバシーのない状況が続いた避難所もあったなど）。

・女性や乳幼児、高齢者や介護が必要な人だけが使う物品（たとえば生理用品、女性用下着、化粧品
など）の不足、女性の立場からすれば受け取りづらいという配布方法の問題。

・性暴力やハラスメントを含む女性と子どもへの暴力の増加。
・ライフラインが整わない中での介護や子育て、避難所における炊き出しなど固定的な性別役割分担

によるケア労働負担の女性への集中。

また、復旧・復興期に入ってからは次のような問題が見られている。
・生活を立て直すために必要な雇用機会や義捐金（世帯主に支給される）などが、女性にとって活用

しづらい。
・緊急の雇用対策は、がれきの撤去や土木系の仕事など男性向けが多かった。
・震災後、男性の失業率は減少したが、女性の失業率は増加し（「朝日新聞」2011年11月30日朝刊、

東京版）、特に母子世帯の雇用と収入確保の問題は深刻である。
・DVの悪化、増加。
・地域の復興の議論に女性の参画が確保されない。

これらの課題が見られた原因は、避難所の運営や復興計画の策定などについて決定権のある女性の割
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合が低すぎたこと、その上位にある災害対策本部に決定権のある女性職員が少ないことや男女共同参
画・多様性配慮の視点をもつ職員が少ないことである。内閣府男女共同参画局が行った「男女共同参画
の視点による震災対応状況調査」（平成24年 7 月）（内閣府、2012年）によると、東日本大震災への対応
において、地方公共団体の震災対策本部の職員の男女比は、女性2.8に対して男性7.2であり、管理職で
は、女性0.5に対して男性9.5であった。さらに、行政、民間支援団体、被災した地域住民を問わず、支
援活動において決定に権限を持つ人の大半は男性であり、女性や多様なニーズを持つ人々に配慮した避
難所運営が必要であるということが十分に理解されていなかったことも原因である。

これまで男性中心で動いてきた組織が、女性の参画の必要性に気付かないままに審議を開始したり、
女性が意思決定の場に参画することを受け入れられないという状況が見られた。復興庁男女共同参画班

（2012年）によると、復興計画を策定した34の被災自治体で、計画策定のための委員会の委員合計751名
のうち女性は84人（11.2％）で、9 の自治体で女性はゼロであったという。
「男女共同参画白書（平成24年度版）」（内閣府男女共同参画局、2012）は、特集として「男女共同参

画の視点からの防災・復興」を組み、地域の年齢構成と比較した男女別死者数はじめ、男女別に避難行
動のパターン、避難所や応急仮設における生活の困難、人口移動、雇用、心身の健康（飲酒量の増加、
睡眠、心の健康、自殺）などに関するデータを示した。また、災害時の暴力に関する記載も含まれた。
被災状況を男女別に把握する行政としての試みは、これが最初であり、大きな前進である。しかし、緊
急対応期から復興期までを通してみた幅広い課題については、男女別のデータが得られないために、被
災状況の男女差を客観的に示すことができないものも多い。

　
2 ）復興基本方針におけるジェンダーの視点

東日本大震災復興構想会議は2011年 4 月11日に15名（うち女性は 1 名のみ）で発足し、5 月10日に
「復興構想 7 原則」をとりまとめた。しかし、その中にジェンダーや多様な住民に関する言及はなく、
また復興を通して社会が持つ脆弱性を緩和するという発想も見られない（東日本大震災復興構想会議、
2011）。2011年 6 月に成立した「東日本大震災復興基本法」は、基本理念において、「被災地域の住民の
意向が尊重され、合わせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと」
と謳っている。また、復興構想会議が示した「復興への提言～悲惨のなかの希望～」（2011年 7 月）で
は、「これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにく
かった女性などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要」であるとし、「とりわけ、
男女共同参画の視点は忘れられてはならない」と強調している。ここから、震災をきっかけとして、新
たな男女共同参画のあり方を模索しようという姿勢が見える。

東日本大震災復興対策本部が策定した「東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年 7 月）」にお
いては、「男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、女性の参画を促進する」ことと、復
興施策に男女共同参画、特に女性の視点を反映することが明記された。

しかしながら、具体的施策として挙げられている 3 つの重点領域はかなり絞られている。 1 ）災害に
強い地域づくり（高齢者、子ども、女性、障害者などに配慮したまちづくり、まちづくりにおいて、女
性、子ども・若者、高齢者、障害者、外国人等の意見が反映しやすい環境整備に努める）、 2 ）地域に
おける暮らしの再生（女性の悩み相談／・若者・女性・高齢者・障害者を含む雇用機会／女性の起業活
動）、 3 ）地域経済活動の再生（農業における高齢者・女性の参画）に限定されていると言ってよい。
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また、それぞれの重点分野において、女性が地域の意思決定に参画できない要因や、雇用機会へのア
クセスが不十分であるという要因そのものを改善するような方策が盛り込まれていない。また、アチェ
の復興方針においては、各セクターにおけるチェックポイントに、男女への復興資源配分の比率が具体
化されて示されていた。しかし、同様な方策は日本では見られず、まちづくりや経済活動に女性が意味
ある参画をするための積極的是正策は示されていない。これまで女性がまちづくりの意思決定に参画す
ることができなかった状態において、女性たちが参画する場を得ることのおびただしい努力は、女性た
ち自身に任されている。

復興庁男女共同参画班は、復興の基本的考え方である「復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進
する」「子ども・障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現する」の実践事例として、まちづ
くり、仕事、暮らし等の分野に関し、女性が活躍している事例や被災地の女性を支援している活動など
を、事例集として取りまとめて公開している（復興庁男女共同参画班、2013）。その第 3 版には、23の
事例が収録されている。復興会議への女性たちの参画や政策提言活動、復興や防災の体制にジェン
ダー・多様性配慮の視点を組み込むための自治体研修、子育て世代によるまちづくりの提言、女性農業
者らの連携による地域の復興、障害者向けの就労の場の創設、外国人女性向けの資格取得講座、被災地
における子どもの遊び場の創設など、その活動内容は、多岐にわたる。

これらの事業は、その大半が、ジェンダー多様性の視点による復興が不可欠だという信念を持つ民間
団体や行政関係者が、努力を重ねて行っているものだと思われる。アチェの場合、復興の理念に加え
て、すべてのセクターにおけるジェンダー分析から始まり、実施要領やチェックリストの活用を経て、
復興事業にジェンダーの視点を導入するのは、アチェ・ニアス復興庁の責務だった。しかし、日本で
は、復興の基本方針において、ジェンダーや多様性の尊重という発想が打ち出されたにもかかわらず、
その実施は、民間や個別の自治体の決断と膨大な努力にゆだねられてしまっている。

3 ）脆弱性緩和という発想の欠如
日本では、男女によって異なる被災状況に関しては、当初から、性別や年齢、障害の有無や家族構成

などを考慮して、被災者の多様な状況に応じた被災者支援を行うこと、そのために年齢別性別の情報収
集を行うことの必要性は、あまり認識されていない。支援を行うに当たって、被災や復興状況の男女格
差が性別データによって把握されておらず、きめ細かな支援ができないと同時に、格差がそもそもなぜ
生じたのかという分析ができないために、今後同様の格差を生み出さない社会を形成するための対策を
含んだ復興策が提示できない。

5 ．アチェは何を学んだか、日本は何を学ぶのか

インド洋大津波から 8 年が経過した。この間、アチェ州では、災害リスク削減にジェンダーの視点
は、徐々に導入されてきたといえる。アチェの事例から私たちは何を学べるだろうか。

まずは、被災地の復興の状況について、男女別に状況を把握し統計化して示すことだろう。そして、
被災地の地域ごとのジェンダー分析を行い、ジェンダー化されて構築される災害脆弱性を理解すること
はできないだろうか。その情報を災害復興時に活用することができるのではないだろうか。そのために
は、雇用や福祉、暴力防止などに関するジェンダー別の統計が利用可能でなければならい。男女別の被
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害、復興経験の違いの根本原因は何か、それをよく考え正面から向き合う必要がある。また、予算や人
員の配分も含めて、復興にジェンダー平等の視点を取り入れるという政治的意思が必要である。

また、現在、日本では、国や県市町村レベルで盛んに地域防災計画の見直しが行われている。そこに
は、しかし、日常のジェンダーの不平等に根差した脆弱性の根本原因を見出してそれを変革しようとい
う発想はほとんど見られない。見直しの大半が、危機管理対応や予防における男女共同参画と女性の
ニーズへの対処である。地域防災計画や避難所の運営マニュアルなどに、女性や多様な人々の参画や安
全、物資面で女性のニーズに関して記載が表れるという事だけでも、進歩なのだ。しかし、それだけで
は、次の災害に女性のニーズには対応できても、「災害に強い地域」になっていくことは、なかなか難
しい。
「兵庫行動枠組」では、一般考慮事項で、「各国は、自国の持続可能な開発の責任及び災害から自国

民、インフラ、その他の国家財産を守るための災害リスク軽減の効果的な対策を講じる第一義的な責任
を負う」としている。また、「リスク評価、早期警戒、情報管理、教育・トレーニングに関連したあら
ゆる災害リスク管理政策、計画、意思決定過程にジェンダーに基づいた考え方を取り入れることが必要
である」、「災害リスク軽減計画を立てる際に、文化的多様性、年齢、及び脆弱な集団が適切に考慮され
るべきである」とも謳っている。インドネシア政府は、この方針を着実に踏襲して、成果を上げた。日
本政府も、兵庫行動枠組を共同採択した国家として、その責務を果たすべきである。

アチェの経験が語ることは、まだある。アチェ・ニアス復興庁がジェンダー政策を取りまとめたのは
津波から 1 年 9 か月後だった。それから、組織や人材を整えながら、災害リスク削減とジェンダー平等
を復興に主流化する作業はすすめられた。東北の復興の「チャンスの窓」は案外遅く開き始め、もっと
遅くまで開いているのではないだろうか。これからこそが、取り組むべき時期なのではないだろうか。

（いけだ・けいこ／静岡大学教育学部教授）
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Introduction

Natural	disasters	have	become	an	increasing	global	challenge	for	all	population	sectors.	Some	say	
that	disasters	affect	people	equally.	Such	a	statement	leads	to	a	uniform	pattern	of	disaster	prepared-
ness	and	relief	arrangement	for	all	sectors	of	the	population	whether	they	are	men,	women	or	aged	
people.	

Generally,	men	are	in	a	superior	position	to	women	due	to	their	decision-making	power	in	society,	
social	status	and	the	cultural	context	of	their	particular	society.	All	these	factors	may	benefit	men	in	
terms	of	better	preparedness	and	faster	recovery	from	a	disaster.	

Aged	people	meanwhile	constitute	a	significant	proportion	of	those	at	risk	from	natural	disasters	
due	to	 their	reduced	physical	ability	and	other	 impairments.	Evidence	shows	that	aged	people	ac-
count	for	a	high	number	in	the	death	toll	from	natural	disasters.	For	example,	in	the	European	heat	
wave	disaster	of	2003,	there	was	a	high	concentration	of	mortality	rate	in	elderly	people	due	to	health	
vulnerability	owing	to	cardiovascular,	cerebrovascular	and	respiratory	causes	（Haines	et	al.,	2006）;	
forty-nine	percent	of	the	victims	of	Hurricane	Katrina	in	2005	were	people	aged	75	or	older	（Brunk-
ard,	J.	et	al,	2008）;	in	Cyclone	Nargis	of	2008,	among	the	dead	and	the	suffering	survivors	were	many	
aged	people	and	children	（HelpAge,	2008）.	

This	article	has	particular	 focus	on	 the	aged	people	and	their	decision	 to	perform	evacuation	
when	threatened	by	typhoon.	For	Thailand,	disaster	preparedness	at	the	community	level	is	just	de-
veloping,	and	survival	depends	on	self	protection	and	adaptation.	

This	article	aims	to	explore	the	preparedness	behaviors	and	factors	responsible	for	the	evacua-
tion	decision	of	aged	people.	The	area	of	study	was	a	multi-disaster	prone	community	in	Chumphon	
province,	Southern	Thailand 1 .

1 ．Disaster Preparedness and Evacuation

There	are	three	paradigms	 in	disaster	study.	The	“dominant”	paradigm	emphasizes	 individual	
human	response	behavior	such	as	 the	study	of	risk	perception	as	a	predictor	of	protective	action;	
namely,	preparedness	and	evacuation	（Gaillard,	2008）.	The	second	paradigm	focuses	on	the	structural	
construction	of	risk	by	looking	at	factors	that	construct	the	vulnerability	of	society	and	individuals	to	
hazard	impact	such	as	demographics:	age,	ethnic	minority	and	education,	social	inequality	and	political	
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ecology,	especially	economic	and	political	marginalization	 in	developing	countries	（Bolin,	2006）.	The	
third	paradigm	focuses	on	social	domain,	where	ideas	and	practices	concerning	risk	and	disaster	are	
exchanged,	 shared	and	organized	 in	 the	ways	references	are	made	to	disaster	and	risk	（Hilhorst,	
2004）.	

Disaster	preparedness	is	one	of	the	results	of	disaster	experience	and	learning	ability.	Communi-
ties	and	individuals	psychologically	and	physically	prepared	will	be	less	vulnerable	and	more	resilient	
in	disaster	events	（Kreps,	1991;	Mileti,	1999	cited	in	McGee,	2003）.	Social	research	has	identified	the	
socio-demographic	factors	responsible	for	preparedness	as	age,	disability,	marital	status	（Miceli	et	al.,	
2008）,	 income	and	education	（Russell	et	al.,	1995;	King	and	MacGregor,	2000	cited	in	McGee,	2003）,	
home	ownership	（Mulilis,	Duval	and	Bovalino,	2000	cited	in	Miceli	et	al.,	2008,	Charnkol,	2006）.	Social,	
human	and	cultural	capital	are	identified	as	critical	resources	for	disaster	preparedness	（Jakes	et	al.,	
2003;	Mayunga,	 2007）.	McGee	（2003）	 found	 that	 social	network,	previous	experience,	 culture	of	
self-reliance,	characteristic	of	community	and	social	cohesion	contribute	to	the	preparedness	behavior	
of	rural	communities.	Studies	on	disaster	preparedness	look	at	several	factors	such	as	time	allocation	
in	preparedness	（Los	and	Schut,	2008）,	knowing	how	to	prepare	（Rosenkoetter	et	al.,	2007）,	and	hav-
ing	a	plan	and	supply	kit	（Horney	et	al.,	2008）.	Providing	people	with	information	on	a	hazard	and	its	
impact	will	influence	people’s	preparedness	（Paton,	2006）.	Even	though	preparation	is	important,	un-
derstanding	of	warnings	and	knowing	how	to	prepare	is	left	to	the	individual.	However,	studies	show	
that	a	high	level	of	preparedness	is	one	of	the	predictors	for	evacuation	behavior	（Hodler,	1982	and	
Perry	and	Lindell,	1986	cited	in	Raid,	1998）.

The	term	“evacuation”	refers	to	the	withdrawal	of	 threatened	people	 from	a	specific	area	to	a	
safer	place	due	to	anticipated	hazard	impact.	The	major	factors	responsible	for	increasing	the	likeli-
hood	of	evacuation	are	physical	cues,	social	cues,	perceived	risk,	knowledge	of	the	hazard,	education,	
presence	of	 family	members,	 family	size,	number	of	kin	relations,	age,	community	 involvement,	so-
cio-economic	status,	gender	（Enarson,	1999）,	number	of	children	in	family,	personal	warning,	proximi-
ty	to	threat,	message	specificity,	message	 frequency,	message	consistency,	message	certainty,	mes-
sage	 source	 credibility	 and	 source	 familiarity	（Mileti	 and	Peek,	 2000）.	Factors	 responsible	 for	
evacuation	are,	but	not	limited	to,	risk	perception,	preparedness	and	social	influence	（Riad	and	Norris,	
1998）.	In	the	post-tsunami	study	of	evacuation	behavior	in	the	south	of	Thailand,	six	factors	influenc-
ing	speed	of	evacuation	among	tsunami-hit	communities	were	identified:	education	level,	house	owner-
ship,	disaster	knowledge,	number	of	 family	members,	exposure	of	house	to	hazards	and	status	as	a	
permanent	or	 transient	resident	（Charnkol	and	Tanaborinboon,	2005）.	However,	 it	was	also	 found	
that	social	connections	both	facilitated	and	hindered	evacuation	decisions	（Eisenman	et	al.,	2007）.	

2 ．The Vulnerability of Aged People During Disasters 
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According	to	the	United	Nations	definition,	aged	people	are	those	60	years	old	and	above.	Ac-
cording	to	the	World	Disaster	Report	（2007）,	26	million	aged	people	are	affected	by	natural	disasters	
every	year	and	this	number	is	set	to	double	by	2050.	Aged	people	are	vulnerable	to	disaster	in	social,	
psychological	and	physical	dimensions.	Aged	people	suffer	more	long-term	psychological	distress	and	
somatic	symptoms	than	younger	victims	（Phifer,	1990	cited	in	Mayhorn,	2005）.	HelpAge	（2005）	re-
ports	that	aged	people	are	often	left	behind	in	the	rush	to	escape	a	disaster	and	cannot	reach	distri-
bution	centers.	Aged	people	are	slow	 in	responding	to	their	surroundings	 including	disaster	threat,	
warning	 interpretation	and	evacuation	order.	Poor	health	also	affects	aged	people’s	ability	to	move	
and	increases	their	risk	for	illness-related	complications	during	and	after	a	disaster	（Rosenkoetter	et	
al.,	2007）.	Aged	people	face	age-related	changes	 in	perceptual	and	cognitive	ability	（Craik	and	Salt-
house,	2000;	Park	and	Schwartz,	2000	cited	in	Mayhorn,	2005）.	Thus,	in	an	emergency	situation,	aged	
people	may	not	be	prompted	for	evacuation.	

3 ．Gender Situation in Thailand 

Gender	is	a	socially	constructed	definition	of	women	and	men.	It	is	not	the	same	as	sex	（biological	
characteristics	of	women	and	men）.	Gender	is	determined	by	the	conception	of	tasks,	functions	and	
roles	attributed	to	women	and	men	in	society	and	in	public	and	private	life	（Gender	in	practice,	Swiss	
Agency	for	Development	and	Cooperation）.	The	Thai	government	is	in	compliance	with	the	Conven-
tion	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	（CEDAW）	in	1985,	the	Beijing	
Declaration	and	Platform	for	Action	and	the	Millennium	Declaration.	Under	the	2011	Gender	Inequali-
ty	Index,	Thailand’s	score	is	0.382	（69th	out	of	146	countries）.	The	Royal	Thai	Government	（RTG）	in-
creasingly	emphasizes	addressing	gender	equity,	both	within	its	own	Ministries	and	Thai	society	as	a	
whole.	The	Disaster	Prevention	and	Mitigation	Department	（DDPM）	as	the	nodal	agency	for	disaster	
management	promotes	gender	equality	 in	disaster	management	by	 identifying	a	gender	 focal	point	
and	setting	up	a	policy	framework	and	operational	guidelines	for	gender	equality.	

The	Manual	on	Disaster	Management:	Gender	Aspect,	developed	by	gender-related	organizations	
and	NGOs	and	supported	by	the	DDPM,	gives	guidelines	for	the	participation	of	men	and	women	in	
community-based	disaster	risk	reduction	and	gender	equality	in	relief	and	rehabilitation.	These	were	
developed	as	a	collective	effort	to	tackle	the	issue	of	gender	in	relief	and	rehabilitation.	However,	the	
implementation	of	gender-based	projects	is	still	limited	to	some	NGOs	and	a	few	Ministries.

4 ．The Study Area

The	study	area	is	a	rural	traditional	Buddhist	Thai	community	in	Chumphon,	a	southern	province	
of	Thailand.	The	culture	in	the	south	is	different	from	other	regions	in	Thailand.	The	southerners	val-
ue	honor,	dignity,	camaraderie,	kinship	and	the	patronage	system	（Pongpaiboon,	2004）.	Southerners	
act	 in	a	straightforward	way	and	are	unrefined	 in	their	speech.	The	personality	of	southerners	 in-
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volves	decisiveness,	fast	action,	firmness,	single-mindedness	and	courage	to	take	risks.	For	southern-
ers,	daily	life	is	conducted	in	a	way	appropriate	to	one’s	status,	gender	and	age.	Seniority	is	to	be	re-
spected	and	social	position	 is	well-observed	（Pongpaiboon,	2004）.	The	community	under	this	study	
features	all	the	attributes	of	southern	culture	described	by	Pongpaiboon	（2004）	and	can	be	considered	
a	close-knit	community	because	there	are	no	new	settlers	from	outside,	except	from	marriage	to	com-
munity	members.	They	were	all	relatives	descending	 from	a	 few	original	settlers.	The	presence	of	
visitors	was	observed	by	community	members	with	caution.	The	people	are	tied	to	their	land.	No	one	
in	this	village	sells	their	land	to	outsiders.	All	land	ownership	is	in	the	form	of	a	deed	which	requires	
a	long	process	to	acquire,	especially	in	agricultural	areas.	This	is	one	of	the	reasons	for	land	attach-
ment.	Another	outstanding	characteristic	of	 this	community	 is	 the	Village	Head,	who	 is	elected	to	
hold	the	position	for	fourteen	years	in	a	row.	The	Village	Head	is	a	single	mother	who	was	born	and	
lived	in	the	village.	She	has	the	characteristics	of	a	good	coordinator.	Her	team	of	assistants	consists	
of	men	and	women,	but	there	are	more	women	than	men.	She	knows	the	names	of	all	the	villagers	by	
heart	and	she	is	aware	of	everyone’s	situation.	She	plays	an	active	role	in	organizing	the	community’s	
activities	with	the	local	government	and	other	stakeholders.

Figure 1: Map of Thailand and Chumphon Province

	 Thailand	 Chumphon	Administrative	Area
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Chumphon	province	 lies	 in	 the	path	of	 tropical	cyclones.	The	community	experienced	one	 ty-
phoon	hit	in	1989,	and	has	had	four	other	typhoon	threats	in	the	past	twenty	years.	Floods	are	a	sea-
sonal	disaster	because	the	community	lives	at	the	junction	of	two	rivers	in	the	Ta	Tapao	basin.	The	
community	does	not	have	warning	 tools.	There	are	no	 typhoon	or	 flood	shelters.	The	community	
members	seek	shelter	in	the	temple,	meeting	hall	and	elementary	school	building	if	necessary.	Most	
of	these	structures	were	built	more	than	forty	years	ago.	The	main	concrete	road	that	divides	the	vil-
lage	into	two	is	used	as	an	escape	route	as	it	is	on	higher	ground	and	does	not	flood.	However,	the	ar-
teries	branching	from	this	road	into	the	villages	are	small	dirt	paths	that	turn	into	mud	in	the	rainy	
season.	Public	announcements	 from	television	and	radio	are	trusted	sources	of	weather	 information	
for	the	community,	but	the	messages	are	generally	national	weather	forecasts	rather	than	region	spe-
cific.	The	messages	are	in	the	form	of	a	weather	report	rather	than	a	warning.	Evacuation	orders	are	
to	be	decided	by	the	concerned	authority.	As	per	the	Civil	Defense	Master	Plan,	mandatory	evacua-
tion	will	be	conducted	only	when	necessary	and	without	psychological	effects	（Tha	Kam	Civil	De-
fense	Plan,	2007）.

The	 local	authority	has	 limited	resources	 in	terms	of	manpower,	 transportation	and	budget.	 In	
this	community,	the	disaster	budget	is	allocated	at	USD	1,400	per	year	for	the	whole	sub-district	of	
6,855	people	in	2,077	households	（2008）.	Moreover,	the	local	authorities	perceive	that	providing	relief	
and	services	is	a	popular	policy	that	would	create	a	state	of	dependency	for	residents.	Similar	to	the	
community	values,	the	local	authority	thinking	is	that	people	must	help	themselves	instead	of	waiting	
for	someone	to	help,	and	help	from	the	government	is	always	disappointing.	But	should	this	policy	ap-
ply	to	everyone	including	aged	people?

5 ．Findings

The	community	under	this	study	is	vulnerable	in	three	ways:	geographically,	because	they	live	in	
hazard-prone	areas;	socially,	because	they	are	rural	marginalized	and	thus	poor	 in	protective	struc-
ture;	and	politically,	because	they	lack	a	participation	process,	and	the	disaster	policy	and	administra-
tion	does	not	support	evacuation.	Having	a	lack	of	resources,	this	community	relies	on	individuals’	and	
households’	adaptation	capacity	and	learns	to	take	control	over	uncertainty.	In	the	case	of	typhoons	
and	flash	floods,	those	who	are	vulnerable	are	taken	to	a	safer	place	in	the	community	described	as	
being	on	higher	ground,	free	from	high	floods	and	strong	enough	to	withstand	the	force	of	the	wind.	
Any	houses	of	such	characteristics	would	be	turned	into	improvised	shelters	for	those	who	need	help.

Out	of	a	total	of	141	aged	people	aged	60	and	above	in	this	community,	114	participated	in	the	
questionnaire	survey.	Table	1	shows	the	characteristics	of	the	aged	people.	Among	the	respondents,	
the	gender	balance	is	equal.	The	minimum	age	was	60	years	and	the	maximum	age	was	100	years.	
Most	had	lived	in	this	community	since	they	were	born.	Around	49	percent	had	lived	in	this	commu-
nity	for	between	60	and	79	years.	Most	of	them	can	read	and	write.	The	majority	still	had	good	mo-
bility	as	measured	by	their	ability	to	walk	around	without	assistance.	Hearing	ability	was	reported	to	
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be	declining.	Unclear	vision	or	problems	with	eyesight	was	a	major	complaint.	

Table 1: Characteristics of aged people in this study

Variables Conditions Number Percentage
Age 　▪　60-69	years 44 38.6

　▪　70-79	years 49 43.0
　▪　80-89	years 20 17.5
　▪　Old	than	90	years 1 0.9

Sex 　▪　Male 56 49.1
　▪　Female 58 50.9

Variables Conditions Number Percentage
Literacy	level 　▪　Can	read	and	write 97 85.1

　▪　Cannot	read	and	write 17 14.9
Self-reported	health	status 　▪　Normal	physical	movement 98 86

　▪　Normal	eyesight 66 57.9
　▪　Normal	hearing 81 71.1

Living	condition 　▪　Live	alone 11 9.6
　▪　Live	with	spouse	only 59 51.8
　▪　Live	with	family	of	their	children 45 38.6

Years	of	living	in	this	community 　▪　Less	than	19	years 2 1.8
　▪　20-39	years 6 5.3
　▪　40-59	years 40 35.1
　▪　60-79	years 56 49.1
　▪　Longer	than	80	years 10 8.8

Typhoon	experience 　▪　Direct	experience	of	typhoon 113 99.1
　▪　No	direct	experience	of	typhoon 1 0.9

Evacuation	Experience 　▪　Evacuated	in	a	typhoon	emergency	at	least	once 73 64
　▪　Never	evacuated	in	a	typhoon	emergency 41 36

Typhoon	Risk	Perception 　▪　Think	that	typhoon	is	life-threatening	hazard 114 100
　▪　House	is	not	safe	for	the	next	typhoon 91 79.8

The	aged	people	described	their	relationships	with	others	as,	“I	live	on	my	own	and	others	also	
live	on	their	own.”	On	the	one	hand,	this	statement	may	suggest	that	aged	people	in	this	community	
prefer	privacy,	but	on	the	other	hand,	 it	may	be	a	way	to	deny	the	state	of	social	 isolation	due	to	
their	disengagement	in	economic	activities.	Thus,	social	interaction	is	limited	to	family	members,	next	
door	neighbors	and	community	grocery	shop	owners,	 respectively.	Aged	people	pay	visits	 to	each	
other	mostly	in	case	of	sickness	or	during	festivals	or	Buddhist	ceremonies,	of	which	there	are	around	
five	a	year.	Women	gather	with	women	and	men	gather	with	men.	These	aged	people	come	from	a	
generation	when	men	and	women	must	maintain	their	interaction	in	a	proper	manner.	In	addition,	the	
topics	of	discussion	between	men	and	women	are	different.

In	terms	of	family	life,	around	half	of	the	respondents	live	with	their	spouses.	Thus,	aged	people	
are	taking	care	of	each	other.	This	can	be	seen	as	a	vulnerability	factor	as	the	aged	people	may	have	
physical	limitations	and	health	problems	which	affects	their	understanding	and	interpretation	of	warn-
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ings.	 In	Hurricane	Katrina,	examples	of	old	couples	being	victimized	were	documented	（Cookman,	
2007;	Fussell,	2006;	Cutter,	2006;	Bytheway,	2006）.	It	is	observed	that	in	this	community,	wedded	sons	
or	daughters	usually	build	their	house	on	their	parents’	land.	This	is	a	mutual	advantage	because	they	
can	provide	care	to	parents	and	also	have	privacy	for	their	own	families.	Social	ties	with	neighbors	
and	relatives	were	observed.	In	normal	times,	neighbors,	family	members	or	relatives	help	take	aged	
people	to	hospital	and	the	market,	providing	food	and	doing	some	small	errands	such	as	going	to	the	
bank.	

Risk	perception	can	be	conceptualized	as	a	process	encompassing	both	cognitive	and	affective	as-
pects	（Slovic	et	al.,	2004	cited	in	Miceli	et	al.,	2008）.	Loewenstein	（2001）	argued	“they	（people）	evalu-
ate	the	risk	cognitively	and	respond	to	it	emotionally”	（Miceli	et	al.,	2008	p.	165）.	In	this	study,	south-
ern	aged	people’s	feelings	towards	typhoons	were	“fear”	and	“extreme	fear”;	they	referred	to	floods	as	
“stresses,”	“difficult”	and	“boring.”	While	annual	floods	are	just	an	additional	“difficulty	in	daily	activity”	
which	is	an	extension	of	everyday	hardship,	typhoons	are	“a	matter	of	life	and	death”	meaning	critical	
and	life-threatening.	This	affective	reaction	to	typhoons	or	the	feeling	of	risk	resulted	from	their	first	
typhoon	encounter	in	1989,	which	established	a	social	meaning	that	was	strong	enough	to	change	per-
ceptions	and	behavior	towards	the	typhoon	hazard.	Thus,	risk	perception	generates	from	experience	
of	extreme	events.	Their	response	to	typhoons	was	anxiety-driven	associated	with	affective	aspects	of	
risk	perception.	We	found	that	their	memory	of	Typhoon	Gay	in	1989	was	still	fresh	among	both	men	
and	women.	All	of	the	aged	people	were	able	to	recall	their	success	story	of	survival	as	well	as	the	
scenario	on	that	particular	day.	Individual	experience	of	a	natural	hazard	event	was	meaningful,	espe-
cially	for	women	who	seem	to	articulate	their	fear	of	typhoons	more	than	men.	Typhoon	Gay	has	left	
a	psychological	impact	on	many.	To	one	woman,	the	experience	has	turned	into	a	psychological	inse-
curity	about	hearing	the	term	“Pa-yu 2 .”	Many	aged	women	reported	that	they	 feel	a	 “shivering	 in	
their	heart”	and	“light	hearted.”	Some	men	also	said	that	their	hearts	would	“shake”	or	“beat	 like	a	
trembling	drum.”	One	woman	also	said	that	if	she	feels	that	a	wind	is	getting	stronger,	she	wonders	if	
it	will	become	“another	typhoon”	and	“another	flight	［for	my	life］.”	However,	the	survey	also	found	
that	there	are	a	few	aged	men	who	reported	with	confidence	that	they	were	not	afraid	of	typhoons	
too	much	and	believed	that	they	would	be	able	to	help	themselves	if	there	was	a	typhoon	again.	This	
finding	supports	many	studies	that	women	seem	to	perceive	disaster	events	or	threats	as	more	risky.	
Women	report	a	higher	level	of	fear	or	concern	even	though	men	have	hazard	awareness.

Due	to	their	first	shocking	experience	fueled	by	several	typhoon	threats	during	the	past	twenty	
years	together	with	several	floods,	aged	people,	both	men	and	women,	have	a	high	risk	perception	
about	typhoons	and	are	prompted	to	preparedness	mode	in	a	typhoon	emergency.	As	Perry	（2000）	
notes,	perception	is	crafted	by	the	way	that	previous	experience	with	natural	hazards	is	interpreted	

（Peacock	et	al.,	2005	p.	123）.	Moreover,	it	has	been	found	that	experiencing	damage	from	a	disaster	is	
positively	related	to	risk	perception	（Windham	et	al.,	1977;	Perry	and	Lindell,	1990;	Norris	et	al.,	1999;	
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Raid	et	al.,	1999	cited	in	Peacock	et	al.	2005）.	We	found	similarities	with	western	research	in	the	for-
mation	of	risk	perception.

In	terms	of	the	cognitive	aspect,	older	persons	accumulate	their	knowledge	from	socialization,	ob-
servation	and	personal	experience.	An	old	man	of	70	noted	that	 ‘“I	remember	aged	people	 in	 this	
community	telling	us	about	a	severe	storm	that	will	come	every	sixty	to	seventy	years”	and	another	
woman	remembered	that	“her	parents	told	her	that	normally	a	storm	would	last	for	an	hour	but	that	
Typhoon	Gay	came	with	eight	hours	of	strong	wind.”	A	65-year-old	woman	noted	that	her	parents	
told	her	that	they	had	“never	experienced	such	a	severe	wind	as	Typhoon	Gay	in	their	 lives.”	It	 is	
found	that	aged	people	were	able	 to	demonstrate	 their	knowledge	about	 the	characteristics	of	 ty-
phoon	wind,	 its	 impact	on	physical	structures	and	trees,	and	how	to	protect	 themselves	amidst	ty-
phoon	wind.	They	could	also	identify	vulnerable	areas	and	infrastructure	in	their	locality.	This	is	 in	
correspondence	with	research	that	finds	a	positive	relationship	between	affective	risk	perception	and	
experience	such	as	the	findings	of	McGee	（2003）	in	local	preparedness	for	bushfires	in	Australia	and	
Miceli	et	al.	（2008）	in	the	study	of	flood	perception	and	preparedness	in	Italy	and	the	study	of	Charn-
kol	（2006）	in	a	tsunami-affected	province	in	Southern	Thailand.	

6 ．Typhoon Preparedness and Evacuation Intention

The	scope	of	preparedness	in	this	study	focuses	only	on	preparedness	in	response	to	a	typhoon	
warning	regardless	of	the	warning	channel.	In	reaction	time	research,	preparedness	time	is	used	as	
an	 indicator	to	predict	evacuation	behavior	（Los	and	Schut,	2008）.	However,	 this	measure	may	be	
misleading	because	shorter	preparation	time	also	results	 in	successful	evacuation	（Horney,	J.	et	al.,	
2008）.	Our	research	does	not	emphasize	a	preparedness	time	but	rather	a	pattern	of	preparedness	
behavior.	Table	2	shows	the	 list	of	preparedness	activities	of	aged	people	 in	response	to	a	typhoon	
warning.

Table 2: Preparedness behavior upon typhoon warning

Preparedness	behavior Frequency Percentage
1 ．Take	care	of	myself	（eating	enough	rice,	go	to	toilet	and	prepare	betel	nuts） 114 100
2 ．Close	window	and	door 104 91.2
3 ．Move	furniture	to	escape	flood 79 69.3
4 ．Think	about	personal	safety 32 28.3
5 ．Seek	help	from	neighbors	or	relatives 30 26.3
6 ．Take	livestock	to	safe	place	 10 8.8
7 ．Don’t	do	anything,	prepare	to	leave	the	house 3 2.6
8 ．Seek	more	information 2 1.8
9 ．Prepare	transportation 1 0.9

From	the	study	in	the	United	States,	consistent	and	repeated	experiences	with	hurricanes	have	
elevated	both	understanding	and	more	realistic	perception	of	risk	（Cross,	1990	cited	in	Drabek,	1999）.	
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Frequent	flood	and	typhoon	threats	shape	the	pattern	of	preparedness	in	this	community	and	knowl-
edge	has	been	handed	down	 from	one	generation	 to	another	resulting	 in	uniform	patterns	of	pre-
paredness.	Aged	people	at	high	risk	for	flood	and	in	 low	risk	flood	areas	prepare	for	typhoons	 in	a	
similar	manner.	Preparing	 for	 typhoons	 is	 important	 to	everyone	 in	 this	community,	which	means	
that	people	look	for	maximum	protection	from	available	resources	to	maintain	their	normal	course	of	
life	 in	an	unstable	post-disaster	situation.	This	 is	because	“after	a	disaster,	even	if	you	have	money,	
there	is	no	rice	for	you	to	buy,”	said	one	respondent.	“Sometimes	you	have	money	but	food	is	too	ex-
pensive”	and	“help	from	the	government	has	never	been	sufficient	for	everyone.”	The	scarcity	of	food	
and	hardship	after	a	disaster	is	the	basis	orientation	of	preparedness	goals.	From	the	way	people	re-
spond	to	natural	hazards,	aged	people	as	well	as	community	members	are	action-oriented.	The	prepa-
ration	can	be	divided	 into	two	parts.	First	 is	 the	preparation	oriented	towards	securing	belongings	
and	property	to	prevent	damage;	second	is	preparation	for	evacuation.	The	most	important	aspect	of	
preparation	is	to	prepare	the	body	and	mind	for	the	approaching	typhoon.	Taking	care	of	oneself	is	
the	first	priority,	which	by	definition	 is	 to	have	taken	 food	before	the	typhoon	strikes	because	one	
does	not	know	when	the	next	meal	will	be.	As	one	woman	noted,	“The	last	time	I	heard	from	the	ra-
dio	that	a	typhoon	was	coming	towards	this	district,	I	got	up	at	four	in	the	morning	to	cook	and	en-
sured	everyone’s	stomach	was	 full	before	the	typhoon	hit	because	we	did	not	know	how	 long	the	
wind	would	last	and	it	was	difficult	to	take	care	of	eating	during	the	storm.”	An	old	man	in	his	late	
seventies	also	said	that	his	daughter	prepared	a	big	pot	of	curry	to	last	for	a	few	days	for	a	family	of	
five.	She	said	that,	 “It	was	difficult	 to	do	anything	during	the	heavy	wind	and	rain.	The	flood	may	
reach	the	kitchen	and	soak	the	food	and	fuel.”	

It	is	also	noticed	that	in	the	preparation	to	take	livestock	such	as	cattle,	pigs	and	donkeys	to	a	
safer	place	or	higher	ground,	men	are	the	ones	who	take	this	responsibility.	Women	take	care	of	the	
cooking	and	preparing	the	necessary	items	in	the	house.	Despite	limited	literature	in	gender	and	pre-
paredness,	 there	 is	some	 indication	that	women	prepare	their	 families	 for	disaster	more	than	men.	
Szalay	et	al.	（1986）	found	that	men	are	more	concerned	than	women	with	specific	and	technical	as-
pects	of	any	preventive	or	protective	measures.	

Further	interviews	found	that	social	norms	play	a	role	in	preparation.	As	dignity	is	valued	among	
southerners,	therefore,	self-responsibility	is	a	way	to	demonstrate	individual	dignity.	It	was	expressed	
by	several	people,	old	and	young,	that	“One	should	not	beg	from	someone	else	because	everyone	is	in	
trouble.”	Not	to	ask	for	help	is	a	way	to	show	dignity	and	it	is	also	a	way	to	prevent	disappointment	
or	embarrassment	when	help	cannot	be	rendered.	In	this	study,	only	26.3	percent,	especially	women,	
reported	that	 they	need	help	 from	neighbors.	The	rest	may	also	need	help	but	do	not	voice	 their	
need,	especially	men.	As	southern	people	tried	to	remain	self-dependent,	“being	a	burden	on	others	is	
a	shame,”	said	many	aged	people.	One	old	man	said	that	one	must	help	oneself	first	because	others	
were	also	busy	helping	themselves.	Many	aged	people	believe	that	it	is	important	for	one	to	be	ready	
with	personal	belongings	such	as	clothes	and	food	when	they	take	shelter	at	someone’s	house,	even	
though	the	shelter	belongs	to	family	members	or	relatives.	When	considering	items	prepared	for	put-
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ting	in	a	supply	kit,	aged	people	put	emphasis	on	preparing	rice	and	dry	food,	clothes,	drinking	water,	
valuable	items	and	money,	medicine,	and	candles	or	torches,	respectively.	Thus,	in	terms	of	personal	
responsibility,	there	is	no	significant	difference	between	men	and	women.	This	finding	is	supported	by	
Turner	et	al.	（1986）,	who	discovered	that	men	and	women	do	not	differ	in	preparedness.

	
Table 3: Items aged people prepared in supply kit

Item Justification Frequency Percentage
1 ．Food	（Rice,	canned	or	dry	

food,	and	betel	nuts）
The	village	will	be	disconnected	in	floods	and	typhoons	for	a	
couple	days	or	a	week.	Stockpiling	of	food	is	a	solution.

93 81.6

2 ．Clothes	for	2-3	days In	typhoons,	wind	and	rain	can	be	expected.	Dry	clothes	are	
needed	to	protect	against	illness.

91 79.8

3 ．Drinking	water Water	will	be	contaminated	in	flooding. 52 45.6
4 ．Valuable	items	and	money For	their	protection,	and	to	purchase	necessary	items 46 40.4
5 ．Medicine To	maintain	care	of	health	condition 14 12.3
6 ．Lanterns,	candles,	torches,	

matches	and	batteries
Electricity	supply	cut	 is	expected	 in	heavy	rain	and	floods.	
Temporary	lighting	is	needed	as	are	batteries	for	the	radio.

10 8.8

7 ．Evacuation Intention

More	than	half	of	aged	people	in	this	study	（64	percent）	evacuated	from	their	houses	in	the	past	
typhoon	disaster	（Table	1）.	The	majority	of	them	expressed	their	intention	or	willingness	to	evacuate	
in	the	event	of	another	typhoon.	About	81.6	percent	（93	persons）	intend	to	evacuate	to	a	safer	place;	
a	minority	of	14.9	percent	or	17	persons	are	not	certain	if	they	would	evacuate	or	not;	3.5%	or	4	men	
are	determined	not	 to	evacuate.	For	those	men	who	did	not	want	 to	evacuate,	 they	reported	that	
they	were	confident	that	they	could	survive	in	their	houses.	This	may	be	explained	by	the	psychologi-
cal	impact	of	disaster	experience	because	men	are	likely	to	be	less	upset	by	disasters	than	women.	
The	overall	finding	differs	from	the	study	of	Sorensen	and	Richardson	（1984）	which	found	aged	peo-
ple	are	less	likely	to	evacuate	and	from	the	study	of	Fussell	（2006）	in	Hurricane	Katrina	who	found	
that	the	aged	people	who	are	in	bad	health	or	disabled	were	less	likely	to	evacuate.	We	found	that	
aged	people	intend	to	evacuate	while	the	younger	adults	are	not	certain	whether	evacuation	is	need-
ed	 for	 them.	This	group	of	people	who	are	not	certain	about	evacuating	may	prefer	 to	 take	 the	
chance.	For	aged	people	who	 intended	to	evacuate,	 the	reasons	 for	such	a	decision	were,	 in	 their	
words,	“there	is	no	place	to	stay	（at	home）,”	“cannot	stay,”	“escaping	is	a	must”	and	“staying	means	
dead.”
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Table 4: Frequency distribution of factors responsible for evacuation intention

I	will	evacuate I	will	not	evacuate	 I	am	not	sure	 Total
Age	 60-69	years 32 2 10 44

70-79	years 46 1 6 53
80-89	years 15 1 0 16
Over	90	years 0 0 1 1

Total	Frequency 93 4 17 114
Total	Percentage 81.6 3.5 14.9 100

8．Factors Responsible for Evacuation Decision

Even	though	the	majority	of	respondents	reported	that	they	 intended	to	evacuate	before	a	ty-
phoon	hit,	there	are	several	situations	that	lead	them	to	evacuation.	The	first	choice	that	best	deter-
mines	 their	evacuation	decision	 is	an	evacuation	order.	The	second	set	of	 factors	 to	 influence	 the	
evacuation	decision	is	neighbors	and	family	members.	These	three	choices	confirm	that	aged	people	
tend	to	be	conventional	 in	complying	with	the	collective	decision	（evacuation	order）	and	to	rely	on	
social	actors	（neighbor	and	family）	for	collective	action.	This	finding	is	similar	to	the	study	of	Cutter	
and	Barnes	（1982）	that	evacuation	of	neighbors	and	friends	 is	a	major	 influence	on	the	decision	to	
evacuate	（Drabek,	1999）.	

As	they	are	aware	that	their	physical	ability,	houses	and	community	are	vulnerable	and	exposed	
to	typhoon	destruction,	their	preparation	is	aimed	toward	protection	of	these	assets	in	order	to	have	
personal	control	and	avoid	the	state	of	dependency	during	disaster.	Thus,	it	is	seen	that	some	aged	
people,	despite	the	awareness	of	typhoon	threat,	try	to	bargain	with	nature	by	investing	their	efforts	
in	limitation	of	time	to	reserve	personal	control	over	property	and	belongings	and	wait	until	the	last	
minute	to	leave	the	house	for	a	safer	place	as	most	of	the	aged	people	said	that	if	possible,	they	would	
like	to	finish	packing	their	belongings	before	leaving	the	house.

We	found	that	the	scenario	of	danger	 is	 important	 in	probabilistic	 judgment.	Most	of	 the	aged	
people,	even	if	they	had	an	evacuation	intention,	prefer	the	“wait	and	see”	strategy.	About	71.1	per-
cent	would	evacuate	if	they	saw	that	their	house	could	not	withstand	the	force	of	the	wind.	This	is	
weighted	 fairly	equally	as	a	social	 factor	 influence	（Table	5）.	This	means	that	 their	perception	of	
evacuation	is	not	based	on	early	evacuation	which	will	reduce	the	risk	of	injury	and	death.	The	con-
textual	factor	of	time	is	associated	with	a	disastrous	scenario	and	the	evacuation	decision.	Almost	half	

（48.2	percent）	may	not	evacuate	if	the	typhoon	happens	at	night.	This	is	because	the	physical	envi-
ronment	 is	 too	dangerous	and	dark	at	night	time.	Thus,	staying	 inside	their	houses	would	be	safer	
than	taking	the	risk	of	evacuation	to	another	safer	place.	Almost	half	（45.6	percent）	of	all	the	aged	
people	admitted	 that	 they	needed	help	 in	evacuation	although	 they	seemed	to	be	self-reliant	and	
self-responsible	in	preparedness.	This	factor	was	emphasized	in	several	studies	on	aged	people	evacu-
ation	（Gibson,	2006;	HelpAge,	2006;	Fernandez	et	al.,	2002;	Magnum	et	al.,	1989）.	Aged	people	need	
support	 in	the	evacuation	process	such	as	with	transportation	and	finding	shelter.	This	finding	also	
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implied	that	perception,	preparedness	and	evacuation	 intention	may	not	 influence	evacuation	action	
because	evacuation	action	depends	on	social	context	and	how	stressful	people	find	a	disaster	at	that	
particular	moment.	65.7	percent	intend	to	evacuate	before	a	typhoon	arrives	but	the	actual	evacuation	
would	happen	upon	other	conditions.	Table	5	shows	the	situational	context	in	making	the	evacuation	
decision.

Table 5: Frequency distribution of factors responsible for evacuation decision
Source: Field survey, May, 2008

Statements Frequency Percent
1 ．I	will	evacuate	before	the	typhoon	arrives 75 65.7
2 ．I	will	evacuate	if	there	is	an	official	evacuation	order 93 81.6
3 ．I	will	evacuate	if	I	see	my	neighbor	evacuates 83 72.8
4 ．I	will	evacuate	if	my	family	members	want	me	to	do	so 82 71.9
5 ．I	will	evacuate	if	my	house	cannot	withstand	the	force	of	the	wind 81 71.1
6 ．I	will	evacuate	only	during	daytime 55 48.2
7 ．I	will	evacuate	if	I	get	help	from	others 52 45.6

Table	6	shows	the	concern	for	uncertain	decision	makers.	Among	the	17	respondents	who	could	
not	decide	to	evacuate	in	the	case	of	the	next	typhoon,	it	was	found	that	the	concerns	were	divided	
into	 two	aspects:	 resource	dependency	such	as	on	the	availability	of	protective	 infrastructure,	and	
psychological	dependency	such	as	personal	 feelings	of	concern	with	regard	to	privacy,	comfort	and	
subjective	values	associated	with	being	“aged.”	The	resource-dependent	decision	can	be	explained	as	
the	community	does	not	have	a	typhoon	shelter	but	uses	available	buildings	to	be	a	place	of	protec-
tion,	those	who	could	not	decide	on	evacuation	see	the	equal	chance	of	risk	between	leaving	and	stay-
ing	put.	Moreover,	there	is	no	evacuation	route	while	the	roads	in	the	village	are	covered	by	bushes	
amidst	oil	palm	trees,	rubber	trees,	coconut	trees	and	other	big	trees.	These	trees	could	be	damaged	
and	turned	into	harmful	flying	branches	by	the	force	of	the	wind.	This	is	the	interpretation	from	the	
lack	of	the	early	evacuation	concept,	knowing	their	environment	and	perceived	exposure	to	greater	
risk.	

The	psychological-dependent	decision	was	demonstrated	in	the	aged	people’s	concern	for	privacy	
and	comfort	and	the	duration	of	stay	in	the	shelter	（Table	6）.	The	other	concern	was	the	subjective	
value	reflecting	the	self-perception	of	aged	people	as	a	burden.	This	is	similar	to	the	perception	of	so-
ciety	toward	aged	people.	In	the	study	of	Hurricane	Katrina,	aged	people	were	perceived	as	an	extra	
burden	to	society	（Bytheway,	2007）.	Thus,	in	evacuation,	the	threat	from	natural	hazards	may	not	be	
the	only	factor	that	triggers	an	evacuation	decision.
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Table 6: Frequency distribution of factors responsible for uncertainty decision.
Source: Field survey, May, 2008.

Statements Frequency Percent
1 ．I	am	concerned	about	my	safety	during	evacuation 11 9.6
2 ．I	am	concerned	about	my	comfort	in	the	shelter 7 6.1
3 ．I	am	concerned	about	how	long	I	have	to	be	away	from	home 7 6.1
4 ．I	do	not	want	to	be	a	burden	on	others 7 6.1
5 ．I	am	concerned	about	my	privacy	in	the	shelter 6 5.3
6 ．I	am	concerned	about	transportation	to	the	shelter 6 5.3
7 ．I	am	concerned	about	my	physical	limitations 5 4.4

9 ．Discussion

Taking	the	cultural	approach	from	Hofstede’s	often	cited	research,	Thailand	was	classified	as	one	
of	the	most	collectivist	cultures	among	the	countries	he	studied	（Shannon,	2005;	and	Mandhachitara,	
2005）.	Collectivism	 is	positively	associated	with	uncertainty	avoidance;	 therefore,	collectivists	are	
more	likely	to	avoid	uncertainties	and	to	evade	events	that	may	have	an	adverse	impact	on	their	har-
monious	way	of	 life.	 In	unpredictable	and	uncertain	 threats	such	as	 typhoons,	collectivists	become	
more	interdependent	with	their	in-group	such	as	family,	kin,	tribe,	and	community	in	giving	priority	
to	the	goals	of	their	group	above	personal	goals,	shape	their	behavior	on	the	basis	of	group	norms	and	
behave	 in	a	communal	way	（Mills	and	Clark,	1982;	Hofstede,	1983	cited	 in	Kongsomphong,	2005）.	
Kongsomphong	（2005）	studied	the	behavior	of	Thai	southerners	affected	by	the	Indian	Ocean	Tsuna-
mi	and	found	that	people	affected	directly	by	the	disaster	become	more	collective	and	less	materialis-
tic.	Those	affected	by	disasters	showed	a	strong	tendency	to	harmonize	relationships,	give	support	
and	avoid	conflict	with	group	members.	Similarly,	McGee	and	Russell	（2003）	found	that	characteris-
tics	of	rural	agricultural	community	including	self-reliance,	social	networks,	and	experience	with	disas-
ter,	encourage	preparedness	（McGee	and	Russell,	2003）.	

Humans	function	best	when	they	can	maintain	an	integration	of	their	cognitive,	emotional	and	be-
havior	capacities	（Zautra,	2003	cited	in	Reich,	2005）.	Many	aged	people	said	that	the	first	thing	to	do	
when	they	learn	about	a	typhoon	warning	is	to	prepare	their	mind.	Preparing	their	mind	is	a	psycho-
logical	mechanism	to	reinforce	control	over	stress	and	fear.	They	believe	that	once	the	mind	is	stabi-
lized	enough,	they	will	be	able	to	clearly	take	appropriate	actions	in	line	with	their	choices:	preparing	
and	readying	to	leave	for	a	safer	place	in	the	village.	This	way	of	thinking	can	be	found	in	the	Bud-
dhist	way	of	“sa-ti”	（clear	mind）	and	“pun-ya”	（clear	thinking）.	This	reflects	a	risk	perception	that	is	
placed	alongside	emotional	or	affective	aspects.	In	contrast	with	Drabek’s	finding	that	the	 initial	re-
sponse	to	any	warning	is	threat	denial	（Drabek,	1999）,	the	older	persons	under	this	research	respond	
to	warnings	by	preparing	their	mind	and	ensuring	their	belongings	are	secured	in	a	safe	place.	This	
can	be	explained	by	 the	 fact	 that	older	persons	are	 long	 familiar	with	 flood	and	typhoon	threats.	
Awareness	and	risk	perception	play	an	important	role	in	protective	action.	

Collectivism	orientation	views	the	group	goal	over	the	personal	goal.	 In	this	community	which	
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appears	to	be	closely	knit	by	kinship,	preparedness	is	shaped	by	social	norms	and	values.	The	norm	
of	“self-help	and	self-reliance”	makes	people	responsible	for	their	own	safety	and	ready	for	collective	
action.	Aged	people	conform	to	norms	and	compromise	their	need	for	property	protection	if	they	are	
asked	to	leave	by	the	village	headman,	family	members	or	neighbors,	as	collectivists	tend	to	avoid	so-
cial	conflict.	However,	many	of	them	state	similarly	that	“once	the	typhoon	comes,	I	don’t	need	any-
one	to	tell	me	to	leave,	I	make	my	own	decision.”	Even	though	the	decision	to	evacuate	is	made	by	
the	individual,	the	orientation	of	the	decision	is	on	collective	survival	and	tied	to	the	strong	sense	of	
community	which	is	a	characteristic	of	agricultural	communities	（Larson	and	Dearmon,	2002	cited	in	
McGee	and	Russell,	 2003）.	This	 is	 the	behavior	 in	a	collectivist	 society	where	concern	 for	social	
norms	can	intensify	risk	aversion	（Kongsomphong,	2005）.

The	findings	of	this	study	confirm	the	importance	of	social	capital	as	well	as	trust	in	the	conven-
tional	stages	of	disaster	including	preparedness,	response,	recovery	and	mitigation	（Dynes,	2002）	and	
in	the	work	of	Jakes	et	al.	（2003）	and	Miller	（2007）.	It	was	found	in	many	studies	that	the	behavior	
of	people	during	a	disaster	is	to	band	together,	to	seek	out	others	and	to	establish	bonds	even	with	
strangers	because	human	nature	is	social	（Reich,	2005）.	Social	ties	together	with	the	respect	for	aged	
people	and	gender	gives	a	positive	benefit	to	people	in	a	disaster	situation.	The	community	we	have	
studied	develops	social	 ties	 from	shared	commonness,	self-responsibility	value	and	their	close	tradi-
tional	society	under	the	umbrella	of	the	southern	culture	of	self-dependence.	

Aged	people	refer	to	the	community	norm	to	make	critical	decisions.	Most	of	them	were	com-
fortable	with	evacuation	and	can	be	prompted	to	evacuate	when	influenced	by	social	actors.	The	most	
influential	person	for	preparedness	and	evacuation	 in	this	community	 is	the	Village	Head.	This	 is	a	
key	factor	to	discuss.	The	Village	Head	is	a	woman	and	she	is	trusted	to	be	the	leader	of	the	village	
for	more	than	fourteen	years.	Studies	found	that	men	and	women	view	disasters	differently.	Women	
perceive	the	threat	from	natural	hazards	as	more	serious	and	risky	than	men.	Women	are	risk-avoid-
ers	while	men	are	risk	takers	（Cutter	et	al.,	1992）.	As	women	have	a	dominant	role	in	taking	care	of	
family	members,	women	perceive	risk	as	more	threatening	if	it	affects	their	family	members.	A	study	
of	Morrow	and	Enarson	（1994）	found	that	women	prepare	more	due	to	their	heightened	perception	
of	risk.	This	can	be	linked	to	the	efficient	preparedness	of	the	Village	Head	as	the	leader	of	disaster	
management	efforts	in	this	village.	Her	team	of	assistants,	which	includes	groups	of	women,	is	very	
active	in	community	engagement	including	flood	preparedness	because	the	village	holds	community	
development	activities	that	 involve	flood	mitigation	on	a	yearly	basis.	This	can	be	explained	by	the	
fact	that	the	Village	Head	and	her	assistants	work	together	through	female	friendship	networks	and	
because	floods	pose	a	serious	threat	to	their	family	and	communities.	Disaster	preparedness	benefits	
from	female	leadership	and	membership,	and	it	is	recognized	by	the	authorities	because	this	village	
later	received	an	award	from	the	Department	of	Disaster	Prevention	and	Mitigation	as	an	example	of	
a	flood-preparedness	village.	Home-visits	to	aged	people’s	houses	by	the	Village	Head	and	her	team	
represents	social	 influence	and	brings	about	trust	among	villagers,	 including	aged	people.	Thus,	the	
major	factor	in	making	the	evacuation	decision	is	compliance	to	an	evacuation	order	which	at	village	
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level	must	be	authorized	by	the	Village	Head.
However,	 in	the	case	of	a	more	severe	typhoon	threat	where	community	safety	cannot	depend	

on	availability	and	 improvisation	of	community	 infrastructure,	evacuation	 to	other	places	such	as	
evacuation	across	provinces	may	be	needed.	In	such	a	case	the	outcome	of	the	evacuation	decision	
may	be	different.	Aged	people	may	not	want	to	evacuate	to	a	new	place	as	they	may	refer	to	their	
previous	experience	of	evacuation	and	shelter	in	their	own	community.	They	may	not	want	to	stay	in	
unfamiliar	shelters	which	will	require	more	effort	to	adjust	or	adapt.	A	systematic	evacuation	plan	
and	operation	must	take	into	account	the	physical	and	psychological	need	of	older	persons.

Conclusion

This	study	found	that	aged	people	in	the	typhoon-experienced	community	perceive	their	risk	and	
prepared	themselves	in	response	to	typhoon	warnings	based	on	resilient	principles	of	self-responsibili-
ty	and	self-reliance.	Aged	people	expressed	an	intention	to	evacuate	in	the	case	of	a	typhoon	but	their	
actual	evacuation	depends	on	social	 influence	and	availability	of	resources	such	as	safe	evacuation	
route,	safe	shelter	and	safe	mode	of	evacuation,	as	well	as	the	actual	scenario	of	the	typhoon	threat.	It	
seems	that	aged	people	need	assistance	in	typhoon	evacuation.	Early	evacuation	of	older	persons	is	
recommended.

The	findings	call	for	providing	accessible,	understandable,	timely	warning	information	and	provid-
ing	evacuation	services	such	as	transportation,	and	an	appropriate	response	plan	to	reduce	vulnerabil-
ity	and	increase	the	resilience	of	aged	people.	

（くろんかんと・ぱりちゃーと／元JICA防災能力向上プロジェクト・コンサルタント）
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竹村和子さんの急逝がもたらした欠落は、彼女自身や彼女の言葉に触れた全ての者にとって、今なお
何をもってしても埋めがたい。彼女は、ジュディス・バトラー（Judith	Butler）等の翻訳を通じて、最
先端のフェミニズム思想を日本語で思考する手立てをもたらすと同時に、彼女自身がそうした様々な理
論の検討を通して今日のフェミニズム理論の最も先鋭な問題に取り組み、それを自らの言葉で、ぎりぎ
りまで思考し、論じたことによって、今日フェミニズムを思考し、実践する者すべてにとって不可欠な
理論的指針であり続けている。

本特集は、彼女の文学、映像、思想の領域における論考をそれぞれにまとめた形で出版された三冊
の、最後の書籍を、私達編集担当者が現時点で最もふさわしいと考えた 3 人の評者の書評を通して再検
討し、彼女が私達に残した成果と問題を明らかにすることを目指している。加えて、彼女の薫陶を受け
た 2 人の若い研究者の研究ノートを通して、それが次世代にどのように引き継がれてゆくのか、という
状況の一端を示すことも試みた。

たいへんお忙しい中書評をお引き受けいただき、真摯に竹村さんの言葉と向き合うことでこの上なく
力のこもった論考をくださった 3 人の評者と、2 人の若手研究者が身を持って示してくださったとおり、
今回の企画が、竹村さんが残した言葉に一人一人があらためて向き合い、それを受け止め、それぞれに
発展させることで、彼女の生命を絶やすことなく抱き続ける良き機会となれば、編者（天野知香と舘か
おる）の責は果たされるといえるだろう。

注記　なお、彼女の著作、翻訳書は、本誌で取り上げた『境界を攪乱する――性・生・暴力』に掲載
されているが、竹村和子の思考の過程を跡づける資料として重要であると考え、初出論文一覧及び講
演、セミナー、ゼミでの写真も掲載した。

竹村さんは、2003年度から 5 年間、本学で展開された21世紀COE	プログラム「ジェンダー研究のフ
ロンティア――＜女＞＜家族＞＜地域＞＜国家＞のグローバルな再構築」（F-GENS）において、理論
構築と文化表象を担当する「プロジェクトD」のリーダーとして、数々の内外の研究者等の招聘やシン
ポジウム、研究会の組織、データベース作成に携わった。その活動の記録はプログラム期間中に活動報
告として毎年刊行された『F-GENSジャーナル』誌、およびこのプロジェクトのまとめとして出版され
た全五巻のシリーズの一冊として、竹村さん自身の編著になる『ジェンダー研究のフロンティア 5		欲
望・暴力のレジーム――揺らぐ表象／格闘する理論』（作品社、2008年）にまとめられている。竹村さ
ん自身が考えたこの書籍のタイトルに挙げられているとおり、欲望と暴力の問題は、いみじくもこの時
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期の竹村さんの思考の中核をなす問題であったと言って良いだろう。
このCOEでの竹村さんの活動を、プロジェクトDに参加したメンバーとして、振り返ってみると、こ

の活動が、彼女の思考の展開とその波及において、著述とは別の側面を含めて重要な意義をもったもの
であったことが浮かび上がる。

その一面は英語圏の若い学生、大学院生を中心とした文献検討会等の活動がもたらした教育的な意義
であり、その活発な活動は、このプロジェクトの教育上の成果に重要な役割を果たし、次世代を育てる
ことになったことは言うまでもない。

竹村さんはまた、COEの活動として、日韓の研究者たちによる二度に渡るシンポジウム（その2007
年の成果はプロジェクトD作成のCOE刊行物『文化表象の政治学――日韓女性史の再解釈』に記録され
た）の他、様々な海外の研究者の招聘に関わって講演会やセミナー等を実現し、その議論を日本の聴衆
に開かれたものとする機会をもたらし、また対話を通して彼女たちの思想を批判的に考察する手立てを
示した。そうした対話の相手は、トリン・T・ミンハ（Trinh	T.	Minh-ha）、エステル・フリードマン

（Estelle	Freedman）、ジュディス・ハルバーシュタム（Judith	Halberstam）、エイミー・ウイリアムズ
（Amy	Williams）、ジョアン・コプチェク（Joan	Copjec）、ガヤトリ・スピヴァク（Gayatri	Spivak）、
そしてジュディス・バトラー（Judith	Butler）といった、竹村さんでなければ受けて立つことのできな
い豪華なメンバーであったが、こうした研究者との対話は、竹村さん自身の思想展開とも深く結びつい
ているのは言うまでもない。とりわけ本学の講堂が満席になるほどの聴衆がつめかけたバトラーの講演
会と、そこでの応答は、竹村さんとバトラーの信頼に満ちたやりとりとともに、貴重な歴史的出来事と
して記憶される。

他方全体に関わるシンポジウム等の活動に目を向けると、そこでは竹村さん自身の思想的展開が直接
表明される場ともなっていた。初年度の、このプロジェクトの「進水式」と竹村さん自身が位置づけ
た、2003年のプロジェクトDのシンポジウム「ジェンダー研究の理論と表象分析のいま――国家・資
本・表象の共謀と攻防」では司会、発題として、「国家」「資本」「表象」をテーマの中心に据えている。
近代における国家的枠組みと性配置のかかわり、さらには国家的枠組みやそこでの性制度を背景にしな
がら、国家の枠組みを超えて展開する資本の運動と、それを強化／逸脱する表象の緊密な関わりが前提
とされる一方、こうしたいわば当時のジェンダー研究の基本的な認識からさらに一歩踏み出して、近代
の枠組み自体の液状化に伴ってひきだされる問題系に表象を通して取り組む方向へと関心を向けること
を促している。

翌年の統括プロジェクトによる第一回シンポジウム「グローバル化、暴力、ジェンダー」で、発表者
として登壇した竹村さんの発言「生と死のポリティクス――暴力と欲望の再配置」は、社会における欲
望の認可・非認可を通じた自己形成とそれがはらむ他者への暴力に代わって、新たに浮上しつつある暴
力の様態を分析するものである。竹村さんはこの中で、ジョルジョ・アガンベン（Giorgio	Agamben）
の「ホモ・サケル」を巡る議論の盲点をつく形で、アブグレイブでの虐待写真を引きながら、現代の消
費文化のシステムに従う中で自死的暴力に駆り立てられる、（非）主体形成のメカニズムを問題にする。

本特集の中で清水晶子さんの論考がきわめて適切に明らかにしているように、竹村さんにとって重要
な関心の一つは、境界の撹乱がもたらす自己破壊的暴力と人間主体の液状化に伴う自死的暴力の問題で
あった。現実の暴力や暴力の表象の問題と、バトラーが提示したような構築された身体や性に関する観
念的な境界の撹乱が実体化された歴史を持つ身体にもたらす暴力性を、人間主体の「液状化」を通し
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て、ひとつづきの問題として考察の対象としたことは、竹村さんによる重要な問題提起といえるだろ
う。「暴力」の問題が、竹村さんにとって、このように一般に考えられるような現実の世界と、理論的
な境界の撹乱という一見観念的な領域とを、繋ぐ形で問題化されたのは、映像や文学に関する斉藤綾子
さんや越智博美さんの書評が明らかにしたように、竹村さんの理論が常に表象を通して思考され、具体
的な感覚や感情に結びついており、何よりもその理論とそれを語る言葉が単に空虚な観念ではなく、文
字通り身を切るような具体性を持って捉えられていたからに他ならないともいえるだろう。	

第二回のF-GENSシンポジウムでも竹村さんは「『美とエロティシズムと死』の領有―― 2 つの三島
映画（2009）と憲法改正」と題した発表で、表象分析を通して純愛プロットによる死の領有がはらむ政
治的意味を論じ、さらに第四回では「人間と非人間――死をめぐる（バイオ）ポリティクス」と題して
再びアガンベンの思想に踏み込んで、人間と非人間の境界の液状化と暴力をめぐる議論を深めてゆくこ
とになる。こうした彼女の発言の記録は上に挙げたCOEの出版物に残されているので詳細は省くが、
このように見てゆくと、COEでの竹村さんの活動は、彼女のこの上なく希有な思想の展開を示す貴重
な軌跡でもあったことがわかる。
『F-GENS	ジャーナル』を手にとって、2004年当時のシンポジウムにおける竹村さんの発表に対する

私自身のコメントを振り返ると、明らかに当時において、竹村さんの問題意識を的確に受け止めてそれ
を深めることはできていない。しかし、現在に至って、彼女の問題提起が私の中に深い痕跡をもたらし
て、折々に呼びかけ、その後の考察を促していることに気付かされる。おそらく、竹村さん自身やその
言葉に触れた者達の多くが、様々な形で、多かれ少なかれ彼女から何かを受け取り、背中を押されてき
たに違いない。その言葉を受けとめて、さらに語り続けること、それこそが、現在の状況の中で、生命
をつなぐ手立てに他ならないだろう。

竹村和子さんが、ジェンダー研究センターと深く関わった時期は、彼女が、魅力的で緻密なアメリカ
文学研究者から、鋭利な表象研究者、そして稀代のフェミニズム批評理論家として大きな変貌を遂げて
行く、そのプロセスと重なると言っても過言ではない。

竹村さんは、1996年 4 月にお茶の水女子大学に赴任した。お茶の水女子大学のジェンダー研究セン
ター（以下IGSと略）は、1975年に女性文化資料館として創設され、10年ごとの時限付き施設だったの
で、1986年に女性文化研究センターに改組し、そして1996年に再改組したところだった。まさにその直
後に、竹村さんが私たちの前に現れたことは、何という幸運だったかと今にして思う。その頃の竹村さ
んは、まだフェミニズムを全面に掲げていなかったが、1 年も経たないうちに、もはや躊躇することは
何もないという勢いで、IGSの活動に参加し、研究協力員や研究員として研究プロジェクトを推進し、
2000年 4 月からIGSの運営委員となり、21世紀COE「ジェンダー研究のフロンティア」（F-GENS）が終
了する2008年 3 月まで、様々なかたちで成果をもたらし続けた。また、IGSに、研究機関研究員、研究
支援推進員という、研究員と研究補佐の技官のポストが付いたことも、センターの活動を支える大きな
力となったが、竹村さんは英文科のポスドク院生にこのポストへの応募を促し、彼女らはIGSの活動の
中で力をつけ、女性学やジェンダー研究に造詣の深い英米文学研究者として就職していった。

竹村和子さんとジェンダー研究センター

舘　かおる
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1996年当時のIGSの専任教員は、女性文化研究センター時代に引き続き、原ひろ子教授と私の二人の
みであったが、日本における女性学・ジェンダー研究を国際的なレベルに確立するために、海外の優れ
た研究者を招聘する外国人客員研究員（教授）制度が認められたこともあり、意気軒昂であった。外国
人客員研究員の滞在期間は、3 ヶ月から最長 1 年間であり、フェミニズム、ジェンダー研究を精力的に
進めている招聘者選びにつき、竹村さんは熱心に相談に乗ってくれた。そして1998年度は、トリン・
T・ミンハの招聘とセミナーの開催が実現した。竹村さんは、トリンの『女性・ネイティヴ・他者――
ポストコロニアリズムとフェミニズム』（岩波書店、1995、2011年新版刊）を翻訳刊行したばかりであ
り、当時IGSの国内客員研究員であった早稲田大学教授の小林富久子さんもトリンの『月が赤く満ちる
時――ジェンダー・表象・文化の政治学』（みすず書房、1996年）を刊行する直前であった。トリンは、
1998年 5 月初めから 8 月末まで滞在し、夜間セミナーは、"Naming,	 Informing,	Narrating:	 Identities	
across	Difference"（名づけること、告げること、語ること――差異を横断するアイデンティティ）と
題され、彼女が制作した映画を視聴して、講義を聞くスタイルを取り、聴衆を魅了した。1998年 7 月 4
日の公開講演会は、"Boundary	Event:	Color,	Interval,	and	Multiplicity	in	the	Visual	Field"（境界上の
出来事――視覚領域における色彩、間隙、多層性）と題された。真夏の、冷房設備がない、250人満員
の教室にもかかわらず、トリンは講演を中断したくないと言って休憩もとらず、汗も拭わず、凝縮した
密度の濃い語りを繰り広げた。「時の密度」を寺の鐘の響きの伝播により語ったトリンの言葉と共に、
その時の感覚は今でも思い起こすことができる。トリンは、その頃、女性学、文学理論、哲学、人類
学、社会学、映画理論など、様々な既存の学問分野を横断し、自明のものとされてきたそれらの学問の
前提を根底から問い直す作業を行っていると評されていたが、当時、東京工業大学から単位互換制度を
活用して大学院の私のゼミに参加していた院生が、トリンの講演を聞き、量子力学の「励起」を説く鍵
になると興奮していたことが記憶に残っている。また、トリンが、日本での映画制作の際に、釘を一本
も使っていない苔むした日本の寺を撮りたいというので、竹村さんと手分けして探したこともあった。
トリンに向き合いながら、竹村さんも高揚していた。その時に制作した映画、The	Fourth	Dimension	

（2001	on	Japan）	は、再びトリンを招聘した21世紀COE開始期の2003年10月6日に、講演会に先立ち上
映された。

1999年 3 月、竹村さんは、ジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』（青土社、1999年）を
翻訳刊行した。それは、彼女の母の不慮の事故による急逝直後のことだった。バトラーの言う「Agency
エイジェンシー」を「行為体」、「Performativity　パフォーマティヴィティ」を「行為遂行性」と翻訳
した、その核心をついた概念把握は、その後、日本の思想界、言論界、学界に見事に定着した。『ジェ
ンダー・トラブル』の副題「フェミニズムとアイデンティティの撹乱」の「Subversion	撹乱」と共に、

「行為体」及び「行為遂行性」は、学生や研究者たちの論文に頻繁に登場するようになり、その多大な
影響力を示すものとなった。『ジェンダー・トラブル』の刊行とその反響の大きさは、当時の彼女を支
える力となったと思う。祖母、母、彼女と 3 代の女たちが紡いできた時空を突然奪われた、その深い悲
しみの中で、彼女は、博士論文となった『愛について――アイデンティティと欲望の政治学』（岩波書
店）を2002年に刊行した。同書の「序」には、「勤務校のお茶の水女子大学にジェンダー研究センター
が設置されており、活発に活動していること、そしてジェンダー関連の研究や教育が学部、大学院をつ
うじて大学の中で支援をえて、ごく普通に進められていることも、有形無形にわたしの研究を支えてく
れていると思う。研究は一人の人間の思索だけではなく、それを支持してくれるさまざまなサポートな
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しには生まれえないものだと、あらためて実感した。」と記されていた。
2000年には、イヴ・セジウィック（Eve	Sedgwick）を招聘し、IGSと英文科とが共催して講演会を

行った。1997年頃だったか、竹村さんの研究室に行った時、セジウィックのBetween Men: English 
Literature and Male Homosocial Desire 1985（『男同士の絆――イギリス文学とホモソーシャルな欲望』
名古屋大学出版会、2001年）を手に取り、このホモソーシャルの概念に触発され、彼女の観点からのセ
クシュアリティの構造を語ることができると述べていた時の表情は、実に生き生きとしていた。セジ
ウィックの講演英文原稿は、『ジェンダー研究』（お茶の水女子大学ジェンダー研究センター編・刊）第
4 号に、和訳は竹村和子・大橋洋一共訳「クィア理論をとおして考える」と題し『現代思想』2000年12
月号に掲載された。

このように、トリン、バトラー、セジウィック等に対峙した竹村さんは、彼女のフェミニズム批評理
論の幅を広げ、深めていったと思う。

一方で、竹村さんは、IGSが招聘した、少し分野を異にする外国人客員教授の夜間セミナーや講演会
のコメンテーターとしても活躍した。2000年度に招聘した　タニ・E・バーロウ（Tani	E.	Barlow）の
夜間セミナー「（インター）ナショナルフェミズムと中国」の「零度の歴史」のコメンテーターを務め、
その後展開した論考、タニ・バーロウ／竹村和子「歴史と文学との邂逅――学問分析と研究実践をめぐ
る対話」が『現代思想』29巻第 6 号（2001）に収録されている。

その他にも、IGSが招聘して開催するセミナーや公開講演会には、ディスカッサント、コメンテー
ター、司会としても関わった。2002年3月2日、オーストラリアのヴェラ・マッキー（Vera	Mackie）の
シンポジウム「トランス・ナショナルフェミニズムの可能性」、2003年には、台湾の何春蕤による「東
アジアにおけるフェミニズムとジェンダー／セクシュアリティ理論の課題」（後に何春蕤著、舘かおる・
平野恵子編『「性／別」攪乱――台湾における性政治』御茶の水書房、2013年に収録）、2004年度は、
IGSに赴任した河野貴代美さんと共に、アメリカのローダ・ケスラー・アンガー（Rhoda	Kesler	
Unger）による「ジェンダーの社会構築――フェミニズムの視点による実証心理学」のセミナー運営に
携わった。

2004年から国立大学が法人化されるにあたり、お茶の水女子大学は、ジェンダー研究の推進とその教
育体制の確立を目指し、21世紀COEプログラムを申請することになった。原ひろ子後任の伊藤るりさ
んも加わり、私たちはその申請書づくりに邁進し、2003年に採択された。2003年度以降は、竹村さん
は、F-GENS	の事業推進担当者、プロジェクトD「理論構築と文化表象」及び「文化表象のデータベー
ス作成」担当責任者として目覚ましい活動を展開したことは、天野知香さんの記述にある通りである。
私もF-GENSの事務局長を務めながら、プロジェクトCや連携研究の担当責任者として多忙を極めてい
た。FGENSに参加した教員も学生も、重労働の毎日に疲れていたが、意欲に溢れていた。

21世紀COEが終了した2008年 7 月には、竹村さんの科研費プロジェクト「暴力と主体構築」とIGSと
共催で、「レイ・チョウ（Rey	Chow）コロキュウム」を開催した（講演原稿は『ジェンダー研究』第
12号に収録）。

こうして振り返ってみると、竹村さんにとって、21世紀COEで招聘したバトラー、スピヴァクたち
ほか、多くの研究者との交流が、彼女の理論をより明晰な、豊かなものに築き上げることに繋がったこ
とは確かである。また、彼女らと交わす息詰まる議論のあとの、竹村さんのチャーミングでコミカルな
までの言動は、一層の親愛を深めるものであった。
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彼女は、常に全力疾走しながら、理論を形づくる研究者であった。そして、いささか早く、現世での
彼女の疾走を終えてしまった。しかし、彼女が魅かれ、病の床で眺めていた絵に描かれた山脈の向こう
で、なおも疾走しているような気がしてならない。

（あまの・ちか／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授
たち・かおる／お茶の水女子大学ジェンダーセンター教授）
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『文学力の挑戦――ファミリー・欲望・テロリズム』（研究社、2012年。以下、『文学力』と表記）を
手に取ると、まず、ほとんど奇異とも言える、あるいは直截すぎるそのタイトルそのものに目を惹かれ
る。「文学力」とは、そして「挑戦」とは何を意味するのだろうか。さらにその副題「ファミリー・欲
望・テロリズム」も同様である。これが「文学・表象・政治」ならば（むろん、そうしたタイトルです
ら、たとえば1970年代には考えつきもしなかったであろうが）、「穏当」なのかもしれないのだが、「欲
望」をはさんで「ファミリー」と「テロリズム」が並置されているとは、なんとも剣呑な組み合わせで
ある。竹村和子という文学研究者がこの過激とも言えるタイトル賭けたものは何だったのだろうか。み
ずからの文学（研究）に賭けた思いとは何だったのだろうか。

そもそも、竹村さんにとって文学を研究し、論文を書くことは、とりもなおさず、みずからに向かい
合う、切実かつ苛烈な営為であった。

書くという行為――それはとりもなおさず物語を語る行為――は、わたし自身を解体していく道
のりだった……愛についてまとまったものを書くことが、いかに自分と向き合い、自分をある意
味で危機に陥れるものか、また自分自身がいかに既存の言語のなかに幾重にも取り込まれている
存在なのかに気付いて、愕然とした……おそらく論文であれ小説であれ詩であれ、文章を書くと
はそういうものだろう。自身が粉々に砕けるような気がして、恐ろしくて身がすくむ思いがした
こともあった……書き終えてみると、まだまだ書き尽くせないものがあることに気づく。（竹村	
2002、p.26）

そして、このような、みずからの立ち位置をつねにみずからに問い続けながらの「書く」作業は、
「読む」作業と表裏一体をなすものでもある。『文学力』の最終章、「ある学問のルネサンス？――英
（語圏）文学をいま日本で研究すること」において示されるのは、読むこともまた「自身を解体」する
営為、別の言い方をするなら、みずからを自明の自分とすることとは正反対にある、「自己の他者化」

（竹村	2012、p.323）なのだ。
それにしても、なぜ文学を読むことやそれについて書くことが「自己の他者化」になっていくのか、

そのことと文学の力はどこで接近し、交差するのか。以下、『文学力』をたどりながら、考えてみた
い 1 。

1 ．文学が持つ力

『文学力』に収められた論文は、第四章を除いては2000年代、そしてその多くが2001年の同時多発テ

文学の力に賭けること
――『文学力の挑戦』は何に挑戦するのか

越智　博美

〈特集書評論文〉
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ロ以降に書かれたものである。2000年代の竹村さんは、ジュディス・バトラーの『アンティゴネーの主
張』の翻訳出版（2002年）、『触発する言葉』の翻訳出版（2004年）を果たし、さらに『	“ポスト”	フェ
ミニズム』（2003年）を編纂し、政治的な関心がその仕事に目立っていた時期でもある。このことは、
没後、文学に特化しない論考を集めた論文集『境界を攪乱する――性・生・暴力』（2013年）が編まれ、
しかもそこに収められたものがすべて2000年代に発表されたものであることに如実に表れている。『文
学力』に収められた論考は、これらの仕事と共振しながらすべてフェミニストとしての立ち位置を表明
しつつ、フェミニストであるからこそ見えてくる今日的な問題――ファミリーやテロリズム――に、文
学の読みから迫ろうとする試みである。

第Ｉ部は、ポストファミリーというまなざしに貫かれた 3 編からなる。そもそも孤児（第一章）や婚
外子認知（第二章）や正当と認められる親族関係（第三章）が物語のなかで「問題」となるのは、規範
的な家族が、職場という生産の場所とは切り分けられて、命や労働力の再生産の場として、近代に現れ
た資本主義を支えるシステムとなってきたからである。女たちが、あるいは女たちの位相が、「男たち
の公的空間を保管するために……私的空間の換喩として機能すべく動員される」とき、「「私的」な親族
関係が、「公的」な社会を背後から支えるための必要不可欠な「公的」装置」となり、結果として近代
は「血縁至上主義ファミリー」の時代となるのである（竹村	2012、p.47）。

第 1 章「母なき娘
こ

はヒロインになるか――孤児物語のポストファミリー」は、19世紀アメリカ文学に
おける孤児をヒロインにした物語の分析である。近代化の途上にあるアメリカ社会において、男女の性
別二元論と相互に強化しあう男女の領域分化の思想は、結婚して近代家族を創設することを物語のゴー
ルとするようなセンチメンタルな家庭小説として生産され、流通していた。しかし、そのような制約の
なかにあって、作品によっては、こうした性別二元論と、それを元にした近代家族像が、たとえば濃密
なシスターフッド表象を通じて密かに切り崩されている。ただしこの章における分析は、表層に現れた
プロットや象徴というよりはむしろ、編集上の制約との交渉のなかで、それぞれの作品が抱えたプロッ
ト内のジレンマ、しかもそれが安直な物語展開として表面化している点からおこなわれる。つまり、

「攪乱的要素と、ジャンルに期待されている規範追随的要素は、ベストセラーという大衆受けする形式
のなかで、レトリカル・ジレンマというよりも、プロット上のジレンマに変換され」（竹村	2012、p.36）
ている点に着目するのだ。むろん、それが「文学的強度」（竹村	2012、p.36）を弱めているとしても、
逆にそのジレンマや安易さが逆照射してしまうものこそ、女が階級、人種、国家といった力関係のなか
で構築されるという性質を浮き彫りにする。

第二章「子どもの認知とポストファミリー――「パールの使命は果たされた」のか？」は、第一章と
同様、子どもの位相と近代家族の生成という見地から、ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』を再読す
る試みである。ヘスターとディムズデイルのあいだの許されない関係の結果生まれた娘パールは、父か
ら認知されていない非嫡出子としてのみならず、社会の周縁にとどまっているという意味では「象徴的
父を欠いた存在、いまだに象徴界の敷居に佇んでいる前＝言語的な存在」（竹村	2012、p.54）としても
二重に他者化されている。それが意味するのは、パールが、父・母・子のエディプス関係を基盤とする
社会制度の構築性やその権力を可視化し続ける存在であるということである（竹村	2012、p.54）。また、
このような他者性を突きつけられ続けるディムズデイルも、ヘスターの夫（だが、そのことを隠し続け
る）チリングワスも、それぞれの思惑ゆえに言葉に出さずにお互いに密やかに繋がり続ける。チリング
ワスが、さながらディムズデイルの「象徴的父」のような機能を獲得するために、チリングワスの妻ヘ
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スターと、象徴的には息子となるディムズデイルの姦通は、エディプスのごとく母と息子の近親相姦に
もなりうるし、またディムズデイルとチリングワスのあいだもクィアとも取れる共棲関係を結んでいる
という点で、これらの主要登場人物は、幾重にも「近代家族の語彙を混乱させるクィア・ファミリー」

（竹村	2012、p.57）である。パールがここではない他のどこかで豊かに幸せに暮らしていると書かれて
いることにより、物語の現在は「婚姻制度と実子偏重の親族関係によって構造化されるのではない新し
い親密圏」（竹村	2012、p.70）の到来をいまだ待つ場であるとする指摘は、既存の親密圏の構築性をあ
らわにする。

第三章「親族関係のブラック／ホワイトホール」は、同様の問題意識からウィリアム・フォークナー
の『アブサロム、アブサロム！』を読み解く緊密かつ濃厚な、そしてその緊密さゆえに要約を拒むよう
な論考である。一族を創設し、その「父」たらんとしたサトペンという男の野望の挫折を、その息子ヘ
ンリー、娘ジュディス、および息子とされるチャールズ・ボンの錯綜した愛、言い換えれば親族関係の
挫折として読み解くとき、この物語は近代の性の力学のテクスト化という相貌を見せる。この三人の関
係のなかでも、とくにボンとヘンリーの関係――同性愛的な関係であると同時に兄弟間の愛、なおかつ
異人種間の愛でもある――は、父の禁止の言葉が引き金となって顕在化する。このように物語を駆動す
るしくみを読み解く議論から引き出されるのは、「性関係と親族関係を連動させる解釈枠がまず存在し
ており、その解釈枠によって、性対象となる人物の属性が社会的につくられるということ」（竹村	
2012、p.81）である。また、その際にボン自身がみずからを語る「ニガー」という言葉は、そもそもサ
トペンの思い描いていた白人の父を父祖とする家系創設の夢を瓦解させるブラックホールのごとき消失
点となる。竹村さんはここから、対照的な関係をサトペンの白人家系創設の犠牲者でもある女たちが創
り出すあらたな姉妹のごとき関係――「全知の愛」を持つと自称するローザがブラックホールに飲み込
まれながらも、親族関係の法を攪乱しうる「血縁関係を中心化する従来の親族関係ではなく、拡大家族
を構成する親密性のエロティシズム」として、近代家族を解放し得るホワイトホール（竹村	2012、
pp.94-5）――のなかに、希望の曙光を幻視する。

第Ⅰ部同様、第Ⅱ部においても、親族関係に、おもにセクシュアリティという点から光を当てる。レ
ズビアン・パルプフィクションの分析（第四章）や、ヴァージニア・ウルフの『ミセス・ダロウェイ』
とロビン・リピンコットの『ミスター・ダロウェイ』を重ね合わせて読む間テクスト的な解釈（第五
章）を通じて、近代的な家族がいかに異性愛主義に貫かれ、そうでないセクシュアリティを、ともすれ
ば認識不可能な域に追いやりかねないのか、しかしながらいかに、そうした場に異性愛の家族制度では
ないあらたな親族関係がおぼろげながら想像され得るのかが示される。

文学に特化した分析を示すⅠ、Ⅱ部からあらためて感じるのは、竹村さんがフェミニストとして培っ
てきた理論とその視点があってこそあらたに姿を現す何かがあるという点である。たとえば第五章は、
二編をつき合わせたときにはじめて、規範的セクシュアリティが、いかにわたしたちに沈黙を強い、ひ
いてはテクストに沈黙を強いているかという可能性が浮かび上がる点で、間テクスト的解釈という方法
論なしには不可能な読みである。また、ホーソーンやフォークナーのテクストの分析を支えるのは、ラ
カンの理論、あるいはまたバトラーがアンティゴネーをめぐっておこなった考察である。家族関係と
は、なにより象徴界という言語の父の《法》としてあらわれ、また国家の法がそれを可視的な制度にす
る。しかもそれは「位置」の相関関係によってそうなるので、『緋文字』のように、ひとりの人物が複
数の位置を占める可能性がある場合はもちろんのこと、女や子どもが＜家

フ ァ ミ リ ー

庭／家族＞のなかでの位置を
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めぐる語彙で表しきれない場合にも、その図式そのものを揺るがしかねない。またフォークナー作品に
おける近親相姦と同性愛、および人種という観点も同様である。それらは、象徴界にかかわることであ
るからには、承認し得ない関係性は、テクストという言語の世界の「敷居に佇んで」（竹村	2012、p.54）
いるはずであり、理論的な思考と分析は、ひとつひとつの関係性をつまびらかにし抜いたとき、その言
葉にし得ぬなにものかの存在を、あるいはその可能性を照らし出すことを可能にする。

それにしても、まだ見ぬ関係の、あるいはいまだ言語化し得ない関係の幻視の可能性を見出し、敢え
てそのことを言葉にしていこうとするその志向性をどのように考えたらよいだろうか。なぜ、執拗なま
でにポストファミリーにこだわらねばならないのか。竹村さんの2000年代の仕事を位置づけようとする
なら、彼女がその独自の言葉遣いで表した「“ポスト”・フェミニズム」の問題を考えなければならない。
そのことがまた、「テロリズム」という言葉が登場するⅢ部を考えることにも、また『文学力』の副題
を理解することにもつながるだろう。

2 ．“ポスト”・フェミニズムのまなざし――ファミリー・欲望・テロリズム

90年代の理論は、近代の性の体制が、親密性を異性愛の核家族に限定し、そのなかで主体や身体の把
握もおこなわれてきたということを暴いたが、わたしたちの現実はさらにそれを超えた相を、すなわち
それまでの語彙と解釈枠組みでは捕捉できない相を見せるようになってきた。それはフェミニズムにも
及んでいる。アンジェラ・マクロビー（Angela	McRobbie）はこのことを	「予想もしなかったことが起
こった」（McRobbie	2009,	p.1）と言う。マクロビーにとって予想しなかった事態とは、フェミニズム
が推進してきたエンパワメントや選択の自由といった考え方が、女という集団ではなくて、「個人的な
言説」へと、しかも消費活動へとずらされ、フェミニズムの「代用品」として新自由主義的な自己責任
と個人の自由の物語として再占有されているという事態である（McRobbie	2009,	p.1）。このことを考
えるには、数年前にブームを呼んだベストセラー『負け犬の遠吠え』を思い出してもいいかもしれな
い。あの本のなかで負け犬を自認する独身女性が趣味やお稽古ごとを楽しめるのは、男女雇用機会均等
法で勝ち組となった女に限定されている。自立した女は消費主体として、あるいは消費の自由を享受す
る主体として提示されている。そのことは同じ年に出版された小倉千加子の『結婚の条件』で取りあげ
られる低所得の女たちと重ねてみれば明らかである。自由は、財力に左右されるのだ。そのことは、た
とえば、生殖技術が自由であるとしても、実は個人の財力の差でその自由の行使ができたりできなかっ
たりすることを考えてみればよいだろう。竹村さんが『アンティゴネーの主張』巻末論文で挙げていた
さまざまな関係の生存可能性の承認も、このような事態と隣り合わせなのだ。

他方、2001年 9 月11日の同時多発テロ、またそれに引き続いておこったイラク戦争のさなかアブグレ
イブ収容所において女性兵士までもが囚人を虐待した事件などを目にするにおよび、竹村さんの議論は
暴力やグローバル化を問題にするようになる。このような従来とは違うと思われる暴力を、竹村さんは

「社会の形質変化」（竹村	2013a、p.361）、すなわち近代の性の体制とセットになっていた政治経済シス
テムの変容の徴候として捉えている。この変容とともに、性の体制が再度抑圧されたり不可視化された
りしはじめ、あらたな暴力も出てくるというのである。このことをアンソニー・ギデンズとウルリッ
ヒ・ベックおよびスコット・ラッシュの言うように「再帰的近代」と呼ぶのか、あるいはピーター・ド
ラッカーのように「ポスト資本主義社会」と呼ぶのか、それとも「新自由主義」と呼ぶのか、呼称はと



ジェンダー研究　第17号　2014

43

もかくとして、竹村さんは、政治経済システムの現在を変容したものと捉えている。この状況下で、あ
るいはこの状況下であるから、「資本と欲望の自己増殖が、身体の自律性という近代の幻想を（たとえ
ば臓器移植や美容整形をとおして）字義通りに有名無実にしていき」、バイオポリティクスはますます
精緻に強力になり、単に生きることを管理するのみならず、その「致死的相貌」がむしろ露わになると
指摘する（竹村	2013b、p.232）。ジョルジョ・アガンベンを援用しながら竹村さんが述べるのは、今や
バイオポリティクスは、これまでは生きるに値していた市民すら、生きるに値せず悼まれることのない
生としてのホモ・サケルにいとも簡単に転化させる、「死の政治」（竹村	2008、p.248）と化して行くと
いう認識である。アブグレイブのアメリカ人女性兵士が、その虐待行為が明るみに出たとたんに市民の
位置からホモ・サケルへと転落するエピソードはそのことを雄弁に物語る。今やバイオポリティクスは

「生政治」ではなく「死の政治」へと変質している。しかし、そのようにホモ・サケルへと簡単に転落
する「市民かつ

0 0

ホモ・サケル、殺害者かつ
0 0

被殺害者となる」存在は、「収容所看守、空港職員、臓器移
植をおこなう医師といった、社会権力を何らかのかたちで付与されている者」だけではない（竹村	
2008、p.250）。むしろ現代社会が、「より良き生」を拡大させようとすればするほど、それは「剥き出
しの生」の抹消に向かうが、そのような「より良き生」として「主

サ ブ ジ ェ ク シ ョ ン

体化／従属化」を進めるほどに、主
体は「市民かつ

0 0

ホモ・サケル」へと転じていくのだとしか思えない暴力的な行為に向かっていくメカニ
ズムが働いているのではないか（竹村	2008、p.250）。

こうした問題関心に踏み込もうとしたのが共編著『	“ポスト”フェミニズム』である。ここで確認し
ておきたいのは、彼女が「ポスト」に敢えて引用符をつけることに何を賭けたのか、ということだ。先
にも紹介したが、マクロビーによれば、（マクロビーはこうしたあり方に反対だが）フェミニズムのア
ジェンダはすでに達成されたからにはもはや「イズム」として言挙げする必要はないだろうという考え
方が、一般的なポスト・フェミニズムである（McRobbie	2009,	p.1）。竹村さんもこのようなポスト・
フェミニズムには違和感を表明し、編著『“ポスト”フェミニズム』に寄せた文章「「いまを生きる」“ポ
スト”フェミニズム理論」において、「「ポスト」の意味は、まえの時代と重なり合いながら、まえの時
代を自己批判的に、自己増殖的に見る視点」であり、さらに以下のように警鐘を鳴らしたうえで、「ポ
スト」をけっして「その後」や「終わった」のではないフェミニズムを表すものとして使うことを表明
している。

フェミニズム運動が理論によって提示されている自己批判性を無視するなら、表面上は女の解放
が達成されつつあるように装われているニューエコノミーの時代にあって、“ポスト”フェミニズ
ムは、自己参照性という「ポスト」の役割を失い、「その後」という意味に転落していくだろう

（竹村	2003、p.107）。

おそらく、ここで「ニューエコノミー」と竹村さんが呼ぶ体制が、フェミニズムのありようと密接に
絡んでいる。それは、端的に言えば現在のグローバル化と新自由主義のエコノミーのことだろう。かね
てよりアイデンティティの政治の危険性に警鐘を鳴らしていたナンシ−・フレイザー（Nancy	Fraser）
は、端的に第二波フェミニズムが、はからずもこのあらたな危機を用意することに手を貸したと指摘し
ている。福祉国家を批判することによって、「連帯がなくなり、グローバル化、新自由主義化」するこ
とに貢献してしまった。男性を一家の稼ぎ手とするような家族給を支えるような福祉国家体制を批判



越智博美　文学の力に賭けること――『文学力の挑戦』は何に挑戦するのか

44

し、階級闘争よりは個人を志向したことにより、みずからをも流動化した労働資源とし、あらたなる格
差の出現を後押ししたというのである（Fraser	2013）。

このようなエコノミーの社会がいかにして「死の政治」の場となるのか。三浦玲一は、この新自由主
義状況のことを、フレドリック・ジェイムソンを援用しつつ「ポストモダニズム」と呼ぶ。ここで重要
なのは、この「産業・社会・経済構造の根本的な変容」が福祉国家批判を梃子にしてなされたというこ
とであり、第二波フェミニズムは、そもそも男性の稼ぎ手を中心とした核家族という性差別を制度化し
た福祉国家から「予め排除」された者を代表することを目指す点において、新自由主義と親和的であっ
たという点である。三浦は、マクロビーに依拠しながら、このような新自由主義において、自己肯定的
な消費主体として表象される解放された女たちが、実のところ「自傷行為」と裏表の関係であるとする
点から、「福祉国家の性差別が福祉国家の生存権の保証と表裏一体であったことを」看破する。つまり、
第二波フェミニズムが新自由主義と共振するとき、その「福祉国家の批判は、その制度的な性差別の撤
廃と同時に、それと表裏一体の関係にあった、生存権の保証を手放してしまった」のである（三浦	
2013、p.	20）。「死の政治」とはそのように理解される。

2000年代になって、竹村さんが暴力の問題に踏み込んだ議論は一見してフェミニズムから離れたよう
に見えながらも、今述べたような問題意識の在りようからすれば、依然としてフェミニストとしての関
心から書かれていると言ってよいだろう。上述したように、性体制の変化が欲望の再配置にも直結する
からには、暴力と欲望、そして欲望とファミリーの想像力は不可分のものだ。であるからこそ、フェミ
ニズムは、今こそ、このような政治、経済、社会、そして文化に応答せねばならないのだ。とくにバイ
オポリティクスの問題を考えるとき、竹村さんはアブグレイブの兵士のような例のみならず、佐世保で
起こった小学生による同級生殺人事件もとりあげながら、わたしたち自身の「主体化」のありかたが変
容した問題として捉えている。それは、フェミニズムの主張自体が「社会の形質変化」の一翼を担って
いたからこそ、また主体化が性差を軸に配備された欲望を介して成り立っていたことを見据えてきたか
らこそ、フェミニズムはこのあらたな徴候に敏感にならざるを得ないということだろう。
『文学力』の副題が、「ファミリー・欲望・テロリズム」であり、第Ⅲ部が、テロリストやテロリズム

をキーワードとしているのはこのような文脈においてである。第六章は、ヘンリー・ジェイムズの『カ
サマシマ公爵夫人』におけるテロリストをめぐる論考だが、テロ集団に属しつつも規範からずれた青年
ハイアシンスと公爵夫人とのあいだでの、未完には終わるが、別の身体と親密圏が想像・創造され得て
いた可能性を、むしろその未完という状態に読み込んでいく。グロリア・アンザルデュアの複層的な語
りを諸力の戦いとして読み解く第七章に続く第八章は、テロリズムの表象可能性をめぐる論考である。
ドン・デリーロの『マオⅡ』（1991）とマイケル・カニンガム『星々の生まれるところ』（2005）を扱う
この章で問われるのは、テロリズムに否応なしに向かい合わされる時代に、表象はテロリズムに対抗し
得るのかという、文学の力を問う問いである。議論の前半でまず確認されるのは、9.11のスペクタクル
惨事がハリウッドの映画を見るかのような既視感を呼び起こしたことは、芸術家もテロリストも、とも
に「「芸術の独自性」や「感性の個別性」といった近代の信仰が浸食されている複製文化のなかに」い
たのであって、個人の想像力と集団の想像力の二分法は、すでに破壊されていたという身も蓋もない状
況である（竹村	2012、pp.	187-89）。そのような状況を生きる『マオⅡ』の主人公である作家の書く物
語は、テロリストと人質を区別できず、最終的には作家自身もみずからを破壊してしまうという意味で

「自己参照的な自爆小説」（竹村	2012、p.	192）となり、その際にテクストの「残余」として、「死と暴
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力と破壊」をそこに残す（竹村	2012、p.	206）のに対して『星々の生まれるところ』は、暴力に対抗す
るにあたり、テロリズムが未来に恐怖を投げかけるその時間性と同様、未来への時間を物語化しようと
する物語であると論じられる。（元）テロリストの少年と生きる主人公の物語には、デリダ的な「歓待」
の物語が潜む。Ⅰ、Ⅱ部同様、第Ⅲ部にも共通するのは、言語で構築された物語が、いまだ現れてはい
ない何かを、あるいは言い切れぬ残余を示唆する瞬間を希求する読み手の態度である。

3 ．フェミニストの文学研究

文学に何を求めるのか。あるいは文学の力とは何なのか。第Ⅳ部は、フェミニストとして文学を読
み、研究すること、そして、そもそも何故文学を読むのか、ということをめぐる議論が並ぶ。わけて
も、第九章「虎穴に入れば……――＜フェミニズム・文学・批評＞」は、フェミニストとして「文学」
を読む意義を前面に押し出す論考である。もちろん、本論の最初の節でも述べたように、竹村さんの批
評の論理と言葉は、作品に「まだ見ぬなにか」をあぶり出すが、その「まだ見ぬなにか」を胚胎しうる
ところが、おそらく文学の力である。そしてそれは、レトリックや比喩的表現を通じておこなわれる。
なぜならそうした技法は、えてして、そこにはない何か、あるいはそこには言われていない意味を指し
示すからである。言語で構築された文学作品は、修辞的であるがゆえに、既存の象徴秩序を「錯乱さ
せ」、それによって「いまだ見ぬもの、いまだ見ぬ正義を未来に向けて現実化する」（竹村	2012、p.	237）
という意味において政治的であり得る。そのような文学は、言い換えれば「現実の象徴秩序を穿つ政治
性を秘め」る「詩的事件」（竹村	2012、p.	238）である。

そうであるなら、そうした文学の技法のみを重視した形式批評にとどまるのは、内容の価値判断をお
こなわないという点で、むしろ既存の価値観に与するものであり、かといって、ド・マンの影響下でヒ
リス・ミラー（Hillis	Miller）が主張したような、テクストの統一を裏切るような修辞作用を引きうけ
る倫理もまた、その「事件」を引きうけないからには、「なぜこのテクストをいま読むのか、読まざる
をえないのかという、読者の切迫した状況」を回避したものでしかない（竹村	2012、p.	226）。なぜな
ら、「象徴をそれ以上還元不可能にさせているもの」、つまりは「詩的事件」の力を抑圧しようとするも
のは、「身体性に裏付けられた性的差異」（竹村	2012、p.	239）であるからには、文学言語の象徴機能
が、レトリカルに日常言語を裏切る、あるいは亀裂を生じさせる場に、現実の象徴秩序を揺るがす可能
性を見出すことこそが、フェミニストの立場表明をも含めた切迫した読みとなるはずだからである。

このように考えてくるときに、なぜ、『文学力』のⅠ～Ⅲ節に収められた論考がいまだ到来せざるも
のを幻視するヴィジョンを読み取り、またそれをわたしたちの前に提示してきたのか、その意味が明ら
かになる。そしてそうした可能性は、象徴機能を揺るがすがゆえに、みずからをも揺るがす事件として
我が身を襲う。この切迫した読みこそが――「我が身の真の誕生としての我が身の死を行為遂行的に望
むという意味で――まさに生と死が修辞をつうじて交差する象徴の場に進んで身を投じるという意味に
おいてのみ――倫理的批評」（竹村	2012、p.	241）と化す。そして、その批評が成立するとは、第十一
章でガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクを援用しつつ示されるような、みずからの他者化を伴
う作業なのだ。その経験は、まさしく「アイデンティティの中断」（竹村	2002、p.	259）であり、他者
を迎える批評に――別様に言えば、『愛について』の最終章で提示されたような「翻訳の残余」に対峙
する正義となるだろう。文学という言語の構築物に対峙するこの苛烈なる倫理的な姿勢は、言語的に存
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在する「わたし」の中断を介した人と人とのあいだの応答責任という倫理、あるいは翻訳の倫理を導き
だす。そして、そのように主体が主体としてのかたちを取るや取らぬやのあわいを再度問い直すこと
が、現代の暴力、あるいは暴力の主体の検討へと地続きになっているのだ。このような批評的態度を目
にしたときに、そこに理論と「わたし」の橋渡しを、その「わたし」をはぐくみ、想像し、想像させら
れる社会的なものをいかに認知し、いかに語るのかと粘り強く問い続ける意志を――理論をみずからの
身体そのもの、言葉そのものとして紡ごうとする意志を――見て取らないではいられない。
『文学力の挑戦』は、『境界を攪乱する』あるいは『彼女は何を視ているのか――映像表象と欲望の深

層』（2012年）とともに、竹村和子というフェミニストのアクチュアルな問題関心の表出であると同時
に、文学研究が困難な社会における文学（研究）の意義を再度言挙げする書である。文学は現実を変え
得る修辞の場である限りにおいて、現実に挑戦する力を秘めている。そして文学を読み、その読みを言
葉で紡ぐことは、現実に挑戦し、それを変えようという意志と不可分である。新自由主義、グローバル
化といった社会状況のなかでの「ポスト・フェミニズム」状況や、「死の政治学」を問題視するなら、
わたしたちもまた、わたしたちが生きるこの社会状況に想像的・創造的に介入する契機を秘めた文学を
読むための想像力を、読みながら、批評しながら、養わねばならない。スピヴァクの言う「美学のト
レーニング」、すなわち「認識のパフォーマンスをするために想像力を鍛える」（Caruth	2010,	p.	1022）
ことを、しなければならない。文学作品の中において変革の契機となる象徴の裂け目を、あるいはいま
だ到来していない何かを、幻視しつつ、自己の他者化を引きうけながら。今、必要なのは、おそらくこ
のような態度を、我が身に引きうけることである。

（おち・ひろみ／一橋大学商学研究科教授）
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1 ．

セクシュアリティ研究をする者にとって、視覚表象を避けて通ることはできない。視覚表象を研究す
る者にとって、セクシュアリティを避けて通ることはできない。このことを竹村和子さんほどに深く理
解し、真摯に取り組み、理論と批評の実践に身を捧げた研究者はいないだろう 1 。稀代の英（語圏）文
学者として、またジュディス・バトラーの翻訳家として、フェミニズム理論の第一人者として、そして
日本で最も信頼できるセクシュアリティ理論家として俊英ぶりを発揮していた竹村さんが取り組んでい
たのは、さまざまな様式、さまざまな審級で作用し、機能し、行為化される人間の（文学も含めたうえ
での）表象の営みに目を向け、読み解き、かつ問いかけ、呼びかけることだった。竹村さんは空虚な哲
学的詭弁に陥ることなしに、理論のための理論とは無縁に、理論的思考を生きた言葉に表すことができ
る数少ない研究者であった。

竹村さんの著作や発表などに触れてきた者にとって、写真、映画を含めた映像文化に対する強い関心
と深い造詣が彼女の文章にさまざまな形で表れていたことは周知の事実である。時には、熱烈な映画
ファンとしての素顔が垣間見られることもあった。とはいえ、映画評、講演、シンポジウムでの発表、
またディスカッサントとしてのコメントに至るまで、90年代半ばから折に触れてさまざまな媒体に書か
れた多岐に亘る映像に関する彼女の文章をまとまった形で目にすることは必ずしも容易ではなかった。
幸運なことに『彼女は何を視ているのか――映像表象と欲望の深層』という一冊の美しい本に収められ
た珠玉の論考集として今は読むことができる。

竹村さんの映像論を象徴的に表すかのようなグレタ・ガルボの美しく謎めいたモノクロ鏡像ポートレ
イトをカバーに施した本書は、1996年から2009年に発表された論文、エッセイ、映画レビュー、講演原
稿、インタビューなどを、6 つのテーマ（Ⅰ部「レズビアン表象」Ⅱ部「女同士の絆」Ⅲ部「暴力と美
学」Ⅳ部「メタ映像論」Ⅴ部「応答による批評実践」Ⅵ部「トリン・Ｔ・ミンハとの対話」）によって
構成されている。2007年には自身で映像論集を企画していた竹村さん自身による論集の実現は無念にも
叶わなかったものの、本書の構成は基本的に竹村さんの意向に沿って編集されたという。編集委員の一
人でもあり、竹村さんと学術的にも個人的にも近かった新田啓子氏の優れた解説（「穿視する女

ひと

」）が鮮
やかに本書の全体像を捉えており、読者にとって羅針盤の役目を果たしている。

私は、たまたま同じ掲載誌に寄稿していたり、発表の場に同席したこともあり、収録された文章のう
ちいくつかを初出時に読んでおり、竹村さんの映像論がいかに優れたものであるかは十分に認識してい
たつもりであった。とりわけ2002年『大航海』に発表され、本書の 1 章に収録されている『マルホラン
ド・ドライブ』論には心底驚愕し、理論を自在に駆使した竹村さんのアクロバティックともいえる映画

（映像と物語両方）の読みの素晴らしさに脱帽したものだ 2 。だが、本書を手に取って改めて竹村さん

竹村さんは何を視ていたのか
――竹村和子『彼女は何を視ているのか――映像表現と欲望の深層』私的な書評

斉藤　綾子

〈特集書評論文〉
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の映像論をまとまった形で読んでみると、その射程の広さを再認識するとともに、彼女がいかに70年代
からの映画研究の動向を熟知した上で、独自の視点から見直し、映像テクストの意味作用に鋭く切り込
んだ映像批評の実践者であったかと思い知らされる。

竹村さんは、実に魅力的かつ刺激的な映像論を展開した。彼女は、いとも簡単に文学、表象、映像、
写真、絵画というようなジャンルを超えて「表象」として論じることができた。日本において「表象文
化論」と称される論考が、ややもすれば、単純な表層特化論に終始しがちな傾向とは対照的に、竹村さ
んの関心はフーコー的な意味で表象を成り立たせるイデオロギーや認識の枠組みを正確に捉え、同時に
フロイト的にその背後に潜む無意識を読み解く。さらにバトラーやスピヴァックといったポスト・フェ
ミニズムやポスト・コロニアリズムの論客たちの時には難解な議論を介在させながら、ただの紹介者に
終わることなく、またそのどちらにも批評的な距離を保ちつつ、精緻な表象分析を行った。竹村さん
は、言語、視覚表象、物語が文化装置――竹村さんの言葉を借りるならば「視覚イメージをふくむ総合
的な大衆表象であるゆえに、イデオロギーを強力に刷り込む映像表象」（竹村	2012	p.	76）――として
いかに意味をねつ造し、更にそれを自然化してゆく過程を暴きながら、同時に、その揺らぎやズレ、微
細な破綻の痕跡を逃さず捉え、できる限り誠実に言語化を試みていたように思う。竹村さんは文学研究
者であったが、同時に優れた表象論の論客でもあったのである。

2 ．

恐らく単著を出すに当たっては完璧主義者であったであろう竹村さんの映像論集は、実現していた
ら、既存の文章に書き下ろしや徹底した加筆訂正を経て、本書とはかなり異なった内容になったであろ
うことは容易に想像できる。だが、執筆の時期が10年以上に亘っている本書に掲載された文章は基本的
に初出の状態で、著者自身による新たな手を加えられることなくその姿を私たちの前に現している。し
たがって、時には細かいところで表現や主張が食い違っていたりすることもあり、それは竹村さんの本
意ではなかったかもしれない。しかし、そのことは、少なくとも映画研究者の私にとっては、竹村さん
が完成したであろうかもしれない映像論集に劣らず、いやそれ以上に魅力的だ。なぜなら、さまざまな
雑誌媒体や劇場パンフレット、あるいはよりアクチュアルに進行中のテーマに取り組むことができるシ
ンポジウムの発表、そして投げかけられたテーマに応答する形で自らの関心に結びつけ、さらに発展さ
せていく余白のあるディスカッサントとしてのコメントといった、ある意味では学者としての竹村さん
の業績においては周縁的ともいえる場や媒体に寄せられたこれらの文章の多くは、その文章が書かれた
時代の文脈のみならず、竹村さん自身の関心や興味、そして映像に接した時の彼女の経験がその文章の
中から蘇ってくるようなある種の情動が刻まれているからである。

当然ながら、竹村さんの文章は常に理論的な視座を失うことはない。映画を読み解く際の彼女の枠組
みはあくまで、極めて学術的に洗練された批評理論を基軸にしており、例えば「メタ映像論」と題され
た第 4 部のように、映画や写真といった映像テクストはあくまで二次的に扱われている場合もある。し
かし、程度の差こそあれ、本書に集められた論文は、アメリカ文学やバトラー、スピヴァックを始めと
するフェミニズム理論、セクシュアリティ論、そしてポスト・コロニアル論に精通していた竹村さんが
極めて頭脳的な仕事に秀でていた一方で、その思考の核に視覚や触覚、あるいは嗅覚に近い身体的なも
のがあったことを明確に示す。
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もちろん、『愛について――アイデンティティと欲望の政治学』（2002）においても、竹村さんの理論
的な文章は情動性を排除することは決してなかった。いや、言語に収斂されない余剰なもの、「言語化
できないもの」を背負うものとしての言語こそに近づくことがその目的であったはずだ。そして、『愛
について』でもすでに彼女は重要なところに映画テクストを引き寄せながら、自分の論を展開している

（例えば『ハンガー』『マルホランド・ドライブ』『セルロイド・クローゼット』『ナイトレート・キス』
など、本書でも重要なテクストがすでに重要な位置を占めていたことを読者は改めて思い出すだろう）。
それでも、本書に収められた文章は、他の彼女の著作に比べて、より明白に竹村さん自身の時代との関
わりの軌跡を追うことを可能にするように思える 3 。それは、現実の痕跡を記録してしまう映像装置を、
例えば個人の創作行為の過程や結果を文字媒体を通じて表象する文学より、より一層密接に社会との関
係に置いて見ていた竹村さんの姿勢に関わっていたのではないか。　　

言語を主体とする文学も表象の一形態と捉えていたであろう竹村さんの文学に対するアプローチで
も、彼女は言葉によって想起される視覚的表象を読み取り、それをさらにもう一度言語に純化させてい
くという営みを重視していたように思う。竹村さんは、取り組んでいる対象が何であれ、見えないもの
を見、聞こえないものに耳を澄ませ、語り得ないものを捉えようとした。欲望を可視化し、断片的な発
話を紡ぎ合わせ、物語として再構築しつつ、同時に、見えるもの、聞こえるものに対し、細心の注意を
払いながら、その現前性に鋭い批判の目を向けた。竹村さんの映像論も、一見して抽象的な理論のみで
分析されているように見えるが、丁寧に読めば、その背後に明確な映画体験が見えてくるはずだ。文化
装置としての映像のからくりに鋭い切りこみを入れながら、同時に、一度は身を委ねたであろう魅惑に
立ち戻り、その背後にある相矛盾する意味作用の構造を明らかにすること。しかも、その個人的体験を
社会の物語や文化装置の文脈の中に置き換え、フィルターを通し、そして 表

リ・プレゼンテーション

象 として再確認しな
がら、同時に、その個人のレベルの受容とのズレを丁寧に拾い上げ、分析していくのである。それは、
竹村さん自身の言葉を借りるならば、まさに「穿視」の作業だったといえよう。本書の頁をめくってゆ
くと、微細な揺らぎやズレを見逃すまいとじっと映像を見つめ、さらにかき消されてしまった声にじっ
と耳を澄ませていたであろう竹村さんの姿が目に浮かんでくるようだ。

本書を通底するのは、このような竹村さんの視覚表象に対する冷静かつ情熱的な眼差しであり、批評
と享受の間を揺れ動く豊かな受容の在りようであり、理論と詩学を行き来する言葉の豊饒さとその発話
の躊躇いが残した痕跡である。読者は、言葉の端々に込められた映画に対する竹村さんの複雑な感情の
襞が立ち現われてくる発話と表象に収斂しえない欲望の豊饒な語りを改めて再確認する困難な作業に立
ち向かうことになるだろう。竹村さんの言葉を追いながら、彼女が見ていたものは何か、と問いかけ、
読み進めていくのは実にスリリングな体験である。

3 ．

竹村さんの映像論が、アメリカ研究者、フェミニズム理論、批評理論や文学理論の専門家にとって示
唆に富むことは言わずもがなであろう。だが、私のような映画研究者にとっても十分に魅力的だ。それ
は、第一に彼女の批評の原点が映画を見る体験、そして映画テクストと自らの受容との関係を徹底的に
見つめることにあることが文章から明確に伝わってくるからである。例えば「腹をよじり、目に涙を溜
めて」笑ったと同時に兵士の姿に怯えを覚えたという告白から、戦争の暴力表象の不条理性、不可能性
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へと展開する『陸に上がった軍艦』の短い映画評を読めばすぐに分かる。
文学研究者や社会学の文脈で映画が分析される場合、しばしば評者は映画の外部にある特定の目的を

もって映画を選び、特定のテーマを見出すべく映画を見ることが多い。さらに、ハリウッド映画のよう
な主流の大衆娯楽映画に対しては、いわゆるハイアートとされる文学や絵画に比べて低級だと軽視した
り、産業、娯楽として支配的イデオロギーの直接的な装置とする前提に縛られることも多い。逆に、い
わゆる製作の様式にはまったく考慮せず、内容のイデオロギーや政治性のみを注視し、表象モード自体
の政治性に無頓着な場合もある。ゆえに、そこにしばしば起こる内容と形式の齟齬、つまり、ある意味
を伝えている一方で、映像そのものがその意味を転覆するような瞬間を丁寧に読み取る試みがなされる
ことも多くない。もちろん、強制的異性愛、権力による暴力や支配イデオロギーが社会・文化システム
を制御し、その中で生産される映像がいかに私たちの日常生活に蔓延し、政治的に操作され、隠蔽し、
抑圧し、そして自然化するかに強い関心を寄せていた竹村さんも、基本的には何かを語るために映画に
言及するのであり、映画について語ることが本来の主旨であるとは限らなかった。だが、映画評であっ
てもそれが単なる映画称賛に終わることはなく、例えば『夜の子供たち』（アンドレ・テシネ監督、
1996）の評のように、女優のクィア性を追求するエッセイとして一つの宇宙を成している。

一方で、映像研究における映画学の方法論として、いわゆる映画装置や撮影技術、編集、演
ミザンセン

出といっ
た映画固有のシニフィアンに向けられる形式主義的なアプローチが、正統な映画研究の領域であるとい
う認識も根強い 4 。このような認識から、映像研究において、映像の形式的な固有性に焦点をあてなく
ては映像研究ではないという主張もある。分野が違うと言ってしまえばそれまでなのだが、実は、それ
以上に表象の意味作用に深くかかわる問題である。ある形式の特殊性を重視する形式主義（それは美学
的にはもっとも重要な命題の一つではあるが）と表象の問題にどのように取り組むか。文学や絵画、あ
るいは写真、映画といった映像も含めた表象テクストとしての分析方法がある意味で共通点を持つのは
まさしくこの点においてなのである。優れた映画分析が映画研究者の特許であるわけではなく、分野を
越えて優れたテクスト分析は可能である。映画研究の専

ジ ャ ー ゴ ン

門用語を使っていなくとも、竹村さんの映像分
析は彼女が映像を読む方法論をしっかりと押さえていたことを端的に証明する。

　　

4 ．

このことは、本書を時系列に見直してみるとより一層明確になる。96年から2009年に亘って執筆され
た論文は、大きく2003年以前と以降に分けられるように思う。2001年のニューヨーク貿易センタービル
爆破と2003年のイラク戦争を境に竹村さんは、精神分析理論を基軸にした映像における歴史的・理論的
なセクシュアリティ表象という問題から、戦争、テロリズムという緊迫した世界状況に目を向けるよう
になり、 性

セクシュアリティ

そのものに内在する暴力性、そして欲望に潜在する破壊性に焦点を当てることで、我々
の生きている現実や社会に潜在する表象の暴力性と普遍性を今一度政治的に捉えようとする方向に移っ
ていったように見える。それは、ラカンの精神分析概念を借用するならば、問題意識の焦点が象徴界と
想像界の関係から象徴界と現実界の乖離へと移行し、意味作用としての言語と表象から、より
行
パフォーマティヴィティ

為遂行性との関係の中で言語と表象を捉えなおそうとする道のりであったように思う。
2003年以前の論考の中心となるのは、大衆娯楽映画を代表するハリウッド映画のセクシュアリティ表

象である。いずれも、70年代以降の英語圏における映画研究の主要な理論的議論とある程度並行してい
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る。プロローグの「ハリウッドと同性愛表象」から第 1 部と第 2 部にまとめられたハリウッド映画のセ
クシュアリティの表象に関する論考は、竹村さんがいかに70年代から90年代にかけて主だった映画理論
に精通していたかを示す。脱構築、記号論、テクスト論、ポスト構造主義、精神分析理論、フェミニズ
ム理論、ポスト・コロニアル論など様々な批評理論の枠組みがダイナミックに交差し、刺激し合ってい
く中で、ジェンダー・セクシュアリティに関する理論の先端を行っていたのが映画研究であり、とりわ
けフェミニズム映画研究だったことのみならず、もともと映画好きに違いなかった竹村さんの知的好奇
心を大きく揺さぶったのだろう。さらに、バーバラ・ハマーを始めとするレズビアン・アクティヴィス
トの多くが映像製作を自らの創作・政治活動として従事していたことや、トリン・Ｔ・ミンハとの出会
い、さらに視線や身体を巡る視の制度を精神分析を駆使し家父長制批判を展開していたローラ・マル
ヴィ、メアリ・アン・ドーン、リンダ・ウィリアムズ、ジャックリーン・ローズ、カジャ・シルヴァマ
ン、ジョーン・コプジェックたちが活躍する一方で、バトラー、テレーザ・デ・ラウレティス、イヴ・
セジウィック、ジュディス・メイン、ヴィト・ルッソ、リチャード・ダイアーといったクィア論の主要
な論客たちが、ハリウッドの異性愛制度を分析し、刺激的な批判活動を行っていたからである。

例えば 2 章の「噂の俳優――グレタ・ガルボをクィアに見る」で竹村さんはデ・ラウレティス、メイ
ン、ダイヤー、ジャッキー・ステイシーの俳優論なども含め、手際よく既存言説を整理している。『ク
リスチナ女王』のガルボのキス・シーンは当時のセクシュアリティに関心を持っていた映画研究者に
とってはもっとも有名なシーンの一つだった。そして、映画『セルロイド・クローゼット』が示してい
るように、映画産業界はほかのパフォーミング・アーツと同様に、クリエーターの多くがLGBTであっ
たこともあり、エイズ危機の中、批評とアクティヴィズムの協働から派生したクィア理論が席巻した80
年代末から90年代の映画研究から、もともと映画好きだった竹村さんが多くを吸収したであろうことが
これらの論文から見えてくる。それは、リュス・イリガライ、ジュリア・クリステヴァ、モニック・
ウィティッグといったフランス語圏で展開していたフェミニズム論から、アメリカのアカデミズムの中
から生まれてきた新たな理論的運動へと広がっていく過程でもあった。そのうねりの中で竹村さんは自
らのポジションや研究者としての方向性を模索していたのであろう。3 章の「カミングアウトして、ど
こへ――ジュディス・バトラーとレズビアン映画表象」は、バトラーが展開するパフォーマティヴィ
ティとしてのジェンダーという議論がパフォーマンスとしてのジェンダーとは異なる審級から派生して
いることを十分承知していた上で、ジェンダーのパフォーマティヴィティの実践としての映画表象に表
れる亀裂や軋轢を読み解いていこうとする竹村さんの思考過程を明らかにする。ここで、竹村さんは映
像例を取り上げることで、概念の抽象化ではなく、具体化へと力強く伝奏していくのだ。

あるいは、第 2 部にある 4 章の「イヴからマドンナ、ラスベガス・ダンサーへ」と 5 章の「＜悪魔の
ような女＞の政治学――女の「ホモソーシャルな欲望」のまなざし」を対照すると興味深い。後者は前
者の 5 年前に初出しており、映画テクスト内の女同士のまなざしに注目し、分析を行っている一方で、
前者ではそのテクストの受容のジェンダー性、女性観客のまなざしも取り入れ、観客、俳優、物語、テ
クストへと射程が広がっている。このような枠組みの変化は、フェミニズム映画理論のパラダイムがテ
クスト内の視線の関係性から、受容も含めた社会文化的な文脈の中で、例えばジェンダーや人種も含め
た観客性を考えるものに移っていった動きをきちんと踏まえたものであることが分かる。

また、映画を駆使してラカンの精神分析理論を独自に展開するスラヴォイ・ジジェクに対する批判と
して極めて洞察あふれた10章「＜現実界＞は非歴史的に性化されているか？――フェミニズムとジジェ
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ク」も、映像論ではないものの、ラカンの精神分析理論が最も盛んに援用されたのが映画研究であり、
その中でも急先鋒にいたジジェクについて、バトラーとの論争を整理しつつも、ただ単にジジェクがポ
スト・ラカン派精神分析論を援用しながら、表象の暴力や政治性を欲望という視点から論じていたとい
う理由だけでなく、彼の議論が『ブルー・ベルベット』や『羊たちの沈黙』といった竹村さんにとって
極めて重要な映画テクストを中心としていたことも寄与したのではないかと思わせる。

　

5 ．

いずれにせよ、映像研究者としての竹村さんの非凡な才能を端的に証明するのは、第 1 章の「「欲望」
と「夢」の出来事を生きれば――『マルホランド・ドライブ』をとおって」であることに異論を唱える
者はいまい。日本では2002年 2 月に公開されたデイヴィッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライ
ブ』の映画評として多分もっとも優れたものの一本であるだけでなく、批評理論のエッセイとしても秀
逸である。河野貴代美さんの「あとがきにかえて」によれば、竹村さんは映画を見た数日後この論を

「トランス状態」で書いたという。映画のトランス状態に触発され、映画の物語と映像に感応して極度
の集中と肥大する感覚が書かせたのだろう。リンチは竹村さんにとって最も強く惹かれていた監督の一
人ではないかと思うが、彼女はしばしば難解と言われるリンチの世界を深く理解していた評者でもあっ
た。彼女はリンチの映画体験が生む疾走する車の中で眩暈を覚えるようなドライブ感に興奮しつつ、同
時に恐ろしいほどの覚醒という分裂状態を誰よりも楽しんだに違いない。本論で竹村さんは、この映画
が差し出す、リンチの「映画的様式美を突き抜けて観客の心に刺さる」物語が「欲望の物語」であるか
らだとして読み解いてゆく。彼女の高度に洗練され、饒舌に近いほどに豊かに語られた分析の内容につ
いては、論文を読んでもらうのが一番であり、ここでまとめることはしない。それは要約やまとめが不
可能なほどに凝縮され、自己完結された分析であり、一読しただけでは到底その分析の豊かさに触れる
ことはできないからである。

だが、本論は、竹村さんのそれまで映像論を総括しつつ、2003年以降に中心的となる死の欲動や欲望
の破壊性といった議論の萌芽が認められるという意味で重要なだけでなく、彼女の映像論の特徴が一番
わかりやすく出ているという点でも重要である。テクスト論の古典的名著の『S/Z――バルザック「サ
ラジーヌ」の構造分析』（バルト	1970=1973）でロラン・バルト（Roland	Barthes）が提示したように、
竹村さんは『マルホランド・ドライブ』というテクストをいわば「書きうるテクスト」として、映画そ
のものの表象に別の物語を読み出し、二

スーパーインポーズ

重焼きにし、欲望のテクストとして新たに書き換えていく。こ
の作業は、『マルホランド・ドライブ』という映画をいかに正確に理解したかという地点とはまったく
別の審級で行われる作業であり、そもそもこのような問いは無意味ですらある。だが、同時に、主人公
であるベティとリタという二人の女性の関係は、竹村さんの分析を読んだ後では、これ以外の理解の仕
様がないという印象を抱かせるのみならず、竹村さんによって紡がれた新たな物語によって、映画が物
語のレベルで省略しつつも、表象で徴候的にのみ示されていた意味作用が明らかになり、その表象と意
味内容のズレに横たわるのが「わたしの欲望」の不可解性であり、不可能性であることをまるで啓示の
ように示される。

さらに、この精緻な読みの成立を可能たらしめているのは、彼女が注視する映像の細部に他ならな
い。例えば、男性キャラクターの視線がどのように表象され（竹村	2012、p.	22）、あるいは、リタとベ
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ティが涙を流しながら舞台を見つめるクロースアップ（竹村	2012、p.	27）といった具体的な映像であ
る。彼女の分析は、まるで起源の幻

ファンタジー

想の場において自分を見つめる分裂したもう一人の自分のように映
画の外部にあって、同時に映画の世界に入り込み、そこからこちらの世界を見つめるように映画の重な
り合う表象の意味作用に切りこんでいくのだ。このような視点は、映像に魅惑され、そしてまた離れた
ことのある者のみに可能な作業である。ここで竹村さんが捉えたのは、間違いなく「映画的」な瞬間で
ある。『マルホランド・ドライヴ』論から数年経って発表された 9 章「マゾヒスティック・エイジェン
シーの（不）可能性――アブグレイブ写真・『ソドムの市』・『ドッグヴィル』におけるプンクトゥムと
暴力」においても、竹村さんの映像との関わりに明白に現れる。個人的には『ドッグヴィル』に対する
分析に異論はあるものの、竹村さんが映像に対して読み替えてゆく作業は一貫している 5 。つまり、竹
村さんは表象としての映画を解体しながら、常に「映画的なもの」を捉え、そのズレに極めて繊細で
あった。だからこそ、その映像論が説得力を持っていたのであろう。

映画理論家クリスチャン・メッツ（Christian	Metz）は映画理論家になるためには、「映画をもはや
愛しておらず、それでいていまだにそれを愛している」といった状態が望ましい。そして以下のように
続ける。

かつて大いに映画を愛しながら、今ではそれと切れてしまっている。ただ、切れてしまってはいる
が、いつでもそれを尻尾のほうから捉えなおすことはできる。つまり、かつて自分が映画を愛する
原因となった窃視狂的欲望を仕留めるための標的として映画を捉えるような立場が理想なのであ
る」（メッツ	1977=1981、p.	32）。

ローラ・マルヴィの発表に対するコメント「穿視する観客／行為者――デジタル・テクノロジー時代
の＜死＞に漸近する観客の快楽」は短いものの、表象の破壊性と死について鋭い観察を提起する。マル
ヴィの発表に呼応して、竹村さんが問いかける「映画」テクノロジーそのものが観客を変えていく可能
性がもたらす両義性について触れるとき、映像そのものの本質について豊かな考察が繰り広げられる。

残念ながら、本書には所収されなかったが、イラク戦争の勃発をきっかけに企画されたイメージ&
ジェンダー研究会機関紙の『イメージ＆ジェンダー』4 号（2003年12月）「特集・拠点としての表象/身
体」に掲載された竹村さんのインタビュー（「表象／身体――ジェンダー論は、今、何を問いかけるか」）
から彼女の言葉を引用して、拙論を終えたい。このインタビューは、竹村さんの表象に対するスタンス
を極めてストレートに語っており非常に貴重な資料である。 表

リ・プレゼンテーション

象 において、シニフィアンとシニ
フィエは決して一対にはならず、そこには「必ずズレが生じる」、そして「表現不可能な領域」が現れ
るのがこのズレである。そして続ける。「表象不可能性は、けっして静能的に存在している「核」など
ではなく、表象しようとする力が挫折する現場

0 0 0 0 0 0

であり、翻訳しようとする意図が裏切られる現場
0 0 0 0 0 0 0

なので
す。だから動的なものです」（竹村	2003	p.	12）。さらに、彼女は、表象に対して「ちょっと違うな」と
いう感覚は、この現場検証の作業だと言葉を続ける。本書の多くの論文が、このような「違和感」から
発展したであろうことは容易に想像できよう。

竹村さんは、常に現場に立ち戻り、現場を検証し、そして自らの内部に深く入り込み、探求していっ
た。本書から浮かび上がってくる竹村さんは紛れもなく一流の映画理論家であったのである。

　
（さいとう・あやこ／明治学院大学文学部教授）
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注
1 　学術誌に掲載される書評などで著者を「さん」で呼称することはあまりないが、今回は追悼の意味も込めて「竹村さん」と

表記したい。また本書に添えられた「竹村和子さんと＜チームＫ（和子）＞」にも感謝したい。
2 　私事で恐縮だが、この時同誌に載った自分の論文の凡庸さに、映画理論研究を名乗ることを恥ずかしく思ったほどである。

すでに99年にミンハのインタビューで竹村さんが映像に関心を持っていたことは知っていたものの、その時は、彼女の究極的
な関心はやはりポスト・コロニアル論であり、映画に対する関心は二次的なものではないかと思っていたが、この『マルホラ
ンド・ドライブ』論で完全にその印象を変えられてしまった。いずれにしても、ハリウッド映画をここまで読み解く竹村さん
の映画に対する関心と映画理論の理解は決して付け焼刃でなく専門的なものだと確信し、2005年にローラ・マルヴィを含む 5
名の映画研究者を招いたフェミニスト・シンポジウムを勤務校で開催した時に、迷わずマルヴィのコメンテーターは竹村さん
以外いないと決めて依頼したのである。彼女はマルヴィの発表を見事に咀嚼し、そしてさらに映像に対する自らの関心に引き
寄せた洞察あふれるコメントを返してくれた。私の目に狂いはなかったと彼女に深謝した気持ちを今でもよく覚えている。

3 　例えば、竹村さんにとってバトラーやスピヴァックの影響の大きさは言うまでもないが、実は『愛について』におけるテ
レーザ・デ・ラウレティスの重要性は、このタイトルがミンハの映画『愛のお話』に加えて、デ・ラウレティスの名著The 
Practice of Love—Lesbian Sexuality and Perverse Desire（Teresa	de	Lauretis,	Bloomington	&	Indianapolis,	Indiana	UP,	1994）
に呼応していることは、本書を読んでやはり確信した。『愛について』の凝縮された文章と、本書に所収されたセクシュアリ
ティ表象に関する文章を並列すれば、竹村さんの思考の軌跡が一層明確になるだろう。

4 　こうしたアプローチを代表する映画研究者として日本でも小津安二郎論が翻訳されているデイヴィッド・ボードウェルがい
るが、彼の新形式主義的な分析は映画研究を代表するものの、映画研究の固有性が形式主義のみにあるわけではないし、また
映画固有の特

プロパティ

質を分析するために必要な方法論としての形式分析はすべての映画研究の最終目的になるわけでもないことは指
摘しておきたい。

5 　当日の発表で、竹村さんはアブグレイブの写真と同じく衝撃を受けたのが、2004年 6 月に起きた佐世保の小学校 6 年の女子
同級生殺人事件だったと言っていたことをはっきり覚えている。加害女児はインターネットのソーシャル・メディアやテレビ
に強い影響を受けており、竹村さんにとって、アブグレイブの米軍女兵士と女子小学生が見せた暴力性が、従来の暴力＝男性
性という古典的なジェンダーの構図を根本から見直す必要性を感じさせるものであったように思う。この時期の竹村さんの模
索は、性や自己形成におけるトラウマ的な体験に内在する破壊性は、セクシュアリティ表象を論じていた頃に見られた映像文
化が時には持ちえたある種の転覆性がもたらす可能性を徐々に否定し、否定の力学へと移ってゆく道程でもあったように思え
る。彼女の映像論が、この段階で途絶えてしまったのは、重ね重ね残念である。彼女は、表象の暴力性、破壊性という死のタ
ナトスから、もう一度「生

エロス

の力」へと戻ってきたであろうと思えるからである。
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はじめに

境界の攪乱。そう、それがあたかも私たちの目指すべき―――その〈私たち〉とはいったい誰
0

なのか
という問いを通して目指すべき―――到達点であるかのように、あたかもそれを引きおこしさえすれば
たとえ小さくとも現状に何かしらの意味のある亀裂をうみだしたことになるはずのラディカルな達成で
あるかのように、そのように思われた一時期がたしかにあったことは、否めないだろう。あるいは少な
くとも、フェミニストやクィアの政治にかかわる理論的考察が境界の攪乱可能性を追い求め、見いだ
し、推し進めることをほとんど最優先の課題としているかのような印象を与えた時期、そしておそらく
実際に少なからずそうふるまっていた時期が、たしかにあったことは。もちろん、境界の攪乱と一口に
言っても、たとえばアイデンティティの境界線がすでに無効であると、あるいはそれを横断してみせる
と、そう宣言すればそれで事足りるかのような夢見がちな議論から、境界線が偶発的でありかつ強制的
であることを前提としつつ、そこに微細なずれや変容の可能性を切り開く隘路を突き止めようとする禁
欲的な議論まで、個々の考察はきわめて多様ではあった。同時に、〈境界の攪乱〉の追究が特権的な地
位を占めることへの異議申し立ても、消えることなく存在していた。とはいえ、まさしくそのような異
議申し立てがなされたことこそある一時期における（少なくとも英語圏の）フェミニズム／クィア理論
のひとつの学術的潮流の証であった、と言うこともできるだろう。

竹村和子著『境界を攪乱する―――性・生・暴力』は、フェミニズム／クィア理論のそのような一時
期――1980年代半ばから1990年代を通しての時期――を経たあと

0 0

、すなわち2000年代に執筆された論考
を集め、著者の没後に編集された遺著である。ここで〈あと〉を強調するのは、偶発的に決定された境
界の侵犯と攪乱という課題が2000年代以降のフェミニストやクィアの政治と理論とにとってはすでに考
えつくされた過去のものとなった、と主張するためではない。1990年代に英語圏の理論家たちが重視し
たこのテーマが2000年代にようやく日本でも論じられるようになったと示唆するためでももちろんない
し、ましてや、2000年代の竹村の考察をこの特定の〈一時期〉の議論の一端をなすいわば時代錯誤的な
ものとしてカテゴライズするためでもない。しかしそれにもかかわらず、本書を読むにあたって、この

〈あと〉は――そのようにしてまたしても境界線を設定してしまう危険に注意を払いつつも――強調さ
れなくてはならない。なぜなら、本書におさめられた論考は、繊細かつ勇敢な境界攪乱の試みに明確に
かかわるものでありつつ、同時に、攪乱それ自体を寿いで終わることが可能であるかのような気分がも
はやアカデミックな幻想としてすら保持できなくなった地点から書きはじめられたものであるからだ。
フェミニストとクィアの理論と政治とにおいて「境界線を攪乱する」という試みに何が賭けられて来た
のかを熟知しその試みに真摯に参入した理論家として、まさしくそうであるからこそ、境界線攪乱への
この着目がその反面で何を見逃し、意図せざる何を呼び寄せてしまったのか、本書において竹村は、く

攪乱の暴力と向き合う
――竹村和子『境界を攪乱する――性・生・暴力』書評

清水　晶子

〈特集書評論文〉
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りかえし、かたちを変えて、その問いを問いつづける。本書の副題がいみじくも示すように、それは、
性と欲望との編成を通じて可能な生の領域を統御しようとする制度の維持と変容とに纏わりつく暴力に
かかわる問いであり、そして上述の〈一時期〉を経たあと

0 0

のフェミニズム／クィア理論が、あらためて
そして否応なく直面してきた、まさにその問いでもある。

1 ．同一性の原理

しかし、〈あと〉について論じるためには、まずこの特定の〈一時期〉の議論とはどのようなもの
だったのか、とりわけそこで「境界線を攪乱する」ことがなぜ要請されたのかについて、簡潔に触れる
必要があるだろう。
〈フェミニズム〉がまずもって問題とした境界線が〈男〉と〈女〉とを分かつはずのそれであったと

しても、そこで境界づけられた〈女〉というカテゴリーがしばしばきわめて特定の――たとえば「第一
世界」の、白人の、中流階級の、そして異性愛の――女たちのみをその構成員として念頭においてきた
ことへの批判もまた、フェミニズムにおいて長い歴史をもつ。「白人女性の政治とは異なる反人種主義
的な政治、そして黒人と白人との男性の政治とは異なる反性差別的な政治」をかかげた1970年代のブ
ラック・フェミニズムを代表する文書のひとつである「コンバヒー・リバー・コレクティブ・ステート
メント」にすでに明らかだったように（Combahee	River	Collective	［1977］2000,	p.265）、〈女〉という
カテゴリーの同一性をフェミニズムの政治の前提とすることへのこのような疑義は、境界づけられたは
ずのカテゴリーを横断する別の境界線のはらむ政治的重要性への着目に端を発するものであった。この
ような異議申し立てがなされたのは、言うまでもなく、人種に関してのみではない。「ステートメント」
から10年以上を経た1990年に〈クィア理論〉の語を提唱したのは、フェミニズム映画理論において消去
されるレズビアンの特異性にこだわりつづけたテレサ・デ・ラウレティスであった。コンバヒー・リ
バー・コレクティブとブラック・フェミニズムが（白人の）フェミニズムにおける人種主義と（黒人を
含む）男性の性差別とを同時に告発したように、デ・ラウレティスが提唱したクィア理論が（異性愛主
義的な）フェミニズムにおけるホモフォビアと（ゲイ男性による）ゲイ・リベレーション運動における
性差別とに引き裂かれたレズビアンの差異、さらには「レズビアン相互の、レズビアンの中にある、
諸々の差異」の理論化を要請するものだった（De	Lauretis	1991,	p.	viii）ことは、忘れられるべきでは
ない。

とはいえ、別の境界、別の差異の指摘が、カテゴリーの細分化――つまり、より繊細ではあっても
〈内部〉の同一性はゆるぎなく維持されるような境界設定――をその目的とするわけにはいかないこと
もまた、明白であった。社会構築主義と脱構築の議論とを経由した1980年代のフェミニズム理論は、そ
もそもアイデンティティ・カテゴリーの同一性それ自体を批判の俎上にのせはじめていたのだ（Fuss	
1989）。『境界を攪乱する』の第一章としておさめられた「『資本主義はもはや異性愛主義を必要として
いない』のか――『同一性の原理』をめぐってバトラーとフレイザーが言わなかったこと」は、1990年
代半ばにジュディス・バトラーとナンシー・フレイザーとの間でかわされた議論（Butler	1997a;	
Fraser	1995,	1997）の批判的読解を通じて、差異の指摘とカテゴリーの同一性の批判というこのふたつ
の要請が孕む緊張を論じたものである。「セクシュアリティにおいて周縁化されてきた人々がみずから
のセクシュアリティの公的権利と承認を求めて展開しはじめている運動のなかで、戦略化あるいは自明
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化されるアイデンティティの政治（アイデンティティ・ポリティックス）に、社会構築主義はどのよう
に接合しうるのだろうか」（竹村2013、p.4）という問いから議論をはじめる竹村は、カテゴリーが何ら
かの生得的本質をもつのか社会的に構築されているのかではなく、わたしたちの個別の差異がいかに所
与のカテゴリーへと同一化されていくのかを、問題にする。個々のカテゴリーが「内面化、身体化、個
人化」されて自

ア イ デ ン テ ィ テ ィ

己同一性を形成していくこと、それによって「歴史的な産物」であるカテゴリーが「本
質のように錯覚され」強制力をもった境界線を維持していくこと、しかしだからこそそうして構築され
たカテゴリーと個別の経験とのずれ

0 0

がその強制力への抵抗となること。竹村はそれを確認した上で、バ
トラーやフレイザーの議論においてまさしくそのようなカテゴリーの同一性が呼び戻される瞬間を鋭く
とらえ、批判する。異性愛主義的な〈男〉と〈女〉の境界設定にもとづく「性の（再）生産様式」が資
本主義体制と互恵関係をむすんできたと指摘するこの論考は、この境界線をゆるがしカテゴリーの同一
性を「脱構築」することこそを、重要な政治的課題としているのである。

カテゴリーの同一性への疑義、その境界線の攪乱という課題の一端は、本書に収録された中ではこの
論文と並んでもっとも初期のもの（2001年）である講演録「『翻訳の政治』――誰に出会うのか」にも
うかがえる。翻訳における他者性――そして私たちの議論にとって重要なことにその暴力――をテーマ
としたこの講演録は、「翻訳のなかで

0 0 0 0 0 0

、翻訳として
0 0 0 0 0

」発生する「他者との邂逅による自己の亀裂」を強
調し（竹村2013、p.388）、多数の境界線に引き裂かれた非連続に身を晒しつつそれを生き延びようとす
ることを、翻訳テクストの「夢」として提示する。そのようなテクストの例としてここでとりあげられ
るのがグローリア・アンサルデュアの『ボーダーランズ／ラ・フロンティア』であることは、竹村が
フェミニズム理論における境界と同一性をめぐる議論を当然に念頭においていることをも裏付ける	

（Anzaldùa	1987）。けれどもこの講演録に関してそれにも増して注目すべきなのは、この時点で竹村が
すでに、もはや同一性の幻想を維持し得ない境界地域の雑種性を「手放しの礼賛にせず」、テクストに
頻出する「戦場の比喩」と「暴力」とに対する（ヒロイックな楽観主義とは無縁の）こだわりを示して
いる点である。境界性と雑種性とを生きるアンサルデュアのテクストに描き出される暴力のイメージが

「安易な理解や、時間の共有性の幻想を打ち砕」くことを確認した竹村は、それに続いて、本書を通底
する――つまりは2000年代の竹村が取り組み続けた――問いを発する（竹村2013、p.393）。

しかしその暴力は誰が誰に向けているものでしょうか。あるいはその暴力は、日常の生とまったく
異質な次元のものでしょうか。

同一性の脱構築あるいは境界の攪乱とかかわる〈暴力〉についてのこの問いは、本書において、緩く段
階をふみながら二種類の暴力の考察へと焦点を結んでいるように思われる。すなわち、境界を攪乱する
存在がそれ自身へと向ける自己破壊的暴力と、人間がそのようにして「液状化」（竹村2013、p.337）し
た後に、いやむしろまさにそのただ中で、それを通じて、発生する暴力である。

2 ．身体の破壊と自死的暴力

『境界を攪乱する』がこの二種類の暴力への考察を展開するのは、おもに第Ⅲ部「バトラー解読」と
第Ⅳ部「生政治と暴力」におさめられた論考においてだが、そのいわば直前におかれた第Ⅱ部第四章
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「修辞的介入と暴力への対峙――〈社会的なもの〉はいかに〈政治的なもの〉になるか」（初出2004年）
では、「自己（あるいは自己で非ざる者）の形成過程に埋め込まれる暴力性」が取り上げられる（竹村
2013、p.	122）。ここで竹村が注目するのは、〈ペニス＝ファルスをもつ者〉と〈もたない者〉とを公／
私の領域にふりあてかつその両者の不安定な境界をめぐる抗争を糊塗する異性愛的な性別の二分化が、
自己の内部の矛盾や暴力を外部に設定された他者へと照射することで自己を維持していく、そのシステ
ムである。

内部に生じている矛盾・葛藤は、〈女性的なもの〉と〈男性的なもの〉という二つの形態（「形式」
と詐称されている）に割り振られて演じられ、欲望の異性愛化という両者の補完作用によって目く
らましされる。そして馴化された内なる暴力は、〈女性的なもの〉を比喩化した外部（階級・人種・
民族・宗教……において捏造された他者）へと向けられていく。（竹村2013、p.121）

近代的な自己／他者の境界構築にまつわるこのような暴力的作用を批判的に明らかにし、その機制への
攪乱的介入をはかる企て自体は、しかし、まさしく1990年代のフェミニズム／クィア理論において集中
的になされたものである。とりわけ、本書の第Ⅲ部が繰り返し論じるジュディス・バトラーを筆頭に、
1980年代後半から1990年代のクィアの理論家たち（あるいはフェミニズムの理論家と言っても良い――
竹村も示唆するように、この両者は「まったく別物」（竹村2013、p.78）ではないからである――）に
とって、この暴力は、同時代の英米におけるAIDSの流行と同性愛嫌悪の高まりに密接な関連をもつ、
切迫した問題だった。維持され保護されるべき生と、生としての価値を認められず死へと追いやられる
生、ウィルスがその境界を易々と超えて〈内部〉と〈外部〉、〈自己〉と〈他者〉との区分を限りなく不
安定にする。そしてだからこそ、境界維持の要請はますます暴力的に強められる。AIDSの流行はその
機制を露骨に可視化したのだったし、それに対する攪乱的介入の可能性の探求は文字通り生死を左右し
うる課題だったのだ。

むしろ竹村の論考で重要なのは、そのような攪乱もまた暴力と不可分だという指摘である。

ある社会構築をべつの社会構築へと作りかえようとする「政治」は、（中略）そのかぎりにおいて、
表象領域――すなわち社会／身体領域――に対して暴力的な介入がなされるはずである。（竹村
2013、p.119）

これは、第Ⅲ部で展開されるバトラーの批判的読解に忠実に呼応するものと言えるだろう。たとえば第
六章「いかにして理論で政治をおこなうか――『触発する言葉』訳者あとがき――」は、アルチュセー
ル的な呼びかけを通じた主体形成が一度きりではなく何度も、そして身体レベルで、繰り返されるなか
で、その歴史性から「新しい文脈、新しい身体」の契機があらわれる、というバトラーの議論の攪乱的
な政治性を評価しつつも、同時にこう指摘する――「身体レベルでの攪乱性は（中略）従来の身体の破
壊としても論じられなくてはならない」（竹村2013、p.157）。実際、境界線攪乱にかかわるバトラーの、
とりわけ初期の議論は、大きくふたつの流れをもつと言ってよい。パフォーマティビティをめぐる考察

（バトラーにとってこれは、先行する言説の強制力を伴う引用と反復とがその引用元をさかのぼって自
0

然化
0 0

、実体化
0 0 0

する作用を指す）と、喪失とメランコリーをめぐる考察（同性愛タブーがひきおこす愛の
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対象の喪失がメランコリックで反隠喩的な体内化を通じて〈文字通りに〉性別化された身体をうみだ
す）とである（Butler	［1990］1999,	1993）。バトラーの初期の議論に関してもっとも良く知られている
のは、言説の引用と反復のずれが引き起こすパフォーマティブな攪乱と変容可能性という論点である。
しかしそれは、歴史的に沈積され〈実体化〉した身体の、安易な変容を困難にする――もちろんそれは
変容が不可能であるということではないのだが――〈物質性〉についての議論と、表裏をなしていたの
だ。とはいえ、たとえばトランスセクシュアルの身体に関連してジェイ・プロッサーが、あるいは病理
化される身体に関連してエレン・サミュエルズが批判したように、バトラーの〈身体〉がしばしばその

〈身体性〉や〈物質性〉をおきざりにするように見えるという指摘もまた、的を外れたものではない
（Prosser	1998;	Samuels	2011;	清水2013）。言うまでもなく、そのように〈物質性〉として認識される
〈身体性〉もまた構築されたものであり変容可能なものであると示すこと、換言すれば身体と性に関す
る〈物質性〉の境界線それ自体を攪乱することにこそ、初期のバトラーの議論の真価はある。しかしそ
れは裏返って、沈積を通じて〈実体化〉された歴史をもつ身体が変容や攪乱を暴力として経験する

0 0 0 0 0 0 0

可能
性について、彼女の考察を不十分なままにとどめているのではなかろうか。「従来の身体の破壊」に目
を留める竹村の指摘は、まさにこの点を突いているのである。

興味深いことに、竹村のこのような視点は、一見それとは逆方向をむいているかに思われる論考、境
界線の横断と攪乱――そして脱構築――の重要性を説く論考においても、消え去ることなく維持されて
いる。第九章「デリダの贈与――脱構築／ポリティックス／ポスト性的差異」は、パフォーマティブな
脱文脈化をめぐってのバトラーによるデリダ批判とデリダを経由したペギー・カムフによるバトラー批
判とを照らし合わせながら（Butler	1997;	Kamuf	2005）、それを「あらゆる発話行為が有する構造

0 0

とし
ての脱文脈化が、どのように歴史性

0 0 0

を獲得しえるか」（竹村2013、p.203）という問いへと発展させるべ
きだと主張する。「性的差異の意味づけなおし」の可能性を脱構築的な「散種」に見いだそうとする本
章は、意味を書き込み／かき消し続けるような「テクストとしての身体／身体としてのテクスト」に注
目することになり、その限りにおいて、脱文脈化それ自体を暴力として経験する「従来の身体の破壊」
を論じるものではない。しかし竹村はこの論考の終盤で「死を遠ざけ、生を組織化してきた」近代の機
制を脱構築する必要を説いて、やや唐突に次のように述べる。

脱構築の視点から導き出される「死」について――生がみずからにふるう暴力について、その言語
的表出について――思考する必要があるのではないだろうか。（竹村2013、p.211）

この「言語的表出」がまさしく「構造
0 0

としての脱文脈化」の歴史
0 0

的な表出を含意していることは続く一
節で明らかにされる（「脱構築が語る非歴史的な生／死が、バトラーが批判する歴史的な言説暴力と
なってどのように表出することになったのか」）。「非歴史的な生／死」ではなくその歴史的で具体的な
表出としての暴力。そこには、生を統制する境界設定の暴力とともに、歴史的に沈積され〈実体化〉さ
れた身体が境界攪乱にあたって経験する暴力もまた、否応なくふくまれるだろう。いや、それどころ
か、「生に内包される」あるいは「生を生として統御する」暴力ではなく、「生がみずからにふるう」暴
力という竹村の表現が示唆するのは、むしろ、みずからを破壊しながら境界攪乱をひきおこす身体が経
験する後者の、いわば自死的暴力の方ではなかろうか。

自死的暴力への批判がより明確にあらわれるのは、アンティゴネーをめぐる考察を展開する第十三章
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「暴力のその後……――『亡霊』『自爆』『悲嘆』のサイクルを穿て――」である。公／私、男／女、共
同体／個人の領域を峻別し統御しようとする〈法〉は、侵犯者への有罪宣告→有罪者の暴力的喪失→喪
失対象のメランコリックな喪失→破壊と自死的暴力→有罪宣告というサイクルを駆動させながら、結局
のところ、有罪者の悲嘆とそれによって引き起こされる暴力を再包摂し、有罪を宣告しうるものとして
の〈法〉自身を遡及的に強化していく。竹村によれば、暴力と再包摂とのこの循環をぬけだすには、喪
失をメランコリックに――つまり、暴力的にもたらされた喪失を喪失として認めないままに――解決す
るのでも、悲嘆を他者に対する有罪宣告へと振り向けるのでもなく、喪失されたものを弔う「追悼」と
それへの応答が必要である。この点において竹村は、共同体に反抗するアンティゴネーを「没落に向か
わざるをえない」形象としてとらえたヘーゲルのみならず、自死に至る彼女の抵抗を「新しい社会形
態」を可能にする公的メランコリーと呼んで評価したバトラーとも、袂を分かとうとする（Hagel	

［1931］1949;	Butler	2000）。法にその追悼を禁じられた喪失のもたらすメランコリーが追悼者の文字通
りの自死にいたる時、それは公的な追悼の言説が触れられない領域をこじあけるのではなくむしろその
領域の内部にとどまることになる、という竹村のバトラー批判は、それ自体説得力がある。しかしここ
で注目したいのは、竹村がこの時にふと漏らす疑問である（竹村2013、p.310）。

ここでバトラーは、「暴力」「宿命的罪」を、「新しい社会形態」の出現のために、やむを得ず引き
受けなければならないものと捉えているようだ。だがその「暴力」「宿命的罪」という言葉に、バ
トラーはどれほどの現実感を与えているのだろうか。

「現実感」がより厳密に何を指すのか、竹村はそれ以上踏み入ってこの用語について論じようとはせず、
この一節はなかば宙に浮いたままに放置されているようにも見える。けれども、本節がここまで追って
きた竹村の議論を思い返せば、そして、アンティゴネーに対する懲罰としての「生きながらの死」と彼
女がみずからにもたらす「実際の死」とをバトラーは峻別し損ねているのではないかという竹村の指摘
を考えれば、この「現実感」の少なくとも一端が〈実体化〉された身体の破壊とかかわることは明らか
である。〈法〉の措定する境界線を攪乱するどころか再包摂されてそれを強化してしまうメランコリッ
クな暴力の連鎖への批判という、いわば本章の中心をなすロジックは、またしても、竹村の論考で展開
されないままに繰り返し顔を出し続けるあの問い――境界攪乱を引き起こす身体が経験する破壊的暴力
をどう考えるのかという問い――を、その背後に潜ませているのだ。だからこそ、それに続けて出てく
る問いは、次のようなものになる。すなわち、〈法〉の維持にかかわる暴力（「戦争・脅迫・一時的協定
を繰り返すホモソーシャルな磁場」）と、境界攪乱の暴力（「アンティゴネーが『新しい社会形態』のた
めに呼び起こす暴力」）とのあいだに、「何か違いがあるのだろうか」（竹村2013、p.311）。

　

3 ．液状化した人間

境界攪乱にともなう身体破壊的な暴力への竹村のこのこだわりは、攪乱を包摂しあるいは乗り越え
0 0 0 0

て
生き延びるのはいかなる身体なのかという、フェミニズム／クィア理論において2000年代に前景化され
た重要な問いにつながるものである。第四章で「通常の物語に抗して自己が立ち上がる」ときに出現す
るベルサーニ的な「自己解体の享楽」の暴力性（Bersani	1986）――それは同時に「波状的に外部に向
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かって」暴力を生みだすものでもある――が批判的に論じられているのは、その点で興味深い。ホモ
フォビックで規範的な男性性への「自殺的に」受動的な――すなわち

0 0 0 0

（ベルサーニによれば）女性的
0 0 0

な
――同一化を通じたゲイ男性のラディカルな自己攪乱の可能性を説くベルサーニに対して、キャロル＝
アン・タイラーは、このような同一化は〈他者〉として設定された存在との「一見したところ同一化で
あるような形をとった非同一化」に過ぎない、と批判を向ける（Bersani	1987;	Tyler	1991）。換言すれ
ば、ここでの「自殺的」な同一化を通じた攪乱はゲイ男性主体を〈文字通り〉死に導くものではない
が、その一方で、まさに「自殺的」な存在として 同

アイデンティファイ

定 される女性性には攪乱を生き延びる非同一化
のチャンスは与えられないのだ（「直腸が墓場であるとき、明らかに、膣はただの行き止まりdead	end

0 00 0 0 0 0

である」（Tyler	1991,	p.40強調引用者））。
誰が攪乱を乗り越えて生き延び、誰がデッド・エンドに突きあたるのか。フェミニズム／クィア理論

においてこの問いが政治的重要性を増しながら浮かび上がってくるのは、AIDSのパニックと同性愛嫌
悪の高まりを経て英米における性的少数者の権利が多少なりとも拡大しはじめた90年代後半から2000年
代のことである。たとえばロバート・マクルーアは、身体が正常／異常、異性愛／同性愛、健常／病や
障がいという強固な境界線にもとづいて統御され、後者の身体が前者を常に脅かすものとして暴力的に
排除される、という機制それ自体が、90年代後半以降のアメリカ合衆国においては変容しはじめてい
る、と指摘する（McRuer	2006）。そのかわりに前景化されるのは、そのように脅かされ危機を迎えつ
つもその危機を乗り越えそれを包摂して生き延びるだけの〈柔軟性〉をもつ、寛容で十全な――そして
異性愛的で健常な――身体である。逆に、非異性愛的な、あるいは健常ではない身体は、異性愛的で健
常な身体の十全性を保証する存在として包摂されるか、あるいは黙って消え去るか、そのどちらかを選
択するよう要請されるのだ。ただし、ここでの〈柔軟性〉はあきらかにタイラーの指摘した「同一化の
形をとった非同一化」に通じるものであり、それを考えれば、〈柔軟に〉危機を乗り越えて生き延びる
身体とそのために利用される身体とを分かつ境界線は、必ずしもマクルーアが主張するような異性愛／
同性愛の軸に沿うわけですらない。むしろ、とりわけフェミニズム／クィア理論にとって問題になって
くるのは、境界攪乱の可能性を開こうとする政治的追求が、実際には攪乱を生き延びることのできる

〈柔軟な〉身体以外の――つまりは、攪乱の暴力に晒されて破壊されかねない――身体をあらかじめ排
除してきたのではないのか、という点であった（Puar	2009;	井芹2013）。

この文脈において、破壊される身体に対する竹村の注目は、2000年代のフェミニズム／クィア理論の
試み――ディスアビリティ理論ともたがいに交錯しながら歴史的に〈実体化〉された身体の生存と破壊
とをあらためて考え直そうとする試み――と確実に接続されうる契機を内包していたと言える。しかし
ながら、『境界を攪乱する』におさめられた論考は、それ以上〈実体化〉された身体と直接にかかわる
考察を展開することはない。そのかわりに竹村が取り組むのは、境界の攪乱をいわば滋養にして存続す
るシステムと、それによって産み出されそれを支える「人間主体を液状化させる

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暴力」（竹村2013、p.	
335）という問題である。この点に主眼をおいた論考は主に本書の第Ⅳ部におさめられているのだが、
そこで繰り返し強調される竹村の現状認識は、そもそも従来のフェミニズム／クィア理論が〈攪乱〉し
ようとしていた〈境界〉自体が「液状化」しており、私たちの生が経験する暴力はまさにその「液状
化」にかかわっているのではないか、というものだ。

そもそも男性性／女性性や主体／他者の明確な区別を要請していた近代のドメスティック・イデオ
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ロギー自体が、資本主義の展開、とくにグローバル資本の隆盛によって、国内的にも、また国境を
挟んでも、当初のイデオロギー的必要性を失いつつある。（竹村2013、p.367）

この一節の引用元である2008年初出の第十五章「『戦争の世紀』のフェミニズム」は、このような境界
線の液状化がもたらす「別様の暴力のかたち」を、ジョルジョ・アガンベンをひきながら「バイオポリ
ティクスが『致死的マシーン』化する時代」と結びつけて論じるのだが、この結びつきをより詳細に述
べているのが、それと同年に書かれた第十四章「生と死のポリティクス――暴力と欲望の再配置」であ
る。アガンベンによれば近代民主主義社会は「『死』によって、『他者』として登録される者たち」であ
るホモ・サケルの殺害と排除の制度化を通じて維持されてきたのであり、従って、それは常にホモ・サ
ケルの殺害につきまとわれている（竹村2013、p.	338;	Agamben	1998）。このメカニズムが加速度を増
していくなか、〈市民〉を規範的に統制し生産していくフーコー的な生政治は、その裏に貼り付いたデ
ス・ポリティクス――竹村はこの用語を採用しているが、これはアキーユ・ムベンベが唱えるネクロ・
ポリティクスと同じものを指すと考えられる（Mbembe	2003）――をますます前景化していく。しか
しここで「アガンベンの議論には盲点が一つある」と竹村は指摘する。すなわち、アガンベンはこのよ
うなメカニズムを明らかにし「殺害されるホモ・サケル」を論じるものの、そこでは「自らの手でホ
モ・サケルを殺害する『市民』の考察」はなされていないのではないか、と（竹村2013、p.340）。アブ
グレイブ収容所での虐待を例にとりながら、竹村は、〈市民〉が〈市民〉としてシステムに従属するな
かで――まさにその従属のゆえに――ホモ・サケルの実際の殺害者となり、そのいわば〈市民〉らしか
らぬ暴力を理由として自らがホモ・サケル化されていく様相を描き出す。〈市民〉とホモ・サケルとの
境界が限りなく不安定なものになる――つまり人間主体が「液状化」している――現代社会において、

〈市民〉は「市民性の定義を突き破り、自らの暴力によって自らが社会から放逐されるという自死的暴
力の淵に」駆り立てられるのである（竹村2013、p.351）。

したがってここでも竹村は、〈市民〉をかたちづくる境界線の攪乱それ自体にそれだけで何らかの抵
抗の可能性を見ることに対して、懐疑的である。第十二章「マルチチュード／暴力／ジェンダー」は、
その点においてアントニオ・ネグリのマルチチュード論に疑問を投げかける。ネグリによれば、〈社会〉
からはじき出された不安定な〈生〉の「内なる非―連続性」が「情動や感情といった（中略）動的な変
容性を秘めたエネルギーをバネにして」生権力に対抗する〈共

コモン

〉を切りひらく（竹村2013、p.283）。し
かし、そのような生――人間というカテゴリーが液状化してしまっているような人間――が実際に〈共〉
に結びつくのだろうか、まずはそのような人間によって「現実にふるわれる暴力」を考察する必要があ
るのではないか（竹村2013、p.285）。竹村のこの批判において、「現実にふるわれる暴力」とはすなわ
ち〈市民／ホモ・サケル〉が駆り立てられる「自死的暴力」である。そして、自死的暴力における身体
の破壊についての竹村のこだわり――実際、「現実にふるわれる暴力」という表現は前節で確認した竹
村によるバトラー批判（「［暴力という言葉に］どれほどの現実感を与えているのだろうか」）と見事に
響き合う――を考えれば、人間主体の「液状化」にかかわる彼女の議論が、〈実体化〉された身体の経
験する暴力に関する考察と結びつこうとしていたのは、明らかだろう。残念ながら『境界を攪乱する』
においてその両者を明示的につなぐ論考は存在しない。しかし、ふたたびフェミニズム／クィア理論の
文脈にもどるならば、著者である竹村の早すぎる死によって展開されることなく断ち切られてしまった
この結びつきにこそ、現代のフェミニズム／クィア理論の理論家としての彼女の真髄がうかがえるので
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はないか。現代の〈死の政治学〉、近代的な性別やアイデンティティに基づく統御と包摂／排除ではな
くどこまでも拡大する包摂とその内部での恒常的な死のリスク管理、そこにおける主体のいわば「液状
化」。それらは言うまでもなくフェミニズム／クィア理論においても取り上げられてきた問題である

（Puar	2007,	2009;	Berlant	2011）。とりわけ、境界の攪乱と越境とを主張してきたクィアの議論におい
ては、境界の液状化を糧としながら拡大する新自由主義的な資本主義の要請に意図せずして応えてきた
のではないかという観点からも（Hennessy	2000;	Puar	2011）、このような「液状化」をあらためて捉
え直すことは重要な課題の一つとなってきた。たとえば、ディスアビリティ理論、情動理論やポスト
ヒューマニズムとフェミニズム／クィア理論とを交錯させながら資本主義の生／死の政治のもとにおか
れた身体を考えようとするジャスビル・プアの試みは、竹村の考察と方向性が重なる部分も大きいと言
えるだろう。けれども、主体や身体の――個別の〈人間〉の――境界がすでに成立せずまさしく流動的
でしかないことを強調するこれらの議論がいまだ明らかにしていないのは、あるいはむしろ、明確な問
いを立てそびれているのは、次の点である。すなわち、流動的であると同時に

0 0 0

個別の歴史的な沈積に
よって〈実体化〉されてもいる身体は、その流動性をどのような「現実の」暴力として経験し、それを
どのように「暴力（パワー）」ではなく「革命的力（パワー）」へと変容できるのか（竹村2013、p.285）。
たしかに『境界を攪乱する』はそれらの問いへの答えを提示してくれるものではない。けれども、それ
らの問いに至る道筋を示し、私たち読者がそれらの問いを問わざるを得ないところまで私たちを連れて
いく、私たちはまさしくそこに2010年代のフェミニズム／クィア理論の書籍としての本書の真価を見る
べきではなかろうか。

4 ．おわりに

『境界を攪乱する』所収の論考の中ではもっとも近年のものの一つである第十一章「生政治とパッ
ション（受動生／受苦）――仮定法で語り継ぐこと」（初出2010年）は、その結語部分で、このような
液状化の暴力への「抵抗」の希望を、こう語る。

人間の境界を液状化しながら肥大する生政治への「抵抗」がもしありえるとすれば、それは、存在
論化あるいは原理化された形象のなかに見いだされるのではなく、生政治のただなかで、それが生
み出す「生」と「死」が重なり合う地点で発せられる「語り（に非ざる語り）」のなかに、かろう
じて見いだすことができるのではないだろうか。（竹村2013、p.267）

これだけをとれば、〈実体化〉された「現実」の身体の破壊から言語と語りの可能性へと竹村の議論
の焦点が移行したようにも思えるかもしれない。しかし、メルヴィルの『代書人バートルビー』を扱う
この論考が、バートルビーの「仮定法の語り」（「できれば、しないほうがいいのですが」）を巡る議論
を注意深くたどりながら、バートルビーが最終的には死に至るというその一点、その「重態性や、問題
の火急性」に、それこそ取り憑かれたように繰り返し立ち戻るということを、忘れてはならないだろ
う。竹村は、バートルビーの死に新しい秩序の創造を見ることにも、あるいはそれを革命的な根本的拒
絶として称揚することにも、頑なに同意しない。彼女が唯一（「かろうじて」）希望を見いだすのは、み
ずからも液状化の暴力にさらされて文字通り「生」と「死」の閾にいる語り手が、もはや正当な〈人
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間〉の語りからは滑り落ちつつある語りをバートルビーから引き継いで行く、その試みなのだ。その試
みに実際に希望を、そして竹村の問いへの答えを、見いだせるのかどうか、それはまだわからない。け
れども、人間を「液状化」する暴力、そして「液状化」した人間がふるう暴力について論じながら、あ
くまでもそれを抽象化せず（「存在論化あるいは原理化」せず）、「現実にふるわれ／た」「身体を破壊す
る／した」暴力として考え続けること。『境界を攪乱する』を読む私たちは、その要請を受け、その地
点から、語りはじめなくてはならないのである。

（しみず・あきこ／東京大学大学院総合文化研究科准教授）
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はじめに 1

異
ヘテロノーマティヴ

性愛規範 2 社会に生きるレズビアン・ゲイ・バイセクシュアル（以下「LGB」）は、自ら生まれ育っ
た異性愛の定位家族のなかで苦悩し、そこからのオルタナティヴとして新たな家族――「選び取る家
族」（Weston	1997）――を形成するとみなされてきた。LGBの視座にたつ研究は、「同性愛者は異性愛
規範に基づく家族から疎外されている」（風間	2003、p.	34）とし、定位家族を時に抑圧的に記述する。
では、LGBを育てた母親は異性愛者であるがゆえに、LGBに対する「抑圧者」だといえるのか。結論づ
ける前に立ち止まって考えたいのは、母親をとりまく社会、すなわち「女性」が置かれる性差別的構造
の存在である。

本稿は、社会学の観点から家族集団のジェンダー規範を問い直す研究と、家族研究の分野で自明とさ
れてきた異性愛規範を問い直す「正しいセクシュアリティ」論（竹村	2002）を整理し、後者の枠組み
からカムアウトされた母親が抱く苦悩の分析を試みるものである。

1 　近代家族論とフェミニズムからの家族の問い直し

家族研究の分野では、近代家族論やフェミニズムの論者が家族という集団の女性への抑圧性に焦点を
合わせていた。

日本で高度経済成長期に定着したとされる（上野	1990、pp.	195-196、山田	1994、p.	112）近代家族
は、落合恵美子によれば「（1）家内領域と公共領域の分離、（2）家族成員相互の強い情緒的関係、（3）
子ども中心主義（4）男は公共領域・女は家内領域という性別分業、（5）家族の集団性の強化、（6）社
交の衰退、（7）非親族の排除、（8）核家族」により特徴づけられる（落合	1989、p.	18）。マルクス主義
フェミニズムは、労働者（夫）を休ませ、次世代の労働力（子ども）を育てる女性の家事労働が、労働
力を必要とする市場にとって必須であるにもかかわらず、それを「愛」の名のもとに無報酬で行われる

「不払い労働	unpaid	labor」（上野	1990、pp.	7-39）とされることに警笛を鳴らした。今日、核家族世帯
は減少し続け、共働き世帯が増加するなかで、実体としての近代家族は多数派とはいえない。それにも
かかわらず、「婚外子」に対する忌避感、性別役割分業を前提とした働き方が残る日本社会において、
近代家族は家族らしい家族として理想化される「イデオロギーとしての家族」（島	2012）として生き続
けている。

以上の研究は、近代家族が所与とするジェンダー規範を明らかにしている。しかしながら、それが異
性愛規範に基づく家族制度であることには切りこんでいない。風間孝は、同性婚が反対されるのは、同
性カップルが子どもだけでなく、「父」「母」に伴う「適切」な性別役割分業を再生産できないからだと
述べる。つまり近代家族は、「ジェンダー役割および規範的異性愛を組み込んできた」（風間	2003、
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p.	41）。異性愛規範の考慮なしには、LGBが家族をめぐって経験する葛藤や苦悩は分析できないといえ
よう。

2 　「正しいセクシュアリティ」からの近代家族論の問い直し

風間（2003）は、近代家族の異性愛規範から疎外されるLGBの立場を描くことに成功している。しか
し、異性愛規範を前提とする家族内で、我が子からカムアウトされる母親の立場は触れられていない。
彼女たちが組込まれる母親というジェンダー規範、再生産を女性に課す異性愛規範の双方を捉えるため
に、竹村和子の「正しいセクシュアリティ」（竹村	2002）を取り上げたい。

竹村は、「同性愛をそれ〔引用者注：異性愛〕と対立させることは、同性愛に対する抑圧構造をか
えって見えなくさせる」（竹村	2002、p.	37）という問題意識から出発する。彼女のいう「抑圧構造」と
は、「男女の性差別（セクシズム）」が、分ちがたく結びついた「〔ヘテロ〕セクシズム」であり、これ
が「『正しいセクシュアリティ』の規範」（ibid.	p.	37）を生み出すと述べる。「正しいセクシュアリティ」
とは、男女の「終身的な単

モノガミー

婚を前提として、社会でヘゲモニーを得ている階級を再生産する家庭内のセ
クシュアリティ」（ibid.	pp.	37-38）を指す。つまり、「正しいセクシュアリティ」を軸にセクシュアリ
ティが序列化、階層化される構造が社会の問題であると論じている。

ここで注目すべきは、男女で異なる性の二重基準、すなわち、男性は家庭外において生殖から解放さ
れた性行為から快楽をえることが可能である一方、女性は「性器＝生殖中心のセクシュアリティの拘
束」（ibid.	p.	38）から家庭の内外で自由になれないと看破するジェンダーの視点である。セクシュアリ
ティは「普遍的な分類法のなかで、セックスやジェンダーと並列的にならぶ独立した一項目ではなく、
片方に生殖＝次世代再生産という目標をもち、もう片方に家庭を基盤とする男女の非対称性を戴く相互
連関的なカテゴリー」（ibid.	p.41）なのである。「正しいセクシュアリティ」の規範は、「合法的な異性
愛を特権化し、婚外子の査閲や、離婚・再婚の制限」（ibid.	p.	39）をもたらし、異性愛の中にヒエラル
キーを作り出す。換言すれば、竹村は男女の異性愛ではなく、男女が婚姻を通して生涯結びつき、婚姻
内の自然生殖で子どもが再生産されるべきであるとする、性差別的な「正しいセクシュアリティ」こそ
を問題視しているのである。

3 　「正しいセクシュアリティ」論から検討する異性愛者の母親の経験

性差別的な基盤の上に成り立つ、近代のセクシュアリティ規範を問題化する竹村の視座を引き継ぎ、
LGBの子がいる母親へのインタビューデータ（調査期間2007年 3 月～2009年 8 月）からいくつかの事例
を分析したい。この調査は、日本国内で筆者が実施したもので、子どもからカムアウトされた親を支援
する目的で作られたセルフヘルプグループ（SHG）と、そこには参加していない親から協力を得てい
る。SHGに参加している親は大文字、していない親は小文字、インタビュアーは「＊」表記とした。分
析の軸とするのは、 1 ）男女で異なる性の基準、 2 ）「正しいセクシュアリティ」が生み出すヒエラル
キーである。具体的にはまず、ジェンダーの面からカミングアウトされた母親と父親の語りを、同性愛
の「原因」を軸に対比的に示す。次に、カミングアウトされる以前の立ち位置の違いが、母親たちの語
りに影響を及ぼすことを明らかにする。
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（1）　同性愛の「原因」とされる母親――父親との比較
父親と母親で大きく異なるのは、自らを子どもの同性愛の「原因」として帰属させるかどうかであっ

た。妊娠中、遺伝子等の「生得説」、成育環境や養育方法などの「環境説」が語られていたが、双方と
もに原因とみなされているのは母親である。

Ａ：やっぱりしばらくは、もう寝ても覚めても「何が悪かったん？私の妊娠中のなんか、悪いことが
あったんかな」「何かが起こったから、こういうことになったんかな」っていうの、ものすごい
ね、生理的な面でも考えましたねーうん。〔息子がゲイ、母親70代〕

父親が原因説に言及する際も、やはり原因としてほのめかされるのは母親である。

ｂ：〔胎児のときに浴びるホルモン〕シャワーが狂っちゃうと体と心が食い違ってくるっていうね、
それは要するにホルモンのシャワーの影響だみたいな説があって、それを読んで「なるほど」と
思ったことがあるんですけど、「ああ、なるほど微妙なもんなんだな」って。だけど、そういう
ものとはうちの娘は違うんだろうと。〔娘がバイセクシュアル、父親60代〕

母親に原因を追及する言説を背景に、家庭で子どもの養育責任を課される母親が、カムアウトされた
際に父親よりも自責の念に悩まされやすいことがうかがえる。

（2）　「主婦」か「シングルマザー」か――「正しいセクシュアリティ」からの距離
さらに、母親内の語りの違いに着目したい。研究に協力した母親たちを、子育てのために一度は仕事

を辞めて家庭に入っていた「主婦タイプ」と、夫はおらず仕事をしながら子どもを育てたり、自分の定
位家族がシングルマザー世帯だった「シングルマザータイプ」とにわけてみる 3 。主婦タイプは自らを

「原因」として責め、子どもが異性愛ではないことを受け入れがたく悩んだと振り返るが、シングルマ
ザータイプはそうではない 4 。具体的にみていこう。

後にカムアウトする息子と、第二子を妊娠した際に数日間離れたことが、息子が同性愛になった原因
だと「確信した」という主婦タイプのＣさんはこう述べている。

Ｃ：そしたら、「私がなんかすれば取り返せるかもしれない」って思ったのね。で、あたしの気持ち
を○□〔息子の名前〕が、「ママ」って言ってね、〔寄って〕来ても、きっと自分でも、○□自身
も、もうわかってないその、もう〔心の〕奥の奥の部分に、そういう私に対する思いがあって、
そこがいけないんだろうと思ったわけ。だから、自分でもね、「ママ好きだよ」って、「ほんと好
きだ」と思ってるんだけど、ほんとは憎しみがほんとあるんじゃないかとかね。（中略）知らな
いところで、ね、それがあって、それが〇□にもわかんないうちに、それ出てきて、それのため
に女性が嫌いになったんだって、それが一番確信できちゃったの、自分ではね。で、それから、
すごいそれで悩んじゃった。それで「なんとかできないか、なんとかできないか」とかね、思っ
たんだけど、なんとかできなかった〔笑〕。

＊：〔笑〕最初はじゃその、同性愛っていわれたときとか、そういうイメージは、その、男の人、女
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の人が嫌いで男の人を好きになるんだっていうような感じの理解で理解してたってこと？
Ｃ：そそ、そういう感じ、そう理解してた。そう、自分の、それが一番のね、最終的な理解だったの

ね。だから〔息子が〕私を好きになれば、女の人を好きになるんじゃないかって。って思ったか
ら、そう。〔息子がゲイ、母親50代〕

原因を特定したと実感した母親を待ち構えるのは、母親失格の烙印であった。「タイムマシーンが
あったら、そこに戻りたいと思って、どうしても〔息子を〕抱きしめたかった」と、Ｃさんは強い自責
の念に苦しんだ。母親原因説を引き受ける母親は、こうして一人で悩みを深めることになってしまう。

異性愛が「普通」だと考えていた主婦タイプのＤさん〔娘がレズビアン、母親60代〕は、「『ともかく
これは人には言ってはいけない』と。だから『家族にも言えない』」と、カミングアウトされたことさ
え数年間口に出さずに過ごしていたと言う。一方、シングルマザーとして息子を育てたＥさんは、自分
が離婚していたからこそカミングアウト後、楽だったと語っている。

Ｅ：家族の形態自体が、もう、イレギュラーよね、普通じゃないよね。〔元夫ではない男性の〕パー
トナーの人と〔事実婚〕、ねぇ？一緒のとこでいるんだから、ほんまに〔笑〕今のフランスの女
の人みたいに、一回離婚して、次のパートナーと一緒にやってるみたいなね、そういう感じ、も
う、うん。だから逆にそれは楽やった。家っていう、しがらみがなかったからね。〔息子がゲイ、
母親50代〕

　
家庭内暴力をふるう父親がいたｆさんは〔娘がバイセクシュアル、母親40代〕、「自分の生い立ちがそ

んな、世間体を気にしてたら大変なことになるような部分があったんで、世間体はほとんど気にせず」、
娘がバイセクシュアルであることには悩まなかったと話している。

カミングアウトされた時、「子どもの方が、心配して、私は別に」と感じたｇさんは、ショックを受
けない理由に、離婚後の忙しさとそれ故の子どもとの距離を挙げた。

ｇ：多分、普通の知った親とは私は多分感覚が違う。あの子〔レズビアンの娘〕にも言ってあるけ
ど。普通の親は多分、とんでもないショックを受けると思う。でも私はね、あの子が三つのとき
に離婚しちゃったから、そのまんま、ずっと忙しく育っていって、全然〔子どもを〕見てないか
ら、躾もろくにしてないし、あの子は休みになったら〇●〔ｇさんの故郷〕行っちゃったりして
るし、だから、うーん、普通の親よりは離れて暮らしてるから、あまりその、子どもってばかり
集中していないから、そんなにねショックとかもないし、「まあそんなもんなんだなー」とかね。

〔娘がレズビアン、母親50代〕

これらの結果を、「正しいセクシュアリティ」に当てはめて考えてみよう。子育ての担い手として期
待される母親が、異性愛の子を再生産できなかったため、自責の念に悩まされると捉えることができ
る。加えて、主婦タイプの方が子どもの非異性愛の受け入れがたさを語るのは、当初は「正しいセク
シュアリティ」のヒエラルキーでは上位――性別役割分業に基づき、婚姻内で次世代再生産に専念して
いる場所――にいた彼女たちが、子どものカミングアウトを契機に、遠く離れた場へと位置づけられた
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ことを意識したからではないだろうか。夫がいない、離婚した家庭で育ったシングルマザータイプの女
性たちは、元々、「正しいセクシュアリティ」の下位に位置していたため、子どもが非異性愛であるこ
とに、それほどの抵抗感を示さなかったと考えられる。

おわりに

男女で異なる性規範によって、母親が子を異性愛者に育て上げられなかった自己を責め、同時に「正
しいセクシュアリティ」からの距離の違いが、母親がカミングアウトの受け止め方に差を生じさせてい
た。性別役割分業に親和的な家庭生活を送ってきた主婦タイプのほうが、同性愛嫌悪をより強く内面化
していたように、「正しいセクシュアリティ」と同性愛嫌悪は不可分である。

本稿を通して、「異性愛ではない子」を、妊娠し、出産し、育ててしまったという、母親の強い責任
意識を析出した。彼女たちが背負う苦悩は、近代家族の基盤である異性愛規範に抵触した際の社会から
のサンクションでもある。しかし、近代家族の規範を相対化できるようになった親たちは、それから離
れた思考方法を身につけるようになる。彼女たちのその後の実践については、別の機会に論じたい 5 。

（さんべ・みちこ／お茶の水女子大学大学院リサーチフェロー）

注
1 　本研究の一部は文部科学省研究費（日本学術振興会特別研究員）、お茶の水女子大学GCOE「格差センシティブな人間発達科

学の創成」公募研究・協働研究によるものを含む。
2 　ヘテロノーマティヴィティとは、「性愛／異性愛の二元論によって異性愛から同性愛が分離され、互いに対立的な位置に配置

されているが、それは両者が対等な関係に置かれるのではなく、むしろ異性愛という規範を生成するために同性愛を構成的外
部として位置づける」ことに注目した概念である（河口	2003、p.	53）。　

3 　ちなみに父親の協力者は、全て妻のいる異性愛男性である。
4 　シングルマザーでも、「原因」として自己を責めたり、主婦タイプとそれほど変わらない葛藤を抱えたりするケースも考えら

れる。本稿は、ショックをうけなかった理由、カミングアウトを乗り越えた理由の正当化言説として、シングルマザーの語り
に注目している。

5 　社会学の学的課題として、カムアウトされた母親が他者との関係のなかでどのように変化したのかも問わねばならない。本
稿は、カムアウトされた当初の反応を振り返る語りのみを分析した。彼女たちのその後の対処戦略については、三部（2012、
2014近刊）を参照されたい。
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1 ．「私はナチュラル・ボーン・フェミニストです」

筆者が竹村ゼミに参加したのは2001年のことであるが、ほどなくして驚かされたのは、竹村先生が
「私は自分のことをジェンダー研究者ではなくフェミニズム研究者だと思っている」と繰り返していた
ことだった。というのも、第二波フェミニズムの熱気を直接には知らず、また「男女平等」という目標
が先人たちの努力によって公的領域に浸透しつつあった頃に成長期をおくった団塊ジュニア世代である
私は、1999年に男女雇用機会均等法が改正され、また同年に男女共同参画社会基本法が施行されたこと
もあり、「フェミニズムはもう終わり。これからはジェンダー・セクシュアリティ研究を竹村ゼミで勉
強するのだ」と素朴に考えていたからである。ちょうどこれらの法改正が行われるのと並行して、90年
代は学術的にもまるでフェミニズムは時代遅れと言わんばかりに「クィア・スタディーズ」と「ポスト
コロニアリズム理論」が日本の人文・社会学系の間で興隆を極めていた。イヴ・K・セジウィックを題
材に文学作品のクィア読解で卒業論文を書き、イギリスの帝国主義とジェンダーについて修士論文を書
いた私からすれば、フェミニズムの重要性をあらためて強調する竹村先生が意外に思えたのだ。

竹村先生が自らを「フェミニスト」だと規定することにこだわっていた理由について考えてみる。
「ジェンダー研究」という言葉に対して、否定的な評価を下していたわけではけっしてなかったものの、
どうもそこに「価値中立的な響き」を聞き取っており（竹村	2003、p.	2）、現実の性差別撤廃に取り組
んでいる「運動」としてのフェミニズムとアカデミアでの研究との回路が切断されるかもしれないこと
に、先生は懸念を抱いていたように思われる。先生自身「現実には、権力関係がそこに存在しているか
ら、問題」なのだと書いているように（竹村	2003、p.	2）、表面上、男女の平等が達成されつつあるよ
うに見えるだけで、従来の男女差別とは別の権力関係が発生し始めている点をことあるごとに強調して
いた。とはいえ、旧来のフェミニズムのように、「女」であることを所与のものとして教条的に主張す
ることはなかった。むしろ、竹村先生が目指していたのは、「女」というカテゴリーの徹底的な脱構築
であり、「女の解放」を目指しつつも、同時に「『女の解放』という姿勢自体を問題化していく」こと
だったのである（竹村	2000、p.	vii）。

2 ．「誰も助けてくれるひとはいません。あなたはひとりなのです」

カテゴリーとしての「女」を脱構築しつつ、フェミニズムを所与の「女」以外のものにも開いていく
ために、竹村先生が批判の対象として焦点化したのは「異性愛主義」であった。資本主義と分かちがた
く結びついた異性愛主義が、「女」を還元不可能なものとして社会的に構築するプロセスの、言語的・
経済的・物質的な規制を詳らかにしていったのである。その際、言語的／想像的観点からそのプロセス
を文学批評や映画批評において分析するために、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究、クィア批評

竹村和子先生とフェミニズム

山口　菜穂子

〈特集研究ノート〉
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のみならず、精神分析、マルクス主義批評、ポストコロニアリズム理論を駆使しながらフェミニズム批
評そのものの射程を拡げていくことになった。しかしながら、こうした批評を行うときの竹村先生の手
つきは、たとえば「文学研究」というディシプリンを盤石にするためのものではなく――すなわち

「フェミニズム」それ自体を脱構築していくのと同様に――動員する批評理論のディシプリンもまた脱
構築していくようなものであった。いわば、帝国主義的な、普遍を掲げて異質な他者をも帝国の言説へ
と取り込み基盤を強化していくようなやり方とは正反対に、文学研究や批評理論のディシプリンそれぞ
れが危機にさらされるような軌道へと次々と乗せていくやり方だった。そこで目指されていたのは、

「文学性」のなかに、名づけられることのない欲望を見出し、未だ到来することのない関係性を構想し、
言語の象徴秩序内では生存不可能なものが生き延びることを可能にしようとすること、すなわち、共約
不可能なものを立ち上げようとすることだった。

竹村先生はこうした共約不可能なものを顕現させるために、多文化主義的な複数の集団的アイデン
ティティを個々に対立させ対話させる方法はとらず、むしろそれらが内部で重なり合い、ときに反目し
あう「わたし」の抱えた亀裂に可能性を見ようとしていた。そして、そのような（内なる他者を伴っ
た）「『わたし』を構成する要素のあいだの無限のアゴーン（葛藤）」として「同一性と他者性の境界や
重なりをたえず査定しなおす無限運動」を批評の倫理だと竹村先生は捉えていた（竹村	2013、pp.	27-
8）。「女」である「わたしたち」は安易に共約可能だとはけっして考えていなかったし、それが竹村先
生の批評の強度の源泉だったのである。

したがって、この節の冒頭にある「誰も助けてくれるひとはいません。あなたはひとりなのです」と
筆者に言ったその言葉の意味は、単に一人前の研究者になるための指導上の叱咤激励を超えて、安易に
共約可能な価値判断に頼ることなく、内なる他者にまずは敏感であれという倫理的教訓であったと解釈
できる。第二波フェミニズムが収束したのち、リベラルフェミニズムが個人主義を極度に推し進めて
いった結果、「自己実現」や「ライフスタイルの選択」等の、グローバル化における消費主義的な主体
的地位の占有が「女」の主体形成の目標になってしまった現在のポストフェミニズム的状況（McRobbie	
2009,	p.	1）において、「わたし」だけではない「わたしたち」のフェミニズムとして、どのようなもの
が想像できるのだろうかと筆者は戸惑い続けていたし、現在もそうである。今になってようやく理解で
きるのは、竹村先生が筆者に対して、早急に集団的アイデンティティを措定する前に、あくまでも孤独
に共約不可能な他者性について思考するよう要求することによって、共約不可能性をともなった「わた
したち」を想像するための隘路を示してくれていたのだということなのである。

3 ．「女の連帯を創り出したいのです」

個別の議論において、「女たち」というものを言挙げすることが滅多になかった竹村先生は、その一
方で、「女の連帯」の夢について常々語ってもいた。2003年に出版した『“ポスト”フェミニズム』では
多くの論者が多様な観点から参加・寄稿し、フェミニズム理論と政治との関連を強調するかのように、
当時の最先端の批評理論を結集しただけでなく、行政や現実の制度運用まで取り上げた。様々な異なる
専門分野の研究者と多様な角度からフェミニズムについて語り合う竹村先生の、知的好奇心に満ちた興奮
している姿に涙を禁じ得ないが、フェミニズムに関心のあるものたちの共同作業――すなわち連帯――で
出来上がったこの本が提出している論点や問題点は、未だ解決の筋道の立たない、困難で重要なものば
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かりである。
「女の連帯」を何よりも体現していたのは、2003年から2008年まで 5 年間に渡るお茶の水女子大学21

世紀COEプログラム「ジェンダー研究のフロンティア」における活躍であろう。リーダーを務めた「理
論構築と文化表象」のプロジェクトにおいて、数えきれないほどの多くの研究者に協力を仰ぎ、ディシ
プリンに囚われない多様な専門分野との学際的で国際的な共同研究を行った。プロジェクトのリサー
チ・アシスタントだった筆者は、研究会やシンポジウムのあまりの多さと豊かさ（と忙しさ）に、当時
はどれだけ重要なことが起きているのかまったく理解できていなかった。竹村先生の労力の消耗は筆者
の忙しさとは比べようもない途方もないものであったが、今では、それがグローバル化による社会の変
容によって「女」のカテゴリー生成がまったく異なった様相を見せ始め、資本が「個人」をむき出しに
し、そのすべてを財に変え活用しようとする状況のもと、社会規範や制度や権利が骨抜きにされつつあ
るなかで、従来の近代福祉国家批判および資本主義批判だけでは到底カバーできない事態に正面から取
り組むためのものであったことが理解できる。そしてこの共同研究のプロジェクトこそが、竹村先生が
希求した「女の連帯」――生物学的に言うところの「女」ではなく、「女」の問題に取り組もうとする
ものはみなパフォーマティヴに「フェミニスト」であるという意味での連帯――だったと言えるのだろ
う。

4 ．竹村先生が残した仕事

「彼女〔アーレント〕の主張は、もしも人間が共に行動しうるなら――これこそ、革命について彼
女が理論化したことですが――、『わたしたち』として共に行動することしかないということです。
実際のところ効力のあるエイジェンシーがあるとすれば、それは『わたしたち』というエイジェン
シーしかありえません。」（バトラー	2008、p.	40）

竹村先生が異性愛主義の綻びを文学作品に見出すとき、それが未来への希望という形で、とりわけ未
だ到来しない「親密権」の在り様を提示するとき、そこには孤独ではなくて、ひととひととの関係性、
すなわち「わたしたち」がある。たとえば、ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』読解においては、
クィア・ファミリーという「婚姻制度と実子偏重の親族関係によって構造化されるのではない新しい親
密権が現実化される『もっと明るい時代』」（竹村	2012、p.	70）に希望を見出しているし、ヴァージニ
ア・ウルフの『ミセス・ダロウェイ』とロビン・リビンコットの『ミスター・ダロウェイ』の分析にお
いては「異性愛／同性愛とか、家族制度の内／外とか、偽り／本物という既存の境界を横断する関係へ
と――いまだに名づけえないセクシュアリティへ、いまだにその形式が定かではない新しい家族関係へ
と――一歩踏み出していることを暗示している」（竹村	2012、p.	136）と、クィアな欲望の様相とその
関係性について思考を巡らせている。ただし、注意しなければならないのは、これらの「新しい親密
権」や「新しい家族関係」は、文学的想像力のなかでは生きることが可能でも、現在の社会制度下では
存在し得ないものであるということだ。そして、制度への参入を求めるセクシュアル・マイノリティに
よる運動によっても、残念ながらこれらを存在可能にすることは難しい。あまりにもクィアとしか呼び
ようのないものなので、「わたしたち」を想定することが困難であるからだ。

かように、竹村先生はマイノリティのアイデンティティ・ポリティクスによる制度への参入には批判
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的ではあったものの、フランスで施行された「パックス（PACS＝連帯の民事契約）」に留保付きでは
あるが、賛同を表明している。「パックスが与えている希望は、異性愛者／非異性愛者という、資本主
義の（再）生産様式によって社会構築されたアイデンティティが、『同一性の原理』という本質主義的
な手のなかに再回収されずに、ラディカルに変容する可能性を提示していることである」（竹村	2013、
p.	35）。パックスは、性的指向にかかわらず「共に生きる者たち」に法的権利を与えるという点におい
て、異性愛主義を空洞化させる可能性を持つ政策であり、たとえそれがフランス国内でのみ適用されて
いるとはいえ、現実にそうした制度が存在していることが竹村先生にとっては希望であったことは間違
いない。

最後に、今後竹村先生の研究の遺産を発展させていくために、別のある道筋を――異性愛主義に再回
収されることなく「わたしたち」を想定することを可能にさせるもの――を紹介しようと思う。岡野八
代氏が著書『フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ』において構想する、「フェミ
ニズムに潜在する新しい共同性」である（岡野	2012、p.	2）。彼女は「自立した個人」を想定するリベ
ラリズムの基礎となっている公私二元論において、依存関係にある存在が忘却・隠蔽されている点を指
摘し、人間が傷つきやすく依存する存在であるという事実を社会関係の中心に据えることを提案する。
岡野氏が提示するこの「わたしたち」の関係性――傷つきやすいものへの責任を社会で分有するケアの
倫理――は、主に性別役割分業に支えられてきたがゆえに異性愛主義の（再）生産様式である、リベラ
ルな社会制度を根底から作り変えようとする試みである。とはいえ、近年の女性の労働市場への進出

（いわゆる共働き）の増加によって、ケア労働がますます外部化され、性別役割分業はもはや消えかけ
ていると考えるひともいるかもしれない。

そうした疑念に対して女の労働の観点から三浦玲一氏は異議を唱えている。岡野氏の問題意識と共鳴
する三浦氏の議論によれば、新自由主義とその市場原理主義の趨勢によって、フレキシブルな労働力と
して「女性の労働者」が特権化される一方で、家事労働、出産、育児等のケア労働はなくなったのでは
なく不可視化されつつあり、その結果、女は「労働」を介して分断された状況に置かれている。彼は、
こうした女の分断を引き起こしている「労働」を再定義し直すためにも、社会運動としての「階級をこ
えた女の連帯を構想する」必要性を提唱する（三浦	2013、p.	76）。それは必然的に、ケア労働に従事
し、搾取されている外国人の女性労働者の存在も議論に含まれるものであり（岡野	2012、p.	187）、国
内のみならずいまやグローバルに階層が形成されている女の連帯を志向するものとなる。したがって、
竹村先生が残した、フェミニズムが「国家と隠微に連携しているグローバル資本とどう邂逅していく
か、それに再占有されることのない理論を現実から乖離しないでどう発信していくか」（竹村	2012、p.	
282）という問いを今後発展させていくための可能性のひとつが、女性の「労働」を捉え直し、フェミ
ニズムの「新しい共同性」の中に組み込みつつ展開していくことにあるように思われる。再びフェミニ
ズムを「わたしたち」のものにするための試みは、まだ始まったばかりである。

（やまぐち・なほこ／明治大学兼任講師）
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1 ．はじめに

日本と韓国の生命保険業界は、グローバルな慣行に照らしてみると、独特な雇用慣行と商品販売戦略
を用いてきた。一般的に欧米の生命保険業は、他の金融業と同様に専門職の男女営業職員による商品販
売か、代理店を通じた営業を行っている。欧米諸国においても、保険の営業職はジェンダー偏差がない
とは言えないが、むしろ男性中心であり、顧客層も男性を中心としているといわれている。例えばアメ
リカでは、保険販売エージェントと言えば専属、独立にかかわらず、伝統的に男性の仕事と認識されて
きた 1 。このように、米国において保険を販売するエージェントが男性を中心としている最大の理由は、
主たる市場が白人男性であることに求められるとされている（山下	2005）。

一方、日本や韓国の生命保険業界は、中高年女性を営業展開の主力にした販売戦略とリクルート戦略
を取っている。しかし、近年急速に進んでいる生命保険業界をはじめとした金融の規制緩和やグローバ
ル化の影響によって、社会経済環境の変容が加速し、日韓に独特な雇用慣行や商品販売戦略に影響を与
えている。

〈投稿論文〉

日韓生命保険業における労働のジェンダー化

金井　郁・申　琪榮

Life	 insurance	 industry	has	 traditionally	been	a	major	employer	of	mid-
dle-aged	women	in	Japan	and	South	Korea.	Unlike	the	American	and	European	
life	 insurance	companies	where	male	agents	are	the	staple	of	sales	personnel,	
women	comprise	a	vast	majority	of	the	labor	force	in	Japanese	and	South	Kore-
an	companies.	However,	women	and	men	are	expected	to	do	different	works	
and	 their	works	are	valued	differently.	Women	are	hired	as	sales	personnel	
whose	work	conditions	and	payment	are	strictly	subject	 to	 individual	perfor-
mance,	whereas	men	are	employed	as	fulltime	regular	workers	such	as	white	
collar	office	workers	or	managers	of	women	sales	personnel.	Those	male	workers’	
employment	 is	 fully	protected	regardless	of	 their	 short-term	performances.	
This	article	argues	that	while	women’s	work	as	sales	agents	is	indispensible	for	
the	sales	strategy	of	 the	companies,	 their	 labor	 is	undervalued	as	 low	skilled	
and	easy	to	lay	off,	partly	because	of	the	gendered	work	assumptions	in	which	
women	are	believed	to	be	naturally	cut	out	 for	selling	 life	policies	and	caring	
clients,	and	their	work	to	be	subsidiary	to	that	of	men.	

キーワード：生命保険、ジェンダー、営業、女性労働、中高年女性、特殊雇用関係
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このような状況の中で日韓生命保険業界の女性労働を検討することは、日韓の労働市場における女性
をめぐる様々な問題の特徴を浮き彫りにする。3 節で詳しく見るように、日本の生命保険業における

「営業職員」という働き方は、中高年女性にとって「正社員」として再就職できる数少ない就職先であ
る。金井（2008）では、個票を用いた統計分析から、パートから正社員に転職した者（「パート→正社
員」）の正社員となった先の業種・職種を検討したが、「金融・保険」業「営業・販売」職が大幅に高い
ことを明らかにした。さらに、職種を小分類でみると「パート→正社員」の「営業・販売従業職」の割
合を高めているのは、保険営業職であった。このように、日本の生命保険業の営業職は中高年女性に
とっていわゆる「正社員」の再就職先として大きな役割を担ってきた。

一方で、日本の生命保険会社の「営業職員」は、正社員といってもその人事管理の仕組みは日本の一
般的な雇用慣行から考えると非常に特異であった。内勤職員は、各社で多少扱いが異なるもののいわゆ
る新卒採用で生命保険会社の正社員として採用され、基本的に終身的に固定給が支払われる。営業職員
については、年金・健康保険・雇用保険・労災の 4 つの社会保険加入ができるが、一定の保障給がある
とはいえ出来高給の賃金制度が主流であり、税制上は個人事業主扱いとなっている。

同様に韓国においても中高年女性が生命保険営業の主力である。その数が90年代の後半に急激に減っ
たとはいえ、最近まで生命保険商品の主たる販売チャンネルである。しかし、韓国の生命保険の営業職
は日本の営業職員に類似する仕事が要求されているものの、「正社員」の名称はもとより「労働者」と
して認められていない。保険の販売に従事する者は「保険設計士」、「ファイナンシャル・プランナー

（FP）」、「募集人」等と呼ばれ、労働法及び税制上の個人事業主の扱いになっている。そのため、日本
と同様に一つの会社に専属して営業するのが一般的であるが、一般的な正社員が会社を通して加入する
4 つの社会保険には加入できない。

本稿では、日本と韓国の生命保険市場における90年代以降の変容も踏まえながら、日韓の生命保険会
社における女性労働の実態について、とりわけ女性営業職員、または募集人 2 の状況やその変化、会社
内での位置づけ、雇用慣行に注目しながら、男性正社員との違いや日韓の共通点、相違点を検討する 3 。
日韓の生命保険業における女性労働を取り上げる本研究は、これまで不可視化されてきた金融機関の中
高年女性の労働の実態を明らかにするとともに、とりわけ次の三つの意義があると考えられる。

第一に、保険産業における女性労働の役割を明らかにすることである。生命保険は個々の契約者の生
命や健康のリスクによる将来収入の損失を共同で分担する仕組みであり、生命保険会社はそのための業
務やサービスを行うものである。同時に、契約者から預かった多額の資金を運用し投資受益を得る金融
業でもある 4 。生命保険会社は、生命保険資金の性格上長期的、安定的な運用が求められ、主に国債な
ど安全性が確保できる運用先に投資することが求められるが、そこから安定的にリターンを得るために
は一定程度の資金の規模を確保しなければならない。すなわち、生命保険会社にとっては長期の保険契
約に基づく長期安定的な性格の保険料を集めることが最も大事であり、この仕事を営業に従事する女性
たちが担っている。本社の内勤職員の何倍にものぼる人数の中高年女性たちの営業力は、膨大な保険料
を集め、さらにその保険料が継続的に支払われるよう顧客を発掘、維持、管理する保険業の核心的な役
割を担っていると言える。

第二に、労働のジェンダー化の実態を明らかにする。3 節で詳しくみていくように営業に従事する女
性たちに対する待遇は、日韓生命保険会社ともに内勤職員と異なり低位で不安定である。生命保険会社
の人員体制は、大まかに言えば資金運用や営業職の管理を担当する（男性）正社員と、彼らとはことな
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る報酬や待遇を受ける女性営業職の 2 本立てで構成される。生命保険会社の営業職は「正社員」であろ
うが、「募集人」であろうが、一方では「女性が向いている」仕事として広く中高年女性をリクルート
しながらも、彼女らが仕事を続けるには厳しい成果主義が適用され、成績によって容易に実質的な解雇
が認められる。さらに、日韓の生命保険の営業に従事する女性たちの働き方や仕事の内容、貢献度が類
似しているにもかかわらず、日本では非典型的な「正社員」であり、韓国では特殊雇用勤労と呼ばれそ
の社会的位置づけが異なる。これらの実態からみて、労働の社会的な意味には仕事の内容や性格以上に
誰がその仕事を担っているのかが大きく影響していることが示唆される。つまり、生命保険の営業職の
職務内容や待遇は、「中高年女性」の担う仕事であるとの認識と深く絡み合って形成されているのであ
る。

第三に、生命保険会社で営業に携わる女性の労働は、少なくとも日本では1960年代以降、韓国では
1970年代以降、1 つの女性労働の形態として一定の規模を占めてきたが、研究対象として注目されるこ
とはなかった。男性労働者を中心とする労働研究からも、経営戦略に関心が集中する保険業に関する研
究からも、その産業の根底をなす中高年女性たちの労働に関心を持たれることがなかったからであろ
う。しかし、現在日韓両国ともに典型的な男性正社員という働き方は縮小しており、従来型の労働者の
範疇から外れる多様な働き方が出現している。生命保険の営業に従事する女性たちの働き方を明らかに
することは、その大半を占める中高年女性の一労働形態を明らかにするだけでなく、現実的に生じてい
る多様な非典型的な労働の全体像を理解するためにも一つの手かがりになると考えられる。

2 ．日韓の生命保険業界の位置づけ

本節では、世界の保険市場における日本と韓国の保険市場の位置づけや日韓生命保険会社の概要につ
いて女性労働に影響を与えうる同業界の特徴や趨勢を概観する。

2010年の世界の市場占率をみると、アメリカの20.9％に次いで日本市場は17.5％を占め世界の第 2 位
となっており規模が非常に大きい（表 1 参照）。しかし、会社数はアメリカの946社と比較して47社と極
めて少ない。韓国の生保は、世界市場の2.82％を占め第 8 位だが、収入保険料の対GDP比は 7 ％と日本
の 8 ％に近く国内市場の規模が大きい。韓国の生命保険会社数は24社（2012年）で、数少ない会社が大
きい市場を占有している状態が日韓の共通点と見られる 5 。ただし、市場規模を考えると日本の47社は
韓国よりも寡占状態に近く、国内競争は韓国よりも低いと言えよう。	

表 1　主な国の生命保険主要業績統計（2010年）

国名 日本（＋） 韓国 米国（+） 英国（＊） ドイツ（+） フランス（＊）

収入保険料 1 38,267,120	 82,543,424	 506,228	 138,312	 86,632	 145,127	
（各国通貨、百万） 円 ウォン 米ドル ポンド ユーロ ユーロ
米ドル換算 2 収入保険料（百万） 440,950 71,131 506,228 213,831 114,868 192,428
世界市場占率（%） 17.50 2.82 20.09 8.49 4.56 7.64
世界市場順位 2	 8	 1	 3	 7	 4	
収入保険料の対GDP比（%） 8.0	 7.0	 3.5	 9.5	 3.5	 7.4	
1人当たり収入保険料（米ドル） 3,472.8	 1,454.3	 1,631.8	 3,436.3	 1,402.2	 2,937.5	

年末資産 3 320,691 372,525 4,959 1,597 731 1,472
（各国通貨、十億） 円 ウォン 	米ドル ポンド ユーロ ユーロ
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米ドル換算 4 年末資産（十億） 3,434 320 4,959 2,500 977 1,967
年末資産の対GDP比（%） 62.2 36.3 34.8 111.1 29.5 76.2

会社数 5 	（社） 47	 22	 946	 190	 95	 122	
国内総生産（GDP）（十億米ドル） 5,519 882 14,258 2,251 3,306 2,580
人	口（百万人） 127.0	 48.7	 307.2	 62.2	 81.8	 64.9	
1人当たりGDP（千米ドル） 43.46 18.11 46.41 36.19 40.42 39.75
対米ドル通貨換算率 （年平均）2 86.78	 1,232.09	 1.00	 0.65	 0.75	 0.75	

（年末）4 93.40	 1164.50	 1.00	 0.64	 0.75	 0.75	
（各国通貨） 円 ウォン 米ドル ポンド ユーロ ユーロ

（出所：2011年版国際生命保険統計）

2-1　日韓の生命保険業界の規制緩和の流れと商品構成の特徴
日本では、2011年10月現在、46社の生命保険会社が営業を行なっている。法律的には、内国会社（42

社）と外国会社（ 4 社：アメリカンファミリー生命、アリコジャパン、カーディフ生命、チューリッヒ
生命）に分けられる。内国会社は、日本の法律によって設立され、保険業法の定める内閣総理大臣より
免許を受けた生命保険会社で、本店を日本国内に有しているものを指し、外国会社とは、外国に本店を
有する外国保険業者で、日本国内に支店等を設けて、日本国内においても生命保険事業を営むために内
閣総理大臣の免許を取得した生命保険会社を指す（出口、2009）。しかし、図 1 にみるように、出身母
体によって国内生保、外資系生保のように区分する方法も使われている。

出身母体別に生命保険会社の「新契約高」「保有契約高」「収入保険料」のシェアを2000年と2012年を
比較してみる（図 1 ）。「新契約高」とは、新たに契約した保険金額（個人保険、個人年金）で、「保有
契約高」とは各企業が保有する個人保険・個人年金の保険金額のことを指し、「収入保険料」は、保険
会社の売上高に相当し、保険料収入の合計を指している。2000年と2012年を比較すると、どの項目も伝
統的生保のシェアが落ち込み、その代わりに外資系生保や損保系生保、異業種系生保のシェアが伸びて
いる。特に、「新契約高」では伝統的国内生保のシェアは82.1％から49.7％と12年で 3 割以上落ち込んで
いる。一方で、外資系生保は9.4％から26.6％と 3 倍近くシェアを大きく伸ばしている。新たな保険契約
の獲得において、伝統的国内生保の苦戦が目立っている。

こうした伝統的国内生保がシェアを落としている背景には、1995年の保険業法改正以降、保険分野で
の規制緩和が進んできたことが挙げられる。それ以前は、商品設計や料率に関して一律認可制をとって
おり、会社間で商品や保険料率に差をつけることが出来なかった。95年の改正以降届け出制となり、商
品設計や料率が会社間で異なるようになったため、商品開発力や魅力的な保険料設定、営業力などに
よって新規参入した会社がシェアを伸ばすことが可能となった。こうした規制緩和によって、従来、日
本の伝統的生保会社がとってきた、会社間で大きくは変わらない商品を大量の営業職員を投入して販売
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し、顧客を獲得する戦略に大きな見直しが迫られている一方、大量の既契約の維持には大量の営業職員
が必要で大きく戦略を変えることができないでいる。

図 1　日本国内生保市場の内訳
注）伝統的生保…日本、第一、明治安田、住友、三井、太陽、富国、朝日、大同、T＆Dフィナンシャル、第一フロンティア、フ

コクしんらい、メディケア
外資系生保…ジブラルタ、アメリカンファミリー、メットライフアリコ、アクサ、ハートフォード、アイエヌジー、プルデ

ンシャル、マニュライフ、マスミューチュアル、アリアンツ、プルデンシャルジブラルタ、ピーシーエー、カーディフ、
ソニーライフ・エイゴン、クレディ・アグリコル、チューリッヒ

損保系生保…東京海上日動あんしん、三井住友海上プライマリー、東京海上日動フィナンシャル、三井住友海上あいおい、
NKSJひまわり、富士、損保ジャパンディー・アイ・ワイ

異業種系生保…ソニー、オリックス、アイリオ、ライフネット、みどり、ネクスティア
（出所：ニッセイ基礎研究所「2012年度生保決算の概要」より筆者作成）

また、生命保険（第一分野）と損害保険（第二分野）の中間に位置づけられる疾病・傷害・介護･ガ
ン保険など、第三分野の保険を日本国内の生命保険会社や損害保険会社が取り扱う事は、規制により事
実上禁止されていた。95年の保険業法改正により、子会社方式による生損保相互参入の道が開かれ、97
年 1 月から第 3 分野保険に部分的に国内会社も参入できるようになり、2001年以降、全面解禁となっ
た。そこで、損害保険系の生保のシェア拡大も規制緩和によって進んできた。

次に日本の新契約高、保有契約高の商品構成の変化をみてみよう。死亡保険は、被保険者の死亡リス
クを保障するもので、保険金はあらかじめ定められた保険金受取人に支払われる。生存保険は、被保険
者が保険期間満了時に生存していた場合、満期保険金をあらかじめ定められた保険金受取人（通常は本
人）に支払うもので、被保険者の生存リスクを担保するものである。老後生活保障のほか、子供の学資
保険等、目的に応じた必要資金を準備するためにも活用される。生死混合保険とは、定期死亡保険と生
存保険を組み合わせたもので、いわゆる養老保険と呼ばれている。被保険者が保険期間満了時に生存し
ていた場合は必ず保険金を支払う必要があることから、保障と貯蓄の性質を兼ね備えたものと考えられ
る。

日本の新契約高、保有契約高の商品構成をみると、規制緩和によっても大きくは商品構成に影響を与
えていない。新契約高、保有契約高の商品構成は、ともに死亡保険が 8 割を超え、次いで生死混合保険
が約17％と、生命保険商品の大部分を死亡保険が占めている。98年以降の推移をみると、2004年まで死
亡保険の割合は徐々にではあるが減少し、その後ほぼ同水準を保っている。
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一方、韓国の生保市場は、伝統的にサムスン、キョボ、デハン生命の 3 大生保社が大半を占めてき
た。これら 3 社は収入保険料総額の70％以上を占め2000年に80.8％まで上昇しピークを迎え、その後減
少に転じ、2012年には48.5％まで減少した。生保市場の内訳をみると外資系の生保社は日本より少なく、
生命保険協会の統計によると2012年末時点で 9 社、銀行系は 7 社が営業している。2000年に市場占有率
が5.8％だった外資系生保社は2007年には22.5％まで急成長したが、その後サブプライムによる世界危機
の影響を受け徐々に減っている。その代わりに銀行系生保社（11.4％）と中小生保社（23.7％）が割合
を高めている。

次に韓国の商品構成の変動をみよう。日本と比べると韓国の商品構成は90年代末までに大きく変動し
た。生命保険発達の初期段階では生存保険を中心とする商品構成であったが、90年代半ばから死亡保険
中心の商品の販売が伸び、1996年には長期死亡保険の新規契約件数が生存保険を上回ることになった

（図 2 ）6 。新規契約の金額別でみても、死亡保険が大半を占めることになり、日本の生保市場と似たよ
うな商品構成になった（図 3 ）。80年代後半に突出して生存保険が急増したのは、87年に生保市場が対
内外的に解放されたことにつれ、新旧生保会社間の売り上げ競争が激しくなったことに起因する。会社
の規模を拡大するために、短期貯蓄型商品を競争的に販売したからである 7 。

90年代前半からは外資系生保が韓国に進出し、商品も多様化した。特に終身保険が新しい商品として
販売され始め、韓国生命保険会社も競って死亡保険の終身保険を販売するようになった。90年代後半以
降の死亡保険の増加はその結果と見られる。終身保険の人気は最近下がっているとはいえ、2011年保険
研究院の調査によると41.8％と、2 人に 1 人に近い割合で加入している。

90年代半ば以降も、さらに国内市場が解放されるとともに規制緩和が進んだ。1995年 1 月 1 日から
WTOが創設され自由貿易化を押し進める世界的な状況の中、韓国はOECDに加入し、金融全般にわ
たって規制緩和をすすめた。この頃から規制緩和や市場開放による生保関連の制度変化が多く見られ
る。これらの変化によって生保全体において競争は激しくなったが、事業の自由度は以前より高くな
り、新契約件数は減少傾向となったが、保有契約金額は増加しつづけ、2000年代までも生保の国内市場
は成長しつづけてきたと言える。

（％） （％）

 図 2 　韓国の新契約件数における商品構成の推移 図 3 　金額の商品構成の推移（個人）
（出所：韓国生命保険協会より筆者作成）

2-2　日韓における生命保険の加入率
日本における生命保険の世帯加入率は、1994年の95％をピークに徐々に減少しており、2009年では
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86％と 9 ポイント減少した。とはいえ、それでも国際的にみれば驚異的な加入率を誇っている。さら
に、世帯平均の生命保険の加入件数も1991年の5.3件をピークに2009年では3.7件に減少している。この
間、少子高齢化や未婚率の上昇、単身世帯の増加など世帯構造にも変化があるが、90年代以降の不況の
影響で家計支出の見直しを行った影響や、生命保険に対する姿勢の変化も影響していると考えられる。

 図 4 　日本における世帯加入率の推移 図 5 　日本における世帯平均加入件数
（注）1．2006年（平成18年）度調査までは、民間生保、簡易保険、JA共済の合計をもって全生保としていたが、2009年（平成21
年）度調査より、民間生保（かんぽ生命を含む）、簡易保険、JA共済の合計を、「全生保（従来ベース）」とし、これに生協・全
労災も加えた合計を、「全生保」としている。

（出所：生命保険事業概況より筆者作成）

韓国の世帯加入率は、2012年の生命保険業界の調査によると、2003年に全世帯加入率が89.9％とピー
クを迎え、民営生命保険への加入率は85.4％であった。2000年後半からは減少傾向に転じ2012年に民営
生命保険に83.6％、郵政生命保険に16％、農（畜）・水協生命共済に5.2％の世帯が加入し、全体でピー
ク時より 3 ％強減少した86.6％の加入率になっている。世帯別平均加入件数も2012年にはそれまでの増
加傾向が止り4.3件となったが、世帯加入率、世帯平均加入件数ともに現在では日本を上回っている。1
世帯あたりの月平均保険料も同様に、1997年の24万ウォンから2009年には41万5,000ウォンに急増した
が、2012年に初めて40万8,000ウォンに減た。

日本ではすでに世帯加入率、世帯平均加入件数ともに減少局面を迎え、韓国でも市場は飽和状態近い
との認識が広がり、日韓生命保険会社ともに2000年代以降海外進出を進めている。

3 ．日韓の生命保険会社における女性営業職員

本節では日韓の伝統的な生命保険会社における女性営業職員の仕事や人事管理の仕組みを検討す
る 8 。

3-1　日韓の生命保険の加入チャンネルの推移と女性営業職員
日本では、他の金融機関の本支店数、従業員数と比較すると生命保険会社の規模が圧倒的に大きいと

指摘されている。山内（2013）によると、地方銀行や信用金庫、信用組合が地域金融を支える銀行業と
比べ、日本の生保の経営は大手が全国津々浦々をカバーする体制となっており、本社−支社−営業といっ
た 3 段階に分かれていることが多い。生命保険会社の本店機能は、第一に生命保険商品の製造、販売促
進およびその引き受けにある。日本の生命保険会社は一社で膨大な契約件数を抱え、保険種類が多く、



金井郁・申琪榮　日韓生命保険業における労働のジェンダー化

88

保険期間も終身保険が中心であるため超長期の管理が必要である。そのシステム管理部門が本社機能の
中では大きい（出口	2009）。支店、営業所の機能は生命保険の販売であるが、営業職員が販売の機能を
直接担うため、支店、営業所の主たる役割は営業職員の労務管理にあるとも言われている（出口	2009）。

日本における生保業界全体の1991年以降の営業職員数および内勤職員数の推移をみよう。男女別デー
タが1997年以降しか公表されていないため、それ以前については男女計となっている。1991年には44万
3397人だった営業職員数は、断続的に減少しており、2011年には23万7001人と20年で半数近くになって
いる。男女別データが分かる1997年以降をみてみると、男性営業職員は1997年に3万582人、2011年は 2
万9555人でほとんど変化していないが、女性営業職員は、1997年の32万8494人から2011年には20万7446
人へと12万人近く減少している。営業職員の減少分の大多数は女性営業職員の減少で説明できる。

一方、内勤職員についてみてみると、1991年に 9 万9843人、2011年には10万3071人とほとんど変化し
ていない。その間、97年から2004年の 8 万507人まで 2 万人近く減少したが、2005年以降増加傾向にあ
り、1991年水準を保っている。内勤職員の男女比は、ほぼ変わらず、1991年では男性が約54％であった
が、2011年には女性が54％となり女性比率の方が若干上回っている。

全体をみると営業職員の約 9 割を女性が占め、内勤職員では男女比がほぼ半数になっているが、この
構造は会社によって大きく異なる。特に、伝統的国内生保は営業職員の 9 割以上を女性が占めることが
共通するが、プルデンシャル生命やソニー生命は 9 割以上を男性の営業職員が占めている。注 8 で言及
したが、企業の営業戦略の違いが男女比に表れている。

図 6 　日本の生命保険会社における営業職員数（男女）と内規職員数（男女）の推移　
	（出所：生命保険事業概況各年版より筆者作成）

生命保険の加入チャンネルは、統計の取り方が各年度で異なっていることから、単純に比較は出来な
いが、参考として1991年～2012年までの加入チャンネルの推移を示す。1991年では日本の生命保険の加
入チャンネルとして、生命保険会社の営業職員から加入した者が89.3％とほぼ 9 割を占めていたが、
2012年では68.2％と20％以上低くなった。その間、通信販売や銀行・証券会社などを通じて保険を購入
する者が大きく増え、生保の加入チャンネルが多様化していることがうかがえる。

しかし、それでも2012年でも 7 割近い者が生命保険会社の営業職員から保険を購入しており、日本の
生保の加入チャンネルとしては、営業職員ルートがシェアを落としているとはいえ、生保加入の主要
チャンネルとなっている。
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図 7 　日本の生保の加入チャンネルの推移
（出所：生命保険文化センター各年版より作成）

韓国においても女性営業員は重要な加入チャンネルであるが、近年バンカシュランス（銀行販売）に
よる急激な変化が起きている。韓国では2003年に、金融改革の一環として銀行窓口で生命保険を販売で
きる規制緩和が行われ、保険商品の販売チャンネルの多様化が計られた。バンカシュランスやウェブ販
売が可能となり、伝統的な募集人を通した加入が減りつづけ、女性募集人の状況を大きく変化させる要
因となっている。図 8 をみると、特に、バンカシュランスの成長は著しい。バンカシュランス導入 5 年
目の2008年には、初回保険料に占める割合がすでに伝統的保険募集人の販売（39.7％）よりも大きく
なっている（46.8％）ことがわかる。

募集人による初回保険料の推移は販売チャンネルの多様化措置以降減り続け、2001年には保険販売額
の60%であったものが、2008年時点で40％を下回り、2012年第 1 四半期には17％にまで落ち込んだ。初
回保険料とは違って個別保険加入を維持するためには女性募集人の役割が大きいとはいえ、全国に広く
店舗を持つ銀行の販売力は大きく、生命保険の販売方式に与える影響力は大きい。

図 8 　韓国生保の加入チャンネルの推移（初回保険料（一般会計）基準、％）
（出所：生命保険協会より筆者作成）

韓国の生命保険会社は支店と営業所を合わせて全国に約4,500前後の店舗を持っている。募集人は全
国の営業所に所属され、各店舗は所長を始めとする正社員の管理のもと、販売活動を行う。生保企業の
中で 3 大会社は500店舗を超える規模であるが（業界 1 位のサムスン生命は約1000カ所）、生保会社の店
舗をすべて合算してもまだ国内銀行の店舗数の半数しかなく、日本の状況とは異なっている。
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銀行が生命保険商品を販売できるようになって以降、バンカシュランスが急激に成長したのはこのよ
うな規模の格差が原因の一つであると考えられる。

3-2　日本の生命保険会社における営業職員の雇用管理
①　雇用関係

日本の生命保険会社の営業職員は、必ずしも本雇い従業員と認められてこなかった。それどころか、
従業員とも認められなかった。彼らの地位が「雇用」であるのか、「委任」であるのかは労使関係上重
大な争点であった（仁田	2009）が労働組合による「雇用制度改善闘争」などによって、雇用関係を徐々
に確立させていったといわれている。

こうした歴史的な経路依存性から、営業職員の「雇用」の性格は非常に特異なものとなっている。税
金については、個人事業主扱いをされる一方、会社と雇用契約を結び、社会保険は被雇用者として年
金、健康保険、雇用保険が適用される。就業規則により朝の朝礼義務等を課す場合が多く、始業時間・
終業時間の概念や遅刻の扱いなどもあり、年休は20日間付与されている。

このように、社会保険加入の点においては、女性が多数を占めるパートタイム労働者や派遣労働者の
処遇などと比べて高い処遇条件を有していると言える。また、税制上の地位は個人事業主となり、営業
にかかった費用の控除が出来るなど営業職員にとって有利な地位を有しているともいえ、雇用と個人事
業主の双方の性格を持つのが特徴的な点となっている。また、④で詳しく述べるが、「正社員」と呼ば
れるものの雇用保障は成績に依拠しており実質的にはないに等しい。

一方で、生命保険業界では、内勤職員も営業職員も同じ企業別労働組合に加入していることが多い。
戦後、多くの場合、営業職員（当時は外務員・外交員・外勤職員などと呼ばれた）は自分たちの労働組
合を作り、内勤職員の組合と一面では協力し、また時には対抗しつつ、自らの産業別組織によって独自
の運動を貫いた。その後、産業別組織は生保労連に統合され（1969年）、大手生保会社では、内勤職員
の組合と合同して 1 企業 1 組合に収れんしてきている（仁田	2009）。現在でも、内勤職員で組織する組
合、外勤職員で組織する組合が別々の大同生命、アクサ生命など完全に労働組合が別々の会社や、内勤
の組合はあるけれども外勤職員の組合がない太陽生命のケースもあるが、基本的には、内勤職員と外勤
職員が同一の労働組合に組織される組合が多数である。ただし、内部で、営業職員部会と内勤職員部会
に分かれているところもある（第一生命、三井生命、スター生命など）。日本では、パートタイム労働
者の推定組織率は2012年で6.3％と加入が進んでいない状況にあるが、日本の伝統的生命保険会社では
基本的に営業職員も全員組織化されている。

一方、韓国ではあとでみるように、営業員の「労働者性」が否定されているため労働組合は結成され
ていない。この点も日本の生命保険会社の営業職員の特徴といえる。

②　営業職員の採用
営業職員の要員計画や採用決定については、通常支社に権限がある場合が多いが、会社によっては本

社にある場合もある。
募集は、様々な方法をとっている。新聞等での求人広告、ハローワークでの募集、営業職員の顧客や

知り合いを通じたリクルートなどがある。広告などを見て、自分から応募する者は少数で、営業職員の
顧客や知り合いを通じたリクルートが多い。
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営業職員の顧客や知り合いを通じたリクルート方法は、営業所それぞれで具体的方法は異なるが、例
えば営業職員が保険営業に向いていると思う人に声をかけて、営業所の中で食事会やフラワーアレンジ
メントなどのイベントを開催し営業所の雰囲気をみてもらうことから始める。「保険会社の営業職のイ
メージがあまりよくないことを払拭するため、働いている人がどんな人がいるのかなど営業所の楽しい
雰囲気を見せて、女性の警戒心を解く」9 という。営業所内でリクルートのためのイベントをどのよう
に開催するかなどは、営業所の裁量に任されることが多い。

保険営業に向いていると思う人について、営業職員として募集・採用の責任者をしているAさんは
「普通に話せる人。会話ができる人。お客様相手だから私が嫌だと思う人はお客様も嫌だと思うので私
が見て嫌だなって思わない人。話をして逆にいうと気持ちのいい人」で「後はやってみないと分かんな
い」という10。

保険に対する知識より外見や人柄が最も重視されている。多くの伝統的な国内生保会社では、営業職
員に対する採用基準として学歴や年齢に関する厳しい制約はない。高卒以上の学歴や50代前半くらいま
でが好ましいと考えられている程度である。さらに暗黙的に女性であることが条件である。外資系生保
では、プロフェッショナルとしての営業経験や職業経験、学歴などが問われるが、リクルート時に重要
視されている点でもみたように、伝統的国内生保の営業職では職業経験が問われることはほとんどな
い。むしろ、同じ生保業界で働いていた者は、他社での成果が上がらず歩合給を手に出来なかったため
転職したと考えられ、敬遠される傾向にある。

インタビューによると、営業職員は「女性として生きてきた経験」11としてむしろ年齢がある程度高
いことが歓迎されている。例えば、顧客が子育て中の世帯だと、結婚して子育てした経験のある女性の
方が話がしやすかったり共感できたり自分の経験として教育費にどれくらいかかるなどの話が出来ると
考えられており、同様に介護経験なども営業職員としてプラスの経験だと考えられている。そのため、
生命保険業の営業職は職業経験は問われず主婦としての経験が好まれる中高年女性にとって数少ない

「正社員」雇用の機会となっている。

③　技能形成、教育訓練
上記のように募集された女性たちが入社の意思がある場合、保険募集人試験のための 2 週間程度の教

育研修期間が設けられている。この教育は、内勤職員によって行われ、女性たちは資格取得に必要な保
険の仕組みや用語、計算方法など基本的な生命保険販売について学ぶ。試験を受けて合格すると登録さ
れ正式に入社となる。

入社後は、各営業所をまとめている支社で教育担当の社員による研修を 1 ヶ月程度受ける。内容は、
実際に売っている商品の説明や身だしなみなど生命保険営業の基本的な事柄についてとなっている。

この 1 か月の研修の後、営業所に配属になる。営業所に配属後は、マネージャーや所長によって、新
人研修など新人だけを集めた勉強会が開催される。マネージャーと所長は、新人を同行させ、実際にマ
ネージャーの営業や他の営業職員の営業などを見せ、次に実際に本人に営業をやらせながらOJT（on-
the-job	training）により教育する。OJT期間は人それぞれであるが、主には 3 ヶ月間となっている。こ
の最初の 3 ヶ月の間に必ず新人が最低 1 件の契約を取れるよう育成することが育成する側の責任となっ
ている。

生命保険業界では、昭和49年に業界共通の生命保険募集人教育制度を確立し、一般、専門、応用、生
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命保険大学の各課程試験ならびに変額保険販売資格試験を段階的・体系的な教育制度（業界共通教育課
程）として実施している。平成21年に、「コンプライアンス、説明責任、保険金支払い等のアフター
サービス」等を中心とした「お客さま重視・法令等遵守」の教育を充実させるため、上記の業界共通教
育課程のカリキュラムを抜本的に改定し、継続教育制度も新設した。原則として全ての生命保険募集人
に対して、毎年、継続的・反復的に教育を実施する仕組みを導入している。

各生命保険企業では、上記の業界資格や国家試験、FP（ファイナンシャル・プランナー）、損保の販
売資格など資格取得に向けて、営業職員に対して情報提供を行い、資格試験のためのCD教材やテキス
トの配布などで資格取得を促している。業界資格など必ず取得する必要のある資格試験については、会
社が試験対策として教育研修を実施する。これらの資格取得も、営業職員の中のグレード（資格）を上
げるのに必要な仕組みとなっているため、資格取得が促されている。

図 9 　日本における生命保険業界共通の教育制度
（出所；生命保険協会HPより引用）
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④　職位・報酬制度
営業職員の職位は資格制度で運用され、伝統的な国内生保ではどこでも類似の制度を持っている。資

格制度は次のように運用される。資格ごとに例えば 3 ヵ月毎、6 ヵ月毎、1 年毎など会社や資格によっ
て査定期間は異なるが、その期間に決められた最低の件数と成績をクリアしなければ、基本的に正社員
としての地位を失う仕組みとなっている。査定期間に最低条件がクリアできない場合は、「嘱託」と
いった雇用形態に編入する形態をとり、最大で数ヶ月の雇用期間の契約に変更となる。処遇条件も変更
され、固定給はなくなり契約が取れた場合少しの手数料収入が支給される程度となり、社会保険も適用
外となる。嘱託から通常の営業職員に戻る制度もあるが、実質的に営業職員は数ヵ月～数年ごとに実施
される査定を毎回クリアしなければ辞めざるを得ない状況となっている。正社員とはいえ、実質的な雇
用保障はないといえる。

基本的に、この資格に報酬も連動している。資格が上がると基本給が高くなり、歩合部分に対する掛
ける係数も高くなる。成績査定は、保険料と保険金額とする場合が多いが、会社によっては商品の収益
性が考慮された係数を使用している場合もある12。また、各資格の中でも成績上位者、通常者、下位者
によって基本給や歩合給の掛け率も変わることも多い。そのほか、ボーナスの基準も資格と査定期間で
の成績で決まる。したがって、資格が高くなればなるほど、同じ資格の中でも成績がいいほど、基本給
も歩合給も高くなる仕組みとなっている。ただし、一定期間を過ぎたら固定給は少額となり、歩合給の
ウェートが高くなるのが一般的である13。

図10　営業職員の資格制度の例
（聞き取り調査より筆者作成）

近年の伝統的日本の生命保険会社の営業職員の雇用管理の動向としては、最初の育成期間を伸ばし定
着を促す試みがされている。具体的には、育成期間における査定期間を伸ばすこと、育成期間中の固定
給割合を増やすことを行っている。育成期間は、短い会社で 1 年、長い会社では 5 年程度となってい
る。

もっとも長い育成期間を設けた明治安田生命の人事制度改革をみてみよう。明治安田生命では、2006
年に営業職員処遇制度改革を行った。以下では、人事実務（2008）で紹介された営業職員制度改革を紹
介する。従来は育成期間を 2 年とし、平均的な月収に占める固定給的給与の割合は、4 割程度であった。
少なくとも月 3 ～ 4 件の新規契約を獲得しなければ「月17万円」には届かない仕組みであった。それ
を、一定の条件を満たせば、固定的給与を「月17万円」まで引き上げ、育成期間も 5 年とした。顧客へ
の『安心サービス活動』の実践と社内検定試験、月に 1 件程度の契約を得ることによって、固定的給与
が担保されるようになった。入社 3 年目で固定的給与17万円というのがイメージする姿となっている。
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一方、成績給等は、契約クオリティ（継続率）と新契約実績に基づき、支給レート格差を拡大し、高能
率・高クオリティ層の処遇を魅力化していくという。

図11　明治安田生命における営業職員の処遇制度改革
（産労総合研究所（2008）より筆者作成）

こうした改革の背景には、営業職員の採用や教育コストの損失を抑制することや保険契約の継続率を
上げることがある。現在は、比例要素を大きくしていく前段の育成期間の給与制度をどうするのか、と
いう部分で各社の考え方が出ている。

⑤　離職率の問題
営業職員制度の最大の問題点は、ターン・オーバー（大量導入・大量離脱）と呼ばれる定着率の低さ

にあるといわれている。古いデータになるが、生保協会が調べた80年、85年、90年の半年～ 2 年経過後
の定着率をみてみると、定着率は上昇傾向にあるが、それでも 1 年で半分以上が離職し、2 年後の定着
率は 2 - 3 割程度となっている。さらに、年度の営業職員の新規登録者数と業務廃止者数のわかる最新
データである2002年度では、新規登録者119452人に対して業務廃止者は132556人と大量に新規採用され
るが、大量に離職している実態が浮かび上がっている。

近年では、国内生保企業でも、採用するときに数を絞って質のいい人を採用し、育成率（定着率）を
挙げる試みが行われている。営業職員の教育･訓練コストの削減として、育成率も営業所･支社単位で数
値目標となっている他、育成率は教育担当社員の評価項目にもなっている。

そのため現在では、例えば大手生命保険会社では 2 年目に 6 割、3 年目に 3 割程度の在籍率となって
おり、徐々に離職率は下がり、育成率は上がっている14。上述したように報酬体系を変更し育成期間を
伸ばしたため固定的給与の割合が高い期間が長くなり、1 年後の在籍率が大幅に改善しており、この傾
向は伝統的生命保険会社において同様に見られる。
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図12　新規登録者の経過月別定着状況　
（出所：生保協会「専業営業職員実態調査」）

3-3　韓国の生命保険会社における女性保険募集人
①　保険募集人の構成の歴史的変化

上述したように、韓国と日本の生命保険会社では、中高年女性を中心とした一社専属の保険募集人に
よる営業方法が共通の特徴として挙げられる。韓国では、こうした営業戦略は70年代半ばに成立し、未
だに韓国生命保険会社の主要販売戦略である15。韓国も始めは男性が営業の中心であった。1970年前半
までは保険商品の開発が進んでおらず、男性募集人は主に団体保険の契約を担当していた。生命保険会
社は、団体保険市場が飽和するにつれ個人向け商品の販売にシフトし、個人商品販売の戦略として身近
な地域を営業の基礎単位にする方法を取りはじめた。地域を単位とする販売戦略の主体として注目され
たのが中高年の主婦層であり、それから主婦募集人体制に全面的に変更したと言われる。この変化は速
やかに進み、1975年にはすでに女性の募集人が男性を大きく上回る状況に変わった。男性募集人はその
後も増加するが、図13でみるように、女性募集人のリクルートは急激に増加を続けた。1985年には女性
募集人が男性の15倍を超えるようになり、完全に女性中心の営業体制に変わった。

1987年、外資の保険会社16が初めて韓国市場に進出したのちも女性募集人のリクルートはつづき、韓
国 3 大保険会社では中高年女性募集人の割合が圧倒的な多数を占めた。最も女性募集人が多かった90年
代半ばには33万を超える人が登録されていた。しかし、伝統的韓国生保社は、アジア通貨危機以降営業
の効率化を迫られ、維持コストが高いと考えられる大量採用・大量解雇方式の女性募集人体制への依存
を減らそうと試み17、女性募集人の数は急激に減らされた。その結果、2000年代半ばに10万人前後にま
で落ち込み、近年は10万から15万の間で維持されている。

男性募集人は全体的にみれば2008年頃まで緩やかに増えてきた。男女比率をみると、男性募集人は
2000年にわずか6.5％だったが、2007年には女性の減少により24.7％にまで増加している。それは、韓国
の伝統的生保会社が男性募集人を中心にしている外資系生保の戦略に学び男性を増やした結果である
が、まだ女性募集人より成果を上げたという評価はない。最近では男性にシフトするよりは、女性募集
人の効率化をはかる戦略に重点をおいている18。

一方で、内勤職員はここ10年間ほとんど減っていない。1990年代前半に生命保険業が大きく拡大する
ときに募集人と共に内勤職員も増加したが、その後の経済危機以降拡大戦略を諦め、内勤職員も大幅に
減ったと思われる。2000年代に入ってからは生命保険業界の職員、募集人数ともに大きな変化はなく安
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定している。人員拡大による成長から効率化をはかる戦略に重点をおくようになった結果と見られる。

図13　募集人（男女）と内勤職員数の推移
（出所：韓国生命保険協会）

②　特殊雇用勤労
日本の女性営業職員と比べて韓国の生命保険会社に従事する女性募集人が最も異なる点は法的身分で

ある。上述のように日本の営業職員も典型的男性正規労働者とは相当な水準で異なる待遇や労働形態を
取っているが、すくなくとも専従する会社と直接雇用関係にある労働者とみなされている。その核心的
な様相は会社を通じて社会保険に加入し、一社専従で直接雇用による指揮・命令を受けるところにある。

それに対して、韓国の生命保険会社の募集人は、労働法上の雇用関係にある勤労者ではなく会社と事
業契約を結んだ「個人事業主」の身分として扱われている。彼女らの仕事は完全な自営業でもなく自営
業と労働者の雇用労働の中間領域に存在するとされ、募集人の労働は会社との契約関係によって成立す
る「特殊雇用勤労」と呼ばれている19。従来の労働法体系は自営業と労働者の 2 本立てを中心に形成さ
れ、現在膨大に増えている中間領域の多様な非典型的労働は概念上捉えられない。これまでの労働法は
使用者に対して弱者である労働者を保護し、その権利について定めることを目的とした。しかし、労働
法はだれが労働者なのかについては必ずしも明確ではなく判例と立法によってその基準が変わってき
た。これまでの韓国の判例では、特殊雇用関係にあるものは「勤労基準法」20上直接雇用関係にある「労
働者」とみなされてこなかった。

さらに、韓国の労働者の社会保障は労働法と連携されている。つまり、労働法の定める「労働者」の
範疇に含まれるか否かが社会保険加入のために決定的に重要である。現在特殊雇用関係にあるものは労
働者でないため、雇用主による社会保険の加入義務は発生しなくなる。保険募集人は企業を通じた社会
保険加入は出来ず、個人事業主として自ら社会保険料を負担し加入しなければならない。他方で「労働
組合法」上の労働者概念は労働法による概念より広いが、保険募集人は労働組合法上の労働者としても
認められていない。団体交渉のための労働組合への加入も認められないのである。近年、韓国で募集人
の「労働者性」が繰り返し争われたが、行政解釈及び裁判判決において特殊雇用関係にある者の「労働
者性」は基本的に否定されているといえる21。このような状況は保険販売に従事する中高年女性の働き
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方をさらに不安定にさせる原因となっている。表 2 ～ 4 にみられるように、保険募集人は現在韓国にお
ける非正規の非典型的な労働の中でももっとも大きな部分を占めているにもかかわらずである。

表 2 　韓国における労働形態別人数と構成比の推移（単位：千人、カッコ内％）

2001 2002 2003 2004 2005 2006
賃金勤労者全体 13,540 14,030 14,149 14,584 14,968 15,351

派遣 134	（1.0） 94	（0.7） 98	（0.7） 117	（0.8） 111	（0.8） 131	（0.9）
請負 307	（2.3） 332	（2.4） 346	（2.4） 413	（2.8） 431	（2.9） 499	（3.2）

特殊雇用関係 810	（6.0） 772	（5.5） 600	（4.2） 711	（4.9） 633	（4.2） 617	（4.0）
家庭内 256	（1.9） 235	（1.7） 166	（1.2） 171	（1.2） 141	（0.9） 175	（1.1）

日雇い（短期） 298	（2.2） 412	（2.9） 589	（4.2） 666	（4.6） 718	（4.8） 667	（4.3）
＊注：（）は賃金労働者対比構成比。非正規職の内類型別重複により規模及び比重の合計は不一致となる。

（出所：조준모	（2007:55）より引用）

表 3 　韓国の特殊雇用勤労従事者の内訳と推移（単位：千人）

2001 2002 2003 2004 2005
賃金労働者全体 13,546.00 13,401.60 13,525.30 13,842.60 13,661.50
保険募集人 188.2 207.2 195.3 188.7 224.8
学習紙家庭訪問教師 70.3 70.8 88 95.8 78.6
ゴルフ場補助 - - - - 14.7
レミコン運送車主 19.3 20.3 22.2 23.6 23.5

（出所：조준모	（2007:67）より引用）

表 4 　韓国の特殊雇用勤労従事者の男女比率と推移（単位：千人、カッコ内％）

2001 2002 2003 2004 2005 2006
全体 810	（100） 772	（100） 600	（100） 711	（100） 633	（100） 617	（100）
男性 329	（40.7） 329	（42.6） 229	（38.1） 308	（43.3） 239	（37.8） 186	（30.1）
女性 480	（59.3） 443	（57.4） 371	（61.9） 403	（56.7） 394	（62.2） 431	（69.9）

（出所：조준모	（2007:56）より引用）

	
③　募集人の属性

募集人の労働は保険業が金融機関として成り立つ上で最も基礎的な資金集めや安定的な資金収入を維
持するのに欠かせない仕事である。しかし、そのような核心的な役割を担う募集人の仕事は、中高年女
性達の個人的な能力に多く委ねられており、彼女らのネットワークや「女性」としての特性に依存して
いる構造になっている。「女性」としての個人的な能力を期待される募集人はどのような女性であるの
か。

募集人の年齢分布をみると、再就職が多い30～40代が最も多い。生命保険の募集人は、韓国において
も出産以降の労働市場の再参入の職場になっていることが窺える。次に表 5 の募集人の所得分布22をみ
ると、2009年平均年収は3,576万ウォン23で韓国の働く女性の年収からしても少なくない。ただ、離職率
が極めて高いため、成果を出し仕事を続けられる者しか安定的な収入が得られない。また、ここで示さ
れているのは収入の平均値であるため、極端に多い収入を得る募集人を除けば、一般の女性募集人が得
る収入は決して多いとは言えない。彼女らは社会保険加入もできないので、ある程度の契約高を出せな
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いと収入が少なすぎて離職せざるを得なくなることが推測される。
表 5 　韓国の女性募集人の平均年収（100ウォン≒10円）

所得分布 募集人数（人） 構成比
～100万ウォン未満 13886 21％
～200万ウォン未満 14373 21％
～300万ウォン未満 12428 19％
～500万ウォン未満 14858 22％
～1000万ウォン未満 8875 13％
1000万ウォン以上 2357 4％

計 66957 100％
（出所：生命保険 3 大社実績基準2008年 1 ～10月平均）

次に女性募集人の学歴を見ると高校卒業が最も高いが、年々高学歴化が進んでいる。それは、韓国で
高学歴の女性の労働市場参加率が諸外国と比べて低い実態から考えれば、高学歴の女性達が中高年に
なって就職先を探しにくい現実に帰することでもあろう。また、会社としては、実績があがらない募集
人を多く解約するより、教育効果が期待される高学歴層の女性の方が効率がよいとして積極的にリク
ルートしている。さまざまな認定制度や複雑化する商品に対する教育訓練が整備されるなど、実際に高
学歴の女性達が選択する職業になってきた可能性もある。

表 6 　韓国の女性募集人の学歴分布の推移（％）

1995 2000 2003 2005 2007
高卒以上 94.5 92.2 79.2 68.7 53.6
大卒以上 5.5 7.8 20.8 31.3 46.4

うち大学院卒以上 0.1 0.1 3.6 9.1 18.5
（出所：生命保険協会より筆者作成）

生保の募集人について会社側にとって最も悩ましいことは、日本と同様、高い離職率である。会社側
は定着率を上げることを目標に募集人の定着をはかる施策を試みるが、営業実績に応じた報酬体制では
離職率が高くなることは避けられない。また、日本とは異なり、特殊雇用関係という不安定な身分では
よりよい条件を提示する会社への募集人の頻繁な移動を止めることはできない。企業間で募集人をめぐ
るリクルート競争も激しく企業の間では過去 6 ヶ月以内他社へ登録をしたことがある募集人を互いに委
嘱しない規定も設定したが、これは契約法の違反とされた。その結果、生命保険協会が発表した勤続年
数は、下記の表で示した通り、1 年未満が37.6%を占めもっとも多くなっている。一方 5 年以上も28%
あり、格差も大きい。

表 7 　韓国の女性募集人の勤続年数分布の推移（％）

2000 2003 2005 2007
1 年未満 37.4 31.4 27.8 37.6

1 ～ 2 年未満 16.3 14.1 15.4 16.3
2 ～ 5 年未満 22.1 22.4 21.5 18.1

5 年以上 24.2 32.1 35.3 28
（出所：生命保険協会より筆者作成）
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4 ．終わりに

本稿では、日本と韓国の生命保険会社で営業に従事する女性たちの働き方を明らかにしてきた。そこ
で最後に、日韓の生命保険会社における営業職の実態をまとめながら、「はじめに」で述べた本研究の
意義を再度検討したい。

一般的に日韓の雇用システムにおけるいわゆる「大企業男性正社員」は、雇用保障があり、社会保険
加入および企業福祉の恩恵を受けることができると考えられる。社宅や福利厚生施設の利用、教育訓練
から企業年金、退職金、ボーナスといった金銭的・非金銭的企業福祉も享受する場合が多い。賃金に関
しては、特に日本の場合、基本給は固定給が一般的であり、能力や成果をどの程度、どのように反映さ
せるのか、何を能力・成果とするのかなどは時代とともに変化し、会社や業種、従業員区分によって異
なるものの、一般的には年功的な賃金カーブとなっていることが多い。一方、一般職などのいわゆる

「女性正社員」は、結婚や出産などで暗黙に雇用継続を阻害する慣行がある場合もあるが、制度的には
雇用が保障されている。社会保険加入および企業福祉の恩恵を受けるが、享受できる範囲は男性総合職
と比較すると狭い場合が多い。固定給も支払われるが、男性総合職と同じような年功的な賃金カーブは
運用や制度によってほとんど適用されず、賃金上昇は早くにストップすることが多い。特に日本では、
1985年の男女雇用機会均等法成立以降、大企業を中心に広がったコース別雇用管理制度が、従事する業
務と勤務地の組み合わせとして定着し、雇用管理区分の男女間での偏りを強固に生み出し続けてきた

（金井	2013）。
他方、日本の伝統的生命保険会社における営業職員は、「正社員」と呼ばれるものの、日本の雇用シ

ステムにおけるいわゆる正社員とは大きく異なる。採用システムは新卒中心ではなく中途採用中心で、
リクルートシステムも女性営業職員たちのネットワークを活用している。中途採用にもかかわらず、職
業経験は問われず、人柄や外見が重視される。雇用保障は成績に依存しており、実質的には保障されな
いに等しい。教育・育成制度も、総合職と比べると非常に短く、十分とはいえない育成システムの中で
査定が行われ、成績がクリアできないものは離職せざるを得ない労働条件となっている。近年では、こ
の育成制度の充実が会社や組合の中で重要視されており、少しずつ変化しているが、外資系企業のプロ
フェッショナルな営業職員育成システムと比べると非常に簡易なものとなっている。報酬制度も育成期
間は保障給割合が高くなる会社も近年ではあるが、基本的には一定期間を過ぎたら固定給は少額とな
り、歩合給部分のウェートがより高くなる。日本の生命保険会社の営業職員に対するインタビューから
は、月給で20万円台の層が厚く、60万を超えるような高所得層も数パーセントいるが、10万円前後の層
も20％程度おり、営業職員の報酬格差は大きく全体的には収入分布は下位層に偏っている。

さらに、顧客と接し実際に営業を行うのは大多数が女性で、営業を行う女性たちを管理するのは男性
であることも日韓生保会社の共通の特徴である。他業界では「営業は体力勝負」で男性向きとしばしば
言われるが、生命保険業界では「女性はコツコツと回る保険営業に向いている」「忍耐力があるのは女
性」といった言説が成立している24。こうしたジェンダーイメージは、大量の女性が導入されると共に
広まったと考えられる25。

実際には、上述してきたように日韓の伝統的生命保険会社では、新契約獲得のためにも既契約を維持
するためにも、常に大量の営業職員を必要とするビジネスモデルであった。コストを抑えて大量に採用
できる対象が「家庭にいる主婦」であり、大量の職員を「男性正社員」と同じように採用、育成、処遇
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することはしなかった。そのため、女性たちは自分のネットワークやもともとの性格といったポテン
シャルを生かした営業をせざるを得なかったといえる。女性たち自身で営業ノウハウを身につけたもの
は、会社の教育訓練投資が少ない一方で会社に利益をもたらす者とみなされ、一般的な女性労働者より
は処遇水準が高くなり、実力勝負でいくらでも給与を高くすることが出来ると本人たちに「認識」させ
ながら、長く従事させる仕組みとなっている。
「はじめに」でも述べたように、労働そのものの性格や内容がその労働の社会的価値を決めるのでは

なく、労働を遂行する人が女性なのか男性なのか、また、女性がする労働についての社会的意味づけ
が、彼女らの労働の地位や「生活保障されるべき労働者」の範疇を決めている。

1990年代以降、日韓双方の労働市場において、いわゆる安定的な男性正社員モデルの働き方が減少し
ている。日本では、2011年厚生労働省に「非正規雇用のビジョンに関する懇談会」および『「多様な形
態による正社員」に関する研究会』が相次いで設置され、そこでは「多様な正社員」に関する調査・検
討が行われ、「多様な正社員」という考え方が注目を集めている。有期雇用契約を結びながら契約更新
を繰り返しているような「常用非正規労働者」が増加していることに着目して、彼・彼女らが現状の

「正社員ほどではない
4 4 4 4 4 4 4 4 4

がある程度安定している働き方（傍点筆者）」26にしていくべきではないかという
問題意識が出された。この「常用非正規労働者」を正社員と非正規労働者の中間的な雇用形態としての

「多様な正社員」に位置づけることをどう考えるか、賃金についてはディーセント・ワークの実現に向
けどのような水準をイメージし、企業が正社員に対して担ってきた生活給要素をもつ賃金体系との整合
性をどう考えるか、雇用保障の強さを現状の正社員と比較してどの程度緩めるのか、などが論点として
挙げられている。まさしくこれらの論点は、日韓生命保険会社の営業に携わる女性たちの働き方におい
てみられている特徴と重なる。

本研究で明らかにした日韓生命保険営業職の女性たちの労働条件や不安定性は、労働者間の格差と安
定的な仕事や収入、そして社会保障を考える上で大きな示唆を与えてくれるものと考えられる。

　
（かない・かおる／埼玉大学経済学部准教授

しん・きよん／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授ジェンダーセンター准教授）
掲載決定日：2013（平成25）年12月11日

注
1 　Census	of	U.S.	sales	personnel	calendar	2007によると、フルタイムの専属エージェントの女性比率は1993年以降増加してい

るが、2007年においても23％、独立エージェントの中の女性比率は14％と少数である。
2 　韓国は会社と営業に従事する女性達の間に雇用関係が認められていないため、職員という言葉を使用せず、「募集人」と呼

ぶ。
3 　本研究は、日韓両国で行った伝統的生命保険会社及び労働組合、外資系生命保険会社、伝統的生命保険会社における女性営

業従事者、生保労連へのインタビューと文献・資料調査から行われる。
4 　一般的に生保会社の資金運用は、生保資金の特質に基づく安全性、収益性、流動性、公共性の運用原則と資金運用に関する

監督規制によって方向付けられている（山中編、1989年）。
5 　例えば、韓国の生命保険市場はサムスン、キョボ、デハン生命の 3 大生保社が2000年に80.8％（収入保険料基準）まで上昇

した。近年は中小生保社の参入により減少し、50％前後に停まっている。
6 　96年には「保険業監督規定」が更新され、契約額の計算が変わった。
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7 　生命保険協会	2010	『生命保険協会60年史』
8 　外資系企業や新設された生命保険会社では日本の伝統的生命保険会社と異なった体系の人事管理が行われ、競争の源泉とさ

れている。その競争戦略は伝統的生命保険会社とは違った形のジェンダー化された雇用を用いている。こうした外資と伝統的
日本企業のジェンダー化された競争的雇用戦略は別稿で論じる。

9 　日本の伝統的生命保険会社営業職員インタビュー（2013年 3 月）。
10　日本の伝統的生命保険会社営業職員インタビュー（2013年 3 月）。
11　生保労連執行委員インタビュー（2011年 9 月）。
12　ある伝統的生命保険会社では、今までは保険料と保険金額によって成績は計算されてきたが、近年、会社収益に連動させる

報酬体系に変更した。保険料と保険金額ではなく、商品ごとに細かく会社が係数を決めた。簡単には、貯蓄性の商品は成績が
下がり、死亡保障系の商品かつ年齢が高ければ高いほど成績が高くなるよう設定された。

13　外資の場合はほぼ全部が歩合給といった報酬体系になっているが、成績 1 件当たりの歩合給の係数が非常に高く報酬分布は
平均的により高い。また報酬のすべてが歩合給でも生活できるよう営業職員としての教育を徹底して行っている。

14　日本の伝統的生命保険会社労働組合へのインタビュー（2013年 4 月）。
15　すでに述べたように、近年では、銀行窓口販売の拡張が著しい。
16　ライナ生命、アリコ生命（現在AIA生命）が1987年に韓国に支店を設立した。これらが韓国に進出した最初の外資系生保で

ある。外資系生命保険は伝統的韓国生保とは違い、男性営業員を中心としていると言われている。
17　韓国の伝統的生命保険会社の本社内勤職員インタビュー（2011年 4 月ソウル）。
18　韓国の伝統的生命保険会社の本社内勤職員インタビュー（2011年 4 月ソウル）。
19　特殊雇用関係は、特殊形態勤労関係など多様な名称で呼ばれている。
20　日本の労働基準法にあたる。
21　この件については、経営側と労働組合の対立が激しい。特に集団的権利など労働法上の権利について意見が分かれている。
22　生保のほうが損保より所得が高く、伝統的生保社より外資系がさらに高い。
23　約330万円に相当する。
24　例えば、アメリカの生命保険の営業職は男性がほとんどであるが、その理由として体力が必要な大変な仕事であることが指

摘されている（Leidner,	1993）。
25　仁田（2009）が指摘しているように、日本において保険の営業の仕事は個人代理店という形でもともと男性が多数を占めて

いたが、一社専属に雇用されるにつれる時期と平行して多数を女性が占めるようになったといわれている。
26　平成21年度第 4 回雇用政策研究会議事録。
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はじめに

本稿で考察するのは、日本近代における、女性の「更年期」の構築過程の一局面である。現在「更年
期」は「閉経」の前後に伸びる、女性のエイジングにおけるひとつの移行期 1 として捉えられると同時
に、多くの場合「更年期障害」と結び付けられ、また同義に使われてもいる。この「更年期障害」とさ
れる症状は、閉経前後の女性に固有のものではないことも指摘されており、その枠組みはそれほど確固
としたものではない（山本	2001）。

ジェンダー史研究の理論的基盤を築いたジョアン・スコット（Joan	Scott）は、「ジェンダー」を性
差に関する知、より精確には「肉体的性差に意味を付与する知」と定義し、そうした知が常に相対的な
ものであり、文化や社会集団や時代によってさまざまに異なっているものであると指摘した（スコット	

〈投稿論文〉

日本近代における「更年期女性」像の形成
――「内分泌」をめぐる言説の考察を中心に

原　葉子

In	the	Meiji	period	（1868–1912）	the	word	“konenki”	was	introduced	in	Jap-
anese	medicine	 to	describe	a	newly	articulated	women’s	aging	phase	having	
some	physical	and	psychic	disorders.	While	much	of	the	medical	literature	ex-
plained	disorders	occurring	during	konenki	using	traditional	interpretations	un-
til	about	1920,	the	new	concepts	of	the	endocrine	glands	and	sex	hormones	be-
gan	to	dominate	the	discourse	about	konenki	in	the	1920s	and	1930s,	although	
the	whole	system	of	menopausal	disorders	remained	unclear.

While	 these	new	medical	concepts	essentially	 followed	the	existing	social	
order,	 they	did	 introduce	new	aspects.	Firstly,	endocrine	glands	and	sex	hor-
mones	constructed	the	norm	of	the	“woman,”	meaning	the	menopausal	woman	
would	be	 “scientifically”	excluded	 from	the	norm.	Secondly,	 the	menopausal	
woman’s	behavior	would	be	regarded	as	being	resolved	at	the	biological	level.	
In	addition,	konenki	would	become	an	aging	woman’s	destiny,	something	which	
could	not	be	personally	avoided.	Moreover,	the	rising	concept	of	sex	hormonal	
therapy	divided	the	“young”	and	the	“old,”	introducing	the	possibility	of	revers-
ing	 the	aging	process	while	giving	negative	 implications	 to	being	old	at	 the	
same	time.	Finally,	 the	new	concepts	contributed	to	negating	the	male	meno-
pause	and	therefore	to	genderizing	aging.

キーワード：ジェンダー、エイジング、中年期女性、医療化
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1988=1992、	p.	16）。身体的差異に意味を付与する、こうした歴史的構築物としての知は、身体的差異
に意味を与えると同時に、世界を秩序だてる。女性に特殊なエイジング局面として形成されてきた「更
年期」という概念も、こうした知が社会的秩序のために身体的差異に付与してきた意味であるというこ
とができるだろう。

この「更年期」を定義し、輪郭を描くのに中心的な役割を果たしてきたのが、婦人科医学をはじめと
する近代医学である。明治以降、欧米からの影響を受けた新しいジェンダー観を内包した近代医学が、
女性身体をどのように位置づけてきたかについては、すでに先行研究が明らかにしてきた。長志珠絵
は、従来の身分制を否定した明治近代国家の建設過程において、人間の身体が富貴貧賎を問わず均質化
され、それがかえって肉体的差異の持つ意味を際立たせ、男女のラベリングが政治的な意味を持ったと
述べる。身分ではなく性差によって人間集団を一括して捉え、「『女性』という性別区分を一つのまとま
りとしてたちあげる」ことが、近代というシステムの働きであったという（長	2003）。その際、欧米か
ら導入された近代医学が大きな影響力をもつ。川村邦光によれば、明治初期にはすでに、男女の差異を
生理学的・生物学的な要因と関連付けて二項対立で位置づけるジェンダー観が構築され始めていた。そ
のなかで女性の身体は、「病の器」としての子宮を中心とした病理的なものとして説明されるように
なっていったという（川村	1993）。女性の身体は、その再生産機能に焦点が当てられると同時に、病理
性を内在したものとして解釈されていくのである。また成田龍一は、1900年前後において、女性の身体
が性を中心として捉えられ、男性との対比のなかで生殖と月経によって特徴づけられていったことを指
摘している（成田	1990）。こうした女性の象徴としての月経は、近代になってそれまでの不浄観念から
解放されると同時に、衛生の場へ引き出され、次第に監視や管理の対象になっていった（田口	2003）。
しかし、このような女性の再生産機能への医学の関心の増大が、女性のエイジングをどのようにまなざ
すことになったのかについては、まだ十分に検討されていない課題である。

欧米において、メノポーズをめぐる医学言説は、女性のライフコースを分節化し「医療化」してきた
と同時に、中年女性の意味づけにも寄与してきたことが指摘されてきた。メノポーズの医療化において
大きな役割を果たしてきたのは婦人科医学であったが、その婦人科医学が取り入れた内分泌学と、その
知見に基づくホルモン補充療法は、メノポーズの構築に大きな影響力をもってきた。アメリカにおける
メノポーズ言説の長期的な流れを追ったジュディス・ホウク（Judith	Houck）は、20世紀への世紀転換
期にメノポーズに注目が集まった要因として、婦人科医学の確立と内分泌学の隆盛をあげている

（Houck	2006）。スーザン・ベル（Susan	Bell）は、メノポーズの医療化の始まりを1930年代に見たうえ
で、性内分泌学の導入により、女性が直面する本来多様なはずの問題がエストロゲンによっておこるも
のだけに限定され、メノポーズが個々の女性の身体内部の出来事に矮小化されたとする（Bell	1990）。
フランシス・マッククレア（Frances	McCrea）は、アメリカで1960年代以降、メノポーズが女性ホル
モンの「欠乏病」として位置づけられ、症状の治療のみならず「女性らしさ」を維持する手段としてホ
ルモン補充療法が推奨されていったことを指摘した（McCrea	1983）。日本における「更年期」の医療
化過程については、戦後の専門家言説を検証した山本祥子の研究（山本	2001）があり、日本でも「更
年期」が「エストロゲン欠乏」を軸に構築されたことを明らかにしている。他方、日本の戦前のプロセ
スについてはまだあまり研究蓄積がない 2 。

すでに、トマス・ラカー（Thomas	Laqueur）（Laqueur	1990＝1998）やルドミラ・ジョーダノヴァ
（Ludmilla	Jordanova）（Jordanova	1989＝2001）の研究が明らかにしているように、近代医学の言説は



ジェンダー研究　第17号　2014

105

その科学的な装いにかかわらず、社会的な規範や価値観を強く媒介してきた。「更年期」や「エイジン
グ」がどのように捉えられたかについては、さまざまな角度からの考察が可能であるが、本稿ではとり
わけ日本近代の婦人科医学における内分泌概念の導入をひとつの契機として捉え、近代医学の新しい言
葉づかいが社会的なジェンダー規範とどのように関わり、かつどのように「更年期」を切りとり意味づ
けていったのかを見ることにしたい。その際、「性」にかかわる「分割線」の政治性を指摘した荻野美
穂の議論（荻野	2009、p.	11,	荻野	2011、pp.	31-2）を参考に、近代医学によって導入された内分泌とい
う概念が、エイジングとジェンダーの交差する局面においてどのような分割線を引くことに貢献したの
かという面にも注目していこう。

考察の対象とするのは、日本に「更年期」という概念が導入され始めた1890年前後から、1940年前後
までの期間における、「更年期」をめぐる医学言説である。具体的には対象期間中に出版され、「更年
期」またはそれに関連する記述があることを著者が確認することができた婦人科医学の専門書、家庭
用・女性用医学書、医学関連雑誌掲載の論文、および女性雑誌（主婦之友、婦女新聞、婦人衛生雑誌、
婦人画報、婦人公論、婦人之友）や新聞（読売新聞、朝日新聞）掲載の「更年期」関連記事である。原
則としては医師や医学者の言説を考察対象とするが、補足的に医学者以外の言説も参考とする。また、
この時代の文献においては「変換期」「経閉期」など「更年期」以外の用語が使われている場合がある
が、これらが「更年期」と同様に閉経周辺の一定の期間をさす概念と判断される場合には、考察の対象
とする。

上記のような言説には、その発信先や情報の水準などの違いによってさまざまなバリエーションがあ
るが、考察に先立ってそれぞれの特徴を確認しておこう。まず、婦人科の医学書や専門雑誌の論文は、
欧米の議論を参考にしながら、専門用語や、時には外国語を交えて専門家レベルでの情報伝達を目的と
したものである。読者としては排他的に（男性の）医療専門職が想定されていたと推測される。ただ
し、これらは同時に一般読者に対する二次的な情報のリソースでもある。次に、この時期盛んに書かれ
た家庭用医学書や女性向けの啓蒙書、女性雑誌などにおける医学記事は、医師を書き手として読者の女
性に対して直接情報を伝達するものであり、医学的な内容を平易に説明したものが多い。こうした活字
メディアを読むにはある程度のリテラシーが必要であり、読者は高等女学校以上の学歴を備え、経済的
条件をはじめとして女性が活字を読む環境が整っていた都市中間層に集中していたものと思われる（木
村	2010、pp.	30-3）。最後に、新聞に掲載された医学的記事やコラムがあるが、これらの言説は字数が
限られているだけに、より読者の関心を引くような単純明快な内容になっていることも多い。大正から
昭和前期にかけて、新聞の読者層は労働者階層や農村にもある程度広がっていたことが明らかになって
おり（山本	1981、pp.	217-46）、他の媒体に比べ受け手の範囲は広いと推測されるが、本稿で考察対象
とする新聞は比較的知識人に好まれる種類であったことから（永嶺	1997、p.	167）、やはり受け手の中
心は都市の新中間層となるだろう。これらの媒体は、それぞれのレベルにおいて「更年期」の形成に寄
与していたと考えられるが、言説の射程はある程度限られたものであること、とくに一定の階層性を備
えていたことには留意しなければならない。

また、本稿の考察範囲は医療実践ではなく、あくまでも言説レベルでの展開過程にとどまるものであ
り、また病としての「更年期」の構築過程よりは、ライフステージとしての「更年期」の意味づけに重
点を置いた考察となる。以下、まず「更年期」概念がどのように日本に導入されたのか、そのプロセス
を概観したのち、「内分泌」という新しい概念の登場にともなう「更年期」の変容と意味づけを検証し
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ていくことにする。

1 　1910年代までの展開

（1）「血の道」から「更年期」へ
「更年期」という用語が入ってくる以前の日本に、「更年期」に該当する概念はあったのだろうか。近

世においては、女性の不調をあらわす「血の道」という言葉があったが 3 、この「血の道」とは多岐に
わたる女性の症状を包括するもので、ことに産褥時に起る症状に使われていた（九嶋・鈴木	1953、
p.	2）。江戸中期の代表的な漢方医のひとり、香月牛山の『牛山活套』（1779年）では、「婦人産後ハ気
血ヲ補フベシ／産後大抵気色モ能ク床ニツクコトモナクブラツキアリテ不足シ血ノ道持トテ生涯病者ナ
ル者アリ」として、産褥時の養生を促す文脈で「血の道」が登場している。同じ巻では、「経閉」とし
て病理的に月経が止まった時の対処について言及されているものの、加齢にともなう閉経や、それに随
伴する症状への言及は見られない（香月	［1779］2003、pp.	511-6）。

明治期に出された民間薬の手引き書『衛生手函』（1890年）でも、「古書に云く男子は精を主とす婦人
は血を主とす／大抵婦人の病は血より起らざる者少なし云々と」として、女性の病がおしなべて血と結
び付られる傾向を指摘しているが、「血の道」に効くとして挙げられている民間薬の適応症は、いずれ
も「産前産後」「月経不順」「血行不全」「子宮よりおこる病」その他の諸症状であり、「閉経」期の不調
に関するものはない（岸田	［1890］1993、pp.	23-8）。同様に、明治25年に『婦人衛生会雑誌』に掲載さ
れた、日本最初の医学博士のひとりである三宅秀の講演記録でも、「血の道」につながるような「血の
繰り廻し」が「狂う」ときとしてあげられているのは月経や妊娠、授乳期などであり、閉経には言及さ
れていない（三宅	1892、p.	7）。こうしてみるならば、19世紀末までの「血の道」に集約される女性身
体の不調への関心においては、閉経前後の問題は取りたてて分節化されていなかったといえるだろう。

「更年期」というある一定の、比較的高い年代における不調を対象とするコンセプトは、新しいもので
あったと考えられる。

明治政府は近代国家形成のために西洋医学の導入とそれに基づく医療システムの制度化を図り、明治
3 年（1870年）にドイツ医学の採用を決定する。同時に、1874年の「医制」公布をはじめとして西洋医
学への一元化政策を次々と打ち出し、それまで主流であった漢方医を周縁化していった（菅谷	1978、
pp.	6-44）。欧米で19世紀後半に形成されつつあった「更年期」概念が日本に入ってくるルートは複数
あったと推測されるが、たとえば東京大学医学部（当時は東校）ではドイツより医学教師 2 名を招聘、
1872年にドイツ式のカリキュラムを導入して西洋医学による産科学・婦人病論の講義を行っており（教
室百年史あゆみ編集委員会	1984、p.	9）、ここで使われていたとされるドイツ語の教科書に「更年期」
が登場している。

この教科書は、婦人科医カール・シュレーダーの名前で、ドイツにおいて1874年から1921年までの間
に17版を重ねた婦人科教科書の定番であった。これは、明治23年（1890年）には『朱氏婦人病学』とし
て翻訳されており、そこでは閉経を意味するMenopauseに対して「月経閉止期」、現在は「更年期」と
訳されるklimakterisches	Alterに「変換期」という訳語がつかわれていた。これによれば、女性は45歳
の頃より月経が不順になって終止するが、その際通常は「白帯下ヲ発シ」「精神違和ヲ覚エ気脹」「直腸
出血」「下利［ママ］」「下腹ノ疼痛」「発汗過多」「其他ノ諸症」を来たすことが少なくないとされてい
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る（シュロェーデル	1890、p.	474）。「更年期」（Klimakterium）は、当時ドイツでもようやく枠組みが
形成されはじめた概念であり（原	2007）、説明はそれほど詳細ではないが、この本は「更年期」に関す
る情報を国内で提供した初期のものだということができるだろう 4 。なお、この「変換期」という訳語
は、1902年の増訂第 4 版（シュロェーデル	1902、p.	165）では「更年期」に変わっている。

（2）「更年期」伝達の枠組み
こうした「更年期」概念は一般の読者に向けても発信されたが、その枠組みは、1910年頃まではまだ

従来の身体観と結び付いたものだった。明治40年（1907年）に『婦人衛生会雑誌』に掲載された医学士
「ふわ子」名による「変換期に於ける婦人の摂生」によれば、「女子の変換期」である「四十二、三歳か
ら五十歳までの間」に女性は「此時代に特有な徴候を現はす様に」なるという。しかしその説明は、生
殖機能が衰退するのにともない「全身の調子も一変し、血液分布の具合も元の様ではなく、従て身体の
諸機関に鬱血する様になり、病気と云う程でなくとも何処となく気分のすぐれぬ様になります」という
ものであり（ふわ子	1907、pp.	42-3）、不調の要因を血の滞りに見る伝統的な「血の道」や東洋医学の

「於血」の概念 5 に裏打ちされている。
また、医学博士の佐藤得斉が監修した大正 2 年（1913年）刊行の『実用問答　婦人病篇』では、婦人

科医学の権威である緒方正清を引きながら「男子は八、女子は七に二を乗じた年齢に生殖時期が始ま
り、其数を自乗したる年齢に生殖時期が終る」として、女性の月経閉止時期が 7 × 7 の49歳であること
を根拠づけている。この説明によれば、月経閉止期に「大抵の人」が苦しむ理由は、「此年頃になるま
では大抵の人は二三回乃至四五回の妊娠、分娩等を経、また幾多浮世の荒波とも戦つて来て居るから非
常に身体が疲れて居る、抵抗力が減じて居るそれで少しのことでも身体に障る、以前ならば何とも無か
つたことが障つて病気となるのである」とされている（佐藤	1913、pp.	36-8）。ここに見られるのは、
男女の身体を特定の数の倍数で意味づける東洋医学的な考え方 6 であり、月経閉止に伴う身体症状の出
現要因は、これまでの妊娠・出産、「浮世の荒波」による身体の疲労や抵抗力の弱まりに求められてい
る。杉山章子によれば、漢方を中心とする東洋医学は、制度上は排除されたのちも、人びとの日常生活
では影響力を持ち続けていたという（杉山	2006、p.	236）。「更年期」という概念は、この時期において
は、医師も含めた人びとの日常的な身体観や伝統医学とのつながりのなかで解釈されていたといえる。

2 　「内分泌」概念の登場

しかし1920年代になると、「更年期」の説明はやや体系的になると同時に、卵巣内分泌という新しい
論理が取り入れられていくことになる。大正 9 年（1920年）に刊行された安藤畫一の『婦人科学』で
は、「更（交）年期［ママ］は生殖成熟期より老年期への移行期」であると定義が示され、卵巣の一般
機能との関連があると述べられる。「更年期」の症状は、「局所徴候」と「一般徴候」に分類され、「局
所徴候」としては生殖器に起るさまざまな「委縮現象」、「一般徴候」として「所謂更年期障碍」があげ
られている。「更年期障碍」の分類は、第一に「血管運動神経障碍」として（a）「発作性に突発する擦
過性熱感」「顔面潮紅」（b）「逆上」「心悸亢進」「眩暈」「耳鳴」「発汗」、第二に「精神障害」として

「急速なる気分変化」「刺戟感受性の亢進」「憂鬱症」「記憶力減退」、第三に「新陳代謝障害」として
「全身性脂肪過多症」があげられている。こうした徴候は一般に「卵巣欠落症状」と総称されるとしつ
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つ、その要因が直接的に卵巣機能の欠落にあるのかどうかは未判明であることにも言及されている（安
藤	1920、pp.	57-61）。

卵巣内分泌機能についての解明は、欧米でもようやく1900年前後から始まったところであった。内分
泌学は当時の最新の学問であり、体内の腺から分泌され血液にのって運ばれる化学的伝達物質という概
念は、身体のすべての反応を神経の刺激によるものと考えていた19世紀の生理学の枠組みをこえる、新
しい説明モデルを提供するものであった（Hofer	2008,	pp.	108-9;	Oudshoorn	1990,	pp.	6-7）。しかしその
一方で、1920～30年代の段階ではまだ未解明な部分を多く残してもいた。

安藤のいう「卵巣欠落症状」というのは、卵巣機能の停止によって起こる症状をさし、卵巣摘出手術
によって発現するものであることはすでに知られていたが 7 、その機序は明らかではなかった。同じ安
藤の『婦人科学総論』（1927年）では、卵巣の欠落症状と言われる症候群の要因については「諸説尚一
致するところなし」としながら、「更年期症候群の成因は当に卵巣機能の欠落のみにあらずして」、卵巣
内分泌、その他の諸器官からの内分泌、自律神経という三者による連関に起因を求めるべきだと述べら
れている。そして、そのなかで「卵巣機能の欠落が原発」であることから、「これを卵巣欠落症状と称
するも誤なし」と結論付けられているのである。また、「是等障碍の発現する程度及持続は個人的に差
異あり且是等の総てを現はすものにあらず」として、こうした症状の発現には個人差があり、すべての
症状が全員に、また同じように起こるわけではないことにも注意が促されていた（安藤	1927、p.	125）。

このように、安藤の議論では、いわゆる「更年期症状」が、卵巣内分泌機能の停止を契機としながら
も、卵巣内分泌を含む複数のシステムが関連するものであること、また個人差をもって発現することが
示唆されており、さらに「更年期症状」をめぐる全体像が未解明であることも認識されていた。しかし
後で見るように、「更年期」の女性像が流通する段階においては、こうした留保は取り去られ、症状と
要因はより単純で明快なつながりをもって伝達されていく。「更年期症状」の要因として卵巣内分泌機
能の停止のみが大きくクローズアップされ、さらにそこに神経系統の乱れが結びつけられることによ
り、卵巣内分泌が多様な症状を説明できる概念となっていくのである。そして「婦人の生活現象は甚だ
しく鋭敏であつて、内分泌と神経系統との関係も、男子よりは遥かに著しいもの」であるため、「その
及ぼす影響も非常に強いものと云はねばなりません」（川添	1929、pp.	99-101）という認識のもと、卵
巣ホルモンの支配下にある「更年期女性」像が形成されていった。また、「更年期症状」が「卵巣欠落
症状」として明確に位置づけられることにより、「更年期性変化はその度に軽重はあるが、殆ど凡ての
閉経期婦人に発現するもので、閉経期に於て何等の苦悩、障碍を感知せぬ婦人は寧ろ稀である」（岩田	
1933、p.45）として、加齢プロセスにおいて不可避なものとして解釈されていくのである。

3 　「更年期女性」へのまなざし

（1）内分泌と「女性性」
内分泌の概念は、「女性性」の構築にも寄与するものであった。イギリスの生理学者アーネスト・H・

スターリング（Ernest	H.	Starling）によって1905年に「ホルモン」という言葉が導入されたのち、男
女の性腺で生産されるホルモンはそれぞれ「男性ホルモン」「女性ホルモン」と呼ばれるようになる。
これは、性ホルモンが「男性性」「女性性」を作り上げる化学的エージェントだとする性的二元論を構
築することになった。1920年代から30年代にかけて、こうしたコンセプトが再検討を要するようになっ
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てからも、名称は変更されないままであった（Oudshoorn	1990,	pp.	6-7）。日本においても、女性ホル
モンが女性の特徴や「美しさ」を司るものだという考えが広がり、「あらゆる女性美は実にその生殖腺
たる卵巣より血液中に送致する処の内分泌物、所謂性ホルモンが肉体及び精神の両方面に顕著なる影響
を及ぼし、以て女性に特有の体質と心情とを喚起するがためである」（田中	1926、p.	50）という認識に
つながっている。ここでは、女性ホルモンが、身体のみならず精神のあり方にもかかわる鍵とされてい
る。

このことは逆に、「更年期」になり女性ホルモンが減少してきた女性を、心身ともに「女性」から退
歩したものとする見方につながっていった。医学博士の小倉清太郎は、「［卵巣が］遺憾なく活躍して卵
の製造と同時に多量の女性ホルモンが製り出されて血液内を循環して各臓器に活力を与へ女性美を高潮
する」時期を「花なら満開の時季」と位置づける。そして、「婦人も四十歳を越へると皮膚は活力を失
つて小皺がより、五十の経閉期には皮膚はたるみ白髪さへ混じへるように」なるとして、内分泌作用の
変化からくる女性の老いを可視化するとともに、これを「凋落」であると述べる（小倉	1934、p.	89）。
また、精神科医の杉田直樹は、内分泌がさらに減退していくと、「其の性格は女性の優柔を失つて、む
しろ男性に近づくやうに変化して来る」とし、「気性も亦男性的に粗くなり」「残忍、冷淡に」なるのだ
として、精神面での「女性性の喪失」に言及している（杉田	1933、p.	109）。ここでは内分泌作用の有
無がライフコースを分割するとともに、「女性美」や女性らしさの分かれ目、すなわち「女性」の境界
線を決めているといえるだろう。前提とされているのはジェンダーの二項対立図式であり、「女性性」
を失ったものは男性へ近づくという単線的な解釈が行われているが、その際女性が男性に近づくことは
ジェンダーの越境であり、望ましくない現象としての意味づけが行われている。女性は加齢によって

「女性」の特性を失って男性化され、若年世代から差異化され、「女性性」の序列においては下位にある
ものとして位置付けられていくのである。

（2）逸脱する「更年期女性」
女性がホルモンの支配下にあるとする解釈は、「更年期」の年代にある女性の精神的な変調と行動の

逸脱を強調する言説を生みだしていくことにもつながった。すでに1910年代には、欧米の女性犯罪論を
参考に、月経中の女性が犯罪を犯しやすいという言説が浮上していたが（田中	2006）、月経が閉止しよ
うとする局面である「更年期」に対しても、同じような認識が付与されていた。たとえば犯罪心理の研
究家である寺田精一の『婦人と犯罪』（1916年）では、「月経閉止期」の女性は「心身に様々な変調」が
おこり、「強烈な性欲の興奮」が生じたり、異性に頼って生活していた者が「自己の身体の衰頽と生活
維持の方法」に直面したり、さらに「社会に対する羞恥の感を減じ」たりすることから、犯罪を犯す割
合が増えるとされている（寺田［1916］1982、pp.	287-8）。1920年代の医学言説は、こうした逸脱像に、
性腺の内分泌の減退という「根拠」を当てはめたものであった。生理学者で作家の小酒井不木は、『婦
人公論』誌上で次のように述べている。

月経閉止が生理的の現象であることは申すまでもありませんが、同時に、この時期に於いて女子
の心理にも変動を来すことは争はれぬところとなつて居ります。（…）産殖腺の内分泌が中止し
ますと、一般に身体が粗剛になり、精神が荒つぽくなるのでありまして、多くの犯罪学者は、こ
の時期をもつて女性の最も危険な時期であると申します。即ちこの期の女子はたえず、気が苛々
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して落つかず、嫉妬や怨恨の情が増して来て、所謂「悪」の性質が露骨にならうとするのであり
ます（小酒井	1926、p.	41）。

ここでは生殖腺の内分泌が止まり、身体や精神がいわゆる「女性性」を失っていくことが、犯罪をも
たらす要因とされている。また、前出の杉田は、「婦人の一生涯中青春期に次いで此の時期は最も精神
感動の激しい時」であると述べ、「些細なことからかあとのぼせて、障害、放火等の犯罪行為に陥り易
く」、「情的の事柄に対する正しい道義的批判力を失つて、羞恥心薄らいで所謂厚顔無恥となる」（杉田	
1933、p.	108）として、「女性」から逸脱するとともに、行動も変調する「更年期女性」像に言及して
いる。荻野美穂は、西欧近代において女性の全存在が性へと還元され、女性の生理機能が病理化された
ことが、女性を公的価値の世界から排除する論理として作用したとしているが（荻野	2002、pp.	191-
2）、「更年期女性」のこのような表象もまた、この年代の女性の責任能力に疑義を呈し、社会的に周辺
化するものであったといえるだろう。

1930年代になると、このような「更年期」の年代にあたる女性のステレオタイプが新聞などの大衆メ
ディアで面白おかしく流布されるようになる。『読売新聞』紙上では、精神科医の式場隆三郎によって、
日本初の女性アナウンサーだった翠川秋子の情死事件（1935年）や、大本教の弾圧に絡んで元女官長の
島津治子らが不敬罪の嫌疑により検挙された事件（1936年）を契機に、「［更年期に］不幸な女達は神経
病精神病を発するか、身体病に見舞はれる、それを免れても家庭悲劇を起し易い」（『読売新聞』1935年
8 月23日）、「更年期の頃の女の狂信は危険」（『読売新聞』1936年 9 月 4 日）という、「更年期女性」の
逸脱イメージが形成されていた。

こうしたなか、「嫁いじめ」をする五十歳前後の「姑」の行動も、「ホルモンの欠乏」による自律神経
系統の不調によって説明されていく。「婦人は四十五、六から五十前後になるとホルモンが欠乏して」

「月経が閉止していはゆる更年期に」なり、「些細なことをこせこせと気にかけたり、直ぐにぼうつとの
ぼせ上がつてヒステリックになつたり」するが、「五十前後のお姑さんが、常識を外れたやうなお嫁さ
んいぢめをするのも、そのお姑さんが更年期症状にあるから」だという。この症状を防ぐ方法は「卵巣
のホルモンを注射する」ことや、「脳下垂体にレントゲンの刺激照射を行ふ」ことだとされている（『読
売新聞』1939年 2 月 7 日）。
「嫁姑」の確執による悲劇は、大正から昭和戦前期にかけて、1 年に数件程度断続的に報道されるト

ピックであった（読売新聞）。婦人公論をはじめとした女性誌上においても、「嫁いじめ」や姑との葛藤
や悩みはしばしば記事の主題とされている。牟田和恵は、明治期において家庭内の心的交流に高い価値
を付与する価値観がうまれたことを指摘しているが（牟田	1996、p.	54）、そうした規範に照らせば、

「嫁いじめ」をする「姑」は近代的な家族形成を阻害する「悪」であったと考えられる。しかし、個々
人がその人間関係や社会的文脈のなかで抱えていた問題や、家父長制に基づくイエや共同体にそもそも
内包されていた矛盾は、「姑」の行動を「ホルモンの欠乏」に還元することによって捨象され、この年
代の女性の主体性を剥奪していくとともに、社会的には無害化が図られていくことになる。
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4　「ホルモン」と「若返り」ブーム

内分泌を鍵概念に押し上げた要因のひとつは、製薬会社による相次ぐホルモン製剤の開発と販売促進
であった。1920年代には製薬各社がホルモン製剤の開発に次々と参入し、大正15年（1926年）の『最新
ホルモン学説』第 6 版では、国内外のメーカーのものを合わせて11種類（越智	1926、pp.	294-300）、昭
和11年（1936年）発行の『常用新薬集』第10版には計34種（日本新薬株式会社学術部編	1936、pp.	478-
9）の「卵巣製剤」が掲載されている。また、男性ホルモンも大正15年に12種類（越智	1926、pp.	289-
93）、昭和11年に19種類が掲載されており（日本新薬株式会社学術部編	1936、p.	478）、1930年代には

「第一次のホルモンブームともいえる現象」（持田製薬創業七十周年記念誌編集委員会	1984、p.	29）が
生まれていた。こうしたホルモン製剤需要の背景にあったのは、「若返り」への関心の高まりである。

男性を対象とした回春術は、欧米ではすでに、1889年にフランスの生理学者シャルル・E・ブラウン‐
セカール（Charles	E.	Brown-Séquard）が行った回春実験以来、社会の関心を集めており、20世紀に
なってからはフランスのセルジュ・ヴォロノフ（Serge	Voronoff）による猿の睾丸移植や、ウィーンの
内分泌学の権威オイゲン・シュタイナハ（Eugen	Steinach）による精管結紮術などが話題になってい
た。回春術は、それまで避けられないものと考えられていた老いの意味を変えることになる（Sengoopta	
2003）。日本国内でも若返り法は大きな関心を集め、1920～30年代には、回春術をめぐって揶揄と期待
の入り混じった報道が新聞紙上をにぎわしていた。帝国臓器製薬が昭和 9 年（1934年）に発売した男性
ホルモン製剤「エナルモン」は、当時すでに効果が否定されていたシュタイナハの若返り法にかわるも
のとして人気を集め、高額にもかかわらず品切れが続いたという（帝国臓器製薬株式会社社史編纂委員
会	2000、pp.	45-7）。

一方、回春術に主眼があった男性ホルモンとは異なり、女性ホルモン使用の目的はおもに卵巣欠落症
状など諸症状の治療にあった。とはいえ、若返りの鍵が女性ホルモンにあるという言説はさかんに流さ
れ、「若し婦人がいつまでも卵巣の活動を続けホルモンさへ体に緊満してゐることが出来れば、若さは
いつまでも続けられる訳である」（小倉	1934、p.	91）という認識が促されていく。「更年期女性」の治
療も、若返り効果と不可分につながっていた。女性誌上で「ホルモン博士」と紹介される医学博士中村
みかゑは、自ら「更年期の婦人」を対象とした内服用の女性ホルモン錠剤の創製も手がけていたが、性
ホルモンが「老衰せる全身の細胞」を「賦活せしめる」として、その錠剤による若返り効果を強調して
いる（中村	1936、p.	13）。ホルモンは、それひとつで「老」「若」を越境するものであった。この時代
の性ホルモン製剤は一般家庭の平均収入に比べて高額であり 8 、「更年期」の治療に実際にどの程度利
用されていたかは定かではない。しかし、「更年期」をホルモン治療するというコンセプトは、科学が
老いを克服するという新たなメッセージを人びとに提供するものであったといえる。

しかし、こうした「若さ」や「若返り」への関心は、「老い」に対する否定的な評価の裏返しでもあ
る。大正15年 7 月の『婦人公論』の特集「なぜ女は老けるか？」で、数名の医師にまじって寄稿してい
る評論家の千葉龜雄は、「老けやすい」日本の女性と、欧米の女性を対比し、日本では「すべての青さ、
若さを軽蔑して、老ひを尊いとする風習があつた」が、「老年が、智恵の総額［ママ］であるという観
念を取り除きたい」と述べ、老いの優遇を日本文化の欠点として断罪する。そして、「わが国は若くな
らねばならぬ。それには人が若くならねばならぬ」と、人間と国力の若さを重ね合わせるのである（千
葉	1926、pp.	35-6）。
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こうした発言からもうかがえるように、「若返り」への関心とホルモンブームは、人びとの個人的な
欲望を喚起するものであっただけでなく、近代国家としての国の方向性とも一致するものであった。
1920年代から30年代にかけ、国民の健康や体力は国家的な関心の対象になりつつあり、ラジオ体操や健
康優良児表彰制度など、15年戦争期へと続く健康キャンペーンが始まっていた（鹿野	2001、pp.	61-6）。
1931年には満州事変が勃発、そこから国民の健康・体力は「人的資源の培養、健兵健民の育成」の問題
として国家の管理下におかれることになり、1938年には厚生省、保険院が新設されると同時に、国民健
康保険法も公布されている（新村	2006、pp.	236-8）。個人の若返りが奨励される背景には、こうした国
の活力と国民の生殖力を同等視し、「人口増殖の盛んな民族ほど若い」とするような言説があった。そ
こでは「子孫を産み落として行く過程」は「若返り」であり、「日本民族」は「若い生命を脈々と波打
たせてゐて、民族の初老の徴候は些かも見られない」とされ、老年期に入っているとされる「アングロ
サクソン民族」と対照的に捉えられていく（赤須	1943、pp.	8-9）。生殖力を有することは、国家の「若
返り」に資することになっていくのである。

身体を若く保つことや若返りを図ることは、健康であることが国民の責務としての意味をもち始める
時代背景のなかで肯定的な価値を有するものであった。その意味で、老いを回避するホルモン製剤の
ブームはこうした時代を象徴するものであったと同時に、「ホルモン」の活動が退行し老いていく局面
としての「更年期」の否定的な位置付けを反映するものでもあったといえるだろう。

5 　男性に「更年期」はあるか

ところで、「更年期」が「血の道」や妊娠出産の疲れという女性特有の事象から説明されていた時期
と異なり、加齢のプロセスにおける内分泌作用の変化によって説明されるようになってくれば、論理的
には男性のライフコースにおける「更年期」の可能性が浮上してもおかしくはない。実際、欧米ではす
でに内分泌学が盛んになった1910年代より「男性更年期」の存在をめぐって議論が行われていた（cf.	
Hofer	2007）。しかし、日本では「男性更年期」についての議論は、男女のエイジングの差異を強調す
ることで回避されていたように見受けられる。前出の『婦人公論』の特集「なぜ女は老けるか？」で
は、「女が男に比して老け易いこと」は繰り返し確認され、その理由として「生殖力の早い衰え」とと
もに、「性的器官の内分泌の変化」があげられている。医学博士の高比良英雄は、

男の性的機能は成年期から老年期に入るに従つて漸減的に減少するものであるが、女は急激に減
退する。即ち女は四十五歳乃至五十歳で卵巣内分泌は停止し、排卵作用及、月経は止み、受胎作
用は無くなる。この性的機能の停止とともに、生活力も新陳代謝も同時に減退するものである。
男子の性的機能は女の如く急激に減退せず、老人に於ても之を保有してゐるものは多い（高比良	
1926、p.	29）。

と述べ、女性に比べ、男性の老いがなだらかで、生殖機能も遅くまで維持されることをもって男女の差
異を強調する。この論理によれば、生殖力を失うことがそのまま「老け」へとつながり、男女の生殖可
能期間の差がそのまま老いの速さの差になる。「老い」を内分泌および生殖機能に還元することによっ
て、男性の老いがより有利であり、かつ女性とは異なるものであることが生物学的に下支えされること
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になる。
皮膚病や性病についての著作がある医学博士の賀川哲夫が昭和4年（1929年）に日本性病予防協会の

機関紙『體性』に連載した「男の五十から」は、ドイツの精神科医アルフレッド・ホッヘ（Alfred	
Hoche）による「男性更年期」を否定する議論（Hoche	［1928］	1936）をもとにした内容となっている。
賀川も、はじめから男女のエイジングの差異を強調する。賀川によれば、「女には更年期又は閉経期と
名ける［ママ］時期があり、此の時期に入つた女は、製児器械としての女の職務から免職となり、失業
者の群に投じて、肉体的にも精神的にも、少からぬ苦痛を嘗めなければならぬ」のに対し、男性は

「五十歳頃は智的に最も円熟した時期で、個人的にも、社会的にも、最も役に立つ所の活動時期である。
（…）六十歳までは、男は充分に男としての職分を完ふすることが出来るもの」であるという（賀川	
1929a、p.	14）。近代国家において女性に割り当てられた、あるいは女性自身も内面化した役割が、国
民を「産み育てる」ことであったとすれば（牟田	1996）、「更年期」の女性はただ単に「若くない」だ
けでなく、社会的な役割を終えたものとする見方にも囲まれていたことが分かる。女性のみを生殖と強
く結び付けることによって、女性のエイジングが再生産領域によって規定されることもまた正当化され
ていく。

賀川は「男子に於ても、女子更年期に一致した時期に達すれば、精神上にも肉体上にも一種の変化が
現はれて来るのは、明白な事実である」としながらも、それが男性にとっての「更年期障碍」といえる
のかどうかについては留保をつける（賀川	1929a、p.	27）。以下、賀川は、ほぼホッヘの議論に従いな
がら「更年期障碍は女子では屢々起るが、男子では稀」「［更年期障碍は］女子では階段的に現はれ発展
するが、男子では緩慢な勾配を作つて発展する」「ホルモン障碍に帰すべき障碍は女子に於ては極めて
著明で、全症状の総てを支配してゐるけれども、男子に於てはホルモン障碍と看做すべき症状は極めて
不著明である」等々の比較を羅列し、男性に起こる変化は、（内分泌の欠落症状というよりは）「何か或
る原因に対する一反応」であるとする（賀川	1929b、p.	28）。そして、「女子の生涯は大部分生殖作用を
最高の目的とする家婦生活であるから、生殖腺内分泌の支配の下に生存してゐると謂つてもよい位であ
る」のに対し、「男子に於てはその生涯は業務的であつて生殖作用は其の一部分を占むるに過ぎない」
ため、「仮令その機能が減退し廃滅しても、精神及び肉体に及ぼす影響は極めて些細である」として、

是等の事実から推断すれば、女子に於て一定の病的現象と看做されてゐる更年期障碍は、男子に
於ては決してあり得ないものである。仮令高年に於て類似の症状が現はれることがあつても、そ
れは種々の点に於て女子更年期障碍とは趣を異にして居るもので老成に依る生理的現象と看做す
べきものである（賀川	1929b、p.	28）。

と結論付けるのである。内分泌機能の退行に即して男女の「差異」を語りながらも、その「差異」の基
盤となっているのは「生殖」を一義的な女性の領域とする社会的なジェンダー規範を前提とした二重基
準であった。

ドイツの医学史家ハンス ‐ ゲオルク・ホーファー（Hans-Georg	Hofer）は、ロバート・コンネル
（Robert	Connell）の提唱する「ヘゲモニックな男性性」概念を参照しながら、「男性更年期」をめぐる
議論が、男性内部における「更年期男性」の周辺化と、女性との差異化によって、「ヘゲモニックな男
性性」を防御しているという考え方を示している（Hofer	2007、p.	235）。近代日本で「男性更年期」が
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否定されていく要因のひとつも、五十歳男性の職業生活や社会的立場の強調に明らかなように、優越的
「男性性」の維持という点に見ることが可能だろう。男性に女性と同じような退化プロセスがあるとい
うことは、「ヘゲモニックな男性性」の観点からは容認され難い。賀川が「更年期」の女性をさして、

「女性としての存在は殆ど全く無意義となり、唯男に嫌気を喚起させる一動物として世に存らえてゐる
に過ぎない。誠に悲惨であり、気の毒であり、又不経済なことである」（賀川	1929a、	p.	14）と連載の
冒頭で述べたことは、男女のエイジングの差異化に対する強い要請でもあった。

1920年代において、エイジングにおけるジェンダー間の分割線を引くのに使われたのが、内分泌の概
念であった。それは、最新の科学の知見を入れたものであったが、既存のジェンダー秩序を補強するの
に使用されている。内分泌作用が減退する時期やその度合い、影響力の差異を理由に男性の「更年期」
は否定されると同時に、「更年期」は女性というジェンダーに特殊なものとして再確認されていくので
ある。

おわりに　

西洋近代医学とともに日本に輸入された「更年期」という概念は、中高年期女性の身体を医療のまな
ざしの下に入れるとともに、女性のエイジングの一局面を新しいやり方で分節化するものであった。新
しい概念であった「更年期」は、1910年代までは日常的な身体観に根ざした解釈が行われていたが、
1920年代より当時注目を集めていた内分泌学の成果を受け、卵巣の内分泌機能を中心に体系的に理解さ
れるようになっていく。まだ不明なことも多かった卵巣内分泌と「更年期症状」との関連性は、一般向
けのメディアのなかでは単純で明快なものとして伝達され、「内分泌」や「ホルモン」が「更年期」を
説明する鍵概念になっていった。科学的な装いで説明されたこうした枠組みは既存の社会的秩序を踏襲
したものであったが、新たな知が関わることによってそれまでになかった意味を生み出すことになる。

まず、内分泌概念を介した「更年期女性」像の構築に関して、次の三点が指摘できる。一つ目は、
「女性の本質」をめぐるものであり、卵巣ホルモンが精神的・身体的な「女性らしさ」を形成するとさ
れたことによって、卵巣内分泌の働きの有無が大文字の「女性」と、そこに含まれないものとを「科学
的に」分割する役割を担うことになったことである。また二つ目に、「更年期女性」の身体におこる変
化も、「逸脱的」行動も、「内分泌機能の変化」で説明されることによって、その言動が生物学的なレベ
ルに回収されていったことがあげられる。このことは、この年代の女性の主体性が剥奪され、社会的に
周辺化されることを意味しただけでなく、社会的矛盾が個人的要因に還元される可能性をも示してい
た。さらに三つ目に指摘できるのは、「更年期」に出るとされる症状が、内分泌機能の低下ないし「欠
落」という加齢プロセス上の出来事と結び付けられたことで、「更年期」が女性なら誰もが不可避的に
経験するものとして解釈されることにつながったことである。すなわち、女性はエイジングと共に否応
なく「更年期症状」の潜在的な保持者となり、その年代にあるという事実によって「更年期女性」とし
て刻印されることになる。症状の集積としての「更年期」と女性のライフステージとしての「更年期」
は、読み替え可能なものになっていく。

四つ目に指摘できるのは、内分泌という概念が、それが分割線となることによって「若さ」と「老
い」をともに構築したことであろう。内分泌の減少によって加齢を語る枠組みは、内分泌機能の低下を
補うことによる「治療」や「若返り」の可能性を開く画期的なものでもあった。ホルモンを補充すると
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いう観念が出てきたことによって、それまで不可避だと考えられていた「老い」は可逆的で制御可能な
ものとなる。ただし、それは「老い」からの解放を意味すると同時に、近代国家の方向性とも関連しな
がら「老い」そのものの否定を意味するという両義性をもつものであった。そこには、生殖しない身体
を周辺化する政治的な力をみることができる。五つ目に、内分泌の作用は女性のエイジングと男性のエ
イジングを異なるものとして意味づける根拠ともなった。「更年期」は「女性性（からの逸脱）」を付与
されたジェンダー特殊なものとなり、その存在自体がジェンダーを分ける要素となったのである。女性
は、生物学的・社会的に男性とは異なる老いを生きる存在であることを明示することが、「更年期」と
いうジェンダー特殊な概念のひとつの役割であろう。新しい知の導入は、大文字の女性を構築し、老い
を定義し、男女を差異化することによって、ジェンダー間およびジェンダー内部の分割線を創設し、ま
た強固なものにしたといえる。

世紀転換期から1920年代にかけては、「新しい女」の登場とそれをめぐる議論に見られるような、
ジェンダー秩序をめぐる絶え間ない分割線の引き直しが行われた時期であった。明治23年（1890年）の

「集会及政社法」における女性の政治活動禁止は、逆に女性の政治的自由回復を目指す動きを生み、20
世紀初頭にかけて既成のジェンダー秩序からの解放を模索する複数の女性団体設立につながっていく

（鈴木	1996）。明治32年（1899年）には高等女学校令が公布され、「良妻賢母」という近代的な性別役割
分業の論理を実現する装置として女子中等教育が整備されるが、その高等女学校は大正期に拡大された
女子向き専門職に従事する人材を育成する場にもなり、女性の社会進出の足掛かりになった（秋枝	
1995、p.	456）。このように、女性の役割をめぐって相反する方向性をもった動きが錯綜するなか、内
分泌作用の有無でライフコースを分割し「女性の本質」を定めるポリティクスや、「男性更年期」を否
定する議論は、こうした分割線の揺らぎを押しとどめようとする動きのひとつとして捉えることも可能
であろう。

上記のような「更年期」像の広がりについては、この時代における言説の射程からみて、限定的なも
のと考えざるを得ない。とはいえ、こうした議論の蓄積がその後のプロセスに影響していくことを考え
れば、その重要性は小さくないだろう。本稿では女性の「更年期」を形成する内分泌概念をめぐる医学
言説を軸として考察をすすめたが、紙幅の関係もあり、ひとつのストーリーを示すにとどまった。こう
した「更年期」の構築過程に見られる言説の複層性や、当事者の女性にとっての意味、さらに女性自身
の関与については稿を改めて考察したい。

（はら・ようこ／お茶の水女子大学人間発達教育研究センター研究協力員）
掲載決定日：2013（平成25）年12月11日

【注】
1 　国際更年期学会では、「生殖期から非生殖期への移行をしるしづける、女性のエイジングにおける局面」という定義を採用し

ている。（http://www.imsociety.org/menopause_terminology.php）
2 　日本近代の「更年期」を扱ったものとして、婦女新聞の健康相談欄について佐藤・松山（1999）、松山・佐藤（1999）、東川
（2000）、セクシュアリティに関して関谷（2006、2007）の研究がある。
3 　小山誠次は、近世の「血の道」概念自体も、14世紀の「金瘡」（刀傷）の意からはじまり、「産後の出血」→「女人の血症」

→「女人の気病」へと変遷を重ねたことを指摘している（小山	2011）。
4 　「変換期」については、1879年に山崎元修がわずかに言及している（山崎	1879、p.	416）。
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5 　「於血」は東洋医学における概念で、「滞った血」を意味し、血の循環が障害される症状をさしている（大塚	1996、pp.	63-
4）。

6 　中国医学の最古の医学書である『黄帝内経』では、女性には 7 年ごとにからだの変化が訪れ、14歳で「天癸」が充満して月
経がはじまり、49歳で天癸がつきて月経が停止すると説明されている（石田	1991、pp.	33-7）。

7 　欧米では1870年代から、卵巣摘出手術が婦人科の治療の一環として行われるようになっていた（Oudshoorn,	1990,	p.	9）。
8 　たとえば昭和11年（1936年）の広告によれば、中村みかゑ創製の女性ホルモン剤「フラウミン」は30錠入り 2 円50銭とあり、

服用量は 1 日 2 錠となっている（中村	1936、p.	13）。なお、1936年の世帯平均収入は、労働者90.32円、給料生活者100.26円で
あった（日本統計協会	1988、p.	478）。
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はじめに

近年、我が国における国際結婚の増加に伴い 1 、国際離婚も増加している 2 。その内訳は、国際結婚
の約 7 割、国際離婚の約 8 割が日本人夫と外国人妻によるものであり、日本人妻と外国人夫によるもの
を大幅に上回るという特徴がある（厚生労働省	2013）。司法統計 3 によると、我が国の家庭裁判所に係
属する婚姻関係事件数のうち、日本人夫と外国人妻による事件は、2007年以降、毎年1,000件を超えて
いる。日本人妻と外国人夫による事件が毎年500件以下であることと比較すると、家庭裁判所で扱われ
る婚姻関係事件数も日本人夫と外国人妻によるものが多い。今後、我が国におけるグローバル化が進む
場合、家庭裁判所で扱われる日本人夫と外国人妻による婚姻関係事件が一定の割合を占めていくと考え
られる。

国際離婚において争点となるのは圧倒的に子の監護に関することであり、国際離婚裁判例でも、子の

〈研究ノート〉

外国人妻に向けられるジェンダー・バイアス
――我が国の国際離婚裁判例の分析から

加藤　直子

Many	international	divorces	in	Japan	are	between	a	Japanese	husband	and	
a	foreign	wife;	in	international	divorces,	battles	are	often	fought	over	the	grant-
ing	of	 legal	guardianship.	 	Regarding	 the	granting	of	 legal	guardianship	 of	
young	children,	a	gender	bias	exists	in	the	judiciary	whereby	in	principle	priori-
ty	is	given	to	the	mother.

In	this	paper,	I	will	cover	two	court	cases	of	international	divorce	where	a	
foreign	wife	sought	 legal	guardianship	of	a	young	child	against	a	Japanese	fa-
ther.		In	both	cases	legal	guardianship	was	granted	to	the	Japanese	father.		By	
analyzing	the	reasons	why	the	foreign	wife	was	not	granted	legal	guardianship,	
I	aim	to	make	clear	the	gender	bias	directed	against	the	foreign	wife.

As	a	result	of	analysis,	it	was	revealed	that	in	court	cases	of	international	
divorce	between	a	Japanese	husband	and	a	foreign	wife,	in	some	cases	the	prin-
ciple	of	giving	priority	to	the	mother	was	not	applied	due	to:	1）	the	mother’s	
low	 level	of	Japanese	 language	ability,	2）	the	mother’s	 foreign	nationality.	 	A	
perspective	which	 interprets	 this	as	gender	bias	directed	against	 the	 foreign	
wife	is	crucial	to	the	judiciary,	which	is	the	last	bastion	of	human	rights.
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親権者 4 指定を争うケースが多い（榊原	2012、p.	173）。子の親権者指定に関しては、司法におけるジェ
ンダー・バイアス 5 が存在すると指摘されている（市毛ほか		2005、p.	12）。静岡家沼津支審昭和40年10
月 7 日判タ198号199頁では、「一般的に考えて、子が幼児であって父母が離婚後自己が親権者になるこ
とを望んで譲らない場合、母が監護養育するのを不適当とする特段の事情のないかぎり、母を親権者と
定め、監護養育させることが子の福祉に適合するものと考えられる。なぜならば、子の幼児期における
生育には、母の愛情と監護が、父のそれにもまして不可欠であるからである。」と判断して幼児の親権
者を母親に指定しており、近年の離婚裁判でも、幼い子は母親によって養育される必要があるという理
由で離婚後の親権者を母親に指定することが少なくない 6 。このことは母親優先の原則 7 と呼ばれ、実
際の協議離婚で親権者が母親になるケースが85％以上を占めていることや「男は仕事、女は家事育児」
という性別役割分業に基づくもので、司法におけるジェンダー・バイアスであると言われている（棚村	
2009、p.	117）。

イ・インジャ（李仁子）は、我が国においてマイノリティとして生活している女性の場合、一般の日
本人女性とは異なった差別を甘受している可能性を指摘する（李	2005、p.	14）。司法におけるジェン
ダー・バイアスである母親優先の原則が、マイノリティである外国人妻に向けられる場合、日本人妻に
向けられる場合とは異なる差別となっていることが予測される。

本論では、日本人夫と外国人妻による国際離婚裁判例で、外国人妻が幼い子どもの親権を求めた 2 つ
の事案を取り上げる。裁判例 1（東京地判平成16年 3 月18日判例集未登載（平成15年（タ）283号））と
裁判例 2（東京地判平成17年 5 月19日判例集未登載（平成16年（タ）159号、同342号））である。取り
上げた 2 つの事案は、いずれも判決当時、親権を争う子が 4 ～ 5 歳と幼く、司法におけるジェンダー・
バイアスである母親優先の原則を適用しやすい事案である。しかしながら、取り上げた 2 つの事案は、
共に外国人妻を親権者に指定せず、日本人夫を親権者に指定した。外国人妻が親権者に指定されなかっ
た理由について検討し、国際離婚裁判において外国人妻に向けられるジェンダー・バイアスを明らかに
することを目的とする。

1 ．外国人妻が親権者指定を求めた離婚裁判例

本論で扱う 2 つの事案は、共に外国人妻である原告と日本人夫である被告による離婚裁判例である。
裁判例 1 は、判決当時 4 歳の長男の親権を争った事案である。裁判例 2 は、判決当時 5 歳の長男の親権
を争った事案である。以下では、まず 2 つの裁判例に関する事案の概要と判決の要旨を述べる。

1-1　裁判例1
1-1-1　事案の概要
原告（外国人妻）と被告（日本人夫）は、平成11年 2 月 4 日に婚姻し、平成12年に長男Aをもうけた

が、夫婦関係は次第に悪化していった。原告と被告は、被告の両親と共に弁当・惣菜の販売等を営む家
業（屋号・Bストア）に従事していたが、原告は給料の不満からBストアの業務に従事することを放棄
し、近所のスーパー・Cで勤務するようになった。被告は、平成14年 4 月10日ころ、Aと共に被告の実
家に戻り、以降、原告と被告は別居している。原告と被告の別居後、Aは、朝食後被告に連れられて保
育園に行き、被告の妹に迎えられて夜までその家族と過ごし、被告の終業後は朝まで被告及びその両親
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（祖父母）と過ごすという生活を送っている。原告は、被告との別居開始まもなく家事調停を申し立て、
その過程でAとの面会交流 8 や婚姻費用分担についての調整も試みられたが、解決のため互いに歩み寄
る方向には進まず、被告は、平成14年 8 月11日ころ鍵を交換して自宅から原告を閉め出すという実力行
使に出た。そのため、原告は自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を
断念するほかなかった。原告は、平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、平成15年 2 月14日
同調停は不成立に終わった。そのため、原告は、被告に対して離婚及びAの親権者指定等を求めた事案
である。

1-1-2　判決の要旨
本判決は、Aの親権者指定について「①幼児の親権者が原則として母親とされるべきであるというの

は、経験的及び科学的な観点からも、妥当であるというのがほぼ一般的な理解であり、実務の大勢から
みてもこれを尊重すべきものと考える 9 が、他方、親権者の指定をするに当たっての根本準則が子の福
祉であることは疑いがない。そして、②子の福祉という観点からみた場合、被告が愛情をもって積極的
にAの養育に当たっていることに疑いはなく、前記 1（5）10のとおりその養育環境にも問題はなく、他方、
被告側での養育環境と比べてみた場合、原告側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要
因が多いといわざるを得ない。その限りで③原告が外国人であることは不利に働くことは否めず、Aが
我が国民であり現に我が国で暮らしているという現実には相当の重みがある。もちろん④別居以後の被
告の対応に行き過ぎた面のあることは否めないが、さりとてスーパー・Cに勤務するなどの原告の行動
も余り感心できないといわざるを得ないであろう。なお、⑤被告が原告のもとからAを無理やり連れ
去ったということもできない。したがって、本件では母親が子を監護養育し親権者となることが不適当
と認められる特段の事情があるともいえるのであり、Aの親権者として被告を指定するのが相当である」
として4歳のAの親権者を被告（日本人夫）に指定した。

1-2　裁判例 2
1-2-1　事案の概要
原告（外国人妻）と被告（日本人夫）は、平成11年 3 月に婚姻し、同年10月に長男Aをもうけたが、

夫婦関係は徐々に悪化していった。平成13年 8 月、原告と被告は東京都町田市内に新居を構えたが、夫
婦関係が修復することはなく、平成15年10月11日に、被告は、その弟にAを引渡し、弟はAを連れて京
都の被告の実家に戻った。以降、Aは、被告の実家で主に被告の母親によって監護養育されている。平
成15年10月15日に、原告は東京家庭裁判所八王子支部に夫婦関係調整の調停を申し立てた。平成15年11
月11日、原告は自宅を出て、それ以降、原告と被告は別居している。平成15年12月 5 日に、原告は、京
都家庭裁判所にAの監護権者の指定及び子の引渡しを求める審判を申し立て（平成16年 7 月20日に取り
下げ）、同月 8 日に、夫婦関係調整の調停が不成立となった。そのため、原告は、被告に対し、被告の
無関心、被告による経済的遺棄、被告によるAの拉致、被告による自宅からの締め出しなど、被告の行
為により精神的苦痛を受けたとして不法行為に基づく損害賠償、離婚、Aの親権者指定等を求めた事案
である。
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1-2-2　判決の要旨	
本判決は、「⑥原告と被告間の婚姻関係が破綻したのは、原告及び被告とも、相手の立場や考えを尊

重する姿勢に欠け（ことに、原告と被告は国籍を異にするのであるから、円満な夫婦関係を築くために
は、このような姿勢は不可欠であると考えられる。）、双方の性格や価値観の相違から生じる行き違いに
つき、夫婦関係を改善するための努力を尽くすことを怠ったことに原因があると考えられ、いずれか一
方に、専らその責任があるというべきものではないと認められる」とし、Aの親権者指定について「A
は、⑦原告と被告との別居後 1 年半近くの間、被告の実家で、主に被告の母により監護養育されている

（同居している被告の弟も、監護に協力的である。）ところ、行き届いた配慮の下、十分な面倒を見て
貰って非常に安定した生活を送っており、母親の不在にも、特に精神的に不安定になる様子もなく、心
身ともに健全に成長していること、被告も、週末ごとに必ず実家に戻り、東京にいる間には頻繁に電話
をする等して、父親としてAに愛情深く接しており、父子関係は極めて良好であることが認められる。

他方……⑧原告は、日本語を全く理解することができないことから、就職先や交友関係も限定される
上、Aの養育について協力してくれる者も近くにはいないこと、現在の住居は単身者向けのもので、A
を引き取った後には、転居や保育園入園等の手続を要するが、具体的な計画を立てたり、そのための準
備をしているわけではないこと、したがって、⑨日常会話をほぼ全て日本語で行っているAとの間の意
思疎通を含め、Aを引き取った後の生活に不安があることは否めないことが認められる。

前記事実に照らすと、⑩Aが未だ 5 歳の幼児であること、原告が、Aに対して母親として深い愛情を
抱いており、その監護養育能力には特に問題はないと考えられる（被告主張の原告によるAの虐待の事
実が認められない……）こと等を考慮しても、Aが将来にわたって健全に成長していくために、必ずし
も原告自らの手でAを監護養育しなければならないという必要性は認められず、⑪現在の安定した生活
環境を変更して、Aに新たな負担をもたらすことは、Aの福祉に適うとはいえないというべきである。
……⑫原告は、被告がAを連れ去った行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当するから、被告が親権
者と指定されるべきではない旨主張するが……原告の主張は、採用できない。

もっとも、⑬被告はAと原告との面接交渉11に理解がないとする点については、母子の面接交渉は、
最大限に尊重されるべきであるから、Aの福祉のためにも、その実現が強く望まれるところであるが、
原告と被告との関係が極度に悪化している現在の状況下において、被告がAと原告との面接交渉に対し
て否定的な考えを有していることは、被告の親権を否定する理由にはならないというべきである。よっ
て、離婚後のAの親権者は被告と定めるのが相当である。」として 5 歳のAの親権者を被告（日本人夫）
に指定した。

2 ．離婚裁判における親権者指定の判断基準に関する検討

裁判例 1 及び 2 は、共に外国人妻が親権者指定を求めたが、裁判所は親権者を日本人夫に指定した事
案である。親権者指定に関して、以下 3 つの観点から検討を加える。

2-1　親権者指定の判断基準の適用
中山直子によると、我が国の離婚裁判における親権者の指定は、監護者の指定（民法第766条第 2 項）

や親権者の変更（民法第819条第 6 項）が定める「子の利益」が基準となる（中山	2002、p.	182）。過去
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の事実を認定して法的評価を下すという通常の司法判断と異なり、子の将来を予測して健全な成長を促
す親がいずれであるかを判断することになる。双方の親ともに監護能力や養育環境に欠けることがない
場合、以下の具体的な判断基準によって親権者を指定する。具体的な判断基準とは、①母親優先の原則	
②継続性の原則12　③子の意思の尊重（概ね10歳以上の子どもの場合）④面接交渉の許容性　⑤有責性	
⑥きょうだいの不分離である。以上の判断基準①～⑥が裁判例 1 及び 2 に適用されているか検討する。

裁判例 1 は、①母親優先の原則を適用しなかった。原告と被告の別居後、Aは、被告の実家で養育さ
れているが、その養育環境に問題はない（下線部②）として②継続性の原則を適用した。③子の意思の
尊重は、Aが 4 歳であることから適用外である。④面接交渉の許容性に関しては判断せず、⑤有責性は、

「別居以後の被告の対応に行き過ぎた面のあることは否めないが、さりとてスーパー・Cに勤務するな
どの原告の行動も余り感心できないといわざるを得ないであろう。」（下線部④）と判断している。⑥
きょうだいの不分離は、親権を行う子がAのみであることから適用外である。

裁判例 2 は、①母親優先の原則を適用しなかった。原告と被告の別居後、Aは、被告の母によって養
育されており、その養育環境が安定しているため、養育環境を変更することは子の福祉に適うとは言え
ない（下線部⑦及び⑪）として、②継続性の原則を適用している。③子の意思の尊重は、Aが 5 歳であ
ることから適用外である。④面接交渉の許容性に関しては、原告と被告との極度に悪化した関係を理由
に、被告がAと原告との面接交渉に対して否定的な考えを有していることは、被告の親権を否定する理
由にはならない（下線部⑬）と判断した。⑤有責性に関しては、原告と被告にある（下線部⑥）と判断
した。⑥きょうだいの不分離は、親権を行う子がAのみであることから適用外である。

2-2　母親優先の原則と継続性の原則の適用に関する問題点
裁判例 1 及び 2 は、母親優先の原則を適用せず、継続性の原則を適用したと考えられるが、以下のよ

うな問題がある。

2-2-1　母親優先の原則の適用に関する問題
裁判例 1 は、「幼児の親権者が原則として母親とされるべきであるというのは、経験的及び科学的な

観点からも、妥当であるというのがほぼ一般的な理解であり、実務の大勢からみてもこれを尊重すべき
ものと考える」（下線部①）として母親優先の原則に触れたが、母親が子を監護養育し親権者となるこ
とが不適当と認められる特段の事情があると判断し、母親優先の原則を適用せず親権者を日本人夫に指
定した。

裁判例 2 は、「Aが未だ 5 歳の幼児であること、原告が、Aに対して母親として深い愛情を抱いてお
り、その監護養育能力には特に問題はないと考えられる」（下線部⑩）と判断したが、母親優先の原則
を適用せず親権者を日本人夫に指定した。

母親優先の原則に関しては、我が国の司法におけるジェンダー・バイアスであるとの指摘を受けてい
る13が、実務上は母親優先の原則が重視されている14。そのような状況において、母親優先の原則に触
れた上で、外国人妻に適用しないこと自体が外国人妻に向けられる司法におけるジェンダー・バイアス
であり、人権救済の最後の砦である司法において問題である。
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2-2-2　継続性の原則の適用に関する問題
継続性の原則は、現状を追認するのではなく、出生時からの生育歴を総合的に判断するという考え方

である。しかしながら、裁判例 1 では、原告と被告が別居し、被告がその実家でAと暮らし始めた平成
14年 4 月10日ころから判決日である平成16年 3 月18までの養育環境のみに継続性の原則を適用している
と考えられる（下線部②）。平成12年のAの出生時から平成14年 4 月10日ころの別居開始までの約 2 年
間の生育歴に関しては判断されていない。Aの出生から別居に至るまでの約 2 年間、原告は被告と共に
養育を行っていたと考えられ、その間の原告とAの心理的な継続性は考慮されていない。

裁判例 2 では、被告がその弟にAを引き渡した平成15年10月11日から判決日までの約 1 年半の養育環
境のみに継続性の原則を適用していると考えられる（下線部⑦及び⑪）。平成11年10月のAの出生時か
ら被告の弟に引き渡される平成15年10月11日までの約4年間、主に養育にあたっていた原告とAの心理
的な継続性は考慮されていない。

このように、裁判例 1 及び 2 に適用されたと考えられる継続性の原則は、夫婦が別居する前の養育環
境との継続性が考慮されていないという問題がある。

継続性の原則の問題点について、大谷美紀子は、以下の通り述べている（大谷	2011、pp.	21-22）。

親権者の指定について夫婦が合意できない場合は、家庭裁判所が親権者の指定を行うが（民819
条）、その際、裁判所は、子の監護の継続性を重視し、子の監護状況が安定し特段の問題がなけ
れば、子を事実上監護している親をそのまま親権者として指定する傾向がある。このことが、離
婚に際し子の親権者となろうとする親が別居の時点で子の事実上の監護を確保しようとする傾向
に拍車をかけている。しかも、共同親権状態において子を他方親に連れ去られた場合の法的救済
の実効性に対する懸念から、子の監護を事実上確保した親は、単独親権者としての法的地位が確
立するまでは、他方親による子の留置を恐れて面会を拒否することも多い。

裁判例 1 は、被告がAを連れて実家に戻ったことによって、原告と被告の別居が開始されている。裁
判例 2 は、被告の弟がAを連れて京都の実家に戻ったことによって、原告とAの別居が開始されている。
いずれの事案も、裁判所は、被告がAを連れ去った違法性はないと判断している（下線部⑤及び⑫）。

早川眞一郎によると、我が国の判例の動向として、子を連れて別居することは、裁判例において肯定
的に評価する（違法・不当とは考えない）のが一般的である（早川	2012、p.	48）。しかし、大谷による
と、この子連れ別居は日本においては普通のこととして容認されているが、外国人親は、共同親権者と
して法的な救済を受けることもできず、子が親から引き離されるという深刻な子どもの人権問題である
と考える（大谷	2011、p.	21）。

日本人夫と外国人妻による国際結婚夫婦の夫婦仲が悪化した場合、日本人夫は我が国に戻れる実家が
あり、親族の援助が受けやすい環境であり、子連れ別居という実力行使に出ることが容易である。一方
で、外国人妻は、母国を離れ慣れない我が国で暮らし、母国にいる親族の援助が受けにくい環境であ
る。この不平等な環境を考慮した上で、子の出生から別居までの生育歴すべてを考慮し、継続性の原則
を適用すべきである。

裁判例 1 及び 2 は、共に、日本人夫（あるいは、その親族）による子連れ別居を起因として新たに築
かれた親子関係のみに継続性の原則を適用したという問題がある。
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2-3　親権者指定の判断基準としての他の要因：「母親が外国人であること」と「外国人の母親の低い
日本語能力」 
裁判例 1 及び 2 は、母親優先の原則を適用せず、継続性の原則を適用した事案である。継続性の原則

を重視したが、親権者指定の判断基準として他の要因があったと考えられる。それは、「母親が外国人
であること」と「外国人の母親の低い日本語能力」という 2 つの要因である。

裁判例 1 は、「原告が外国人であることは不利に働くことは否めず、Aが我が国民であり現に我が国
で暮らしているという現実には相当の重みがある」（下線部③）と判断している。つまり、母親が外国
人であることを、母親が子を監護養育し親権者となることが不適当と認められる要因と判断したと考え
られる。

裁判例 2 は、「原告は、日本語を全く理解することができないことから、就職先や交友関係も限定さ
れる」（下線部⑧）、「日常会話をほぼ全て日本語で行っているAとの間の意思疎通を含め、Aを引き取っ
た後の生活に不安があることは否めないことが認められる。」（下線部⑨）と判断している。つまり、親
権を行う子が日本で暮らす日本人の実子15である場合、親権者指定を求める者の日本語能力が低いこと
を不利な事情と判断したと考えられる。この判断に対し、外国人妻が自らの母語によって我が子とコ
ミュニケーションをとることも可能である16と考えられるため、日本語能力が低いことを親権者として
不利な事情と判断したことが適切であったか疑問が残る。仲潔は、我が国には日本社会における日本語
使用という言語観があり、外国人の見えない壁になっていることを指摘している（仲	2009、p.	88）。裁
判例 2 は、日本社会における日本語使用という言語観が反映され、「外国人の母親の低い日本語能力」
を不利な事情と判断したと考えられる。

おわりに

裁判例 1 及び 2 は、親権者指定の判断基準として司法におけるジェンダー・バイアスである母親優先
の原則を適用しない事案である。母親優先の原則よりも、日本人夫の子連れ別居を起因として新たに築
かれた親子関係を重視して、継続性の原則を適用した。すなわち、裁判例 1 は、「外国人の母親である
こと」を不利な事情と判断し、裁判例 2 は、「外国人の母親の低い日本語能力」を不利な事情と判断し、
母親優先の原則を適用せず、親権者を日本人夫に指定したのである。

本論では、外国人妻と日本人夫が幼い子の親権を争った国際離婚裁判例 2 つを扱い、外国人妻に司法
におけるジェンダー・バイアスである母親優先の原則を適用しない事案があることを確認した。しか
し、外国人妻が国際離婚裁判において親権者に指定されることが少ないという客観的なデータは公表さ
れていないため、本論で扱った事案のみで司法におけるジェンダー・バイアスである母親優先の原則を
外国人妻には適用しないと断定することはできない。

しかしながら、母親優先の原則を外国人妻に適用しない事案の存在を外国人妻に向けられるジェン
ダー・バイアスとして捉える視点は、人権擁護の最後の砦である司法において重要である。

今後、日本人夫と外国人妻による国際離婚裁判が一定数を占めていく我が国の司法において、「外国
人の母親であること」や「外国人の母親の低い日本語能力」によって生じる外国人妻に向けられるジェ
ンダー・バイアスを排除していくことが求められる。
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注
1 　人口動態調査（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=0000010288）（2013年 9 月 6 日最終アクセス）によると、

我が国における国際結婚夫婦は、1965	年には4,156組であり婚姻件数全件の約 1 ％弱であったが、2011年は25,934組となり婚姻
件数全件の約 4 ％となった（厚生労働省	2013）。

2 　人口動態調査（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=0000010288）（2013年 9 月 6 日最終アクセス）によると、
我が国における国際離婚件数は、2011年は17,832件であり、1992年の7,716件と比較すると約2倍以上の増加となっている（厚生
労働省	2013）。

3 　司法統計（http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010）（2013年 9 月 6 日最終アクセス）。
4 　親権者とは親権を行う者のことであり、親権とは、未成年者を保育・監護・教育する職分である（大江	2005、p.	155）。我が

国では、父母が協議上の離婚をする場合、父母の一方を親権者と定めなければならず（民法第819条第 1 項）、裁判離婚の場合
は、裁判所が父母の一方を親権者と定める（民法第819条第 2 項）。

5 　司法におけるジェンダー・バイアスとは、司法の中で、性別によって行われる不合理な差別や区別、一方の性だけに課され
る不合理な不利益である（市毛ほか	2005、p.	11）。

6 　東京地判平成16年 3 月16日判例集未登載（平成14年（タ）944号）、東京地判平成16年11月25日判例集未登載（平成15年（タ）
760号）。例えば、東京地判平成17年10月 5 日判例集未登載（平成16年（タ）47号）は、「長女は、5 歳であり、その日常の監護
養育に母性によるきめ細かく温かい撫育が必要である」と判断して、親権者を原告である母親に指定した。

7 　「母親優先の原則」は、「母性優先の原則」と一般的に言われており、乳幼児期の母子の相互関係が子の心理発達に必要不可
欠であるという乳幼児心理の知見の増大によるものであるが、生物学上の母親ということだけでなく、子と母性的な関わりと
持つ養育者と理解して「母性優先の原則」と言われるようになった（中山	2002、p.	182）。しかしながら、実務上、「母親優先
の原則」と「母性優勢の原則」は明確に区別されず、共に母親に対して使用される表現であるという現状を踏まえ、本論では、
統一して「母親優先の原則」と述べる。	

8 　面会交流とは、非親権者や非監護者が、子と会ったり手紙や電話などで交流することをいう（榊原	2012、p.	201）。「民法等
の一部を改正する法律」（平成23年法律第61号）により民法第766条が改正（平成24年 4 月 1 日施行）され、「父母が協議上の離
婚をする場合、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監
護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない（民法
第766条第 1 項）」と面会交流が明文化された。

9 　判決の要旨における①～⑬の番号及び下線部は、著者が付したものである。
10　「1（5）原告と被告の別居後、Ａは、朝食後被告に連れられて保育園に行き、被告の妹に迎えられて夜までその家族と過ご

し、被告の終業後は朝まで被告及びその両親（祖父母）と過ごすという生活を送っている。」
11　面接交渉とは面会交流のことである。「民法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第61号）により民法第766条が改正（平

成24年 4 月 1 日施行）される以前は、面会交流のことを面接交渉と呼ぶことがあった（榊原	2012、p.	201）。
12　「継続性の原則」は、「現状尊重の原則」とも言われ、監護者の変更が子の心理的不安定をもたらすため、子の現状を無暗に

変えてはならないという精神分析学の知見によるものであり、実務上は、現状を追認せず、出生時からの生育歴を総合的に判
断する（中山	2002、pp.	182-183）。

13　第二東京弁護士会両性の平等に関する委員会（1999）『司法におけるジェンダーバイアス』（http://niben.jp/or/ryosei/
gender/sassi/sassi.html）（2013年 9 月 6 日最終アクセス）。

14　秋武憲一は「実務上、ともすれば、子の監護を父親がしている場合に母親から子の引渡しが求められると、監護状況の実態
等を具体的事実関係の下で十分検討することなく、母親が監護するのが相当であるとして、この観点だけから子の引渡しを認
める傾向がないわけではない」と指摘している（秋武	2004、p.	237）。

15　日本人の実子とは、出生時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有している子のことをいう。
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16　猿橋順子は、「たとえ帰国する見込みがなくとも、二つの文化を継承するダブルの子どもにとって、両親それぞれの言語は等
しく尊重されることが望ましい」と述べている（猿橋	2009、p.	55）。
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男性の形成（Bildung）と女性の形成に共通に表れる類（Gattung）としての統一（Einheit）という
ことを別にしても、双方の性差（Geschlechtsverschiedenheiten）は、それ自体互いに完全な調和

（Uebereinstimmung）のなかにあり、そのことによって一つの全体へと融合していくのである。性差
による特徴を度外視するにせよ、あるいは同一視するにせよ、いずれの場合でも、人間（Menschen）
の像（Bild）をその普遍的な性質のうちに獲得するのである。それゆえ双方の形態（Gestalt）の特徴は、
相互に関連し合っている。すなわち一方における力（Kraft）の表現は、他方における弱さ（Schwäche）
の表現によって和らげられ、女性の繊細さ（Zartheit）は男性の強さ（Festigkeit）によって支えられ
るのである。一方の目は満たされない思いで他方を求め、一方はただ他方によってのみ補われるのであ
る。そしてまさに完全な人間という理想 1 がそうであるように、人間の美の理想もまた、双方に分配さ
れているので、われわれは、結合することによって美が生み出されることになる二つの違った原理のう
ち、いずれの性においても他方の性が凌駕するのを、見るのである。きわめて明白なことは、男性にお
ける美ということを考える場合には、むしろ悟性（Verstand）が、形式の優位性（formositas）や技術
的規範に合致した明確さという特徴によって満足を与えられるのに対して、女性における美ということ
を考える場合には、むしろ感情（Gefühl）が、　素材（Stoff）の自由な豊かさや愛らしい優美さという特
徴（venustas）によって満足を与えられる、ということなのである。もっとも、双方どちらも、二つの
特質を併せもつのでないならば、美という名を要求することはできないのではあるが。しかし、最高の
完成された美というものは、ただたんに双方の結合だけではなく、また形式と素材の、技術的規範性と
自由の、精神的統一と感覚的統一の、絶妙極まるバランス

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 をも必要とするのである。そしてこれが得
られるのは、ただ両性に特徴的なものを思考のなかで融合させ、純粋に男性的なものと純粋に女性的な
ものとをもっとも緊密に結びつけたところから、人間というものをイメージするときだけなのである。
　

しかし、そのような純粋な男性性（Männlichkeit）と女性性（Weiblichkeit）もまたただ見つけだす
ということだけでも無限に困難なことであり、経験においては絶対に不可能なことである。経験におい
ては、つねにその個人に独自の特徴が現れるのであって、それは、その個人の内部にあるその性に普遍
的な特徴を、場合によっては他のさまざまな性質が入り込むことによって歪めていたり、場合によって
はたまたまみずからの限界を知らされることによって、最高の完成（Vollendung）に至るのを妨げて
いたりしているものなのである。すなわちその異質なもの（Fremdartige）は悟性によってそこから切
り離されなければならないし、個人のこうしたさまざまな限界は取り除かなければならず、そうするこ
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とによって、純粋な性による特徴 3 というものが現れることになるのである。しかし、悟性はただ不十
分な抽象化をすることしかできず、ここでわれわれにとって重要なのは、まさに完全な感覚的イメー
ジ 4 なのである。というのも、性の特徴の真の精神 5 というものは、ただ、ありとあらゆる個々の性質
が生き生きと作用し合うところにのみ現れうるからなのである。

ところで、この困惑からわれわれは産出的構想力 6 によって救い出されることになるのであるが、こ
の構想力は、経験の領域から理念的な領域へと移行し、すべての偶然による余剰とすべての偶然による
限界をその対象から切り離し、理性（Vernunft）という無限なものに、いつもはただ時間のなかで偶
然にそして制限されて生まれる現実の個人が示すのとまさに同じ明確な形式を与えるものなのである。
ギリシア人は、このすばらしい能力をとりわけ自然によって与えられ、オリンポスの山に理念的な形
姿 7 を住まわせたのであった。さて、ギリシア人が純粋な独自性と美を求めたとき、ギリシア人は神々
の領域に向かい、そこで地上にはなかったものを見出したのであった。ある存在のもっともひそやかな
特徴を、まだ開ききっていない蕾みのうちに摘み取り、この繊細さのなかに、ある明確な形姿で包み込
むという技法において、この民族を凌駕する者は何世紀にも亘って現れることはなかった。ただギリシ
アの芸術家のみが、理念そのものを個体化するということに成功したのであり、われわれもまたギリシ
アの芸術家から、いまここで問題になっている主題について、この上なく満足できる解明を得ることに
なるのである。

女神たちの領域において、われわれは、女性性の理念に、まず最初にディオーネ
0 0 0 0 0

8 の娘において出会
うのである。ありとあらゆる甘美な魅力を包み込んでいる小さくて華奢な骨格、豊満な体つき、切なく
思い焦がれているかのように潤んだ瞳、憧れに満ちて開かれた口、人を遠ざける厳粛さよりもむしろ乙
女のはにかみが滲み出ている優美なしとやかさ、風のそよぎのように全身を覆い尽くしているこの世な
らざる優雅さは、か弱さそのものを基盤としながらも、その上に強さを築き上げる性のあり方を告知し
ている。女神の領域に近づくものは、愛と喜びを吸い込むのであり、女神のまなざしそのものが好意的
に、そのようにしたいという気持ちを起こさせるのである。ギリシア人のヴィーナス

0 0 0 0 0

9 を描き出したの
は、偉大で遠大な理念である。それは、すべてを生み出し、生きとし生けるありとあらゆるものを貫い
て流れている力なのだ。この理念のために、ギリシア人は、ありとあらゆる生み出す存在のうちでもっ
とも美しい、女性という、咲き誇るばかりの理想の形姿10以上に幸福な象徴を選ぶことはできなかった
のだ。そして最初の、まだ定かならざる願望で胸がふくらむ瞬間以上に幸福な瞬間を選ぶことはできな
かった。

この最初の青春時代においては、女性性はより純粋であるように思われ、他の性質をまだ完全には我
がものにしていないというまさにその理由でむしろ孤立しているかのようにさえ感じられる。それは性
格というよりも瞬間と傾向性の気分である。きわめて心のこもった表情において11、道徳的さらには知
的な性格の極めて生き生きとした表現において、たしかに女性的な特質は明らかになるのではあるが、
しかしその特質がもっとも素直なかたちで現れるのは、肉体的な形態と感覚的表現においてなのであ
り、まさにこれが理念にまで高められ、美の女神から輝き出てくるのである。それゆえ、われわれは、
われわれの曖昧な感情が女性の形態について期待するものを、美の女神のなかにもっとも容易なかたち
で再び見出すことになるのである。そしてわれわれが美の女神を見るときにわれわれの内部に引き起こ
される印象を吟味するならば、われわれは自分が溢れんばかりの豊かな魅力に包み込まれてしまってい
るのを感ずることになるのである。その魅力は、すばらしく美しい構成12によって保たれ、繊細な優美
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さによって慎み深さを与えられるのである。それゆえ、美の女神は、われわれにとってより人間的なも
のに思われ、けっして神性を否定することがないにもかかわらず、われわれは美の女神に親しげな希望
を抱いて近づくのである。

愛の女神からははっきりと明白に表出されているものが、ディアーネ
0 0 0 0 0

13の形態においては、まだひそ
やかに、そして未発達のままに安らっている。ありとあらゆる女性の魅力を備えながら、彼女は、愛と
いう甘美な喜びを撥ねつけ、ただ男性の仕事14だけを楽しむのである。同じ考えをもった大勢の女性の
遊び仲間たちのまっただなかで、彼女は、森の奥深くまで、無慈悲な弓を手にして獲物を追いかけ、み
だらな目をして近づいて来るならず者を、厳しく罰するのである。この乙女の礼節によって、彼女は、
ミネルヴァ
0 0 0 0 0

15と同類である。しかし、二人の女神の性格は、それにもかかわらず本質的に異なっている。
ユピテル16の恐るべき娘においては、叡智の真剣さが女性のあらゆるか弱さを消し去ってきたのである。
それを示しているのは、冷静で、思案に耽る伏し目がちなまなざしである。ディアーネの目は、生き生
きとした欲望を伴ってめざすべき対象にひたと向けられている。彼女はただ好みをつぎからつぎへと変
えてきたのであった。女性性は、彼女にとって異質なものではない。むしろ彼女は、どこにおいても男
性的な力を示してはいないのである。快活な無邪気さにおいて、彼女は自分自身にみずから気づいてい
ないだけなのである。彼女は、けっして一つの類（Gattung）の理念ではなく、むしろ個人的な雰囲気
の、あるいはある段階の年齢の理念なのである。一つの性を他の性へと結びつける繊細な憧れは、その
発展過程において、内向する意識の穏やかな影響を受ける必要があるのである。しかし、青春の感情の
最初のほとばしりは、ディアーネのまなざしのように、遠くをさまようのである。それゆえ、最初期の
乙女の時代は、ある種の無感覚を、いやそれどころか、女性の柔和さのかなりの部分はさまざまな感覚
の発達によるのであるから、ある種の厳しさを伴うことも希ではないのである。ただ、いくつかの特徴
は、非常にすばやくこの時期をすり抜けていくので、この厳しさはまだほとんど感ぜられず、別の時期
にさらに長く現れるということもあるのである。この状態は、独特の形態を生み出し、それをラトー
ネ17の娘は、芸術家の手によって受け取ったのであった。女性の魅力は、甘美なまでの美しさで彼女の
なかから溢れ出てくるというよりは、まだ内に秘められていて、自分自身にも気づかれていないのであ
る。全身の骨格はしっかりしてきているが、ほっそりとしなやかな軽快さを有している。そして全体の
印象は、魂が内部に沈潜しているというよりは、外部の別のさまざまな対象を目ざしていることを表わ
している。しかしその際、神々しいまでの女性性の第一の性格、つまり気品を備えた優美さは、背後に
隠れれば隠れるほど表に出てくるという、きわめて高度なかたちで姿を現すのである。ディアーネの厳
しさをもまた、すでに詩人たちの想像力は、和らげて表現してきたのであった。夜の孤独と、耳をつん
ざくばかりの猟のまっただなかの沈黙が、女神を内部に沈潜させるとき、彼女はエンディミオーン18の
魅力に心を動かされるのである。生真面目なパラス19の弱さを誰も責めることはできないのである。

シセリア20の優美さとユーノ
0 0 0

21の気品を比較すると、女性らしさが新たな拡大された領域へと移行し
ていくのがわかる。前者において、それは活発で活動的である。後者においては、それは穏やかに全存
在から滲み出てくるものであり、ただそれ単独で現れるものでも、愛情あるいは激情のそれぞれの瞬間
に現れるものでもなく、きわめて密接に、神々しいまでの人格（Persönlichkeit）のなかに織り込まれ、
性格（Charakter）にまでなったのだった。たしかに、詩人たちの書いたものを読む者にとっては、復
讐の念に燃える嫉妬で敵を追い、煙を上げるイーリウム（トロイア）の廃墟を見て楽しんでいる女神の
姿のなかに、これらの特徴を見出すことは、難しいに違いない。しかし神々の普遍的な性格は、感覚的
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な民族の戯れの想像力が作り上げてきた物語とは区別されなければならない。なぜなら、ユピテルの好
色が、神々の父にとって本質的なものではないように、ユーノの嫉妬と復讐心は、天の女神にとって本
質的なものではないからである。しかし詩人たちの書いた物語においてさえ、その女神は、崇高さとい
う特徴も柔和さという特徴も否定することはなく、ただ瞬間瞬間に、その特徴を激情の力が曇らせるだ
けなのである。ただ最高の女性的な優美さと気品に包まれて、彼女は造形芸術家の手によって姿を現わ
すのだが、造形芸術家は、みずからの想像力に、容易に理解される理由によって、詩人よりも、恣意性
を許さなかったのである。たしかに、ここでもまた、厳かな気高さが、その女神のまわりを聖なる弧を
描いて取り囲んでいる。しかし、ひそやかな崇拝者は、彼女に心を捧げ近づくことに成功したのであ
り、そのようにしていまや突然、彼を優雅な美が包み込むのである。造形芸術家と詩人が同じ神聖を取
り扱った違いは、明らかに、性の道徳的かつ肉体的形成についての概念の発展の仕方の違いに基づいて
いるのである。なぜなら、肉体的な表現に限定されていた芸術家は、必然的に、外的形態の理念がより
純化して生み出されているというまさにその点において、詩人を凌駕していなければならなかったから
である。それに対して、詩人がその女神について描いたイメージは、性の道徳的規定に向けられていた
のであった。彼の模範は、貞淑な妻であり、秩序と家庭的であること（Häuslichkeit）を愛する友であ
るのだが、しかしまた同時に、それらの正義＝法（Rechte）の熱心な守護者なのであった。そしてこ
の存在を、彼は神々の女王のなかに理念化したのであった。

こうしてわれわれはこれらの副次的概念についてわれわれの想像力（Phantasie）を純化したのであ
るから、われわれにはこの神性のなかに真の女性性の像が、ただ崇高な段階において現れるのである。
女性性はけっして個々の特徴においてその姿を現すのではなく、形態全体のまわりに柔らかなヴェール
を投げかけているのであり、そのあいだから神性が自由に妨げられることなく姿を覗かせているのであ
る。それゆえそれはまた、ある一定の個々の状態がそのつど内包する制限のなかに現れるのではなく、
むしろありとあらゆるまだ発展していない資質を包み込んでいるのであって、悟性と想像力に、無限の
領域を追求させるのである。なぜなら、愛の神のように、魅了されていく憧れによってでもなく、ラ
トーネの娘のように、若さによる無邪気さによってでもなく、ユーノが女性（das	Weib）を滲み出す
のは、穏やかで、全存在のまわりに広がる豊かさによってだからなのである。欲望の影もまた消え去
り、内的な自己満足を、彼女は現世の制限の領域から取り去るのである。彼女の高貴な姿、彼女の大き
くて丸い目、そして彼女の口の気高い印象は、彼女に、あらゆる乏しさの痕跡を消し去る気品を与えて
いるのである。しかし彼女がここで女性らしさをいわば否定しているようでありながら、彼女にそれが
あるのは、彼女のすべての他の美しさのお陰なのである。女性的なもの（das	Weiblich）とは、彼女の
存在の豊かさであり、女性らしくゆったりと溢れ出てくる力、人を快くする力なのであり、そして同時
にその両方ともに、愛らしい優美さと青春のあらゆる魅力に飾り立てられているのである。なぜなら、
すべての神が、ありとあらゆる人間的なものを楽しみ、かつそれに苦しむという特権を享受しながら
も、現在という瞬間を越えて、死すべき者たちと同様に、制限的な結末を体験することがないように、
ユーノもまた永遠に純潔の花嫁として、ゼウスの抱擁のなかに戻ってくるからなのである。

それにもかかわらず女性的なものは、彼女の内部の彼女本来の資質のなかにはないように思われる
し、性格によってずっと変わることがなく、自然の手によって作り出されているものではないように思
われる。むしろそれは、神性と一つになり、自然によって高められるのである。それゆえ、その女神の
姿は、より大胆に立ち上がり、目はより自由に大きく弧を描き、口はより誇り高く命ずるのであり、性
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の制約から解き放たれ、彼女はただ性の長所だけを付与されているのである。神と女性の特質22の表現
は、相互のなかに消え去り、それぞれが他方によって互いに高められ、あるいは抑制されるのである。
容易に自制を欠く、溢れんばかりの豊かな女性性は、自己自身を支配する豊かさへと変えられ、外的な
必然性に左右される女性の力は、むしろ内的な必然性と結びつくように思われる。それに対して、恐る
べき偉大な神性が恐怖を引き起こしうるところでは、女性の柔和さが、それを追い払うのである。彼女
を通して、神々の額が告げる確たる恣意に左右されるのではなく、物事の高位の秩序と結びついている
のである。そして女神を取り囲む厳粛な深刻さは、あらゆる厳しさの外観を失うのである。というの
も、それは、女性的な振る舞いと慎ましさから発しているからなのである。

つまり、ここで、女性性が、新たな姿で現れるのである。われわれが見るのは、女性的なものの独自
の理念ではないし、その長所並びに必然的な制約を示すべく定められている姿ではない。それは、精神
的特質23一般の理念なのであり、その精神的特質が、ある肉体を受け入れるために、一方の性に属する
ことをどうしても明らかにせざるをえず、いま、女性24を選んだ、ということなのである。なぜなら、
性の形式には左右されない、さらにもう一つの中間の形式というものが存在するに違いないからであ
る。それは、人間性（Menschlichkeit）の純粋型、あるいはこれを理念的に高められたものと考えるな
らば、古代人の考えた神性（Göttlichkeit）の純粋型なのであり、それを目ざしてそれぞれ個々の性は、
みずからを高めていくべきものなのである。しかし、まさにこの要請がここで達成されるのは、神性
が、自然の性格としての女性の性格を消し去り、意志の性格として表わし、それに無限の広がりを認
め、そして、その制約を取り払うことによって、その長所そのものに新たな輝きを分ち与えたときなの
である。壮麗な形態のそれぞれの性格は、女性的である。しかし同時に、紛うことなく、そのそれぞれ
から神性が語りかけてくるのである。そしてそのようにして、女性たちと女神たちのもとでは、人間性
と神性とがますますその度合いを高め、まさに女性性がその存在全体をより生き生きと輝かせることに
なるのである。

これらの理念においても、現実そのものにおいても、女性の美しさが心に生み出すさまざまな印象に
静かに身を任せ、それらをある一定の普遍的な概念に帰せしめようとするのであれば、あらゆる方向か
ら感覚に訴えかけてくるのは、愛らしさ（Lieblichkeit）であり、優美さである。均整の取れた華奢な
骨格が、美しく起伏をなす曲線に包まれ、あらゆる部分が豊かさと柔らかさを示し、淡くはあるが鮮や
かな色が混じり合い、きめ細やかで滑らかな肌が全身を覆い、長く優美に流れる巻き毛が垂れている。
――　このような特徴こそは、たとえ多種多様な姿のなかで現れるのであろうとも、見る者の想像力に
とどまり、いかなる真の女性的形態においても、否定されえないものなのである。それゆえ、女性的形
態の特徴的指標は、輪郭の連続した安定さなのであり、一つの部分は別の部分から、いわば流れ出てい
るように思われるのである。その安定さが、姿のうちから輝くばかりに溢れ出てくる力を魅力的な豊か
さへと変え、あらゆる個々の特徴を、自然な容易さで、調和ある一つの全体へと結びつけるのである。

ただ感覚にのみ訴えかけてくるこの物質的な魅力は、それが優美さとなるためには、精神のさらに高
次の要請に満足を与える形態を獲得しなければならいのである。それがなければ、物質的魅力は、美の
領域へと入っていくことができず、ただそれだけが、物質的魅力を優雅さへと高めるものなのである。
たしかに、女性の肉体の形成において、芸術的規範となっているものは、包み込む外側の柔らかさと、
輪郭のはるかにゆるやかな流れによって、隠されているのである。しかし、それは消えてはならないも
のであり、真に美しい女性の構成において、技術的な完璧さは、まさに古代のいくつか遺されている芸
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術作品において、少なくとも触覚の導きの助けを借りるならば、実際に目に見えるものとなっているか
のように、透けて見えてくるに違いない。構成の感覚的調和25から、純粋に規範となっているものが窺
えるに違いないように、もしもその姿が完成されたものということであるのなら、この両方によってさ
らに性格の道徳的調和26という表現が要請されるのである。そして気品と自立性が、体つきと顔つきか
ら、輝き出てくるのである。尊大な支配志向を表わすこともなく、すっくと立つその姿は、いつもは生
きているすべてのものを結びつけている束縛から解放されていることに満足を感ずるのである。その姿
は、みずからの力で立ち、進んで、みずからの自由と調和する、ある秩序の法則に従うのである。つま
り、精神の表現は、女性の形成においては、ないことに気づかされるであろう、などということでは
まったくなく、それはむしろ、ただあの好ましい優雅さにのみ、みずから進んで順応していくのである。

純粋に人間の形成ということについて期待されている以上に、大いなる優美さというこの特徴に関し
て、女性性は、至るところに難なく認識されうるのである。ところで、たしかに、高次の男性的な美し
さにおいて、男性性は、すぐに明らかになるに違いない。ただここには、きわめて注目すべき違いが現
れるのだが、それは、男性性は、もしそれが存在するのであれば、容易に気づかれるというよりも、そ
れが無いところでは、無いことに気づかされるというものなのである。本来の性の表現というものは、
男性において際立っているものではなく、純粋に男性性の理念を、かのヴィーナス

0 0 0 0 0

における純粋に女性
性の理念のように個別化する

0 0 0 0 0

ということは、ほとんど不可能なことであろう。両性の形態を一見しただ
けでは、男性における性構成は、他の全身体とははるかにわずかにしか結びついていないということに
気づくのである。女性においては、自然は、紛うことなき慎重さをもって、性を示す部分だろうと示さ
ない部分であろうと、ありとあらゆる部分を一つの形式のなかに流し込み、美さえもそれに従属させた
のである。男性においては、ここで慎重さを大いに欠いたのであった。自然は、男性に、ただ性に属す
るものからむしろ独立することを許し、この性に属するものを、全体との調和には頓着することなく、
ただ暗示しただけで満足したのである。しかし、もしかすると、自然はまた、男性の性格を、ただより
繊細に、男性の他の本性のなかに織り込んだのかもしれなかったし、それを、より大いなる力の表現
で、すなわちはるかに活発ですばやい努力（Anstrengung）で、控えめに示したのかもしれない。しか
し、この格別の特性は、かならずしも男性の性に帰せられるものではない。なぜなら、それは、いかな
る面からも、純粋な人間性の性格と矛盾するものではないからであり、純粋に人間的な形式に独自のも
のでありうるからである。ちょうどそれと反対の性格が、女性の形式に独自のものでありうるようにで
ある。そしてそれゆえ、性差から大いに独立しているということは、直接的にともに男性の陶冶の概念
に属していることなのである。

男性の形態が力と自由を現わせば現わすほど、日常の判断でさえも、彼がいっそう男性的であること
をいよいよ明らかにするのである。力は、女性的な美しさにおいてよりもさらに多く、多くの人を打ち
負かしてきたに違いないのであって、われわれはむしろ力が、純粋な優雅さを傷つけることによってさ
え、きわめて明らかに現れ出てくることのほうを、力が逆に優雅さに屈してしまうことよりも、許して
しまうことになるのである。それゆえ男性的な美しさというものは、力が強められるその度合いに応じ
てますます高められるのであり、享受するということのほうを活動するということよりも優先すればす
るほど、ますます低下していくのである。どのようにして力を増大させるかというそのやり方さえどう
でもよいことではないのである。努力によって鍛錬するどころか、力に十分に栄養を与えれば与えるほ
ど、ますます男性的ではなくなるように思われることであろう。そのようにして、古代人はバッカ

0 0 0

ス
0
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を考え出したのである。彼を特徴づけているのは十分な豊かさである。陽気な陶酔状態で、彼は大地を
歩き回り、遠くの力強い諸民族を、彼の意志の努力によってよりも、むしろ彼の本性のあり余る力に
よって、征服したのであった。彼の形態は他の神々よりもさらに繊細で若々しいものであり、彼の腰は
より女性的な曲線を示しており、彼の骨格の全体的構造は、よりふくよかで丸みを帯びている。彼は男
性の行動力を備え、まさにその性の独自性を性格において表現することによって、それにもかかわら
ず、女性的なものの境界へと近づいていくのである。ヴィーナス

0 0 0 0 0

のように、彼は自然の力を現わしてお
り、まさにヴィーナスと同様に、高位の神々よりもはるかに密接に、自然と結びついているのである。
しかし、まさしくヴィーナスが純粋に女性的なもののもっとも忠実な像であるように、バッカスは男性
的なものからの逸脱を現わすのである。そしてそもそも、男性というものは、つねに、その性に支配さ
れればされるほど、ますます性から外れていくものなのであろう。このことは、全体的に、女性にもま
た当てはまることであるにもかかわらず、そして感情の激しさにおいて、女性的なもののもっとも愛ら
しい特徴が消滅するにもかかわらず、ここではその境界ははるかに広がり、女性においては、その性に
委ねられる程度がきわめて高いのに対して、男性はその性をほとんど至るところで、人間性のために犠
牲にしなければならないのである。しかし、まさにこのことが改めて、彼の形態が、性の制限から大い
に自由であることを証明するのである。なぜなら、その本来の自然の規定を思い出させることなしに、
彼は、最高の男性性を示すことができるからである。それに対して、女性的な美しさの精確な観察者に
とっては、その本来の自然の規定は、たとえいかに繊細にとにかく女性性が存在全体を覆っていようと
も、つねに明らかになるからである。すでにおのずから、男性の体格はほとんど完全に、人間の肉体に
ついてそもそも抱きうる期待と一致しているのであり、男性の特殊性（Partheilichkeit）だけが、男性
の体格をいわば、女性の体格の違いからむしろ逸脱と思われる規則へと高めているのではないのであ
る。きわめて公平な観察者ならば、女性の体格は、多くのことを形態によって克服すべく、生きとし生
けるもののある一定の自然の目的を表現しており、男性の体格は普遍的な自然の目的を表現しているこ
とを、告白しなければならないのである。

しかしまた、男性の形態にも、いまだになお、性の独自性28の形跡が十分に残っている。それは、最
高の美しさが現れるべきところにおいてであり、純粋な人間性においては、消失しているに違いないも
のなのである。もしも女性の肉体が、波打つ曲線によって縁取られつつも、ゆるやかな平面を示すもの
であるとするならば、男性に特有の力の激しさは、肉体に浮かび上がる腱を高め、少ない肉に覆われた
強い骨格があらゆる輪郭をさらにくっきりと暗示するのである。あらゆる角張ったところは、一定の部
分に分けられ、大胆な描き手が、厳密な正確さをもって、しかし優美さを気にかけることなく描く素描
に似ているのである。ここで極端に描かれているものは、当然、また自然の真理を克明に観察すること
によって、大いなる洗練を許すのである。しかし、最高に洗練されても、ある決定的なことが残ること
になるであろうし、それは厳しさの境界に近づいているものなのである。そのような理念は、芸術通の
判断によれば、ファルネーセ

0 0 0 0 0 0

のヘラクレス
0 0 0 0 0

である。長い仕事の後、彼は、みずからの力強い道具に支え
られて、休息している。巨人たちや怪物たちを、彼は打ち負かしたのであったが、口から発する命令や
手振りで敵を易々と滅ぼす神々の力によってではなく、死すべき者の努力によって闘ったのであり、大
変な苦労をして勝利を勝ち取ったのであった。剣闘士の肉体もまた、同種のものである。努力と筋力の
鍛錬の跡は、彼らの内から輝き溢れ出ており、享受の楽しみの表現は至るところにあり、男性の力がか
すかにしか現れていないところにおいてさえもそうである。強さ、決然さ、そして容易に厳しさになり
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うる輪郭の鋭さが、つまり男性の形態の第二の本質的指標を形成するのである。すでに自然の手あるい
は道徳的文化が、これらの特徴をほどよく和らげてこなかったところでは、それらは、男性的な美しさ
からふたたび、性から大いに独立していることによって獲得した自由のなにがしかを奪い取ることにな
るのである。

神的なものの本性においては、すべては、類の概念の純粋さと完全さを志向する。両性の性格もま
た、類の概念のなかで消失し始め、神々の若々しい形姿においては、男性の肉体の鋭い線は、決然さを
打ち消すことなく、厳しさを取り去る柔和な優美さのなかに消え去るのである。ヘラクレス

0 0 0 0 0

がオリンポ
スへと舞い上がり、ヘーベの抱擁のなかで苦労の多い地上の生を忘れるとき、彼の肉体的形態はまたは
るかに純化した美を包み込んでいるのであり、解き放たれた五体は若々しい軽やかさで動き回るのであ
る。この理想に近づくことは、人間にもまた試みることができるのであり、人間的な美しさを男性的な
美しさに結びつけることによってようやく男性的な美しさを完成させる手助けをすることになるのであ
る。大体において魂は、内部からこの長所を生み出すことができるのである。しかし、さらにこの長所
は、道徳的性格の表現を強めるべきものではなく、本来の美を高めるべきものであるかぎりは、自然の
賜物なのである。とりわけこのことは青春時代

0 0 0 0

に当てはまるのであり、子ども時代
0 0 0 0 0

の形態がある程度よ
り女性的であるとするならば、青春時代というのは、両性の狭い境界上にあるのである。かくして、男
性の本来の美しさが、そのもっともすばらしい輝きを示すことになる。あらゆる窮屈な制限は取り除か
れ、すべては、優雅さによって和らげられてはいるのだが、強さを備えた活力のもっとも生き生きとし
た表現へと凝縮していくのである。そのような真に男性的なものの理想を、われわれはヴァチカンのア

0 0 0 0 0 0 0

ポロ
0 0

に見る。最高の男性的な力と決然さが、彼において、もっとも美しい神々の青春の表現となってい
るのである。その形態のありとあらゆる特徴は、柔和に、そしてしばしばただ繊細な感覚にとってのみ
感じ取りうるように描かれている。さらに、彼の手にある弓と背中の矢筒がわれわれを恐れさせるのだ
が、それでも神の静穏な崇高さが、われわれを安らかな畏敬の念で貫くのである。

もしもわれわれの感覚が、至るところに美をもまた要求するほどに、十分に美に慣れているのであれ
ば、われわれは、男性の形態にきわめて頻繁にともなうことになる厳しさを見逃さなくなるであろう
し、その厳しさに類（Gattung）よりもむしろ性（Geschlecht）をより多く想起させられることになる
であろう。しかしながら、われわれが彼における形式の美（Schönheit	der	Formen）によりもむしろ
決然さ（Bestimmtheit）に注目するのであれば、重要なのはわれわれの内部における美的刺激の欠如
というよりもむしろ、彼の形態の全精神なのである。この決然さは、女性において魅力（Reiz）と優雅
さ（Anmuth）がそうであるのとちょうど同じように、男性の形態の特徴的な指標なのである。それゆ
え、女性には優美さの欠如が許されないのとちょうど同じように、男性には、決然たるところがないこ
とと空虚さは許されないのである。このことが、男性の内部に自立した力の高度な表現を生み出し、す
べての個々の部分を、われわれが非常に好んで女性の肉体の場合にはとどまることになる形式の感覚的
統一によりもむしろ、生き生きとして自立した存在の概念の統一に結びつけるのである。

しかしながら、これらの特徴によって、男性の形態に予感されるのはただ完全さ（Vollkommenheit）
だけであろうし、もしも体格のかの厳密な正確さがすぐには魅力的な優雅さと結びつきえないのであれ
ば、美に関しては失望が起こることであろう。しかし、このことは、男性の美において実際当てはまる
のである。悟性（Verstand）を満足させる概念の抽象的統一が、実行の生き生きとした統一によって、
感情を満足させるのであり、最高の決然さと輪郭の多様性をもって、ある形式から別の形式へのこの上
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なくささやかな移行が起こりうるのである。もしも、われわれのもとにあって、体操訓練の欠如、形態
を歪める過酷な労働、不安や機械的作業からのわずかな解放、そして美にとっては不利な時代全体の傾
向が、このことを生きている男性の肉体において証明することを一層困難にしてきたのであれば、われ
われはただ古代の芸術作品に向き合えばよいのである。厳しさの影もまたそこでは排除されており、男
性の形態の輪郭は同様に穏やかに流れているのであるが、ただ女性においてよりも素材がより節約され
ているだけなのである。とりわけこのことは、男性の最高の理想において明らかになるのであり、そこ
では、肉体的特質を知的かつ道徳的特質が支えているのである。つまり魅力と優雅さは、女性の形式と
結びつくのに劣らず、男性の形式とも結びつくのであるが、ただそれらは、女性の形式に対しては、法
則そのものを与え、男性の形式に対しては悟性の法則を遂行するように思われる。

両性の形態のこの描写に際して、同時にまたそれらの内的特質が想起されないということは不可能で
ある。そのことによって観察の純粋さを乱すことのないように、観察者がそれらを比較することをどれ
ほど避けたいと思っても、類似性は、彼の意に反してさえ、彼の脳裏に浮かび上がってくるにちがいな
い。なぜなら、そもそも有機的存在のいかなる形態も純粋に、ただそれ自身に依存しているわけではな
く、それぞれが有機的存在の概念によって、そしてその有機的存在に内在する力によって規定されるか
らである。無機的自然においては、あらゆる形態はたんなる物体であり、恣意的なものではないのだ
が、しかし少なくとも内的法則によるものではなく、外的作用によって相互に重なり合っているのであ
る。物体としての影響力以外には、力による痕跡はなにもない。それゆえ、この種の形式には、想像力

（Phantasie）がそれらに恣意的に漠たる類似性によって付与しようとする以外のいかなる意味もないの
である。このことに極めて近くはあるのだが、植物界においてはすでに事情はまったく違っている。植
物は、みずからの生命力によって成長し、幾重にも分かれた根と枝を伸ばし、異質の素材を受け入れか
つ固有の素材を区別するのである。ここにおいては、自然のままの分離されない物質がはるかに安全な
地面の上に安らっているところではないのであり、形態はもはやたんに機械的な法則によっては捉えら
れないのである。そこには内的に形成していく力が現れる。しかしながら物質（Materie）はこの力を
志向するのであり、それゆえ、あらゆる有機体は闘いの光景を呈することになり、その闘いにおいて
は、あるときにはある部分が、またあるときには別の部分が優勢を保つのである。物質が抵抗するのを
やめるのであれば、それはその力を助長するのであり、その力に、まさに内的営みにおいて自立を受容
するように、形ある素材を与え、その力を軽快さによって和らげるのである。これら二つの要素の性質
と関係、その力の及ぶ範囲、そして物質がその力を具現化するあり方が、多かれ少なかれ価値ある形成

（elder	Bildungen）の段階を規定するのであり、その段階に応じて、自然の形態にその位階が示される
ことになるのである。しかしこの動きにおいて注意しなければならないのは、外的形成を越えないこと
である。直接的に形態はここで重要な力を告知しなければならず、そしてまた実際にこのことを行うの
である。全体がいくつかの個々の部分に分かれ、軽快さと活発さを獲得するところにおいては、そして
このように分かれて、そもそも輪郭において、均斉と規則が支配するところでは、造形力が明らかにな
り、それがこれらのたんなる物質の法則からは説明できない諸現象を生み出し、活動にその広がり

0 0 0

と限
0

界
0

を規定するのである。前者はとりわけ人間的形態において明らかになり、それは、ただたんに、あら
ゆる有機的形成のように、造形力と柔軟な実質（Stoff）をそもそも示すだけではなく、また無制限のた
だ個々の動きのためだけに規定されているのではない力と、その力に抵抗するのではなく、むしろそれ
を迎えいれるように思われる実質（Stoff）をも示すのである。
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他のすべての動物界を通じて、それぞれの存在に、辿るべき一定の数の道が示されていて、それ以外
のあらゆる道が拒まれているのを、われわれは見るのである。しかし、それぞれの存在は、みずからの
限界を実際に打ち破ることができないだけでなく、このことを願うことさえできないのであり、その傾
向はその能力と同様に制限されているのである。それに対して、人間の活動にはけっして一定の方向だ
けが定められているわけではない。人間の本性に直接的に拒まれているように思えることに対して、人
間は、内的な困難を訓練によって、外的な困難をありとあらゆる手段によって取り除くことができるの
であり、完全に不可能なことでさえ、少なくとも希求すべく試みることはできるのである。ところで、
この独自性を示すのもまた直接的に彼の形態であり、そのさまざまな骨格の特徴は、強制という考え方
そのものを受け入れず、ただ自由によってのみ説明できるその形態の特質なのである。29たしかに、こ
のことが明らかになるのは、なんらかの個々の特徴のなかにおいてではなく、体格全体の形姿において
であり30、あらゆる部分の自由な調和のなかにおいてなのである。それゆえそれはまた、ただ見られ、
感じられるだけなのであって、言葉では表現されえないものなのである。しかし、たとえ人間が、彼に
特有のこの自由によって、有限性という制限を越えるように思われようとも、彼はそのようにしてそれ
ゆえまだ自然という限界から抜け出しているのではなく、これらの限界が人間の体形のなかで、ただ広
げられているだけなのである。なぜなら、物質が精神の自由な活動をその鈍重さと緩慢さによって制限
することで、物質はまたその穏やかな持続性によって、恣意が現れる激しい力を和らげるからである。
そして精神はその厳しい合法則性（Gesetzmässigkeit）によって物質に強制を加えることで、同時に絶
えず形式を破壊しようとする物質の過剰さを制限するからである。

人間は、男性と女性とからなる存在として、自由と自然必然性とを結びつけているのであるから、た
だ双方の完全極まりない均衡によってのみ、純粋な人間性の理念に到達するのである。もしも道徳的品
位が主張されるべきであるならば、たしかに意志がしなければならないであろうが、しかし抵抗する自
然に対してではなく、人間と調和するする自然に対してであり、まさにこのことが外的形成（Bildung）
をもまた告知しなければならいであろう。しかしここで、構想力（Einbildungskraft）は、現実から見
放されているのを知るのであるが、それは、現実が構想力に対して、どこにも、そのような純粋な、あ
りとあらゆる性の特徴を超越した存在の形態を示すことがないからであり、それゆえ、構想力にとって
は、ただそのようなイメージを描くだけでも困難なことにさえなるのである。なぜなら、構想力が一方
の性の性格を消し去ろうとすることによって、それは他方の性の性格をそこに据えるという危険を犯す
からであり、あるいは、もしもこのことを避けようと欲するならば、残されている特徴（Merkmal）
を定かならざるところにまで弱めるという危険を犯すからなのである。しかし、それにもかかわらず、
ときには現実においてさえ、たとえただある形態のいくつかの特徴だけであるにせよかすかにきらめき
現れることがあるということは否定できないのであり、その形態は、純粋に人間的なものとして、男性
と女性の形態の真ん中に位置しており、だれもがおぼろげながらそのイメージをみずからの魂のうちに
抱いているのであるから、だれによっても誤認されることはないのである。ときどき、もしこう表現す
ることがゆるされるのであれば、なにか超女性的なものが見出されるのであるが、それを実際だれも、
非女性的とか男性的とか呼ぼうとはあえて思わないのである。そして、まさにそのようにして、男性た
ちのもとで、その性には帰しえない諸特徴に出くわすことになるのである。このあり方には、例えば、
ある種の落ち着いた偉大さというものがあり、それは、自然によってではなく、意志の強さによって生
ずるものであり、女性の形態においてはけっして非女性的とは思われないであろうものなのであるが、
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しかし男性の形態においてもまた、男性的というよりもむしろ人間的と呼ばれなければならないものな
のである。この特徴および似たような諸特徴を（おそらく、男性の形態のうちのなにが、完全に女性的
なものを保持しつつ、女性の形態に移されうるのか、とみずからに問うことによって、それを探し出そ
うとすることが、あるいはもっとも正しいのであろうが、）一つの像（Bild）へと凝縮させるのであれ
ば、明確な芸術的特徴が現れることになるのであろうが、しかしそれは、厳しさや暴力性からは同じよ
うに遠くに離れているであろうし、この厳しさや暴力性と優美さとが結びつくことになるであろうが、
その優美さは、厳しさや暴力性を排除しようとすることなしに、同じように、それから排除されること
もないのであろう。しかし、一方が他方に屈するのであれば、そのとき、それぞれが弱まることになる
であろう。両方を完全に捉えようとする努力によって、観察者はどちらをもその純粋さにおいて見るこ
とはなくなるであろうし、融合が結合の代わりに現れることになるであろう。

本来の違いは、理想の統一体においては消失することになるのではあるが、人間の形態におけるこれ
ら両方の特徴のうち、それぞれの性において、一方が主として支配的なのであって、他方はただそれが
ないということに気づいていないというだけのことなのである。それによって両方が、ある目に見えな
い全体の半分のように、相互に関連し合い、その相互の欠如のゆえに、その半分を理想において補うよ
う心情を強制するのである。男性の形態においては、精神のより厳しい面が支配的であり、女性の形態
においては、精神のより自由な面が支配的なのである。前者においては意志が、後者においては自然
が、より大きく語りかけるのである。より強大な力と、個々に定められた自然の目的への依存のより少
なさが、男性がどのような状態にも耐え、自己再生産することをずっと可能にしているのと同様に、女
性を現わすものはまた、そのより高度な生育、だんだんとふくらみを増していく胸、より強固な骨格で
あり、筋肉のしなやかな動きなのである。より小さな範囲においてではあるのだが、より大きな豊かさ
に恵まれ、よりなめらかな輪郭を与えられ、女性は、同じように大きな動きを享受するのだが、しかし
その動きは、よりわずかな力によって、はるかにしなやかなものとして現れるのである。男性において
は、意志がこの上なく完全な勝利を得たのであり、資質を、ほとんど本来の性を完全に抹消するほどに
まで、つくり上げてきたのであった。女性においては、資質は、みずからの独自性をより主張する術を
心得ていたのであったし、それは受け入れることによって、みずからの屈服という表現を避けるのであ
る。ところで、このようにして、双方の性のそれぞれが、たしかにそれぞれのすべての独自性において
人間の全体を示すのではあるが、しかしむしろ一方的な方向性においてであるのだが、必然的につねに
一方が他方へと向かわなければならないのである。まさに一方の側が優勢であるということによって、
不可避的に、いつかまた他方が支配的になるのを見たいという欲求が、そしてそうなることによって、
たとえ現実においてではないにせよ、しかし少なくとも想像力において、乱されたバランスを再び生み
出したいという欲求が生ずるのである31。

両方の性が純粋で性を超越した人間の理念に対する関係は、またそれら双方の美が、美の理念に対す
る関係と同じである。両者のなかにおいて人間が表現されている、とわれわれは聞いた。なぜなら、そ
れぞれが、両方の、人間のなかで一つになる本性を現わしているからである。ただ、これら両方の本性
のうちの一方が優位を占めている、というだけのことなのである。まさに、そのようにして、いまやま
た両方に美が近づいてくるのであるが、しかし、それぞれのなかにおいて、それらのうちのただ一つの
要素だけが支配的なのであるが、それにもかかわらず他の要素を排除することはない。人間において自
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然必然性が自由と結びつくように、美において素材（Materie）と形式（Form）が一緒になるのをわれ
われは見るのである。高貴な人間においては、理性の命令は傾向性（Neigung）の自由な願望として、
激情の声は理性的な意志の表現として現れるように、高次の美においては、形式の合法則性は、素材の
自由な動きとして、そして恣意の誕生は法則の作用として現れる。それゆえ、人間性が姿を現すところ
では、美もまた可能になるであろう。なぜなら、人間性と美は相互に、現実と現象のように、原像と模
写のように、対応し合い、人間性が明確化

0 0 0

32されるように、美もまたつねにそうなるであろう。より厳
しい意志の支配の表現は、男性の形成（Bildung）において、より形式の決然さ（Bestimmtheit）を生
み出すことになるであろう。より大いなる自然の自由の表現は女性の形成において資質の静態性

（Stätigkeit）を支えることになるであろう。しかし、もしもそれぞれがこれら両方の長所をみずからの
内部で一つにすることがなく、そしてそれがただたんに一方を他方から区別し、そして両方を理念から
区別する、それら一方の側の優位

0 0

（Uebergewicht）でしかないということであるならば、両方の形態
は、美に対するあらゆる要求を断念しなければならないであろう。なぜなら、すべて現実的なものがそ
の制限によって巻き込まれる闘いを超越し、類を互いに区別している独自性から解き放たれて、美の理
想ならびに人間の理想は、完全極まりない平衡

0 0

（Gleichgewicht）を主張するからである。それゆえ、
形式衝動（Formtrieb）と事象衝動（Sachtrieb）は、同じように満たされ、自由な遊戯（Spiel）におい
て、相互の機能を交換するのである33。

もしも美の双方の原理の平衡が崩されはするが、しかし同時にまたその結びつきが破棄されないので
あれば、単純な理念的美の代わりに、二つの違った、しかし完全ではない類が生まれるのである。双方
が、美の感情を特徴づける調和を生み出すのであるが、しかしそれぞれがこの目的に向かって違った道
を通って近づいていくのである。一方が、理性の合法則性の圧倒的表現によってみずからを打ち出すこ
とによって、同時にその描写の優美さによって、構想力は関心を引かれるのである。もう一方は、外見
的な恣意性によって構想力におもねることによって、それは構想力を同時に真の必然性によって、法則
に従わせるのである。このことをわれわれは、両性の美の感情に対する作用のなかで知るのである．男
性は、より複雑な形式によって、まず第一にただ悟性（Verstand）だけを求めるのであり、悟性の充
足は、ようやく後になって真の美的感情のなかに消え去ることにおいてあるのだ。女性は、そのより単
純な形式によって、構想力により多くの自由を与え、まず第一にただその素材（Stoff）の豊かさによっ
て、感情を引き出すのであり、長くとどまり深く研究することによってはじめて、美の真剣な要求も充
足されるのである。しかし、この途上においては、つねに一方の側に優位が、それゆえ他方の側には欠
如が位置することになるのであるから、双方いずれも美的感情を充足させることはないのである。とい
うのも美的感情はその本性上、完全なものを求め、理念に至るまでは休息を知らないからである。それ
ゆえ一方の形成からそれは他方へと移行し、一方の独自性（Eigenthümlichkeit）によって相反する他
方の独自性を止揚する（aufheben）ことで、少なくとも瞬間的にであれ理念を保持するために、両方
を一つの全体へと結びつけようとするのである。二重の性の形成の理念的な美に対するこの関係は、そ
れぞれがただ、他方と向き合い、それぞれが（より大胆なイメージを使うのであれば）ようやく他方の
なかで完全なかたちで鳴り終わる和音だけを奏でるかぎりにおいてのみ、本来真に美しいものとして現
れるということを引き起こすことになるのである。ここでもまた、両性は相互に依存し合っているので
ある。なぜなら、それぞれに制限され、両性はここでもまた、ただ内的な結合によって34完成

（Vollendung）を獲得するのである。しかし、まさに性の形成の制限が想像力にたえず理念を生み出す
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ことを促すように、この能力の制限は必然的にふたたび性の形成へと舞い戻ってくるのである。想像力
が、形式の支配を素材の自由に対してまったく同等に釣り合わせようとしても無駄であろう。なぜな
ら、想像力はつねにただ一方の側からしか出発することができないからであり、想像力はまさに一方か
他方に優位を認めるであろうし、そうであることによって、みずからは気づかずに、男性と女性の形成
に回帰するであろう、からである。

しかし、完成をめざす美的感情が一方の性の形成から満たされずに他方の性の形成に移行するのであ
れば、それはここにおいてはみずから両方の固有の特質によって支えられるのである。なぜなら、それ
らの特徴的な相違にもかかわらず、男性と女性の形成は、それぞれにおいて、性の特別な表現を人間性
の普遍的な表現が支えるということによって、互いに接近し合うからである。人間性の普遍的な表現に
よって資格が与えられる理念との一致は、性の特別な表現の制限によって限定されることで、われわれ
が男性的美と女性的美と呼ぶ特殊な美が生ずるのである。性の性格がなければ、男性は独自の美を有す
ることはできないであろう。たとえ女性の形成が、まさに女性的であるという限りにおいて、美により
近いように思われるのであろうとも、女性の場合もまったく同じことなのである。至るところで、性を
制限と捉えることに慣れなければならないのであるが、それは、性が、類の概念を内包する素質の総体
から、つねにいくつかを一方的に除外しているからなのである。人間性において、性は、自発性と感受
性が理念においては一緒に作用する相互の自由を止揚しており、それぞれが、みずからの存在において
現れるために、（それらは互いに実際、けっして完全になしですますことはできないものなのであるか
ら）一方は他方の下位に置かれざるをえないのである。ところで、自発性（Selbstthätigkeit）が受容性

（Empfänglichketi）を抑圧しているところでは、現象においてもまた、素材は形式に仕えているに違い
ないのであり、自発性が受容性に屈しているところでは、反対のことが起こるに違いない。しかし、す
べての美は形式と素材の自由な結合

0 0 0 0 0

に基づいているのであり、たとえ美が（最高のレベルのものではな
いにせよ）それら二つの要素のうち一方の側の優位と折り合いをつけるのであろうとも、それは実際
けっして他方の完全な抑圧、あるいは同じことに帰着するのであるが、両方の実際の分離をけっして許
すことはないのである。

しかしながら、すでに経験の範囲のなかで多様なかたちで確認できることを、さらに概念によって証
明しようとすることは、およそ必要ではない。男性のなかにも女性のなかにも、われわれの美的感情
は、ただ人間の性格が性の性格を高貴なものにしている限りにおいてのみ、美を見出すのである。陶冶
されていない男性本来の性格は、道徳的な人間の性格との関係を除外して捉えるならば、諸特徴に厳し
さと激しさの刻印を押すのであり、あまりにも鋭い形式の輪郭線は、素材のありとあらゆる柔らかさを
一掃してしまい、それゆえまた必然的に悟性を合法則性によって満足させることもないのである。それ
に対して、女性の形成は、もしもわれわれが女性的なものをまさに人間の陶冶（Cultur）を除いたもの
として考えるならばなのであるが、ただ緩慢さと弛緩性をほのめかす不格好な豊満さを示しており、素
材の豊かさが形式のありとあらゆる痕跡を隠蔽するのである。はるかに自由に飛躍することはどんな場
合にもできず、形態はただ欲求の表現によってのみ活気づけられ、そのことによって無力な激しさとい
う好ましからざるイメージを与えるのである。それゆえ、性の性格を別個のものとして考えることがで
きるのであれば、生み出す力の表現はただエネルギーの激しい緊張のなかに、受容する力の表現はただ
あり余るばかりの素材の豊かさのなかに存在するのであり、前者が個々の目的に向けられた悟性を、後
者が粗野な感覚（Sinnlichkeit）を、一面的に充足させることによって、それぞれが美的感情を満たす

354



ヴィルヘルム・フォン・フンボルト　男性の形式と女性の形式について

142

ことはないままになるのであろう。
性の性格は実際のところただ美のより高次の人間の性格との結びつきのなかでのみ可能であるという

ことは、性の性格をこれから切り離して捉えるときになお一層明らかになる。人間性の領域を離れるや
否や、美もまた失われていくのである。しかしそのときはまたすぐに両性の間に、それらの本質的な独
自性のなかで必然的に根拠づけられている違いが現れるのである。男性は、たとえそれが完全にたんな
る本来の性格に引き戻されるというかたちであるのだとしても、それでもつねに力の表現を保持してお
り、その力は、たしかに粗野な荒々しさをともなっていて、恐ろしく嫌悪感を抱かせるものなのではあ
るが、しかし実際つねに、ありとあらゆる道徳的要求が除外されるところではとくに、関心と驚きを引
き起こすのである。それに対して、女性においては、そういう場合に、素材（Materie）が力を抑えて
いるのであり、この力のなさというものは、いかなる優美さをもってしても補われないのである。ここ
から、動物界においては両性が、美という点に関して、人間とはまったく逆の関係にある、という明白
な現象が説明されなければならないのである。なぜなら、人間においては、弱いほうの性が強いほうの
性に対して、美に関して、ただ完全に同等というのではなく、むしろその点において勝ってさえいるの
であるが、それに対して、まさにありとあらゆる動物のメスは、同じ類のオスに対してはるかに美しく
ないからである。この違いの根拠を有機的体系のなかに求めようとしても無駄であろう。というのも、
肉体の本来の構造によって認識される性の違いの根拠は、自然の法則の類似性に従って、必然的に至る
ところで同じものであるに違いないからである。動物においてもまた、実際人間においてと同様の肉体
的独自性が見出されるのである。動物においてもまた、メスは、オスと比較して、絶対的に小さく、弱
く、華奢な骨格で、豊満さに恵まれている。それゆえ、動物の普遍的本性は、ただかの現象の根拠を含
んでいるのである。みずから威厳を要求することはできないのであるから、それは、メスの小ささ、弱
さ及び穏やかさによって全面的に失われ、ただなおオスの大きさ、力および決然性によって獲得されう
るものなのである。動物におけるメスの肉体的弱さは、道徳的強さによって高められることはないのだ
から、それは、たんなる無力の表現として現れ、その無力の表現はまた、肉体的弱さが美の能力を有す
ることになるとき、人間の女性の形態において35ようやく解消されているに違いないのである。しかし
動物の肉体に関しては、ただ肉体的長所だけが要求されるのだから、オスの独立性の表現が法則を欠い
た恣意の表現へと変化しても、それに対して何の問題もないのである。

しかしながら、動物のところまで下りていくことなしに、上述の主張がまた人間の本性そのものの例
によって確認される。まだなんの文化も持たず、野蛮な始源の状態で暮らしている諸民族のもとでは、
女性の形態は、美に関してはほとんどまったく男性の形態と比較しようもないのである。そして、たと
え文明化した諸民族のもとでも36また、ときに同じような不釣り合いが認められる場合、さらに克明に
研究すれば、おそらくまた同じような原因に到達することになるであろう。少なくともわれわれは、わ
れわれのもとでもまた、男性と女性の形態が放恣な不道徳さの刻印を示すところでは、人間性が高貴さ
を失っているところでは、そして理性の自由が抑圧されているところでは、そして少なくともまだ肉体
的な力の表現によってある種の自制を得ている男性よりも、女性のほうがつねになお嫌悪と反感を催す
印象を引き起こすということを見知っているのである。ところで、すべてこのような場合には、同じ現
象が回帰する。至るところで、女性の形態は、ただ最高の表現のためにつくられているのであり、人間

0 0

の
0

美として現れないところでは、その美しさはそもそも疎遠なもの（fremd）なのである。しかし、こ
のことはもちろんただ美的判断においてのみ当てはまることなのである。つまり、性ではなく、人間が
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決断を下すところでは、ということである。ここでは区別なく、一方の性の形成が他方の性の傾向にお
もねり、容易にここでそれぞれが他方に勝利を得るのである。ただ、より繊細な動きを示す魂におい
て、美しいものに対する感情がありとあらゆる感覚（Empfindung）を調和的に響き合わせてきたとこ
ろにおいては、この傾向もまたさらに高い要求の下位に位置づけられているのであり、ただそこでの
み、たんなる性衝動は、人間的愛へと変容し、感覚の制限された領域から想像力による理念的な領域へ
と移行するのである。それ以外の場合には、この趣味（Geschmack）の不純さは、ただなんらかのか
たちでこちら側に接触するありとあらゆる対象へと広がっていくのである。そして、もしもわれわれが
社会生活の領域において、教育、流行、礼儀について、芸術作品、演劇、著作などについて、要する
に、もっとも広義の悟性において趣味の領域に属するすべてについて下される判断を克明に探求するの
であれば、私心のない賞賛が真実の美を飾ることがいかに稀であるかを、われわれは驚きをもって認め
ることになるであろう。

つまり、性の性格は、男性的な美と女性的な美を理念的な美から遠ざける一つの制限として見なされ
なければならないのである。そしてそれが形式に影響を及ぼす限りにおいて、それは、形式に対して、
みずからを理念にまで高めることを不可能にするであろう。しかし、ただ制限によって無限なるものに
上昇していくこと、ただ素材（Materie）によって形式に、ただ分離によって調和に到達するというこ
とが、有限な自然の法則なのであるから、性の美は、たとえそれがそれ自体だけは理念の美に永遠に矛
盾するにもかかわらず、実際、理念の美に至る唯一の道なのである。さらに人間はただ、性に属してい
る限りは、この制限に結びついているのであるが、しかし、同時に自由な、性を超越した人間性への傾
向性を内包している限りは、その制限から解放されているのである。この傾向性のおかげで、人間は、
性の限界によって拒まれている完成を、自由に手に入れるのであり、一面的な自然の性格を道徳的性格
によって、理念にすべく補完するのである。そして、この道徳的性格が、自然の恵みによってであれ、
あるいは理性の内的作用によってであれ、さらには外的形成によるのであれ、生き生きと語れば語るほ
ど、性の性格の表現はその一面性をより多く失うのである。われわれは、人間性と性の結びつきから、
新たな中間の美が現れるのを見るのであり、これは普通、男性の美と女性の美として理解されるものな
のである。そこにおいて、理念の均衡はただ、有限な自然の制限がそれを必然的なものにしている分だ
け妨げ、そのものが、形態にきわめて個別的に特徴の混合を与えるので、そのことによってそれは新た
な魔法を獲得するのである。それは、ただ人間性というのでもなく、男性や女性として現れる性でもな
いのである。独自の、内的に完結した形態は、その両方なのであり、たんなる人間性とかを一面的に想
起させるものではないのである。個別的にはそれ自体あまりにも容易に物理的暴力の外観を得る男性の
強さの表現は、人間の尊厳（Würde）の表現によって和らげられ、男性を憂慮すべき無秩序へと陥ら
せる恣意の盲目的支配は、理性の支配に従う以前に、道徳的自由として姿を現わそうとするのである。
そのようにして、芸術の理念においては、英雄の男性的反抗心は、神の柔和な崇高さに屈するのであ
り、それゆえわれわれは、この神のなかに、ほとんど最後の痕跡に至るまで消し去られている男性的な
ものの性格が、ただ純粋な人間性と一致しているのを再発見するのである。

しかし、女性の美においては、女性的なものは、さらに緊密に人間性と結びついているのである。そ
して、男性の場合以上に、双方からなる新しい中間の形成が生まれでて、特徴を同時に双方から借用し
つつ、それぞれの一面的な表現を同じように欺くばかりに隠し去るのである。なぜなら、完成の最高の
段階においてさえ、女性的なものの表現は、きわめて明白に、純粋な人間性の表現と並んで維持される
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のであり、たとえそれが絶えずそのなかに混じり込んでいくのであろうとも、それにもかかわらずそれ
はけっしてそのなかに没してしまうことはない。ただこの独自性にもかかわらず、女性は、男性に劣ら
ず、みずからの美に対して、一面的な性の形成から独立した完成を与えることができるのである。たし
かに素材の圧倒的な支配が完全に破棄されることはありえず、つねに女性の形態に伴う肉体的な弱さと
依存性が消し去られることもありえないのである。しかし人間性の力がかの肉体的な弱さを支えること
によって、それは、道徳的な、みずからの力によって和らげられた強さのイメージを生み出すのであ
り、まさにそうすることによって、かの自然の依存性は、みずからが与えた法則への自発的な服従へと
変容するのである。それゆえ、同様に束縛されない力が、男性と女性の形成から語りかけてくるのであ
るが、ただそれは前者においては制限のない作用範囲に広がっていくように、後者においては自発的に
和らいでいくように思われるだけなのである。

しかし、両性はけっして有限性から逃れることはないので、両性における形態のこの理念的な完成に
は永遠の障害が対抗するのである。そして最高の美は、けっして現実には達成されえないのである。か
のバランスが現象において具現されることになるには、有限なものが無限なものにならなければならな
いであろうが、そのときでさえ、人間の感覚はそれを捉えることはできないであろう。ただここでもま
た、二重の性の性格の表現は、その目的に近づく方法を示すのであり、現象から理念へとみずからを高
めようとする観察者にもまた、それは助けとなるのである。双方の性の形成は純粋な人間性の形成と似
ているのであるから、それら双方は真の美の感情を彼（観察者）のうちに呼び覚ますのである。しか
し、それぞれは特別な類を形成するのであるから、彼の注意もまたそれぞれによって主として美の双方
の類の一方に向けられるのである。そのことによって、彼は理念の双方の要素を、個々に分かりやすい
明瞭さで、受け取るのだが、理念の本質がそこにある統一は解体されることになる。かくして何ものに
も妨げられることなく、彼はそれを想像力の創造する力によって、形成しようとすることができ、彼の
外部の現実からただ制限された素材だけを借用することにより、みずからを内的な自発力で制限のない
理念へと高めることができるのである。

それゆえひとは、性の形成そのものを客観的に見るのかもしれないし、あるいは、それが生み出す印
象を主観的に見るのかもしれない。だから、ただ理念との比較においてのみ制限的な限界である性の性
格は、有限的な自然の制限ということを考慮すれば、完全性への一つの手段ということになるのに違い
ないのである。男性的なものの表現は諸特徴の規定性

0 0 0

（Bestimmtheit）によって形式の支配
0 0 0 0 0

をむしろ
強調するのであり、そしてそれに純粋な人間性の表現が穏やかに伴うので、それは、男性的なものの一
面的な側面を主として現わすのにそれ自体どうしても必要である以上に遠く理念から離れることはあり
えないのである。女性的なものの表現は、諸特徴の優美さ

0 0 0

（Anmuth）によって、より生き生きとして
イメージにおける素材の自由

0 0 0 0 0

を示すのであり、まさに純粋な人間性と同じ表現の方法に支配されるので
ある。ところで、性を超越した人間を想起するよりも、男性はより情熱的に、女性はより柔和に現れる
のであり、それゆえ、男性的な美は緊張を促し、女性的な美は安らぎを招くといわれるのがつねなので
ある。しかし、これらの表現はただ、異なった性の形成の洗練されていない感覚への、そしてとりわ
け、一方の性の形態が他方に引き起こす印象への、共通の作用を現わしているだけなのである。もしも
男性の緊張した力が快い安らぎを求め、女性の不確かな憧憬が決定的統一を求めるのであれば、それら
の相互の形態は、双方に対して満足を与えなければならないのであるが、その満足は欲求に副うものな
のであるから、つねに利己的であり、美的判断にとっては不都合なものなのである。
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人間が美しいものの観察に身を捧げているところでは、人間はありとあらゆる党派性から離れ、性を
超越してただ人間性にのみ属さなければならないのである。ただそのような幸福な瞬間においてのみ、
人間は、みずからの存在を最高のバランスへと合致させ、それによって自然に似、それによって神性に
似るさまざまな力を一つに溶け合わせることに成功するのである。この目標に向かって、男性の形式と
女性の形式は、人間を、さまざまな道を通って導くのである。女性の形式は、まず第一に、その優美さ
によって感覚を魅了するのである。しかし、素材は完全に形式であり、見かけの恣意性は完全に必然性
であり、感覚的魅力の豊かさはただ繊細で洗練された精神性の表現に他ならないのであるから、まず最
初に呼び覚まされた感性的感覚は、神聖な純粋さで37、精神的感覚へと流れ込んでいくのである。男性
の形式は、感覚に語りかけることによって、直接的に同時に決然として精神に行動を要求するのであ
る。しかし、形式は、その内部においては素材として、必然性は自由として、そして精神的尊厳は、感
覚的優美さを身にまとって現れるのであるから、まず最初に生き生きと活発化される精神的感覚は、感
性的感覚へと移行していくのである。前者においては、心情（Gemüht）は、遊戯（Spiel）から真剣さ

（Ernst）へと、後者においては、真剣さから遊戯へと動いていくのであり、そして双方の場合におい
て、二つの異なった感覚が生まれ、そのあいだで心情は絶えず揺れ動き、その感覚を心情はつねに再生
産するのであるから、双方の形成のそれぞれは、混じり合った気分を生み出し、そのなかでそれぞれの
本来の性格は、相対する性格によって和らげられているのである。この結びつきによって女性の形態は
弛緩させる特質を捨て去り、男性の形態は緊張させる特質を捨て去るのである。そして前者は力を吹き
込まれることによって、後者は優美さによって和らげられることによって、双方が生き生きと心に働き
かけるのである。それに対して、双方の形式のそれぞれに対する好意（Zuneugung）は、みずからの
性格と他方の性格との調和に依存するのであり、より穏やかな感覚（Empfindung）はむしろ女性の美
のもとに、より精力的な感覚は男性の美のもとにとどまることになるであろう。ところで、このように
してそれぞれの観察は、みずからに類似した一面的な気分から発するのだが、混じり合った気分を生み
出すのがつねであることによって、心情（Gemüht）はつねに一方によって他方のために、そしてその
ようにして、双方によって理念的な美38のために受け入れられるのである。

それゆえ、最高の作用を求めるべき芸術家（Künstler）は、双方の形態の研究を相互に分離したり、
あるいはただ一方の側の表現に身を捧げたりしては、絶対にならないであろう。しかし、そのような一
面性をこの上なく慎重に避けたとしても、当の芸術家は実際けっして双方において同様に幸福であるこ
とはないであろうし、彼を主として一方の側に引き寄せる傾向を克服することはけっしてできないであ
ろう。なぜなら芸術家の天才（Kunstgenie）もまた、性の性格を感ずるからなのであり、純粋な理念
性（Idealität）を求める緊張極まりない努力は、性の性格を実際ただ高貴なものにすることはできるの
であろうが、消し去ることは困難であろうからである。男性的な形成は、釣り合いの正確さ

（（Richtigkeit	der	Verhältnisse）で、芸術
0 0

の要求を満たすのであり、女性的な形成は、輪郭の優美さに
よって、美に対する感情

0 0

の要求を満たすのである。しかし、感情は、悟性がそれを育成したときにのみ
確たる導き手なのであり、それゆえ芸術家の卵は、まず最初に男性の形態で練習しなければならないの
である。というのも彼はそこで芸術の技術的部分がしっかりと明瞭に描かれているのを見出すからなの
である。彼がこの研究において相当の進歩を遂げたときにようやく、彼の目にもまた、形式の同じ必然
性を、女性の優美さの覆いの下にもまた発見することに成功するであろうし、彼の［芸術家としての］
訓練（Ausbildung）の最後の困難な歩みは、この必然性を、魅力を傷つけることなしに描くことにな
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るであろう。感性の最高の段階においては、女性の美の表現は、より困難なものである。なぜなら、男
性の美が芸術家に対して行うありとあらゆる要求に、さらにもっとも困難な要求が付け加わるからであ
る。つまり、それは芸術家が、女性の美の外観を避けるというもっとも厳しい合法則性を証明すること
によってなのである。それに対して、よりわずかな完全性（Vollkommenheit）のみが要求されるので
あれば、女性の形態は、ふたたびより簡単なものになる。なぜなら、男性の形態においては、真実に対
するあらゆる欠点は、あまりにも明白なものであり、いっそう深い研究がすでにそれらすべてを避ける
ことを要求するのであるが、それに対して、女性の形態においては、凡庸な芸術家ならびに平凡な批評
家は、たんなる女性的なものの外面に、つまり、柔らかさ、好ましさおよび魅力に満足してしまい、そ
の彼方にある、真実の虚偽とまでは言えなくとも、実際すくなくとも空虚さを、はるかに容易に見逃し
てしまうからである。

しかし、主として女性の美を描くべく定められている真の芸術家においてさえ、まず最初に想像力
は、柔和な安定性と愛すべき優美さに対する要求を貫くのであり、彼自身、（このような表現が許され
るのであれば、）芸術の感性的部分から出発するのであるが、ただ彼はそこにとどまるのではなく、そ
こから理念（Idee）へと移行していくのである。ところで、この女性の美を彼は、その最高の純粋さと
厳密さで捉え、表現しようとする。しかし、かの想像力の優位のゆえに、彼は、視線の鋭さよりもむし
ろ柔和さを、手腕の大胆さよりもむしろ繊細さを有しているのであり、個々の特徴を正確に区別するよ
うに思われるよりも、むしろ全体をほとんど気づかれることのないそれらの移行性によって結びつける
のである。まったく逆に、男性の美を描くべく定められている芸術家においては、まず最初に、形式の
決然性と必然性に対する精神の要求が生まれる。彼は、芸術の精神的部分から出発するのであり、鋭い
眼力でその形態の特徴を捉え、それを力強い特徴をもって描き、同時にそれを優美な気品さに包み込
み、そうすることによって真実から美へとみずからを高めていくのである。たしかに、いかにここで構
想されているのかを描写するに際して、現実に緊密に結びついているものをあまり切り離さないように
することは、避けられないことである。しかし、実際否定しようもなく、これら双方の違った芸術家の
資質における、そのような相反する特質の優位性は支配的になるのであり、理念的な美の研究39を通し
てたしかに和らげられはするであろうが、けっして完全に消し去られることはないであろう。

それゆえ、たとえどのような関係において、異なった性の陶冶が観察されるのであろうとも、それは
つねに二重の関係性のなかで見出されることになる。つまり、自分自身に対する関係性と理念に対する
関係性においてである。そして、双方の性がその内的な、相互に支え合う資質によって、人間の力を、
有限な範囲を超えて、拡大するのとまったく同様に、それは、外的な異なった形態によって、美的感情

（Schönheitsgefühl）を理念に向かって導いていくのである。なぜなら、たとえ外的形成が内的な有機
的規定から理解されることがどれほど困難であろうとも、それにもかかわらず、自然の隠された関係性
そのものを探し出すことは、報われるべきことだからである。そしてここでは、双方の性のどちらも、
その内的独自性に従えば、みずからが実際に現わしているのとは違った別の形態のもとで現れることは
不可能であったということを納得するためには、なんら骨の折れる努力を必要とはしないからである。
男性においては、力の優位が特徴的であり、しかも、生み出すべく定められ、素早く集中することがで
き、つねに一点から外をめざす力である。それゆえわれわれは、その力がすばやく筋肉を緊張させ、妨
害してくるありとあらゆるものを力強く片づけ、絶えざる活動にみなぎりつつ、安らかな享受を遠ざけ
るのを見るのである。そうすることによって、その力は造形芸術に近づくのであり、造形芸術は、まさ
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にその力と同様に、生ける原理に死せるものを支配する権利を与えるのである。
それに対して、受容する力（empfangende	Kraft）は、さらに大いなる豊かさを有している。それは、

根源的に生み出すというよりも、むしろ活動に応えるべくつくられているのであるが、情熱に欠けてい
るところのものを持続性（Beharrlichkeit）によって補うのである。それゆえ、輪郭の連続した安定性、
繊細さと柔和さによって、女性的なものは、外的な形態においてもまた現れ出ているのであり、そのこ
とによって外的な形態に、たとえ美が欠けているのであろうとも、しかし少なくともつねに快い魅力を
与えるので、その快さは非常にしばしば本来美的なものと混同されるのである。ところで同時に、女性
的なものは、いかなる部分にも主に前面に出ることを許さず、そしてただ最高の感性的まとまり

（sinnliche	Einheit）がそれに完全に相応するのであるから、女性の形態はそもそも男性の形態よりもよ
り美に近いところに位置しているのであり、たとえその内容を欠いているところにおいてさえ、少なく
とも美の形式を有するのである。なぜなら、あらゆる強制からの自由はすべての美の魂であり、真の美
はただ、それがこの特性をもって最高の現実性（Realität）と決然性（Bestimmtheit）とを結びつける
ことによってのみ区別されるのであるから、すでに形式のたんなる安定性、流動性および大胆さは、か
の本質的な美の性格を身につけているので、美の類似物と思われるに違いないからなのである。ここに
議論の余地もなく、主として男性から女性に向けられる美の要求が基づいている。男性においては、美
は付け足しであり、男性のなかの一面的な性の性格に打ち勝つ人間の自由な贈り物である。女性におい
ては、美は、その性が果たす責任として、女性的なものそれ自身のように要求されるのである。それゆ
え、女性的なものと同様、美はまた内面的なものの判断においても考慮されうるのであり、ある程度義
務化されうるのである。なぜなら、女性性（Wiblichkeit）の内的性格は、美以外のいかなる表現をも
もちえないからである。しかし、不当にも、ただみずからの制限された類でしかありえないこのまだ内
容のない美は、かの真正の理念的な美と混同されることになるであろう。その真正の理念的な美に向
かって、むしろそれぞれの性は、ただ純粋な人間性をより多くみずからの内に主張しようとすることに
よってのみ、つまり、男性的なもの（das	männliche）はより多く自由（Freiheit）を、女性的なもの

（das	weibliche）はより多く必然性（Nothwendigkeit）を獲得しようと試みようとすることによっての
み、みずからを高めていくことになるのである。

しかし、この二重の努力によって、本来の美はかならずしも高められるわけではない。非常にしばし
ば、形態はそのことによってただ生き生きとした表現

0 0

（Ausdruck）を得るだけであり、その表現は本
質的に微によってさまざまなのである。たしかに、経験においては、双方はしばしば相互に混同され、
われわれは、たんに面白いということでしかないであろう形態が美しいと名づけられるのを耳にするこ
とも稀ではない。いつもは非常にしばしば感性（Sinnlichkeit）によってなのであるが、ここでは美的
感情は悟性によって惑わされ、唯一美に対して感受性のある調和的心的気分というものがいかに稀であ
るかが、あらためて明らかになるのである。表現が支配的なところでは、心情が諸特徴を制禦し、それ
らがみずからの自由に従うことを妨げるのである。それゆえ、そのような形成は、たんなる美的形成同
様に、自己自身によってみずからを現わすことはなく、注意は、外的形態から内的性格へと引きつけら
れていくのである。それに対して、端的に好ましい形成40は諸特徴の最高の自由を告知するのである。
つまり、それらの諸特徴は、いかなる一定の表現とも結びつくことはなく、ただ優美な安定性にのみみ
ずからを委ねるのである。それゆえ、たしかにここでは、まなざしは形態を離れてなにか別のところに
導かれることはないのだが、しかしこの空虚さのもとにとどまるということは、同様にまなざしには不
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可能なのである。その双方の中間に位置するただ美しい形態だけが、内的に完成していて、感性をも精
神をも満足させるすべてを同時に含んでいるのであり、ただその内部においてのみ、この上なく内容に
富んだ表現が同時に、諸特徴のこの上なく自由な優美さと結びついているのである。しかし、それゆえ
いまや観察者はまた、そこにおいて、みずからの大胆極まりない期待が凌駕されているのを見出すので
あり、彼はその全存在を完全極まりないまとまりとして見るので、彼の想像力はもはや、外的形態を内
的意味から分離することはない。つまり、美の形態には性格が欠けているという理由によってではな
く、美の形態が、自由を犠牲にすることなしに、性格を際立たせているという理由によって、美は表現
と区別されえないのである。表現がただ現在

0 0

の状態の描写に、つまり狭い現実に限定されることによっ
て、美はむしろ性格の全体

0 0

（Total）を、そしてそこからありとあらゆる個々の表現が流れ出てくる性
格の無限の能力を表現するのである。しかし無限なるものは現実においては到達しえないのであるか
ら、当然のことながら、最高の人間の美は、ある悟性においてただ表現であり続けるだけであり、だか
らただ表現を美に近づけることだけが重要なのである。一時的な激情のイメージから、表現は永遠の性
格のイメージへと高められなければならず、しかもただたんに一面的なものによってだけではなく、あ
りとあらゆる面から調和的に形成されている性格のイメージへとなるのである。

奇異な現象ではあるのだが、美の表現は危険をはらんでいるにもかかわらず、われわれの時代のより
よき趣味はもっぱらほとんどそこに向けられているのである。絵画においても造形芸術の作品において
も、われわれは、諸性格の描写に関して優雅さと美とを忘れているのであり、そこにあるのはしばしば
ただ諸性格の瞬間的な情熱的気分だけなのである。もしも詩人がわれわれをただ性格表現によって満足
させようとするならば、われわれは、そこに美が基づいている全体の構成の欠陥を見逃してしまうので
あり、まったく同様に、もしも作家がわれわれをただ大胆で独創的な言い回しによって引きつけるので
あるのならば、われわれはそもそも描写の芸術的統一の欠如を許してしまうことになるのである。流行
の恣意的要求を超越している真の作曲家は、同様の不平を述べるのであり、美の法則をまた日常生活の
対象へと適用することに慣れてきた者は、われわれの交際においても、われわれの礼節においても、わ
れわれの習俗においても、たとえ悟性が内容と性格によって個々にどれほど満たされるのであろうと
も、非常にしばしば、必要な優美さと真の美に対する努力を見失っているのに違いない。ここで、完全
に相対立する性格の二つ国民（Nationen）が次第しだいにわれわれの趣味（Gechmack）に及ぼしてき
た影響というものを想起せず、そしてその視線を期待に満ちて、内容をも、形式をも再びみずからの権
限のなかに取り込み、双方に対し相互に排除し合うことを妨げてきた第三の国民に、向けさせないよう
にするということは、ほとんど不可能なことである。特別の国民的性格に普遍的な理性の性格の作品だ
けにありうる完成というものが期待されうるならば、なのであるが。しかし、この道以外で真の美に突
き進むということがどれほど困難であろうとも、まさにこの途上において、真の美を完全に見失うとい
う危険はふたたび存在するのである。

美それ自体以上に、女性性は、この危険に晒されているのに違いない。というのも、女性性は、ただ
たんに美に近いというだけではなく、また表現によって失われていく側から美に近づいていくからなの
である。そして実際、もしもかの支配的な時代の趣味に41、女性の陶冶に対する影響力がありうるもの
とするならば、真の女性性に対する表現においては、配慮がなされなければならないであろう。なぜな
ら、ここでもまた、魅力的なものが、美的なものと混同されることが稀ではないからであり、さまざま
な表現方法そのもののなかで、はるかに強く際立った表現よりも、むしろ柔和で望ましい表現のほうが
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あとに位置づけられるからである。純粋な感情の判断よりも、はるかに頻繁に感覚あるいは悟性の一面
的な要求に支配されるということが、そもそも女性たちの宿命であるように、彼女たちの美の判断にさ
いしてもまた、（もしも実際感覚的なものを超越するのであるならば）精神、機知、活発さというなん
らかの際立った表現に対して、さらにきわめて大いなる考慮がなされるのに対して、穏やかではるが、
柔和で繊細な感情の表現は、あまりにも容易に見過ごされるのである。いまでもなお、ただ魅力的なも
のを求め、まさにあたかもみずからの無気力さを意識するかのように、至るところに目を見張るばかり
の魅力を要求することを、人は完全にはやめることはない。それゆえ、その一貫した美の調和が最も多
く受け入れられる、まさに最高の性格の表現は、またいまでもなお、もっとも多く誤解されるのであ
り、より目につく悟性の輝きが、ただ強調されることによってのみ興味深いものとなりうる、控えめな
感覚の表現よりも、優先されるのである。なんら卓越したものを有することはないのだが、しかしそこ
から感情の繊細さ、穏やかなつつましさ、あらゆる真なるものと善なるものに対する控えめな熱意が語
りかけてくる、まさに真に女性的な形態は、両義的な賞賛によってはねつけられることになるのである
が、それは、報われるというよりもむしろ恥じ入らせられるのがつねである。しかし外的陶冶における
真の女性性の性格にとって、趣味の雰囲気以上に破滅的なものはないのであるが、それは、時代のより
よき方向性に従えば、終わりに近づいていてまもなく、もはや支配的なものではなくなるであろうとは
いえ、それにもかかわらずいまだになおあまりにも一般的なのである。なぜなら、女性の形態の独自性
は自由と全体の調和に基づいているのだが、しかし表現はつねに個々の特徴を多かれ少なかれ際立たせ
るものなのであるから、表現は全体と必然的に対立せざるをえず、非常にしばしばある種の形成の非女
性性は、表現のたんなる強調に基づいているものと見なされることになるであろうからである。

しかしながら、女性の形態の完全さを、美とは関わりのないものとしてさえ確信している者は、それ
ゆえ、男性の形態に対してよりも女性の形態に対して、少な

0 0

からざる表現を認めようとすることであろ
う。女性の形態はむしろ、その本性によって悟性によりも感覚に頼るのであるから、さらに慎重に空虚
さを避けなければならないのである。たしかに、その内部において表現がなされうる境界は、女性の形
態においては、実際はるかに狭いのであるが、ただ、女性の肉体は、大いなる柔軟性と微妙な多様性に
よって特徴づけられうるのであり、そのことによって、とりわけ表現の繊細さを有するのである。なぜ
なら、くっきりと際立った個々の特徴においてではなく、緊密に形態全体のなかに織り込まれ、一見し
たところではほとんど気づかれず、高貴な単純さを身にまとい、内的性格は、真に女性的な造形のなか
に現われるに違いないからである。しかしこの完全な調和が達成されないのであれば、魂が前へ前へと
突き進もうとするよりも、ただみずからを垣間見せることに甘んずることが、より女性的でさえあるの
である。つまり、明らかに、女性の美は表現と、しかしただ最高の表現とのみ調和しうるのである。一
時的な傾向や激情の制限された状態ではなく、ただ性格だけが、幸運にも女性の美において現れるので
あり、それはまた、ただその力の調和的な統一のなかに、そしてその資質の全体性のなかにのみ、現れ
るのである。それゆえ、女性性は、悟性の表現よりも容易に、想像力と感情の表現を許すのであるが、
それは、悟性がむしろ分離に向けられているのと同様、想像力と感情は結合に向けられているからなの
である。とはいえ、悟性の力自身、女性においては、分離的にというよりも結合的に作用するのであ
り、そこから主として、われわれが精神

0 0

と名づける独自の現象が生ずるのであり、それを男性は必ずし
も同じように容易に手に入れるとは限らないのである。それゆえ美と女性性は、形態における表現に対
して、完全に同じ関係に位置しているのである。同様に表現は両者に危険を及ぼし、同様に両者と結合
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しうるのである。
それに対して、男性の造形の独自性の表現は、事情がまったく違うのである。それは、個々の顕著な

諸特徴に基づく場合もあれば、あるいは他の全体の形態にさらに繊細に組み込まれているとされる場合
もあり、全面に押し出されることもあれば、控えめに背後にとどまることもありうるのである。だから
それは、たしかに強さによって両性を互いに接近させる美を損なうこともありうるが、しかしそのさ
い、男性性の特徴的なものは、失われるよりもむしろ獲得されることになるであろう。それゆえそれ
は、女性においては、純粋な人間的形態から期待されるよりも秘められているとするならば、男性にお
いては、より明瞭に際立ったものとなっているのである。それゆえそれはまた、男性の造形において
は、より明瞭に目につくのに対して、女性の造形においては、未熟な目にはしばしば見逃されさえする
のである。しかし男性の形態における調和は、感ぜられるというよりもむしろ考え出させるものなので
あるから、男性の表現は、女性の表現よりもしばしば謎めいていて、奇異なものに思われるのである。
女性の表現は。形態全体と結びついていて、この結びつきによって説明されるのである。しかし、まさ
にそれゆえに、女性の表現は、完全に理解されるためには、本来繊細で多面的に訓練された感覚を、男
性の表現は、強烈な鋭い洞察力と経験によって裏打ちされた判断力とを必要とするのである。

もっとも自由な領域は、形態の動きの表現にあり、ここでとりわけ女性の性格は、顔の一定の特徴よ
りもはるかに明白に変転する表情の動きのなかに現れるあらゆる独自性を示すのである。まさに女性の
形態は、男性の形態よりも表現力に富んでいるのである。そして情感に満ちた音楽の和音のように、あ
りとあらゆる女性の動きは、より繊細かつ柔和な雰囲気に満ちているのに対して、男性はここでもま
た、おおいなる激しさと厳しさを示しているのである。女性の魂のなかでは、想像力はつねに悟性に、
感覚は理性に先んずるのであり、そうであることによって、その双方は、みずからもまた絶えず相互に
移行しあうことによって、共同で心情の統一を生み出すのであるが、それを男性はただ懸命な努力に
よって目ざすのである。だから、女性においては、内的な生もまた、外的な現象形態42と切り離される
ことが少なく、魂はみずから容易に、造形的な構造のなかに現れるのである。おのずと無制限な自由な
輪郭が特徴となるのであり、それによってたんなる表現が美となっていくのである。なぜなら、そこか
ら語りかけてくるのは個々の動きではなく、魂全体なのであり、しかも、そのなかでは想像力と感覚が
支配的であるがゆえに、不安定なものや定かならざるものよりも、厳しいものや堅固なものを避ける女
性の魂だからなのである。しかし、ただたんに形態だけではなく、さらに力強く感覚を呼び覚ます声も
また、両性における同様の独自性をみずから担っているのである。より柔和に、より好ましい音調で、
しかし多様に変化する絶妙な響きで、声は女性の口から鳴り響くのである。単純ではあるが、しかし激
しく強烈に、声は男性の口から鳴り響き、双方が魂の感情をその性格に従って表現するのである。

女性の形態が内的なものを映し出す忠実で明るい鏡となるのはその繊細な柔和さによるのであるが、
それこそは、異性との交際がもたらす独特な喜びなのである。それほどまでに直接的にわれわれに語り
かけてくるものは他にはなく、それゆえまた、それほどまでに深い感情を呼び覚ますものはなく、それ
ほどまでに和やかな気分を引き起こすものはないのである。行動によって容易に我を忘れてしまう男性
を、ふたたび我に返らせ、悟性が分けてしまうものを感情によって結びつけ、男性のゆるやかな歩みを
先へ先へと進ませ、そして、男性が目ざす最高の理性の統一を具体的に表現することが、この性のすば
らしい使命なのであり、この性の外的形成はまたきわめて忠実にこの使命を果たすのである。それゆ
え、女性の力はまた、主として生き生きとした現在に基づくのであり、しかも感覚に対してではなく、
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想像力に対してなのである。たしかに、まさにこのことはまた男性にも当てはまるのであるが、それ
は、彼がみずからの形態全体の高貴さをもって現れるときなのである。彼の形態もまた、心を力強く捉
え、彼の魂の気分をきわめて繊細な特徴で描く独自の言語である。しかし、内的なものをこの優雅さに
までもたらし、そのような柔軟性を有する外的な構成を可能にするためには、かれはみずからの性から
いわば離脱し、自然の目的を超越しなければならないのである。つまり、高度な使命そのものが要求す
る以上のことを果たさなければならないのである。それに対して、女性は、その形態の生き生きとした
表現そのものを失うことのないように、ありとあらゆる女性の独自性を、慎重に慎重に維持すべく努め
なければならないのである。そして、この努力が完全に失敗に帰することになるのであれば、女性は、
ただたんに自然の使命と外的な日々の生の営みを果たすことだけしかなくなってしまうように成り下が
るか、あるいは本来なすべきではない領域の仕事をするようになってしまうか、なのである。なぜな
ら、ここでもまた女性性は、たんなる自然の目的という境界を超えるや否や、ただ最高のもの

0 0 0 0 0

だけを与
えられるべく定められているからである。そして、女性性に対して他の要求をする者は、ただその性に
ついての無知を晒すことになるのである。

（すぎた・たかお／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授
かんの・けん／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授）

注
1 　「完全な人間の理想」（das	Ideal	der	menschlichen	Vollkommenheit）と、「人間の美の理想」（das	Ideal	der	menschlichen	

Schönheit）が対置されている。
2 　原語はdas	genauerste	Gleichgewichtである。
3 　原語はder	reine	Geschlechtscharakterである。
4 　原語はein	vollständiges	sinnliches	Bildである。
5 　原語はder	wahre	Geist	der	Geschlechtseigenthümlichkeitである。
6 　原語はdie	productive	Einbildungskraftである。
7 　ゼウスを指している。
8 　ディオーネ（Dione）は、古い上格の女神で、ゼウスとのあいだにアプロディテー（Aphrodite）を生んだ。以下ギリシア神

話の女神については、呉茂一『ギリシア神話』上・下（新潮文庫,1979年）を参照。	
9 　ウェヌス（Venus）は古代ローマの美と愛の女神で、古代ギリシア神話では女神アプロディテ（Aphrodite）に当たる。
10　原語はIdealgestaltである。
11　原語はIn	der	seelenvollsten	Mineとあり、フンボルトはフランス語のla	mineをドイツ語的に用いている。ちなみに現代のド

イツ語つづりはdie	Mieneである。
12　原語はBauである。
13　ディアナ（	Diane）はギリシア神話のアルテミス（Artemis）に当たる。ゼウスとティタン神族のレトの娘で、アポロの双

生の妹。独身を通す許しを父神から得、アルテミスにならって純潔を守ることを誓わせられたニンフたちとともに、もっぱら
山野に狩りをして過ごした。

14　原語はBeschäftigungenである。
15　ミネルヴァ（Minerva）は、古代ローマの技術工芸の女神で、古代ギリシアのアテナ神と同一視された。
16　Jupiter	古代ローマの最高神で、ギリシア神話のゼウスと同一視された。
17　Latone	ローマ神ラトナ（Latona）で、ギリシア神話のアルテミスの母神レートー（Leto）のこと。ラトナの娘とはアルテミ

スのこと。
18　Endyminonはギリシア神話で、小アジアのカリアの羊飼いの美少年。月の女神セレナ（Selene）は、ラトモス山中で眠って
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いる少年を見て、恋心を覚え、その美しさを飽かず眺めていられるようにと、彼を永遠の眠りを与え、日が暮れると彼の側降
り立って夜を過ごしたという

19　Pallas	アテナ神の別名。
20　シセリア（Cytheren）は、アプロディテAphrodite［＝Vinus］の異名。
21　Junoはローマの最高の女神でユピテルの妃。ギリシア神話のゼウスの妃ヘラと同一視された。
22　原文はDer	Ausdruck	der	göttlichen	und	weiblichen	Naturである。
23　原文はdas	Ideal	einer	geistigen	Naturである。
24　原文はdas	weiblicheである。
25　原文はaus	der	sinnlichen	Harmonie	des	Bauesである。
26　原文はein	Ausdruck	der	sittlichen	Harmonie	des	Charakteresである。	
27　Bacchus	古代ローマ神話で酒神、ギリシア神話のディオニソス（Dionysos）に当たる。
28　原文はGeschlechtseigenthümlichkeitである。
29　原注　「たとえただ最初の根本的諸特徴においてであろうとも、ここで人間に関して生じたのと同じようにして、あらゆる動

物の種類の骨相学（Phzsionomik）が構想されうるであろう。そこではただ主として二つの障害が避けられるべきで、戯れの
想像力（Einbildungskraft）の恣意に対しても、生き物の内的特質を熟知している悟性に対しても、一面的な優位を認めるべき
ではないであろう。それゆえ、1 ．たんなる気まぐれに従うのではなく、至るところ、発生学（Naturgeschichte）に導かれて、
形態に影響を及ぼすかぎりにおいて、本来の体格（Körperbau）から発すること。2 ．すでに上で想起されているように、生
物の内的な完全性の概念に従い、その形態の骨相学的判断にいかなる影響も許さず、それに少なくとも最初は惑わされないこ
と。たとえさらに完全な動物たちがその形態に関して、より低い位置を与えられていたり、あるいはその逆であったりしても
である。動物界に関しては、後に、植物界への移行を多くの点で容易に見出すことができるであろう。」

30　原文はin	dem	ganzen	Habitus	des	Körperbauesである。
31　ここまでが『ホーレン』第 3 号（Horen,	3,	S80-103）に掲載され、これ以降は第 4 号（Horen,	4,	S.	14-40）に掲載された。全

集では、I.	S.	351の中央に一行スペースを入れて、それ示している。
32　原語はspecificirt	ist　である。
33　「この段落及び以下に続く諸段落において、読者は『ホーレン』の第 1 号および第 2 号の『義的教育に関する書簡』において

提示されている美の概念を想起されたい。」という原注があり、それに関連して全集第 1 巻352頁脚注に「特にシラー『全集』
第10巻、324頁（Schiller,	Sämmtliche	Schriften	10,323）を参照」とある。

34　原語はdurch	ihre	innige	Gemeinschaftである。
35　原語ではin	der	weiblich-meschlichen	Gestaltである。
36　原語ではunter	gebildeten	Nationenである。
37　原語ではin	unentweihter	Reinheitである。
38　原語では	die	Ideal-Schönheitである。
39　原語ではdas	Studiuum	des	Ideal-Schöneである。
40　原語はdie	bloss	gefällige	Bildungである。
41　原語はjenem	herrschenden	Zeitgeschmackである。
42　原語はErscheinungsweiseである。
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本稿は、ヴィルヘルム・フォン・フンボルト（Wilhelm	von	Humboldt,	1767-1835）の論文	“Ueber die 
männliche und weibliche Form“	の全訳である。原著は、シラー（Friedrich	von	Schiller,	1759-1805）が	
編集主幹となって、コッタ社から創刊された雑誌『ホーレン』（Horen）	の第 3 巻80-103頁（1795	3,	80-
103）、第 4 巻14-40頁（1795	4, 14-40）に掲載されたのが初出である。『ホーレン』は、1794年に刊行
が決定し、6 月にはフィヒテ、ゲーテ、フンボルト、ヴォルトマンが編集委員として迎えられた。カン
トにも協力を依頼している。これはシラーが『人間の美的教育について』の構想にさいして、カントの

『判断力批判』の美学論から大きな示唆を得たことと関係している。『ホーレン』は、1795年 1 月から刊
行が始まり1797年まで全 3 巻36冊が出版された。寄稿論文のなかには、ゲーテの第二書簡、「ローマ悲
歌」「文学的サンキュロッティズム」「ドイツ人亡命者の談話」、シラーの「人間の美的教育について」、
フィヒテの「真実に対する純粋な関心への活発化と増大に関して」などがある。フンボルトは1794年か
ら1795年にかけて、性差に関する論文を二編書いている。第一論文「性差およびその有機的自然に及ぼ
す影響について」は『ホーレン』の第 2 号（Horen,	1975	2,	S.	99-132）に掲載された（杉田孝夫・菅野
健訳　お茶の水女子大学ジェンダー研究センター編『ジェンダー研究』第16号,	2013年,	75-93頁所収）。
本稿はそれに続く第二論文である。

フンボルトがなぜ性差論を書くに至ったのかその事情はかならずしも明らかではないが、すでにそれ
以前に習作「ソクラテスとプラトンの神性、摂理、不死性について」（Sokrates und Platon über die 
Gottheit, über die vorsehung und Unsterblichkeit,	1785.	1787），「宗教について」（Über Religion,	1789）
を経て、「新しいフランス憲法に触発された国制考」（Ideen über Staatsverfassung, durch die neue 
französische Konstitution veranlasst,	1791）、生前刊行されることのなかった幻の名著「国家活動の範囲
を 規 定 す る た め の 試 案 」（Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen,	1792）を書いた後、古代研究「古代、とりわけ古代ギリシアの研究について」（Über das 
Studium des Altertums und des griechischen insbesondere,	1793）や人間形成に関する断片「人間の陶
冶の理論」（Theorie der Bildung des Menschen. Bruchstück,	1793）を書いている。またフンボルトは
1789年12月16日にカロリーネ・フォン・ダッヘレーデンと婚約し、そのクリスマスに二人はヴァイマル
のレンゲフェル姉妹の家の客となり、そこでレンゲフェルと妹の婚約者であるシラーと初めて対面する
ことになり、シラーはそのあとすぐにフンボルトをイェーナの自宅に招き数日共に過ごしている。これ
がシラーに私淑することになるきっかけであった。ちなみにヴィルヘルムとカロリーネの二人は1791年
7 月29日に結婚している。こうした草稿執筆の経緯等を考慮すれば、おそらく人間形成あるいは陶冶に
関する関心が前提にあって、シラーの影響のもとに、その問題枠組みのなかで両性の陶冶のあり方を比
較考察する方向に向かったのであろう。そのことは「男性の形式と女性の形式について」のなかにもシ
ラーの『人間の美的教育について』からの引用が散見されることから窺える。またヤコービの哲学小説

『アルヴィル』や『ヴォルデマール』なども構想の背景にあったことは疑いない。ちなみにフンボルト
は1794年には、『ヴォルデマール』の書評を『一般文芸新聞』（Allgemeine Literaturzeitung vom Jahre 
1794,	3,	801-807（Nr.	315,	26,	September）.	809-816（Nr,	316,	27.	September）.	817-821（Nr.	317,	27.	
September）に発表している。二編の性差論を書いた後、フンボルトは「比較人類学の構想」（1795年）
を執筆する。

〈解題〉
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ヴィルヘルム・フォン・フンボルトについては、さしあたり亀山健吉『フンボルト　文人・政治家・
言語学者』（中公新書525,	1978年）、吉永圭『リバタリアニズムの人間観	ヴィルヘルム・フォン・フン
ボルトに見るドイツ的教養の法哲学的展開』（風行社、2009年）、フレデリック・C・バイザー（杉田孝
夫訳）『啓蒙・革命・ロマン主義　近代ドイツ政治思想の起源	1790-1800』（法政大学出版局、2010年）
第 5 章「ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの初期政治理論」（221頁-272頁）が参考になる。

本訳稿の訳出に際しては、プロイセン王立科学アカデミー版全集第 1 巻（	Wilhelm	von	Humboldts	
Gesammelte	Schriften,	Herausgegeben	von	der	Königlich	Prussischen	Akademie	der	Wissenschaften,	
Band	 I.	Erste	Abteilung:Werke	 I.	Berlin	B.	Behr’s	Verlag,	 1903,	Photomechanischer	Nachdruck,	
Walter	de	Gruyter	&	Co.	Berlin,	1968,	S.	335-369）を底本とした。訳文の欄外の数字はアカデミー版全
集第 1 巻の対応頁をさす。

なお原文で隔字体で強調されている部分は、訳出に際しては傍点を付した。原文中、イタリック表示
のラテン語は、訳文においては訳語のあとに（　）を付して原語をイタリックで表記した。テクストを
理解する上で重要なキーワードには訳語のあとに（　）を付して原語を示した。文中に頻出するdie	
Form,	die	Gestaltはそれぞれ「形式」「形態」と訳し、das	weibliche,	das	männlicheは「女性的なもの」、

「男性的なもの」、die	Weiblichkeit、die	Männlichkeitは「女性性」、「男性性」と訳した。またBildung
は、文意に応じて、「陶冶」「形成」「造形」と訳し分けた。［　］内は訳の補いである。

（すぎた・たかお／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授）
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Women	make	up	20.3	percent	of	parliamentarians	around	the	world	today	（IPU	2012）.	The	world	
is	witnessing	the	rapid	diffusion	of	gender	quotas	aimed	at	improving	the	historical	underrepresenta-
tion	of	women	in	government—women	continue	to	do	better	when	legislative	or	voluntary	quotas	are	
used.	How	effective	have	these	quotas	been	in	meeting	their	original	objectives	of	increasing	gender	
representation?	Have	undesirable	female	candidates	entered	political	office	as	a	result	of	gender	quo-
tas?	Franceschet	et	al.’s	book	（2012）	addresses	these	questions	regarding	the	impact	of	quotas	using	
in-depth	case	studies	of	twelve	countries	from	five	regions	around	the	world:	Western	Europe,	Latin	
America,	sub-Saharan	Africa,	Asia	and	the	Middle	East.	This	review	summarizes	major	findings	of	
the	book,	and	discusses	important	contributions	in	the	field	of	women	and	politics.	I	conclude	the	re-
view	by	discussing	implications	these	findings	have	on	gender	representation	in	East	Asia—a	region	
that	is	not	covered	in	detail	in	Franceschet	et	al.’s	book.

The	book	begins	by	conceptualizing	the	impact—“whether	the	means	by	which	women	enter	pol-
itics	 influence	how,	why	and	to	what	extent	their	presence	affects	different	types	of	representative	
process”	（p.	4）.	Specifically,	the	authors	distinguish	three	important	types	of	political	representation:	
“descriptive	representation	is	understood	as	the	numbers	and	the	kinds	of	women	elected,	substantive	
representation	is	conceptualized	as	the	form	and	content	of	policymaking,	and	finally	symbolic	repre-
sentation	is	theorized	as	public	attitudes	toward	women	in	politics	and	trends	in	the	political	engage-
ment	of	female	constituents”	（p.	13）.

The	book,	then,	discusses	a	total	of	twelve	countries,	assessing	how	quotas	affect	descriptive,	sub-
stantive,	and	symbolic	representation	in	each	country.	That	is,	chapters	2,	3,	and	4	examine	the	differ-
ences	in	the	profiles	of	male	and	female	representatives	in	France,	Argentina	and	Uganda	（a	distinc-
tion	made	between	quota	and	non-quota	women）,	finding	that	though	backgrounds	may	differ,	female	
politicians	are	not	necessarily	 less	qualified	than	their	male	counterparts.	Similarly,	assessing	what	
kind	of	female	representatives	appeared	since	the	adoption	of	reserved	seats	 in	Morocco,	chapter	5	
finds	that	political	patronage	plays	an	important	role	in	determining	who	wins	access	to	power,	which	
applies	similarly	to	both	men	and	women.

Next,	chapters	6	 through	9	assess	how	the	 form	and	the	content	of	policies	change	as	quota	
women	enter	government;	however,	the	empirical	evidence	on	this	topic	is	mixed.	Chapter	6	shows	
that	female	legislators	generally	give	more	priority	to	minority	issues	than	male	parliamentarians	in	
Brazil,	although	such	 focused	attention	on	women’s	 issues	runs	the	danger	of	marginalizing	 female	

Franceschet,	Susan,	Mona	Lena	Krook,	and	Jennifer	M.	Piscopo編著

The Impact of Gender Quotas
（Cambridge	University	Press.	2012年	ISBN:	978-0199830084	US26.96$）
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legislators,	by	seeking	soft	issues	rather	than	hard	issues	that	deal	with	the	essence	of	government	
policymaking	（e.g.,	economy,	defense）.	Chapter	7	similarly	shows	that	female	representatives	act	on	
behalf	of	women	as	they	gain	experience	 in	England.	By	contrast,	as	chapters	8	and	9	show,	an	in-
crease	in	the	number	of	female	legislators	has	not	made	much	difference	in	South	Africa	or	Afghani-
stan,	although	these	findings	are	not	surprising	considering	the	 fact	 that	 the	two	countries	are	na-
scent	democracies,	where	political	institutions	are	quite	young	and	unstable.	

Finally,	chapters	10	through	13	examine	how	public	perceptions	and	attitudes	changed	as	a	result	
of	gender	quota	adoption	and	 implementation.	Whereas	 the	Belgian	case	 in	chapter	10	shows	that	
quotas	widen	the	gap	between	male	and	female	legislators	in	the	ways	in	which	political	elites	think	
about	issues	of	underrepresentation,	other	chapters	analyzing	how	“public”	attitudes	change	as	a	re-
sult	of	quotas	find	that	it	is	quite	difficult	to	precisely	assess	the	impact	of	quotas	on	symbolic	repre-
sentation.	That	 is,	 though	Mexico,	Rwanda,	and	India	cases	do	 illustrate	how	public	perceptions	of	
women	and	 leadership	changed,	studies	are	unable	 to	confirm	whether	this	 is	a	direct	outcome	of	
gender	quotas,	or	a	part	of	broad	cultural	and	political	changes	occurring	over	time.

Overall,	 these	 findings	have	 important	 implications	 for	understanding	 the	 impact	 of	quotas	
cross-nationally.	Most	 importantly,	quotas	 in	no	way	encourage	under-qualified	female	candidates	to	
enter	government.	Additionally,	a	greater	number	of	women	in	parliament	does	change	policymaking	
in	a	country—more	attention	 is	paid	 to	women’s	concerns	（e.g.,	domestic	violence,	 and	women’s	
rights）	as	more	women	enter	government—although	the	specific	degree	of	 impact	depends	on	the	
context.	For	instance,	a	greater	number	of	women	in	parliament	does	not	necessarily	result	in	policy	
changes	in	nascent	democracies.	Finally,	quotas	and	women	legislators	do	change	the	ways	in	which	
the	public	think	about	government	and	representation,	but	specific	ways	in	which	symbolic	represen-
tation	takes	place	remain	unclear	and	inconclusive.	

The	book	has	distinct	strengths	that	deserve	a	further	mention.	First,	the	book	clearly	conceptu-
alizes	the	impact	of	gender	quotas	on	distinct	types	of	political	representation	（i.e.,	descriptive,	sub-
stantive,	 symbolic）.	Second,	 the	book	examines	 the	 impact	of	quotas	across	countries	and	regions	
around	 the	world	by	relying	on	 the	common	concept	of	 representation.	Finally,	 the	geographical	
scope	and	methodological	diversity	the	book	offers	to	assess	the	impact	of	gender	quotas	around	the	
world	is	unprecedented	and	truly	impressive.	

At	the	same	time,	however,	the	book	also	has	several	caveats.	Most	importantly,	different	ways	
of	operationalizing	key	concepts	 like	descriptive,	 substantive	and	symbolic	 representation	across	
countries	make	it	difficult	to	assess	the	true	impact	of	quotas	comparatively.	This	is	most	problematic	
in	the	case	of	substantive	representation—measuring	when	and	how	women	parliamentarians	have	
made	a	difference	in	politics	and	policymaking	in	a	country.	Additionally,	the	political	variable,	or	the	
political	context	 that	affects	 the	 impact	of	quotas	remains	unclear.	For	 instance,	do	gender	quotas	
work	better	under	certain	electoral	and	party	systems?	What	political	and	social	characteristics	pro-
mote	or	prevent	women’s	political	representation?	

Though	the	book	does	not	discuss	much	about	the	impact	of	quotas	in	Asia,	the	findings	of	the	
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book	have	important	implications	for	understanding	gender	representation	in	the	region.	Regional	av-
erages	of	women	in	parliament	statistics	show	that	women	comprise	17.9	percent	of	parliaments	 in	
Asia	today.	This	 is	well	below	the	average	 in	the	Nordic	countries	（42.0%）,	and	significantly	 lower	
than	that	of	sub-Saharan	Africa	（20.4%）.	Furthermore,	East	Asia	remains	a	region	where	there	is	rel-
atively	little	research	on	gender	representation.	Most	discussions	are	limited	to	analyzing	the	impact	
of	quotas	on	descriptive	representation,	particularly	because	the	number	of	women	in	government	re-
mains	low	in	these	countries.	Whether	electoral	or	party	quotas	have	assisted	gender	representation	
in	government	in	East	Asia	remains	largely	unexplored.

Japan,	in	particular,	remains	a	country	where	the	number	of	female	representatives	is	still	very	
low	in	comparison	to	established	democracies,	as	well	as	many	developing	democracies.	Women	com-
prise	8.1	percent	of	 the	Lower	House,	16.1	percent	of	 the	Upper	House	（see	 Inter-Parliamentary	
Union	website:	http://www.ipu.org/english/home.htm）,	and	10.4	percent	of	subnational	parliaments	

（Eto	2010）.	The	absence	of	legislative	gender	quotas,	and	different	electoral	rules	present	at	the	na-
tional	and	 local	elections	complicates	means	 to	 increase	gender	representation.	Furthermore,	 so-
cio-cultural	factors	（e.g.,	gender	roles,	and	bias	against	women’s	involvement	in	politics）	also	contrib-
ute	 to	women’s	underrepresentation	 in	parliament.	Nevertheless,	political	parties	（e.g.,	The	Japan	
New	Party	in	the	early	1990s,	the	Liberal	Democratic	Party	in	the	early	2000s）	have	made	successful	
attempts	to	implement	gender	quotas	voluntarily	in	order	to	increase	the	number	of	female	represen-
tatives.	Similarly,	the	women’s	movement	associated	with	the	Life	Club	Co-operative	made	important	
advancements	in	getting	their	representatives	elected	in	local	legislatures	（Le	Blanc	1999）.	The	im-
pressive	strides	made	by	women’s	groups	in	Japan	in	subnational	parliaments	suggest	that	women’s	
electoral	 success	can	be	promoted	not	only	 through	 institutional	means	（i.e.,	quota	provisions	and	
electoral	reforms）,	but	also	through	noninstitutional	mechanisms	（i.e.,	social	movements）.

On	the	other	hand,	women	in	public	office	became	the	focus	of	public	attention	when	Park	Geun-
hye—a	fifth	term	National	Assembly	member	before	announcing	her	decision	to	run	for	president—
became	the	first	woman	President	of	Korea	in	2013.	Korea	has	adopted	gender	quotas	at	both	nation-
al	and	subnational	parliamentary	elections	since	 the	early	2000s	（Shin	2014）.	Yet,	whether	quota	
women	have	made	any	policy	difference,	or	affected	how	the	public	think	about	politics	remains	rela-
tively	unknown	（but	for	an	exception	see	Kim	and	Oh	2010）.	It	is	particularly	important	to	examine	
these	questions	given	the	recent	discussions	of	electoral	reforms	in	Korea	over	abolishing	party	nomi-
nations	in	provincial	and	municipal	elections	（Park	2013）.	Though	the	goal	of	the	reform	is	to	eradi-
cate	the	negative	influence	of	political	parties	in	having	too	much	control	over	local	governance	and	
politics,	party	 involvement	 in	 local	elections	makes	 it	 impossible	 for	political	parties	 to	commit	 to	
nominating	a	certain	proportion	of	 female	candidates	（implementation	of	quotas）.	If	evidence	finds	
that	quotas	have	assisted	women’s	representation	descriptively,	substantively,	and	symbolically	in	Ko-
rean	politics,	any	movement	that	obstructs	the	 implementation	of	gender	quotas	should	be	treated	
with	caution.	

In	sum,	Franceschet,	Krook	and	Piscopo’s	edited	volume	on	the	impact	of	gender	quotas	does	a	
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stunning	job	of	conceptualizing	political	representation,	and	applying	them	in	various	national	contexts	
using	different	research	methodologies.	The	editors	as	well	as	authors	of	individual	country	chapters	
deserve	applause	 for	their	accomplishments	and	academic	contributions	 in	the	field	of	comparative	
politics.	Few	comparative	studies	to	date	integrate	theories	of	electoral	and	party	systems	with	mi-
nority	representation,	and	extend	the	discussion	to	different	regions	around	the	world	（for	an	excep-
tion	see	Kittilson	and	Schwindt-Bayer	2012）.	In	this	regard,	the	book	is	a	significant	addition	to	grow-
ing	research	on	cross-national	studies	of	gender	and	politics.	

（ゆん・じそ／カンザス大学政治学部専任講師）
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本書は、1989年に出版されたスーザン・M．オーキン（Susan	Moller	Okin）Justice, Gender and the 
Familyの邦訳である。これまでの正義論では多くの場合、公的領域における正義ばかりが取り上げら
れ、私的領域に属する家族は無視されてきた。そんななかで、むしろ家族において正義を実現させるこ
とこそが社会全体での正義の実現に繋がると主張しているのが本書である。

本書は全 8 章構成になっているが、その内容は大きく 3 つに区分可能だ。オーキンはまず、第 1 章
「ジェンダーと正義」と第 2 章「正義は家族に届かないのか？」でそれまでの正義論が家族について
語ってこなかったことと、ジェンダー不平等を無視してきたことを批判している。正義について語る
際、家族は正義の徳を適用するにはふさわしくない場として排除されることが多い。それはつまり、家
族は愛情によって成り立っているのだから、そのような関係に正義を持ち込む必要はないし、もし持ち
込んでしまえば関係が危機にさらされるかもしれない、という主張である。しかし、彼らの言う愛情こ
そが多くの妻に、家庭内の無償労働やその他数多くの抑圧をただ耐え続けさせるための口実として機能
してきたということは、私たちのよく知るところである。

さらに、正義論において家族を無視してはならないもう一つの理由は、子どもへの配慮が重要だから
である。正義論が扱ってきた個人というのは成人であることが前提であったが、その前段階には必ず子
ども時代を経験しているはずだ。成人した個人が正義の感覚をすでに身につけているのだとすれば、そ
の多くは家族のなかで培われるものであろう。にもかかわらず、その家族が正義を実現できていないな
らば、正義の感覚を身につけた成人を排出することもできていないということになる。実際、現在の成
人はその思考をかなりジェンダー化されてしまっているため、未だにジェンダー不平等な社会が継続さ
れているのだ。

第 3 章から第 6 章にかけて、著者は、同時代の英米圏における主流の正義論のいくつかをとりあげ、
それぞれについてジェンダー視点から論駁していく。最初に登場するのはコミュニタリアンによる正義
論で、アラスデア・マッキンタイア（Alasdair	MacIntyre）とマイケル・ウォルツァー（Michael	
Walzer）をその代表として取り上げている（第 3 章「コミュニタリアニズム」）。まず、マッキンタイ
アの主張を見てみよう。彼は、アリストテレスから続く哲学的伝統のなかに正義を見出せると考えてい
る。それは、伝統への愛着がわたしたちの人生に根拠を与え、一体感をもたせ、疎外感や空虚感に陥ら
ないためだという。ところで、伝統というものは対立したり並列したりしながら複数存在している。そ
れなのにマッキンタイアは、どうして特定の伝統のみが普遍的な正義を見出せるのだと主張できるのだ
ろうか。さらに、マッキンタイアはジェンダー中立的な言語使用によってごまかしているが、彼が支持
する哲学的伝統は、明らかに女性差別的な内容を含んでいる。よって、特定の集団を差別するような理
論である以上、正義の理論とは呼べないとして、オーキンは彼の理論を退けた。

スーザン・M・オーキン著　山根純佳、内藤準、久保田裕之訳

『正義・ジェンダー・家族』
（岩波書店　2013年　360頁　ISBN:	978-4000258739	　4620円）

吉澤　京助

〈書評〉
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一方、ウォルツァーは、自らの属している社会のなかで共有された文脈に基づいた理解に従って正義
を実現しなければならないと述べている。この主張も社会という文脈に依存しているという点でマッキ
ンタイアの理論と類似しているが、ウォルツァーの場合、社会変化のための異議申し立てに一定の価値
を認めているため、マッキンタイアよりは既存の価値観との癒着が少ないとも言える。それでもやは
り、社会に対する異議申し立てが通常、支配の徹底された社会になればなるほど不可能になっていくと
いう解消できないパラドックスが存在することを考えれば、彼の理論も採用することはできない。

次に取り上げられているのは、リバタリアンによる正義論である（第 4 章「リバタリアニズム」）。こ
こでは、ロバート・ノージック（Robert	Nozick）が展開している権原理論に基づいた主張について批
判している。ノージックの権原理論は、正当に獲得された財産それ自体についてはもちろん、その財に
よって生産されたものについても、その所有権は生産に用いた財の所有者に属するというものだ。だか
らこそ彼は再分配的な正義論を嫌っているし、当然、家庭外での労働によって獲得された賃金はすべ
て、働き手の正当な財産であると考えている。ところで、彼の理論を用いたとき、すべての子どもは母
親一人の正当な所有物と見なされてしまう。この帰結は、反フェミニズムの人びとはもちろん、ある個
人が誰かの所有物として他者に完全に依存しなければならないという意味で、フェミニストにとっても
望ましくないものである。よって、ノージックの理論もまた、正義の理論としては問題含みであること
が分かる。

最後に挙げられるのが、ジョン・ロールズ（John	Rawls）の理論である（第 5 章「公正としての正
義」）。彼の理論はそれまでのものと比べれば、圧倒的にジェンダー不平等に対して敏感だ。彼はまず、
ある制度の構成員たちが、その社会構造のなかで自分が占める立場が分からないような状況に置かれた
と仮定する（原初状態）。そして、そのような構成員たちから同意されるような構造やルールをその制
度が備えている場合、正義が実現されていると考えたのである。これだけを見たときには、ロールズの
理論はジェンダー不平等を解消するために大きな武器となるように思える。しかしここで彼は、原初状
態のなかの当事者を、家族の長として定義してしまった。現在の社会では未だ家族の長はほとんどが男
性である。また、仮に男性家長と同数の女性家長がいる社会になったとしても、この定義の下では、家
族内の正義について語ることはできない。ロールズもまた、それまでの理論家と同様に家族内での正義
にじゅうぶん目を向けることはできなかったのだ。

オーキンが以上で批判した理論はいずれも、社会を公的領域と私的領域に二分し、公的領域での正義
のみを論じることに終始してしまっているという点で共通した問題を抱えている。たとえ公的領域での
個人が平等に扱われるような社会になっても、私的領域において性別役割が存続し、家族の構成員が平
等に扱われないような状況が続くならば、その社会はやはり正義が実現された社会とは言えないのだ

（第 6 章「越境する正義」）。
このような批判を展開した後でオーキンは、第 7 章「結婚と女性の脆弱性」と第 8 章「結論」におい

て、女性が脆弱にさせられている大きな原因は結婚制度にあると述べている。女性はまず、幼少期から
結婚（子育て）の予期によって人生の選択肢を狭められ、個人のキャリアよりも男性の結婚相手として
ふさわしい存在となるために脆弱にさせられる。そうして無事に結婚すると、今度はフルタイムでの賃
労働を諦めて家事労働に多くの労力を割くことになり、より脆弱になってしまう。こうして多くの労力
を結婚とその関係の維持に注がざるを得ない女性たちは、自律する力を失っていくのだ。さらに悪いこ
とに、離婚した場合にはそれまでの労力が無に帰すため、女性の脆弱性はピークに達してしまう。



ジェンダー研究　第17号　2014

161

オーキンはこのように女性を脆弱にする制度を批判した後で、以下のような解決策を提案している。
1 　両性が等しく賃労働と家事労働に従事するような社会制度を構築すること。
2 　1 のような社会においても、個人の選択自由として家族内での役割分担を望む場合にはその意志を

尊重すること。ただしその場合にも家族構成員の平等を保つ必要があり、そのために企業は賃労働を
する者と家事労働をする者に半分ずつ賃金を支払うこと。
ここで 2 について注意しなければならないのは、企業が支払うのは家事労働それ自体の賃金ではない

ということだ。家事労働は賃労働をする者のキャリア形成に大きく寄与しているのであって、賃労働を
する者の賃金は本来的に、家事労働をする者と協力することで獲得されているものであるため、半分ず
つ支払われるべきなのであるという。この批判は現在の社会に対してもなお有効なものである。その上
で考えるべきは、実現可能な政策論につなげることは可能か、ということだ。オーキンの問題提起を空
論に終わらせるか否かはこの問題を私たちがどのように引き受けるかにかかっているのかもしれない。

本書で明らかになった最も重要なことは、正義の理論は私的領域として無視されてきた家族について
も包摂したものでなければならないということだ。ジェンダー不平等の大きな原因は、家族内での性別
役割分業にある。このことをこれだけ分かりやすく叙述している本書は、フェミニズムの視点から正義
論を考える上で、大きな助けとなるものであろう。

ひとつだけ問題点を挙げるとすれば、オーキンは繰り返し、「女性」あるいは「男性」と書かれるべ
き箇所を「人」とする中立的な書き方に対して批判的態度を取っているにもかかわらず、彼女自身も同
様の過ちを犯してしまっているということだ。彼女はいくつかの章で同性愛者カップルやシングルマ
ザーについてわずかに言及しているけれども、ほとんどの議論は異性愛カップルを前提としたものであ
る。さらに、子どもをもたないカップルあるいは個人についての言及はほとんどなされていない。彼女
は人として成長するための機会として子育てを想定しているが、社会には子育てを望まない人々、子ど
もを持ちたくない・持てない人も存在するということを忘れてはならない。

以上のような課題はあるものの、本書は、今なお解決されずにいる無償労働や男女間の賃金格差と
いったジェンダーに起因する問題解決を考える上で、非常に多くのことを教えてくれるものである。私
的領域における正義を考えることは、本書においてオーキンが取りこぼした問題を考える際にもやは
り、重要な視点となるはずだ。

（よしざわ・きょうすけ／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
ジェンダー社会科学専攻博士前期課程在籍）





ジェンダー研究　第17号　2014

163

昨今、戦時下の日本と植民地における文化的状況についてポストコロニアリズムの視点から論じられ
る機会も増えてきたが、本書はこの問題をとりわけジェンダーの視点から切り取っている。編者による
と本書は、2010年夏に大阪大学で開かれた、慰安婦表象を中心とした女性身体表象についてのシンポジ
ウムを端緒に企画されたという。本書はこの研究分野の現段階の成果として受け止められるであろう。
本書は 3 部構成からなり、日本人女性美術家の活動、植民地の女性・慰安婦表象についての 7 本の論文
と、現代アーティストによる 1 本のエッセイ、韓国近代美術研究史の概要、現代アーティストを紹介す
る 4 つのコラムで構成される。以下、論文を中心に内容をみていく。
「第 1 部　女性美術家は帝国日本をどう生きたのか」、「第 1 章　戦時下の日本の女性画家は何を描い

たか」で、小勝禮子は、女性画家である長谷川春子と赤松俊子（丸木俊）を中心に論じている。ここで
は近年発見され戦時中に描かれた長谷川の絵画 3 点、また女性美術家奉公隊の活動、それから赤松の絵
本が紹介されていた。これらを概観しながら、小勝は、女は平和を担うといった一般的な女性観とはう
らはらに、女性画家が戦争に協力していった事実を示している。女性画家が戦況にのまれていくなか、
際立って注目されるのは、赤松によるインドシナの人々を描いた 2 点の絵画《アンガウル島へ向かう》、

《休み場》である。小勝はそれらの作品を、「同時代の男性画家たちの「南洋の楽園」に向けたオリエン
タリズムの眼差しをも超える、壊れやすい肉体をもった「人間」の存在の、脆弱さとかけがえのなさに
肉薄したもの」と評する。確かに白黒の図版からでさえ繊細な肉体表現と重苦しい雰囲気が伝わり、赤
松がこれらに帝国日本に対する批判を込めたのではないかと考えさせられた。図らずも赤松の南洋を舞
台にした絵本は戦争協力的とみなされうる側面を有していたが、これらの絵画を赤松に描かせた背景や
発表時の反応などを検討することによって赤松の一面的ではない眼差しを考察することができるであろ
う。次の論考でこれらが明らかにされることが期待される。
「第 2 章　戦時下の美術家・長谷川春子――《ハノイ風景》（1939年）の絵を中心に」で北原恵は、長

谷川の植民地での足跡を丁寧に追っている。長谷川の残した出版物では、彼女の「従軍」の経験があた
かも武勇伝のように生き生きと語られる。北原はそれらの記述を紹介しながら、長谷川が階級や性差を
乗り越え、彼女の主体性を拡張していった側面を指摘する。さらに北原は、戦後に戦時中の女性画家の
活動が忘れ去られてしまったことの意味を女性帰還兵の議論と合わせて考えることを促しているが、こ
の指摘は示唆に富んでいる。これは女性画家に対する単なる無関心といった話ではなく、言説の場にお
けるジェンダー規範を逸脱していた女性画家に対する作為的な無視と象徴秩序の回復とが共犯関係に
あったことが浮かびあがる。
「第 2 部　植民地と/の女性表象の政治性を問う」、「第 3 章　日本統治下の植民地の美術活動」で、ラ

北原恵編著

『アジアの女性身体はいかに描かれたか
――視覚表象と戦争の記憶』

（青弓社、2013年　304頁　ISBN:	978-4787233523	　3,570円）

小西　あゆみ

〈書評〉
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ワンチャイクン寿子は、植民地における官展の作家を取り上げ、彼/彼女らの作品における「地方色」、
日本の作家・作品との「同質性」に注目している。例えば、ゴーガン《海辺の女性》を参照した、朝鮮
の作家李仁星による《秋のある日》は、日本に統治の根拠として「未開」のイメージを提供している。
その一方で、ラワンチャイクン寿子は、ここに描かれている土着のイメージは作家のアイデンティティ
でもあり、また荒廃した情景は「日本統治下の朝鮮の大地と人が瀕死の状態にあること」の暗示でもあ
ると示唆し、「地方色」の両義性を指摘し、解釈の可能性を広げている。論文で述べられている通り、

「地方色」や「同質性」が強調されている作品は帝国日本の価値観に迎合しているとして看過されがち
なだけに、今後批評や作家の意図について精査されることが期待される。
「第 4 章　植民地期韓国のモダンガールと遊女」で、金恵信は、まず、植民地韓国において、モダン

ガールの表象が植民地の近代化を可視化するものとして、多く描かれたことを論じている。そして、妓
生のイメージは朝鮮の画家、また日本人の画家らによって多く描かれ、「国際的に消費され」たことを
指摘する。特に興味深いのは、日本画壇の重鎮の作家による、例えば、速水御舟の《蝎蜅（カルボ、妓
生の蔑称）》、土田麦僊《平牀》について、淫らな娼婦と品のある芸者という妓生の二面的なイメージの
ありようが論じられ、しかも、妓生を取引する場面を描いた土田の《妓生の家》が「郷土色」の範を示
すものであったと、重要な批判がなされていた箇所である。これらの指摘や批判はもっともであると感
じるが、モダンガールや妓生を二面的な女性像として考察する際、男性主体のありようを合わせて論じ
ていれば分析がより豊かになったのではないか。各男性画家のジェンダー/セクシュアリティ、画家達
のホモソーシャルな関係性などの観点からみていけば、女性像が生産される構造が明確になるのではな
いか。
「第 5 章　近代化のための女性表象――「モデル」としての身体」で、児島薫は、日本近代の男性画

家が、ヌードの女性を描くことで男同士の連帯を築いていたこと、また、西洋では女性化された日本を
着物服の女性として発表し、日本では西洋の女性イメージを発表するなど、「女性身体の使い分け」を
通して、特権的な男性画家の主体を構築していった過程を論じていた。美術学校において女性ヌード・
デッサンが盛んに教えられる現在の状況やその位置づけを考える上でも、本稿は大変興味深かった。ま
た、特に藤島武二を中心とする男性画家による植民地の女性像についての分析は強い説得力をもってい
たと思う。従来、藤島の民族服の女性像とルネサンスの様式との関連は、そのイメージが大家による特
異なものであるにもかかわらず、深く追求されてこなかった。児島は、藤島が、かつては栄えていたが
現在は衰退した場としてイタリアを女性的な場とみなすフランス近代の男性画家のまなざしを共有する
とともに、彼らに同一化し、植民地をイタリアになぞらえて、イタリア・ルネサンス期に描かれた横顔
の肖像画に倣って民族服を着た植民地の女性を描いた、と分析している。美術史研究の分野では、ジェ
ンダーの視点から、また政治的な関係を考慮しイメージの分析を進める余地が多く残っているのではな
いかと改めて思う。
「第 3 部　「慰安婦」表象は戦争の記録をどう語るか」、「第 6 章　古沢岩美が描いた「慰安婦」――戦

争・敗戦体験と「主体」の再構築」で、北原恵は、まず、古沢による娼婦像が過剰なセクシュアリティ
の表象として原爆と結びつけられていたこと、また、古沢の従軍によって得られた娼婦観と慰安婦観、
それが「清潔」な「美少女」のイメージから「不潔」で「不気味」なものへと変化したことを示す。そ
して、古沢自身が語る「慰安婦へのオマージュ」として制作された《なぐさめもだえ》（1949）の複雑
な画面構成の一つ一つのモチーフを読み解き、機械の時代へと進んでいかなければとする古沢の進歩的
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な歴史観が表されていること、さらに画面手前の女が慰安婦の「宿命の赤い糸」を乗り越えている、と
いうことを古沢の関連作品を参照しながら論じている。北原は、本作を、脅威的な存在として認識され
るようになった娼婦像が統御され、男性主体が回復する過程にある作品として位置付けている。
「第 7 章　日本映画にみる〈在日〉女性と朝鮮人〈慰安婦〉、その声の不在」で、高美哿は、1960年代

の 3 本の映画を取り上げている。まず大島渚『日本春歌考』について、女でもあり在日でもあるという
二重のマイノリティである金田は「女の歌」として「満鉄小唄」という満鉄の朝鮮人売春婦の春歌をう
たうが、同年代のベ平連に参加する日本人男子・女子学生たちに流用される、そうした構造をもつ映画
であるという分析がなされる。また、岡本喜八『血と砂』を例に、1960年代の男のロマンティシズムの
対象として慰安婦が日本兵と友好的に描かれる傾向を指摘する。さいごに鈴木清順『春婦伝』につい
て、田村泰次郎による原作がコロニアルなまなざしで朝鮮人慰安婦を描いていたのに対して、映画作品
では、日本人慰安婦が乗り越えられなかった日本の帝国主義を乗り越える、強い主体性と批評を担う存
在として朝鮮人慰安婦が描かれていることが指摘されていた。

第 3 部では、日本人男性画家・映画監督による在日朝鮮人、慰安婦表象が取り上げられていた。この
部では、日本人男性にとって都合のいいようにいかに娼婦・慰安婦像が書き換えられていたかというこ
と、また体制への批判として彼女たちの声が流用され、発せられるも、その声はほんの僅かなもので
あったのではないかと感じた。これらの論考を読んだ後で、当事者について関心が向いた。コラムで紹
介されていたイトー・ターリやアルマ・キントらの活動はダイレクトに性暴力の問題と向かい合ってお
り、彼女らの作品を通して他者の痛みに触れられるような感覚を抱く。当事者の声へのアプローチがさ
らに必要であるし、そうしたアプローチは戦争と女のテーマを考えていく強い動機にもなりうるのでは
ないか。

実際のところ、15年戦争と以降の日本社会の問題についてリアリティをもって受け止められていな
かった自分を感じていた。だが本書を読んで、嶋田美子が述べていたように（p.207）、問題が見えな
かった自身の視線を振り返り反省するきっかけになった。本書は、戦争美術の議論で省かれていた女性
画家の関与を論じ、慰安婦表象を読解した貴重な一冊であるが、読後は、個人がこの問題をどのように
受け止め向き合うか、その態度が問われる一冊である。

（こにし・あゆみ／埼玉県立高等学校非常勤講師）
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1996年 5 月に設立されたジェンダー研究センター（以下IGSと略）は、その前身の女性文化資料館及
び女性文化研究センターと同様に、文部省令では10年の時限付きの学内共同研究教育施設であったが、
新たに外国人客員研究員制度が認められたことは、IGSの活動をより活発で多彩なものにした。しばら
くは、欧米の大学や研究所所属のジェンダー研究者を招聘することが比較的多かったが、次第にアジ
ア、特に東アジアの研究者との連携も重視するようになった。

2000年以降は、中国研究が専門のワシントン大学のタニ・バーロウ教授の招聘を機に、アジアからの
研究者を招聘することを企図した。（以下敬称略）そこで2003年 5 月-2003年 7 月には、何春蕤（台湾	
国立中央大学教授）、続けて2003年10月-2003年12月には、戴錦華（中国	北京大学比較文学・比較文化
研究所教授）、2004年 1 月-2004年 3 月には、李小江（中国	大連大学性別研究センター教授兼センター
長）、2004年11月-2005年 1 月には、金恩実（韓国	梨花女子大学女性学部准教授兼アジア女性学センター
長）を招聘した。

その後2004年 4 月に国立大学が法人化し、文科省による定員枠として継続的に外国人客員研究員の招
聘が認められることは無くなった。しかし、これまで27人の外国人客員研究員を招聘して夜間セミナー
を開講してきたことは、日本のジェンダー研究の展開に幾ばくかの貢献をしたと思われる。

本書は、こうした意図のもとに何春蕤（Josephine	Ho）を招聘して開催したIGSのセミナーの意義を
伝えるべく編まれた。

何春蕤の夜間セミナーは、「東アジアにおけるジェンダー／セクシュアリティ理論と政治の諸課題」
と題して、全 5 回の講義で構成された。本書は、何春蕤の 5 回の講義とコメンテーター報告、そして今
回、何春蕤が書き下ろした 4 論文と既発表の 1 論文、そして終章に、編者と翻訳者による、何春蕤教授
へのインタビューのまとめを加え、編集・刊行したものである。なお、セミナーは、当時IGS教授で
あった伊藤るりと同研究機関研究員の秋林こずえが担当し、本書の翻訳もその時の翻訳を基にした。

本書の構成は、以下の目次にある通りである。

日本の読者へ　　　何春蕤　　　　　　　
序章　
第一章　バックグラウンド――もはや単純ではないジェンダー・ポリティクス
第二章　ポルノグラフィと女性の性的行為主体性
　　　　　　コメント　　根村直美
第三章　セックスワークにおけるセルフ・エンパワーメントと職業的行為遂行性	

何春蕤著　舘かおる・平野恵子（共編）
大橋史恵・張瑋容（共訳）

『「性／別」攪乱――台湾における性政治』
（御茶の水書房　2013年　295頁　ISBN：978-4-275-01055-1　3,800円＋税）

舘　かおる

〈夜間セミナー記録刊行〉



舘かおる　何春蕤著　舘かおる・平野恵子（共編）　『「性／別」攪乱――台湾における性政治』
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　　　　――なぜフェミニストはセックスワーカーを読み解くことができないのか
　　　　　　コメント　　水島　希
第四章　スパイス・ガールズから「援助交際」へ
　　　　――台湾におけるティーンの少女たちのセクシュアリティ、そのいくつかの編成体
　　　　　　コメント　　田崎英明
第五章　反人身売買から社会的規律へ――台湾における「女性運動」の役割の変遷
　　　　　　コメント　　竹村和子
第六章　アイデンティティの具現化――トランスジェンダーの構築
　　　　　　コメント　　三橋順子
第七章　トラブルの撲滅――ある訴訟の捏造
第八章　トラブルの統御――台湾におけるグローバル統治とクイアの存在
第九章　トラブルの統治――台湾のジェンダー・ポリティクスにおける「年齢」的転回
第十章　ジェンダー統治をめぐる新たな政治　
終章　　何春蕤へのインタビュー　　舘かおる・大橋史恵・張瑋容
編者あとがき、関連年表及び参考文献

台湾におけるセクシュアリティ／ジェンダー研究の指導的研究者として知られる何春蕤は、中国語の
単著や編書として、『豪爽女人：女性主義與性解放』（1994）、『性心情：治療與解放的新性學報告』

（1996）、『性／別校園：新世代的性別教育』（1998）、編著に『性工作研究』（2003）、『跨性別』（2003）
『連結性―兩岸三地性／別新局』（2010）など多数の著書、編書がある。

何春蕤が、台湾社会において、特にセクシュアリティに関わる研究と運動に多大な影響を与えたこと
は確かであり、例えば、台湾女性史入門編纂委員会編『台湾女性史入門』（2008）での「性解放運動」
の項目には、「1987年の台湾における戒厳令の解除後に表現の自由が解放され、メディアには『性』の
話題が溢れだした。当時のフェミニストは、立法化と社会解放運動を通して、ポルノ、少女売春、レイ
プ、セクシュアルハラスメントなどの、女性の身体を搾取したり、物のように扱う現象をなくすことを
めざした」が、こうした女性運動の高まりの中で何春蕤は、「性の解放運動を呼びかける『豪爽女人』
を出版し、戒厳令解除初期の台湾を驚愕させた」と、何春蕤がもたらしたインパクトが記述されてい
る。

台湾の近年の動きについては、文学領域でも、黄英哲・白水紀子	・垂水千恵編『台湾セクシュアル・
マイノリティ文学シリーズ』全四巻（2008-2009）が日本で刊行されている。同書には、ゲイ、レズビ
アン、トランスジェンダー、クイアなどの性的多様性を主題にした、長篇や中・短篇小説や評論が収め
られている。同書では、刊行の意図を、中国に比して台湾では、セクシュアル・マイノリティ文学が質
量ともに社会的に認知され、政治と性を考える上でも興味深い観点となっていると述べている。　

本書の終章では、私たちのインタビューに応えて、何春蕤は「動物性愛ウェブ頁事件」にみる当時の
台湾社会の状況、台湾におけるセクシュアリティ認識の大きな転回、フェミニズムやトランスジェン
ダー等の性の多元的差異の容認と政策・法律等改正と運動団体との関係などにつき、具体的に語ってい
る。運動を重視し、過激で活動的と見做されていることが多い何春蕤であるが、彼女の語りから、決し
て表層的ではない、何春蕤の理論と運動の関係性の理解を深めることになろう。
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このような、何春蕤のチャレンジングな精神に呼応して、本書のタイトルも、夜間セミナーでのタイ
トルではなく、新たに『「性／別」攪乱――台湾における性政治』と題することにした。何春蕤の仕事
の内実は、まさに夜間セミナーのタイトルにあるように、ジェンダー／セクシュアリティの「理論と政
治」に他ならないのであるが、それを「性／別」攪乱と表現する卓見に、何よりも瞠目したからであ
る。ジェンダー／セクシュアリティ研究を漢字文化圏において、激烈と言えるまでに真摯に追究してき
た、何春蕤の格闘を如実に示す言葉として、「性／別」攪乱という表現以外にあり得ないと思えた。

さらに、ジェンダー研究センターという名称の大学組織に所属している私は、何春蕤の表現の創造性
に強い感動をおぼえた。何春蕤は、国立中央大学性／別研究室の創設者であり、創設以来のコーディ
ネーターである。同研究センターの名称は、漢字では「性／別研究室」とあり、英語では、Center	 for	
the	Study	of	SEXUALITIESと表記している。何春蕤らの「性／別」研究は、英語表記では、大文字の
複数形の	SEXUALITIESが当てられており、いわゆるセックス、ジェンダー、セクシュアリティをダ
イナミックに再編した、The	Study	of	SEXUALITIESの創成を意図し、その実現を目指し続けている
と思われたからである。
「性／別」研究室という表記には、何春蕤並びに「性／別」研究センターの教員たちの熟考する姿が

込められている。翻って日本では、英語をカタカナに置き替え、「ジェンダー」「セクシュリティ」「セッ
クス」と表記し、その国、地域の歴史的、文化的、社会的、政治的文脈を踏まえ、その概念を思考し抜
く努力を怠りがちな学術界の状況を突かれた思いがした。

近年では、日本の研究者と台湾の研究者の交流の機会も増え、互いにジェンダー／セクシュアリティ
の研究を紹介しあい、論じる機会もふえてきた。本書も、その一端を担うことができればと願ってい
る。

（たち・かおる／お茶の水女子大学ジェンダー研究センター教授）
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ジェンダー研究センター彙報＜平成24年度＞
（平成24年 4 月 1 日～平成25年 3 月31日）

職名は発令時による

平成24（2012）年度研究プロジェクト概要

年月日 テーマ 報告者、評者等

Ｉ
Ｇ
Ｓ
セ
ミ
ナ
ー

ジェンダー研究センター提供科目「国際ジェンダー論」連続講座

平成24年 5 月 9 日
第 1 回「女子・女性教育から教育と
ジェンダーへ――ユネスコの経験を
中心に」

【講師】菅野琴（IGS客員研究員、元ユネスコ本
部職員）

平成24年 5 月16日
第 2 回「女子教育のスケールアップ
−ジェンダー主流化による女子教育
の転換」

【講師】菅野琴（IGS客員研究員、元ユネスコ本
部職員）

平成24年 5 月23日
第 3 回「教育分野でのジェンダー分
析の課題、質的経験の量的測定の挑
戦」＆「ジェンダー視点で原発問題
を視る」

【講師】菅野琴（IGS客員研究員、元ユネスコ本
部職員）

平成24年 5 月29日

公開シンポジウム「原発」と「サス
テイナビリティ・サイエンス」――
ジェンダー視点からの課題を考える

【報告】国末憲人（朝日新聞GLOBE副編集長）、
吉田由布子（	「チェルノブイリ被害調査・救援」
女性ネットワーク事務局長）、堀尾多香（日本ユ
ネスコ国内委員会協力官）、菊川穫（一般社団法
人エル・システマジャパン代表理事）	

【コーディネーター・司会】菅野琴（IGS客員研
究員、元ユネスコ本部職員）、舘かおる（IGS教
授）

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

平成24年12月 1 日

「ジェンダー・クオータの比較政治学」
【共催】法政大学大学院政治学専攻・
お茶の水女子大学ジェンダー研究セ
ンター

【報告】三浦まり（上智大学教授）、スティール
若希	（東京大学准教授）、渕元初姫（法政大学兼
任講師）

【ディスカッサント】申琪榮	（IGS准教授）、菊池
啓一（筑波大学研究員）、福田円（国士舘大学准
教授）

【モデレーター】衛藤幹子（法政大学教授）

平成25年 1 月23日

お茶の水女子大学「ジェンダー格差
センシティブな働き方と生活の調和」
研 究 プ ロ ジ ェ ク ト（WORK-FAM）	
最終成果報告会「家族のウェルビー
イングとワーク・ライフ・バランス
政策――女性のキャリア形成と男性
の育児参加を実現するために」

【主催】WORK-FAM
【共催】IGS

【報告】永瀬伸子（本学教授）、石井クンツ昌子
（本学教授）、菅原ますみ（本学教授）、神尾真知
子（IGS客員研究員、日本大学教授）、舘かおる

（IGS教授）
【司会】戒能民江（IGS客員教授、本学名誉教授）

特
別
講
義

リベラル・アーツ「テクノサイエンスとジェンダー」

平成24年11月12日

第 1 回「科学的な観察」の客観性に
潜むものは何か？

【関連】IGSプロジェクト「「科学技術
とジェンダー」	に関わる研究の諸局
面の検討」

【講師】小川眞里子（IGS客員研究員、三重大学
教授）



ジェンダー研究センター彙報＜平成24年度＞

172

特
別
講
義

平成24年11月19日

第 2 回「リンネの植物分類は何に注
目して創られたのか？」

【関連】IGSプロジェクト「「科学技術
とジェンダー」	に関わる研究の諸局
面の検討」

【講師】小川眞里子（IGS客員研究員、三重大学
教授）

平成24年11月26日

第 3 回「人間を哺乳類にしたのは、
なぜ？」

【関連】IGSプロジェクト「「科学技術
とジェンダー」	に関わる研究の諸局
面の検討」

【講師】小川眞里子（IGS客員研究員、三重大学
教授）

講
演
会

平成24年 7 月 2 日

「日米のワークライフバランス――
ジェンダー格差センシティブな視点
から」

【主催】WORK-FAM（文部科学省・
日本学術振興会委託事業）

【共催】お茶の水女子大学	ジェンダー
研究センター

【後援】内閣府男女共同参画局

【報告】スーザン・ハウスマン（アップジョン研
究所主任エコノミスト）、ジョアン・ウイリアム
ズ（カリフォルニア大学Hastings校教授）、永瀬
伸子（本学教授）

【コメンテーター】小林洋子（内閣府男女共同参
画局推進課長）

【司会】申琪榮（IGS准教授）

研
究
会

平成24年 7 月17日

「フェミニズムで読む世界資本主義講
座」

【主催】フェミニスト政治経済学研究
会

【共催】IGS

【講師】伊藤誠　（東京大学名誉教授）
【ディスカッサント】足立眞理子（IGSセンター長）
【司会・コーディネーター】落合絵美（本学大学
院博士後期課程）、長田華子（本学リサーチフェ
ロー）

平成24年 7 月18日

2012年度第 1 回IGS研究報告会
【主催】IGS

【報告】ユン・ジソ（IGS研究協力員、カンザス
大学政治学部専任講師）

【 デ ィ ス カ ッ サ ン ト 】 菊 池 啓 一（Ph.D.	
Candidate,	ピッツバーグ大学政治学部）、大木直
子（本学リサーチフェロー）	

【司会】徐阿貴（IGS研究機関研究員）

平成25年 3 月 7 日 2012年度第 2 回IGS研究報告会
【主催】IGS

【報告】大海篤子（IGS研究協力員、東京都市大
学非常勤講師）、徐阿貴（IGS研究機関研究員）

学
会 平成24年 4 月21日

日本フェミニスト経済学会2012年度
大会「ワーク・ライフ・コンフリク
トの現在」

【主催】日本フェミニスト経済学会
【協賛】IGS

【コーディネーター】川口章（同志社大学教授）
【報告者】藤本哲史（同志社大学教授）、斎藤悦
子（本学准教授）、脇坂明（学習院大学教授）、

【討論者】伊田久美子（大阪府立大学教授）
【挨拶】足立眞理子（IGSセンター長）
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「災害、復興とジェンダー公平な国際共生社会の構築」プロジェクト

平成24年 7 月23日
第 1 回公開研究会

【主催】IGS
【協賛】お茶の水女子大学	グローバ
ル協力センター

【報告】舩橋晴俊（法政大学社会学部教授、法政
大学サステイナビリティ研究教育機構長）

【コーディネーター・司会】舘かおる（IGS教授）

平成24年12月12日
第 2 回公開研究会

【主催】IGS
【協賛】お茶の水女子大学	グローバ
ル協力センター

【報告】菅野琴（IGS客員研究員、元ユネスコ本
部職員）

【司会】舘かおる（IGS教授）

平成25年 1 月14日

国際シンポジウム「災害、復興にお
けるジェンダー公平性を問う」

【主催】IGS
【協賛】お茶の水女子大学	グローバ
ル協力センター

【報告】パリチャート・クロンカント（元JICA
防災能力向上プロジェクト・コンサルタント）、
アラビヤニ・アブバカル（旧アチェ・ニアス復
興庁・女性、ジェンダーとこどもの福祉部長）、
平野恵子（IGS研究協力員、本学大学院研究院研
究員）、池田恵子（静岡大学、東日本大震災女性
支援ネットワーク研修担当）

【コメンテーター】足立眞理子（IGSセンター長）
【司会】申琪榮（IGS准教授）
【挨拶】	北林春美（本学グローバル協力センター
准教授）

【サイドイベント：フォトボイス（写真と声）】
「女性たちが見た・経験した大震災」
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お茶の水女子大学ジェンダー研究センター『ジェンダー研究』

編　集　方　針

1 ．本年報に論文、研究ノート、研究動向紹介（研究文献目録等を含む）、書評、ジェンダー研究センターの事
業に関する報告（研究プロジェクト報告、夜間セミナー報告等を含む）、彙報の各欄を設ける。

2 ．本年報の掲載論文は、投稿論文と依頼論文から成る。
3 ．投稿論文は、投稿規程第 4 条により、査読の上、編集委員会が掲載の採否を決定する。
　　 3 − 1 　投稿論文 1 本に対して査読は 2 名以上で行うこととする。
　　 3 − 2 　査読者は、原則として、編集委員会のメンバー、また必要に応じて学内外の専門分野の研究者から

選定する。投稿論文執筆者が本学大学院生である場合にはその指導教官を査読者に加える。
　　 3 − 3 　投稿論文には番号を付し、執筆者名は伏せた状態で査読を行う。
　　 3 − 4 　査読結果は共通の査読評価用紙を用い、定められた基準により評価する。
　　 3 − 5 　掲載決定日を本文末に記す。
4 ．依頼論文、ならびにジェンダー研究センターの事業に関する報告は、編集委員会で閲読し、必要に応じて専

門分野の研究者の助言を求めた上、編集委員会が掲載の採否を決定する。
5 ．ジェンダー研究センターの事業に関する報告のうち、編集委員会が論文として掲載することが適当であると

判断した場合には、投稿論文に準じて査読を行った上、論文として掲載することがある。
6 ．その他各号の枚数、部数、企画等、年報の編集に関する諸事項は、編集委員会が検討の上、決定する。
7 ．『ジェンダー研究』に掲載された内容は全てジェンダー研究センターのホームページおよびお茶の水女子大

学教育・研究コレクションTeaPotに登録、公開される。
8 ．投稿論文や研究ノート等には、英文要約を添付する。200語以内とする。
9 ．投稿論文や研究ノート等には、その内容を的確に表すキーワードをつける。5語以内とする。
10．翻訳投稿をする場合、原則として論文「解題」を行う。

投　稿　規　程
（2011年 6 月改訂）

（2008年 1 月追記）

1 　『ジェンダー研究』の内容は、女性学・ジェンダー研究に関する、学術的研究に寄与するものとする。
2 　投稿者は、原則として、本学教職員・大学院生・研究生・研修生・卒業生、本センターの研究員、研究協力

員、および本センター長が認める本センターの活動に関係の深い研究者（研究プロジェクト参加者、研究会報
告者など）とする。

3 　投稿する原稿は未発表の初出原稿とする。
4 　投稿原稿は完成原稿とし、編集委員会がレフェリーによる審査の上、採否を決定する。
5 　投稿申し込みをした後で投稿を辞退する場合は、速やかに編集委員会に申し出ること。
6 　原稿料の支払い、掲載料の徴収は行わない。ただし、図・表その他が多い場合には、執筆者による自己負担

となることがある。
7 　掲載原稿は、抜き刷りを30部贈呈する。なお、それ以上の部数については、あらかじめ申し出があれば執筆

者の自己負担によって増刷できる。
8 　原稿執筆における使用言語は原則として日本語または英語とする。日本語／英語以外の言語による投稿に関
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しては、編集委員会において検討する。
9 　投稿原稿は原則として、
　 9 − 1 　日本語の原著論文は注・図表を含めて20000字以内、
　　　　　英語の原著論文は注・図表を含めて8000語以内、
　 9 − 2 　日本語の研究ノートは注・図表を含めて15000字以内、
　　　　　英語の研究ノートは注・図表を含めて6500語以内、
　 9 − 3 　日本語の研究活動報告は注・図表を含めて6000字以内、
　　　　　英語の研究活動報告は注・図表を含めて4500語以内、
　 9 − 4 　日本語の書評は4000字以内、英語の書評は3000語以内とする。
10　日本語については当用漢字とし、現代仮名づかいを用いる。なお、引用文等に関して旧漢字、旧仮名遣い等

の問題が生じる場合には、前もって申し出ること。
11　図・表・写真および特殊な文字・記号の使用については編集委員会に相談すること。
12　原則として原稿はワードプロセッサーで入力し、原稿を印刷したもの 2 部を提出すること。原稿のデータ

ファイル（ワード等の書類ファイルかテキストファイル）をCD−R等の媒体に記録して、それを添付して提
出のこと。

13　図・表は手書きでもよい。ただし、ワードプロセッサーで入力する場合は同一ディスクに別文書として入力
する。

14　本文、引用文、参考文献、注については、別に定める＜『ジェンダー研究』執筆要項＞に従う。
15　翻訳の投稿に関しては、投稿者が原著者から翻訳許可の手続きを行い、許可取得後に投稿する。そのさいの

費用に関しては投稿者が負担する。なお、翻訳投稿をする場合、原則として論文「解題」を行う。
16　掲載論文の著作権はお茶の水女子大学ジェンダー研究センターに帰属するものとする。転載を希望する場合

には、ジェンダー研究センターの許可を必要とする。
17　他の文献等から図、表、写真などの転載を行う場合は、原則として投稿者が自らの責任において必要な手続

きを行う。そのさいの費用に関しては投稿者が負担する。

追記（2008年 1 月）

1 ．論文等の提出時には、名前、論文タイトル（副題も含む）の英語表記も表紙に記しておく。
　　ただし、タイトル等の英語表記は、確認のうえ編集事務局で変更する場合もある。
2 ．投稿論文や研究ノート等の最終原稿（※）には、英文要約を添付する。200	words以内とする。
　　なお、英文原稿の場合は、要約を日本語としてもよいが、事前に確認のこと。
3 ．投稿論文や研究ノート等の最終原稿には、その内容を的確に表わすキーワードをつける。5 ワードまでとす

る。
4 ．翻訳の投稿に際しては、印字した論文 2 部のほか、原文のコピーを 2 部添えて提出する。

（※）掲載決定後に修正した原稿を指す。
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編集後記

編　集　後　記

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター年報『ジェンダー研究』第17号が無事刊行の運びとなっ
た。執筆者をはじめ、学内外の査読者の先生方、日本語・英語校正者、印刷会社、IGSスタッフ、その
他さまざまな形で関与くださる方々のおかげであり、ご協力に深く感謝申しあげる。

本号は、これまでと若干構成が異なり、二つの特集を組んでいる。一つ目は昨年度 1 月14日に当セン
ター主催で開催された国際シンポジウム「災害、復興におけるジェンダー公平性を問う」から報告者二
人に寄稿いただいた。東日本と同じく大津波を経験したアチェから何を学ぶのか、と問いかける池田氏
の論考は、3 年の月日が経とうとする現在でもまだ出来ることはあるのだ、復興はこれからである、と
希望を抱かせてくれる論考である。クロンカント氏の論考はタイの洪水における老年者の避難意思決定
に着眼した意欲あふれる内容となっている。

二つ目は、お茶の水女子大学大学院教授として当センターおよびCOEプログラム「ジェンダー研究
のフロンティア」（F-GENS）の研究プロジェクトに多大な貢献をされ、2011年に逝去された竹村和子
先生の書評・研究ノート特集である。最後の書籍である『文学力の挑戦』『彼女は何を視ているのか』

『境界を攪乱する』の三作について、当該分野をリードする三氏（越智博美氏、斉藤綾子氏、清水晶子
氏）にご寄稿いただいた。続く研究ノートは、二人の若手研究者（三部倫子氏、山口菜穂子氏）にご自
身の研究に引き寄せ執筆いただいている。企画の詳細な経緯は、特集冒頭の天野、舘両編集委員の諸言
を参照されたい。

投稿に関しては、本号では 7 本が提出され、厳正なる審査を経て、3 本の論文と 1 本の翻訳論文が採
用された。投稿論文および研究ノートは、生命保険業における労働のジェンダー化、更年期女性像の言
説形成、そして国際離婚裁判例から外国人妻へのバイアスに焦点を当てた意欲的な論考 3 本となった。
翻訳は、昨年度に引き続き、18世紀ドイツにおける性差に関する哲学的論考が採用された。なお、翻訳
者の提案により原著ページ数を本文横に併記している。書評は、政治学、表象文化論の領域から 3 点取
り上げた。また当センターの夜間セミナーを記録したシリーズ＜国際ジェンダー研究＞の新刊を、図書
紹介として掲載している。

このように本号も、領域横断的かつ国際色豊かにジェンダー研究の成果を扱うものとなり大変充実し
た内容となった。

最後に、「女性文化研究センター」の時代から当センターの教員であった、舘かおる先生が今年度で
退官される。本号も舘先生の惜しみないご尽力とご助言なしには完成しえなかった。ここに記して心か
ら謝意を表したい。

編集事務局　平野　恵子（研究機関研究員）
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　　　　　　水野　　勲　　人間文化創成科学研究科人間科学系准教授
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